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要 旨

本研究は,入会権に基づく森林の所有 ･保有 ･管理等の主体である入会集団と,その入会権の係る入会林野について,そ

の今日的役割や意義を再評価しようというテーマのもとで,その入会林野利用の変遷を対象とし,法社会学上の ｢入会権の

解体｣概念を批判的に継承 ･再構成した ｢入会林野利用の解体過程｣について,理論的並びに実証的に明らかにすることを

目的とした｡研究の課題は,①現時点における入会林野の全国的な空間分布の把握と特性の分析,(参 ｢入会林野の解体過

程｣に関する歴史的並びに今日的検討,③｢入会林野の再編｣に関する今日的動向の把握と検討,(参全国的規模での入会林

野の今日的類型化の検討｡の4点とした｡

諸先行研究の成果から ｢入会林野の利用形態が生産様式および社会関係に伴って変貌する｣という実態認識を抽出した｡

その ｢利用形態の変貌｣の指標は,法社会学研究において整理された ｢入会権の解体｣の内容を基礎とする｡しかし,この

概念のみでは実態としての入会林野の消滅が捕捉しきれないため,第 1章で新たに ｢入会林野の解体過程｣として ｢入会林

野利用型態の変貌と消滅｣と ｢入会林野利用形態の変貌と存続｣の両者を明瞭に区別する概念の再構成を行った｡第 2章で

は,本研究の課題①及び④に係わり統計的概観および多変量解析 (主成分分析)を行った｡また,入会集団の経営体として

の評価や検討という点に関して,入会集団を ｢近代化｣したもの ･しないものに分け,それぞれに対して公的資料等の利用

と具体的な対象設定により可能な限りの接近を試みた｡第 3章では,入会的活動の肯定的側面の今日的表現型態の発見 ･評

価,たとえは,現代の林業をめぐる経済的環境 ･採算性が悪化している状況下にもかかわらず育林活動が継続して行われて

いる事例を対象とした｡これらは本研究の課題②に関わり,長野県下の実態調査結果に従って述べた｡そして,第4章では,

入会集団と地縁団体･部落会等の関係における ｢部落法人化問題｣が1991年に ｢再び｣法的に可能となったため,本研究の

課題③に関わり,長野県下の実態分析に基づき論じた｡

本研究によって明らかになったことは,主として以下の3点である｡

①入会林野及び入会林野集団の概況について,近代化法以後に整備された生産森林組合の経営不振の問題を生じていること,

他方,現時点の未整備集団は現状維持的意思が強く,近代化整備事業の不振を生む原因となっていること｡また,長野県下

の未整備集団は全国に比して利用形態および入会権の態様の関係において未分化的様相を呈していること｡②実態調査では,

長野県駒ヶ根市中山区を設定し,入会林野の解体過程が詳紙に明らかになったこと｡また,この集落で今日まで入会権者の

共同賦役により人工林の手入れが続いているが,このような入会集団は地域資源管理の担い手として重要な役割を果たして

おり,入会林野の現代的存在意義を兄いだすことができること｡③入会権公権論 ･私権論の対立の現代的な現れと見なすこ

とのできる入会集団と地縁団体法人化に関し,入会集団をして地縁法人化という出口を求めさせている点で入会林野の解体

過程と整備事業におけるあらたな関係性が存在すること｡

以上,本研究は歴史的な資料に基づく調査 ･分析,集落単位のアソケ-ト調査,聞き取 り調査,統計的分析等及び,施策

に関する最新の動向把握を含め様々な手段にて理論的 ･実証的に研究の目的および課題に接近した｡それらを統合した実態

把握 ･分析の視角として ｢入会林野の解体過程｣は有効であるといえる｡

今後は,海外研究との交流が入会研究の重要課題であると考えられる｡

第 1章 研究の課題と方法

【1】 研究の目的

(1) はじめに

｢入会林野｣ という語は,一般には,あまり馴染み

があるものではない｡地方によって,その意味する内

容についての呼び方が異なることも多 く,その言葉か

ら,入会であることを推測することが困難な場合もあ

る｡ しかし,それらの異なる呼称によって指 し示され

るところの内容は,地域の違いを越 えて,共通する行

動様式 として理解される｡つまり,集落に残された古

文書に記されている ｢苅敷 山ノロ明ケ｣に代表され

るものである｡例えば,過去において,ある土地で農

業用の肥料 として草を採る場合に,その土地では特定

地域の住民のみの利用しか許されなかったこと,ある

いは,その草を採る場所や時期,草の種類,道具など

についての規制がその住民相互間に存在 した, といっ

たこと等である｡

このような土地利用の様式を一般化して表せば,吹

のような説明が可能であろ う｡すなわち,集団 (概 し

て地縁 ･血縁的結合による) として土地を所有 ･保有

(時として所有 ･保有の意識無 く) して様々に利用 し,

その所有 ･保有や利用のしかたを決定す る慣習規制

(その個々の内容は地域によって千差万別である)が,
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過去から継続して存在すること｡そしてその対象が入

会林野である｡

わが国の法律及び裁判所での判例によれば,以上の

ような事実が確認されれば,原則として土地所有名義

がどのようなものであってもその名義に対して法的拘

束力を負わないでよいことになっている(1)｡したがっ

て,今 日においても,個人有,社寺有,区有,部落有,

財産区有,慣行共有,市町村有,国有などの形式で分

類される林野の一部または全部として存在し続けてい

るのが事実である｡また,そのために図 1-1に示す

ような法的根拠に基づく所有なのか,入会林野である

のかの判断は,実態を調査しなければ分からないもの

となっている｡

--二 二 二

国有財産法

国有林野法

地方自治法
329条

財産区有頂 ≡≡≡芸 : 慧警 慧
294条以下

大字一部部落共有 地方自治法
294条･209条

注 :渡辺洋三 ｢慣習法と国家法｣ F入会と法J法社会学研究2,
東大出版会(1972),197頁を参考に作成.

図1-1 入会権と地盤所有権

一方,現在のわが国における森林 ･林業に関する一

般的状況は,どの様なものとされているであろうか｡

まず客観的事実としては,国土の67%をしめる森林の

うち人工林面積は1千万haを越えいること,その8

割は保育,間伐等の積極的な管理が必要とされる35年

生以下のものであることである(2)｡しかし,このよう

な森林の維持 ･管理に携わる人々,すなわち担い手は,

高齢化や人口数の減少が問題となっているため,戦後

の植林木が経済的有用性を発揮できるかが懸念されて

いる｡つまり,歴史的に山林への依存度の高い山間地

域においては,就業構造の変化による再生産構造の再

編や過疎化の進行による人口構成の変化によって山林

-の関わ りが弱まり,要間伐人工林にとって必要なは

ずの手入れが行われがたい状況となっている｡また,

国内と比較して材価の低い外材への依存が定着化して

きたため,国産材の需用が低迷していることが国内林

業の不振に拍車をかけいるといえる｡そうした現況の

背景にあるのは,林業経営体サイドからみるならば,

まず国有林の独立採算制のもとでの赤字経営と人減ら

しによる活動の停滞,そして民有林における個人所有

の小規模,分散性であろう｡これらについては,現在

までに国有林論,中小林衆論として林業経済の研究者

のあいだで多くの議論がなされているので,あえてこ

こで細かく繰 り返す必要は無いであろう｡

しかし,国有林のように官僚の支配に服するわけで

もなく,むしろ歴史的には下げ戻し運動などによって

闘ってきた側面を有し,また,小規模 ･零細性を地域

という纏まりの中で克服できる資源としてのいわゆる

｢入会林野｣については,系統的な実態把握や研究 ･

議論が継続して行われてきたとは言いがたい面があっ

たといえる｡｢入会｣は,現象としての事実関係が錯

綜していた り,実証研究を進める上での史料の収集が

困難であるか手間取るために研究に時間がかかること,

短期間で何らかの結論を得ることが困難なことが特に

その理由として挙げられ うる｡また,その内容の見通

しの利きにくさがゆえに ｢入会-前近代的 ･封建的な

還制｣であるという先入観から逃れられず,取 り扱 う

に値しないという風潮が形成されたことなどの影響も

多 く見聞される事実である｡

しかし,この後者の ｢入会-前近代的 ･封建的な遺

制｣であるとする点について次のように指摘する研究

者が存在する｡

すなわち,中尾英俊(1984)は林業経済誌の論文のな

かで (｢入会林野利用と生産森林組合｣,No.423),入

会林野整備事業 (近代化)の結果としての生産森林組

合での定款と規約の二重性とその原因である入会慣習

について法律的観点から論じた後,以下のように述べ

ている｡

｢しかしながら入会慣習にもとづく行為規範を

すべて否定すべきではない｡- (中略)-もとも

と入会慣習-入会集団の規範は発生的には封建

的-前近代的性格のものであったが,しかし入会

地の利用変化,商品経済の発展に伴い,入会慣習

も変化しそれなりに近代的性格をもつに至ってい

るのである｡こんにち,社会一般の規範が近代的

であって,入会慣習のみ前近代的と考えるのは入

会林野の現状を全 く知らぬ者のみであろう｡｣(3)

本研究は,その根底において以上のような認識 ･立

場と軌を一にするものである｡

そして,既存の概念に拘束されることなく,評価すべ
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きは評価し,批判すべきは批判すべきとする立場に立

ちつつ,入会林野を研究の対象として取 り上げ,その

今日的役割や意義を再評価しようと試みることは,今

日のわが国の森林 ･林業 ･環境を捉える上で必要かつ

有意義な作業である｡

(2) 入会諸論と問題の所在

周知の通 り,入会林野を対象とする研究は,過去,

多 くの社会科学的学問分野において,その学問におけ

る主張の正当性または根拠付けなどのために取 り上げ

られてきた｡たとえば,法学,歴史学,社会学,経済

史学,林政学,林業経済学,法社会学,民俗学,等で

ある｡このように,多くの研究分野及び研究者が扱っ

てきたために,その議論の関連性や成果の位置づけ等

の把握 ･整理が一筋抱ではいかないのが現状である｡

したがって,本研究の課題を明瞭にしてゆくためにも,

本論を進めるまえに,入会林野に関する研究全般につ

いて,概括的 ･鳥取図的に簡略に示すことにする｡

入会林野あるいは一般に ｢入会｣は,

A :明治以降の近代国家形成のための基盤づくりに係

る入会林野整理についての林政学上の問題

B:学問的研究の発端である法学関係者による,入会

権の権利に関する法律上の性格規定の問題と,そ

の系譜を引く法社会学者による実態研究

C:農業利用上 (牧畜産業)の振興に係わっての農業

経済学上の問題

D :林業 ･山村問題に関する研究をする林業経済学者

によるもの

E:入会林野経営の適正組織について,当事者とA,

B,Dが一体となって研究 ･議論がされているも

の

F:1990年代にはいり,経済学の一部で ｢コモンズ｣

の概念によって入会林野を照射し ｢定常系社会｣

の環境保全能力に関する今日的評価を行おうとす

るもの等

のような各学問分野における問題意識において扱われ

てきている｡(時系列的には,A-Fの流れ,趨勢で

ある｡)

またそれらを研究の内容からみれば,

a:入会権そのものについての評価 ･考察

b:入会権を構成する入会集団の性格についての評

価 ･考察

C:入会林野近代化法の評価 ･批判

d:生産森林組合の設立を含めた入会林野経営主体

(共同体)の組織化に関する評価 ･考察

e:｢入会｣的地域資源利用の合理性に関する評価 ･

考察

などが主だったものとして挙げられる｡

いずれにしてもこのような研究がなされてきたこと

には,一般に次のような背景があったといえよう｡

まず第-に,明治期以降のわが国が,中央集権的国

家管理体制の拡充と生産諸手段の私有化に基づく資本

主義的生産様式の進展に伴 う生産諸関係の変質及び生

産諸力の発展を指向し,それを諸政策 ･諸法令等にお

いて具現化していったこと｡第二に,その具現化に際

して,入会地および利用主体に対 しては,それらが,

法律 ･政策 ･制度といった外部からの権力的解体圧力

として作用したこと｡そして,第三に,入会利用主体

の内部においては,農林業の生産様式の変化が現象化

してきたこと,が挙げられる｡

このため,｢入会地｣を議論の種 として取 り上げる

と,自ずから制度論,権利論,法律論,経済史学,経

済学,社会学,共同体論,農林業問題などの様々な領

域に係わらざるを得ないといえる｡それゆえ,各学問

分野がその個別領域の範囲内において入会林野を分析

しようとしても,その視角設定の如何によっては,分

析すべき内容がその研究領域の範境には収まらないと

いう問題が生じる可能性が含まれていることになる｡

すなわち,そこに研究の限界が生じることになる｡近

年において,入会研究が活発化しなかった最大の理由

は,この学問における縄張 り意識的自己限定にあった

と推察されるのである｡

したがって,入会林野を取 り扱った研究においては,

過去に行iっれたような各学問分野の既存の枠組みを前

提とする文脈の中に入会林野から導き出された内容を

位置づけてゆくという研究方法を取るのであれは,塞

準とする字間分野を設定する必要が存在するが,それ

では過去の研究の繰 り返し･延長にすぎないものとな

ってしまう｡そこで,本研究では,各学問分野におい

て兄いだされるある程度の共通的な枠組みをあらかじ

め抽出 ･検証し,その枠組に基づ く研究課題の設定に

より研究を進めるという,過去の研究にはない方法論

を取るものである｡したがって,このような問題意

識 ･方法論を取ること自体が本研究の特色である｡

ところで,このような問題意識に近似していると考

えられるものに,K.マルクスの ｢資本主義的生産に

先行する諸形態｣が挙げられる｡そのなかで,マルク

スは,生産力の発展とGemeinwesen(共同団体)の解

体との関係についての認識を示していた(特柾p.46,47,

国民文庫,大月書店 )(4)｡より具体的には ｢ヴェラ-
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ザス- リッチへの手紙｣(同書所収)において,農業共

同体の構成員の生産手段の私的占有が動産的富の漸次

的蓄積 になり,それが経済的 ･社会的平等の解体作用

をもち,共同体内部の利害衝突をうみ,その衝突が耕

地の私有財産への転化,私有財産の共同体的付属物の

森林,牧地,荒蕪地まで私的占有にいたらせると述べ

ている(5)｡そして,｢農村共同体｣はその構造上の形

態からしてまった く異なった歴史的環境のもとで,

｢農業共同体｣のなかに含まれている私有の要素が集

団的要素にうちかつか,後者が前者にうちかつかのど

ちらかを選ぶことができることを示唆した｡このよう

な ｢モデル｣は,動態的把握における歴史的変化の方

向性 (法則性)を扱っている点で各学問領域を横断的

に扱 う指標 ･分析装置として指定しうるといえよう｡

しかし,このような認識,あるいは ｢共同団体｣に

関する歴史的展開モデルが,｢わが国の入会林野の来

歴｣にそのまま重ね合わせて理解することが可能かど

うかについて,今日までに十分に明らかにされている

とは言い難い｡そのため,本研究では,魅力的ではあ

るが以上のような歴史的展開モデルを事象の説明とし

て用いることはしないことを,ここにあらかじめ述べ

ておくことにする｡

それでは,どのような枠組みを抽出 ･設定すべきで

あろうか｡

(3) 研究の目的

わが国において,川島武宜を中心とする法社会学の

研究グループが,先のマルクスの汎 (超)歴史的とも

見なすことが可能なあいまいさを残す提示とは異なっ

て,1960年代後半を中心とする具体的な実態調査の積

み重ねの結果として ｢入会権の解体｣という概念を提

唱した｡要するに,｢数村入会は-村単独入会へ,古

典的入会林野利用はその他の利用形態-解体している

現象が存在すること,それは従来の研究では兄いださ

れなかった現象であること｣を指摘したものである(6)0

ただし, この理論の提唱者の川島武宜が,以下のよ

うに述べていることは,見過ごせない重要な点である｡

すなわち,

｢(｢総有入会権の解体｣と題しているが)-ここ

で問題にしているのは ｢総有的利用｣の解体であ

る｡すなわち,入会権の古典的且つ典型的な利用

形態である ｢集団的個別利用｣(いわゆる ｢入会

稼｣)から,多かれ少なかれ個人主義的な利用形

態たる ｢分割利用｣･｢直轄利用｣一徳川時代に

見られた ｢古典的｣な直轄利用ではなく,商品生

産を目的とし或いは地代収取を目的として行われ

る直轄経営ないし ｢契約利用｣-へと,多かれ少

なかれ程度の差はあるが,移行する傾向が広汎に

進行しつつある,という事実を指摘し｣,｢その意

味するところは ｢古典的利用型態たる入会樺を内

容とする入会権の型態変化｣である｣,｢=･それは,

多かれ少なかれ入会の総有的権利関係そのものの

解体の要因でもある-｣

(この時点では)｢入会権 とい うものを,種々

の総有的利用型態を含む統一的権利として理論構

成することに踏みきることができないで,いわば

中途半端な段階に在った｡入会権をそのような統

一的権利 として動態的に把握することは,Otto

vonGierkeの理論を経由した上で,後に 『注釈

民法(7)』(1968)の入会権の後注においてはじめ

て明確な形で主張することができたのである｣,

｢本稿そのものは-当時においては,入会権の従

来の常識を破るものであった｣(7)

(下線強調は,中川による),あるいは,

｢- ｢入会権の解体｣という用語のみならず,そ

のような用語のもとに論じてきた内容は,われiっ

れ以前にはなかった-｣,

｢わたしは,｢解体消滅｣を論じてきたのではな

く,古典的な集団的個別利用型態 (入会稼)が,

直轄利用 (｢契約利用｣を含む)型態や分割利用

型態に転化する傾向,また,それは入会団体の総

手 (Gesamthand)的権利関係における何 らかの

主むらと何らかの壁壁での個人主義的要素の発生

ないし増大という変位-それゆえ,わたしはしば

しは ｢解体過程｣ということばを用いてきた-の

傾向が,社会現象として看取されることを指摘し

たのであって,｢入会権が消滅する｣といったこ

とはなく,むしろ逆に,そのような ｢変化｣にも

かかわらず総手的規制が根強 く存続していること

を強調してきたのであった｣(8)

(下線強調は中川による)

つまり,｢入会権の解体｣は,提唱者自身もす く･に

はその本来の意味する内容にたどり着いてはいないこ

とが明らかである｡そしてそれゆえに,川島自身が振

り返っているとおり,この ｢解体｣の意味が時に ｢消

滅｣の意味に理解され,誤解と混乱を生じさせた｡し

たがって,この場合の川島 ｢解体論｣による ｢解体｣

とは,当初より一貫して入会林野利用型態の近代的変

容の意味に理解すべきであることがわかる｡

一方,同研究グループのメンバーでもあった中尾英
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俊は,後に,この川島 ｢解体｣論の概念をさらに展開

したとみなせる見解を述べている｡すなわち,｢入会

林野に資本や労働が投下されれば入会権は必然的に解

体変化をとげ,所有権や地上権等の近代的な権利に転

化せざるを得ない｣ (林業経済,No.215,1966)(9),
あるいは,｢入会林野に対する資本制生産経済の浸透

は,必然的に古典的入会権の変容をもたらし,さらに

は入会権の変化 ･解体をもたらす｡前近代的な入会権

は次第に個人的な林野の所有権および利用権-と分解

せられて近代市民法秩序-の転換 ･変質への道をだど

るにいたる｡したがって入会権はいずれ解体し,消滅

すべき運命にあるといえる｡しかしながら,現実に入

会権が農山村に住む人々に生活権の役割を果たしてい

ることを考えれば,直ちに入会権の解体 ･消滅を肯定

することはできない｣(中尾英俊,1965,林野法の研究,

初版,101.勤草書房,東京.)である｡この中尾 ｢解体

論｣は,歴史法則的な意味合いにおいての ｢入会林野

の消滅｣を射程におくものといえる (但し,このこと

自体を実証した研究はない)0

このように ｢入会権の解体｣という概念には,川島

｢解体論｣と中尾 ｢解体論｣と形容し得るニュアンス

の異なった意味合いが存在することが分かる (入会権

の存続の認識 と保護 という点では共通するが)｡

しかし,この両者を総合化した場合の ｢入会権の解

体｣は,単なる法律上の権利論としてだけではなく,

入会林野に関する利用形態の変化を指標とする構造的

変化を示すために適した表現であるという点で,現存

する入会林野を対象として分析する場合に,一定の尺

度を与えうるものであるといえる (図 1-2参照)0

日 日
使用価値秩序 交換価値秩序

注 :渡辺洋三(1972)r入会と法｣,川島武宜 r著作集J第 8巻10頁を

参考に作成.

図 1-2 ｢入会権の解体｣の概念モデル

つまり,入会林野という現象における変化を一定の

タイム ･スパンで捉え,その変化には不可逆的ともい

うべきある一定の方向性が存在することを示したがゆ

えに普遍性が存在する｡そして,その普遍性ゆえに各

学問領域を横断する説明力を有するといえる｡

したがって本研究では入会林野に関して,今までの

入会研究のなかで必ずしもその意義が明確化されてい

なかった ｢入会権の解体｣を,現象に対する理論的説

明の根拠とするものである｡ただし,この概念が示さ

れてから今日まで多 くの時間が経過しており,その間

に何 らの批判 ･検討 ･対論の提置等も成されていない

のみならず,以後の公的調査や研究において暗黙の前

提となってはいるが,この ｢入会権の解体｣における

川島 ｢解体論｣的意味合いを強調する場合 と,中尾

｢解体論｣的意味合いを強調する場合とが存在するこ

とを明瞭に意識しているものではない｡

そ こで本研究では,このような総合的意味合いの

｢入会権の解体論｣に関し,現代の事例に基づいて,

特に入会林野が消滅する場合を実態として明確に把握

できる形での ｢入会林野の解体過程｣として再定義 ･

概念の再構成をおこなった｡そして,その入会林野の

変化を測定する尺度としての有用性を検討することを

含みつつ,いわゆる ｢林野 3法案 (1996年5月国会通

過)｣(10)を成立させたわが国の今日的状況下における

入会林野の存在意義を検討することを目的とするもの

である｡

以下,本研究論文では上述の立場に依拠し,本章で

は ｢入会｣がなぜ問題となるのかについての背景に若

干ふれた後,過去の研究の論点の概要を示し,本研究

の課題 と方法を述べる｡

【2】 先行研究の概観

(1) ｢入会｣に関する法制史的背景

① ｢近代化法｣以前の法令 ･政策等

入会林野が幕藩体制下における存在様式のままでは

なく,わが国の幕藩体制の崩壊と近代化の動きと共に

様々なイソ/くクトが,法令や政策等を通じて加えられ

ていくことになる｡

例えば,中尾英俊による1968年の研究(林業経済誌,

No.236)によると,明治30年以降昭和42年までの入会

林野に関する判例100件についての分析から,次のよ

うなことを明らかにしている｡すなわち,明治期には

入会集団と入会集団の間での数村入会地の帰属,入会

権の存否についての争いが多かったが,大正,昭和期
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には入会集団と土地所有者 ･管理者との紛争が部落有

林野統一,国有林野特別経営事業の展開のために多く

なった｡戦後においては入会林野利用の商品化に伴っ

て入会権者が固定化し,村落共同体の規制も弱まった

ために集団内部の紛争が増加した (ll)｡また,戒能通

孝は,著書 ｢入会の研究｣(1943)において,入会にお

ける権利関係の錯綜の要因として明治22年の町村制改

革を挙げ,それが入会地所,用益形態の諸変動をもた

らしたものと指摘した(12)(P.233)｡また戒能は,同書

において,入会とは本来土地への支配 ･進退を意味す

るのみで確固たる所有の概念はなく,明治政府の ｢地

券発行｣(M.5),｢官民有区分｣(M.7)政策以来,入会

地にたいする所有意識が明確化していったとも指摘し

ている(13)0

いずれにしても,入会地とは近世以前より,農民経

済の個別再生産構造を支える自然の生産力に依存した

物質的基盤であった｡それゆえに,幕藩体制下におい

ても租税徴収の物質的基盤としての重要な役割を果た

し,結果として封建体制を補完する役割を担っていた

といえる｡そして,その自然条件的制約を主たる根拠

とする ｢苅敷山の口明け｣に代表されるような入会地

利用者間の自律的慣習規制 (村落共同体規制)が存在

し,それが明治政府の上からの近代化政策によって変

更を余儀なくされた側面があり,中尾の指摘したよう

な以後の問題を引き起こす要因になったことは事実で

ある｡

明治期以降のこのような意味をもつ入会に関係する

主な法令を整理すると,詳しくは後掲の表 1-1のよ

うになるが,ここで,その主なものについて示す｡

① 明治5年地券発行

(参 明治 7年官民有区分

(参 明治22年の町村制改革

④ 明治29年民法入会権規定 (263条 共有の性質を有

する入会権,294条 共有の性質を有しない入会権,

どちらも地方の慣習に従うと定めている)

⑤ 明治30年森林法

(参 明治32年国有土地森林原野下戻法

(診 明治43年部落有林野整理統一事業

⑧ 大正 9年公有林野官行造林法

(9 昭和22年地方自治法 (旧慣使用権,財産区の規

定)

⑩ 昭和26年森林法改正 (生産森林組合制度創設)

⑪ 昭和28年町村合併促進法 (新財産区の成立)

⑫ 昭和31年公有林野等官行造林法

⑩ 同年森林開発公団法

⑭ 昭和33年分収林特別措置法

⑮ 昭和39年林業基本法 (入会林野近代化を明言)

⑩ 昭和41年入会林野近代化法

等がある (後掲表 1-1を参照)0

これら,②から⑯の意図する目的別内容を分類する

と,次のように整理できる｡

(ア)地盤所有名義の確定 :①,②,③,⑥,⑦,⑨,

⑪,⑩

(イ)地盤の公的所有への編入 :②,③,(乱 ⑦

(ウ)慣習的権利の保護---･④,(軌 ⑯

(-)造林資金の導入- ---･⑧,⑫,⑬,⑭,⑮,⑮

(オ)慣習的権利の近代化･･-･⑮,⑯

(カ)生産組織の近代化-･･-‥⑩,⑮,⑯

もっとも関わ りの大きいのが(ア)｢地盤所有の確

定｣であり,古くから今日に至るまでほぼ一貫して取

り上げられている｡入会林野は,それほど単純には所

有の ｢確定｣が進まない性格であることが分かる｡つ

ぎに,(イ)｢公的所有への編入｣と(-)｢造林資金の

導入｣である｡後者は,戦後からにおいて重点がおか

れたことが分かる｡また,の ｢近代化法｣は,以前の

政策 ･施策 ･法令にはなかった ｢近代化｣を扱った点

で,画期的であったといえよう｡

全体的な趨勢としては,(ア)から(カ)へと重点が移

行している｡

それでは,以上のような明治期以降の政策 ･法令の

奥に歴史貫通的に見通せるのは一体何であろうか｡

それは,戦後入会研究の中心的人物の一人である法

社会学者の川島武宜が,｢所有権法の理論｣(1987)の

なかで,

｢｢総有｣とは,Genossenschaft的団体の内部

法的秩序により,団体とその構成員とに共同に属

するところの団体法的所有である｣,

｢あらゆる物を交換価値の担い手たらしめるこ

とを理想とする近代社会は,総有を個人法的所有

-転換することを必然的ならしめた｣,

｢わが国においても政府当局の指令 ･推奨に基

づいて明治以来大正年間にかけて多くの入会地が

分割された｣(p.183)(14)

と述べているような,｢ゲルマソ法的所有 (総有)で

ある入会地のローマ法的所有 (個人法的所有)への転

換｣である｡

それは,明治 ･大正年間にかぎらずに,それ以降の

戦後においても,昭和41年法律第126号 ｢入会林野等

に係る権利関係の近代化の助長に関する法律｣を一つ

の山場として形成しつつ,今日までその枠ぐみが基軸
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となってきた｡

そして,それらの歴史的な経過の累積が原因となっ

て,今日の現実の ｢入会｣権利関係の複雑性 ･多様性

が生じているのである｡

この意味で,入会林野研究は,時代を経るごとに複

雑化する現象を相手にしていくという宿命のようなも

のを背負わざるを得ないといえるであろう｡そして,

まさにこの一点によって,入会研究を扱 う場合には,

その現象を理解する上で,多かれ少なかれ対象とする

入会林野の歴史的経過を辿ることが研究の方法として

必要である,ということがいえる｡

② ｢近代化法｣の成立経過と評価

わが国の林政史において,林業生産を構成する労働

力,生産手段や生産要素の結合関係,流通過程-の対

応など,政策課題としてのいわゆる構造問題が,時々

に登場する｡例えは,明治40年代の公有林野対策期や,

昭和初期の外材輸入期,戦時体制下,および戦後の農

地改革期などである｡このような構造問題を政策課題

化する本格的な展開は1960年代後半に現れた｡その背

景には,高度経済成長の実現と産業構造の再編のなか

で,山村の過疎化および山村の主業たる林業の荒廃化

がもたらされる,という危機的状況があった｡

そのような状況下において,昭和35年 ｢農林漁業基

本問題調査会答申｣を受け,同39年 ｢林業基本法｣が

制定された｡同法は林業経営の近代化,林業生産力の

増大を通じて,産業としての林業の構造形成を推進す

ることとし,これを受けて,林業構造改善事業が昭和

39年から実施に入った｡この事業は,今日の時点では,

森林の多面的利用,山村定住化の事業など,｢より広

汎化する傾向｣(15)を示している｡

入会林野は,先述のとおり,明治40年代の公有林野

整備 (入会権統一),戦後では昭和22年 ｢地方自治法｣

への移行,同28年 ｢新市町村合併促進法｣などによっ

て解体を余儀なくされてきてはいたが,近代化法施行

前においてなお200万haにのぼるといわれていた｡

そこで,基本法林政に伴 う ｢入会林野等に係る権利

関係の近代化の助長に関する法律｣が昭和41年に制

定 ･公布され,その近代化路線の具体化を引き受ける

｢入会林野整備事業｣が開始された｡それにより登記

手続きの特例措置と税制上の恩典が与えられ,入会林

野の個別私権化,協業化 (法人化)が推進された(16)0

ここで,｢近代化法｣の性格をより明らかにするた

めに,このような成立経過と評価について,もう少し

詳しく整理を行っておこう｡

まず,高須僚明 (1966)は ｢従来の伝統的な入会林

野問題と,この林業基本法によって提示された新たな

問題意識の相異を重視する必要がある｣(17)と,｢近代

化法｣の上部法にあたる林業基本法を評価している｡

すなわち,伝統的な入会林野問題では,｢入会林野の

失われた使命｣が放置 ･荒廃の原因となり,治山 ･治

水上においても問題のある存在である式の ｢森林資源

の造成充実 ･国土保全的｣発想なのに対し,基本法で

求めているのは,｢入会林野の近代化｣そのものでは

なく ｢林業経営の発展｣であり ｢小規模経営の拡大｣

であって, ｢入会林野の近代化は,いわばこのような

目的に対する一つの手段にすぎない｣(18)ものとする｡

では,このような ｢林業基本法｣および ｢入会林野

等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 (通称

｢近代化法｣)｣の成立には,どのような経過 ･背景が

存在したのであろうか｡

戦後に入って,昭和26年にわが国森林法が全面改正

され,森林組合制度中に施設森林組合とならんで生産

森林組合という森林所有者の協業経営組織(19)(いわゆ

る ｢施設組合｣ではない,｢生産組合｣の性格(20りが

作られ,入会権者の制度活用も期待されていた｡しか

し,入会林野における所有名義の混乱等により, ｢生

産森林組合の設立はきわめて低調｣であった(21)｡そ

の後,昭和31年の公有林野官行造林法の一部改正によ

って入会林野もこの適用対象に加えられたが,部落名

義や記名共有名義の入会林野は,国が所有を確証する

ことが困難な場合が少なくなく,たとえそれができて

も,登記名義人と一致しないときは地上権登記ができ

ないので契約が不可能なこと,官行造林契約は国と土

地所有者との間で結ばれる建前であったので,地役の

性質を有する入会権の存在する林野においては,地盤

所有名義人と入会権者とのあいだで話が付かない限り,

同法の適用が不可能であったこと等により,｢入会林

野にたいする官行造林の実績は,期待を遥かに下回

っ｣た(22)｡そして,昭和33年分収造林特別措置法が

制定された｡しかし,森林開発公団法が原則として入

会林野を対象としなかったことに加え,民間資本も権

利関係が複雑で地上権登記等の困難な入会林野を敬遠

せざるを得なかったこと等により,｢この法律にもと

づく入会林野の造林実績もごく少なく,昭和33年から

同37年にかけての5年間に約 1万haにとどまっ｣(23)

た｡その間,林野庁は入会林野問題に本格的に取 り組

むため,昭和30年に公有林野調査会 (当時は,入会林

野であるいわゆる部落有林野を,公有林野と呼ぶこと

が多かった)を発足させ,昭和34年には,この調査結

果(24)にもとづいて林野庁長官の諮問機関として部落
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有林野対策協議会が設置された｡同協議会では,①部

落有林野における林業的利用と農業的利用をどのよう

に調整するか,②部落有林野の利用は個人分割の方向

に進むべきか協業の方向に進むべきか,③部落有林野

の権利関係についてどのような措置をとるべきか,と

い う林野庁長官の諮問に答えるべ く2年間の審議がお

こなわれた｡またその一方で,はばこれと同じ時期の

昭和34年 7月に内閣総理大臣から農林漁業基本問題調

査会にたいして ｢農林漁業に関する基本的施策の確立

に関し貴会の意見を求める｣ という諮問がなされ,こ

の調査会においても農林業政策全体の中での入会林野

問題の位置づけ ･方向性が審議されることとなった｡

さらに,これにやや遅れて,農林大臣から中央森林審

議会にたいし,林業振興に関する基本的施策について

の諮問がおこなわれた｡そして,これら3つの答申は,

昭和35年から36年にかけて相ついで提出されたが,塞

本認識において,(∋農林業経営は構造改善施策の推進

により経営規模を拡大し,経営を近代化 していく必要

があるが,入会林野は規模拡大の有力な手段として活

用すべきものである,② このような方向に入会林野を

活用するためには,なによりもまず権利関係の整理 と

近代化をはかる必要がある(25),とする点は共通 して

いた｡

このようにして,政府は,昭和39年 7月に林業政策

の目標 とそれを達成するために必要な基本的施策を示

した林業基本法を制定し,その中に入会林野の近代化

を明瞭に規定したのであった｡その第12条には,

｢国は,林業経常を近代化してその健全な発展を

図るため,-小規模林業経営の規模の拡大に資す

る方策 として,-入会権に係る林野についての権

利関係の近代化等必要な施策を講ずるものとす

る｣

と銘記されている｡

表 1-1 入会林野等関連法令通達年表

整理番号 発令官署法令番号 発令年月日 西暦 法 令 表 題 等 (注 釈)

1 太政官布告 明治 1869 ･版籍奉還ノ請ヲ聴ス
第543号 2ー6.17 藩体制の解体として版籍奉還が行われ,近代社会へと乗り出したo

2 民部省達 2.7.10 1869 ･府県宮林総反別を録上セシム
第637号 官林の地籍調査で明治政府の宮林調査はこれよりはじまる○

3 大蔵省達 5.2.24 1872 ･地所売買譲渡ニ付地券渡方規則

第25号 地所売買譲渡の際に地券を土地の所有者に交付することになる○これにより私的所有権の確零が行われた

4 大蔵省達 5.7.4 1872 【puヽ し0･地券渡方規則ノ第十三則の取扱方ヲ定ム
第85号 売買譲渡に伴う交付ではなくて全国一般に行われることに改められたo

5 大蔵省 5ー9ー4 1872 ･地券渡方規則追加
第126号 村持ちの山林,数村入会の山野が公有地とされた○

6 太政官布告 7.ll.7 1874 ･地所名称区別改正法

第120号 俗に言う官民有区分法であるo地所を官有地と民有地に区別し,さらに民有地は第-種 第~種 第二種に区分され 入会林野は第二種となった

7 地租改正事務局 8.6ー22 1875 I - I 一･･.- ナ 〇･山林原野池溝等慣行を以て民有の確証 ト視認ス

達 3号 入会林野は証拠書類がなくても長年の慣行があって近隣の群村が保証するならは 民有に編入してもよいとされた

8 大蔵卿訓令 18.2.18 1885 I -ヽ0･地押調査挙行の件

主秘第10号 土地の現況を明確にしようとしたもので,明治18年に着手し明治27,8年ごろ完了した しかし 財政事情 測量技術等から正しい地籍図はできなかった

9 法律第1号 19.8.1 1886 Lo 9. 9 ET ー 0･登記法
不動産取引の公示制度が改善され,土地取引の保護が法的に強化される○

10ll 法律第1号法律第13号 21ー4.2522.3.23 18881889 ･(旧)町村制 (明22施行)

我が国における近代的地方自治制度の確立の第一歩といわれ,旧来の村とは基
本的に異なる新しい村を作り出したo旧村持林野は登記法を利用して個人や共
有名義,社寺名義にうつされたものもあるoまた,町村制83条では旧慣使用を
認めており,町村内の一部に財産所有主体となり得る特別の公法人を認め,
｢区有財産｣｢町村一部有財産｣という形の通称旧財産区の制度を創設したo
(第144条)

･地券を廃す
土地台帳規則制定により廃されるo

12 勅令第39号 22.3.23 1889 ･土地台帳規則
地券台帳を改め,全国一定の様式による台帳に調整する.

13 法律第89号 22.4.28 1889 ･民法 (明22施行)
入会権は,物権の一つとして,第263条 (共有の性質を有する入会権)と第294
条 (共有の性質を有しない入会権)の2箇条を定め,ともに地方の慣習に従う
こととさてているoなお,入会権は権利の性質から民法第177条に係わらず登
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27
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法律第99条

法律第85号

農商務内務次官
第4972号

法律第 7号

山林局長通牒
山第2313号

政令第15号

法律第67号

法律第249号

法律第258号

法律第13号

法律第85号

法律第57号

法律第88号

法律第161号

法律第126号

32.4.27

32.3.23

43.10

大正
9.7.27

昭和
14.4.1

22.5.3

22.4.17

26.6.26

31.4.27

33.4.15

36.5.19

39.7.9
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1899

1899

1910

1920

1939

1947

1947

1951

1956

1958

1961

1964

･国有土地森林原野下戻法
入会地は大半,民有地として下げ戻された｡

･ (旧)国有林野法
地元住民と直接関係のあった国有林野は,委託林制度,部分林制度となった｡

･公有林野整理開発二関スル件
自治の円満と財政の安国をさせるための部落有林野を市町村に統一するように
指導する｡いわゆるこれが部落有林野整理統一事業｡

･公有林野官行造林法
市町村 と国が分収契約を結び,国が積極的に造林を行 うことによって,森林資
源の開発と市町村の基本財産の造成を図る目的で制定された｡部落有,記名共
有等の入会林野は所有名義だけを市町村に移 して官行造林契約を結んだ事例も
あった｡

･公有林野整理統一二関スル件
森林法の改正とともに,この政策は従来のごとく積極的には進めないというこ
とで,実質的に終止符が打たれた｡

･町内部落会等解散
いわゆるマッカーサー政令で,部落会の解散に伴い部落有財産は町村有,記名
共有,個人有に変わったものが多い｡

･地方自治法
旧慣による公有財産の使用は第238条の6に規定され,財産区に関することは
第 4章第294条から第297号に規定された｡

･森林法
森林の区分として ｢公有林野｣の用語が消えて ｢民有林｣一本に包含されたO
また,一方では協同組合理念を基礎とし,他方では零細林業経営者の現物出資
による所有 ･経営 ･労働の一致による ｢完全協業｣を理想とする生産森林組合
制度が創設された｡

･町村合併促進法
町村合併が全国的に進められ,28年には9895あった市町村が,33年には3663と
約 3分の 1に縮小した｡ここで問題となったのは,旧町村有林野の処理で,也
方自治法で財産区となったものと町村制下に設けられた旧財産区の二種類とな
った｡また,これを機会に従来の入会林野が,生産森林組合等の協業法人とな
ったもの,個人に分割解体したものもあった｡

･公有林野官行造林法の一部改正
部落有,記名共有等の入会林野も法律の適用を受けることとなり,題名が公有
林野等官行造林法と改正された｡ところが,土地所有者の確認が困難,登記簿
上の所有名義人と一致していない等により,実績は期待を遥かに下回った｡た
だし,入会林野のように複雑な権利関係のある入会林野は,原則として対象と
されていない｡

･森林開発公団法
森林資源の豊富な地理的条件の悪い地域を開発するため,また,水源面蓑の森
林造成等を行 うため公団が作られた｡

･分収造林特別措置法
民間資本や技術導入の措置を定めたが,入会林野は権利関係の複雑さ,特に登
記上の混乱のため成果が上がらなかった｡

･公有林野等官行造林法を廃止する法律
これにより新たな官行造林が行われないこととなり,これ以後は森林開発公団
が23に基づく造林者または費用提供者として引き継 く･ことになる0

･林業基本法
林業政策の基本方向を示すために制定された｡第12条には ｢国は-入会権に係
る林野について権利関係の近代化等必要な施策を講ずるものとする｣と宣言し
ている｡

･入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律
農林業上の利用を増進するために,入会林野又は旧慣使用林野である土地に係
る権利関係の近代化を助長するための措置を定めた法律｡

注 :｢いりあい りんや｣第23号 (公有林野全国協議会発行)を参考に作成.

(2) 入会研究の主たる系譜

① 学問的展開の端緒 と諸学問-の波及

入会権の法的側面に関す る研究 は,『徳川時代 に於

ける村の人格』,『明治初年の入会権』などの ｢1912年

以降に発表 された中田 薫の論文によって基礎が築 か

れた｣(26)といわれている｡

中田はそれ ら論文において徳川時代 と明治初年の史

料および裁判所 の判決における理論的分析をおこなっ

た｡それ は,西洋 の法史学 に基づ いた ｢西洋 中世 の

｢総有｣(Gesamteigentum)な らびに ｢実在 的総合

人｣(realeGesamtperson)に関する理論の正確 な理

解に立脚 した画期的なもの｣(27)であった｡

一方,入会権に関す る法律学的研究,特に判例の研

究は,中田以後長い間なされていなかったが,その後

の1920年代末 に末広厳太郎 が 『物権 法』において,

｢オイゲソ･エアー リッヒのいわゆ る ｢生 け る法｣("

daslebendeRecht") とい う新 しい理論的関心ないし

興味 に基づいて｣(28)入会判例の研究を多 くお こなった｡

さらに,末広の影響下にあった戒能通孝は 『入会の
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研究』において,｢封建社会における物支配の独自の

理論｣(29)から出発し,明治初年の入会判決の分析を通

して中田の理論に対する ｢新しい問題提起｣(30)を示し

た｡それ以後は長い間組織的研究がおこなわれなかっ

た｡

このような学問的問題提起の地盤の上に,第-に新

たに入会権の ｢歴史学的研究｣(31)(主として,文書史

料による中田の方法論の継承でもある)が展開され,

第二に,末広の問題意識の継承でもある入会権の ｢生

ける法｣研究が展開した｡これらの研究では,法史学

的研究 (石井良助,福島正夫ら),農業史的研究･林業

史的研究 (川瀬善太郎,植村恒三郎,佐藤百喜,古島

敏雄,遠藤治一郎,近藤康男ら),民俗学的および社

会学的研究 (柳田国男,有賀喜左衛門,磯田進,住谷

一彦 ら),近世･近代の林野入会の歴史的研究 (平沢清

人,原田敏丸,西川善介,北条浩ら),経済史学 (大

塚久雄,中村吉治ら)等が挙げられる｡また,戦後は,

民法学者による実態調査を中心とした法社会学的研究

(川島武宜,渡辺洋三,潮見俊隆,中尾英俊,黒木三

郎ら)が中心的役割を果たした(32)0

これらの研究の積み上げにより,法律学者の従来の

入会権のイメージないし理論が ｢幕末ないし明治初期

に存在 していた入会権の基本的な型態たる ｢入会稼

ぎ｣(いわば古典的形態)に関す るにす ぎない も

の｣(33)であったことが明らかにされていくのである｡

中でも特に,問題意識の焦点を入会権にあてた多く

の民法学者の実態調査により,

(∋ 明治以後そのような基本的型態は大きく変化し

たこと

(参 それらの変化した型態の ｢原型｣はすでに徳川

時代に存在していたこと

が明らかにされた｡

また,｢入会地は荒廃している｣という多 くの法学

者の断定は,｢少なくとも,1920年代以降は ｢神話｣

にすぎず｣(34),事実においては,明治以後入会地にお

ける造林が広範に進行しており,入会の原型たる単村

入会地については,そのような概括的断定は誤 りであ

り,また,数村入会地においても,広範に造林が進め

られて今日におよんでいることが明らかにされた｡

それでは,このように入会研究の基盤を構成した入

会権の歴史的研究 ･｢生ける法｣研究と法律学的研究

との関係はどのようなものであろうか｡

川島武宜の整理(35)によれば,以下の点が挙げられ

る｡

①民法学者による ｢生ける法｣の調査によって把握さ

ll

れた内容は,民法263,294条の ｢各地方の慣習｣その

もの,つまり,第一順位の ｢法源｣に他ならない｡

(塾 ｢古典的利用形態｣以外の利用形態は,かつて,入

会権消滅の根拠とされたことがあった｡すなわち,入

会の利用形態と入会権の利用形態を峻別すべきであっ

た｡

つまり,｢入会集団の共同体規制のもとの利用｣が確

認されれば,｢入会権存在の明白な証拠｣になる｡

③法律学の通説は,｢各地方の慣習｣とは関係ない,

矛盾する ｢理論｣が述べられている｡すなわち,『入

会的利用は個々の入会権者に属し,入会財産の管理所

分は入会権の団体に属する』などは,中田以来定着し

た認識である入会集団の ｢実在的総合人｣としての性

格に反する説明である｡

④憲法上は行政権と司法権は ｢分立｣して相互に独立

のものとされていたが,現実には,政治的力関係の結

果,行政権 (特に内務省)が優越を主張した｡この入

会林野にはあたかも ｢司法権優越の原則｣が存在しな

いかのような明治以来の伝統によって,司法上の権利

たる入会権と行政との関わりについては,きわめて錯

雑した事実関係が作 り出されている｡具体的には,

｢部落｣-入会集団と ｢財産区｣･｢行政区｣･｢部落

会｣とは,制度上は明らかに区別されているにもかか

わらず,現実の行政においては,それを実質的な社会

的実体ないし基礎とするものとされたきたので,それ

らとの区別は,外見上必ずしも明確ではなくなってい

る｡

(9入会権の,現実の社会的事実の次元における現象に

即して ｢法的｣に構成されるべきである｡例えは,

･入会地の処分は,個々の入会権者の全員の同意を要

する,

･慣習的合意形成の方法 ｢総寄 り合い｣における論議

と投票 ｢全員一致｣

などの慣習規範がそれにあたる｡

つまり,<｢生ける法｣-｢地方の慣習｣-｢法源｣>で

あり,したがって,集団とある特定の物質的結合の関

係を固定的に理解するのではなく,集団と物質的結合

の関係における構造そのものを動態的に理解しなけれ

ば,入会権の本質は見えてこないということである｡

｢このように,｢全員一致｣という慣習規範一つ

を採ってみても,近代法の観念や原則を前提とし

てただ観念的に当該慣習規範を理解し,現実の慣

習秩序の全体の中でその規範がもつ意義や権能を

考慮しないならは,入会権という特殊の慣習法上

の権利の処理を誤る危険性があることは,明らか
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であると私は考えるのである｡｣(36)

(参民法典には,入会権については慣習法を第一順位の

｢法源｣とする旨の規定があるのであるから,入会権

に関する慣習は,イギ リス法における,いわゆる

"Commonlaw"あるいは "commoncustom ofthe

realm"と同じ或いは類似の性質の ｢法源｣であり,

その探求は,同性質の根拠を有し,且つ同性質の思考

に依る作業である｡

したがって,歴史的 ･｢生ける法｣研究と法律学的

研究は,入会権に関しては,車輪の両軸の関係にある

といえる｡

こうした入会に関する研究上の方法論は,現在まで

の入会に関する諸研究にまで波及し,多大な影響を与

えているのである(37)｡つまり,入会研究が現実から

遊離した硬質の観念論的法学的入会 ｢権｣研究のみに

陥ることなく,歴史的 ･実態的 ･判例的な手法を ｢生

ける法｣の名の下に取 り入れることができたことが,

諸学問分野の入会研究を広く参入させることにつなが

ったといえよう｡

(塾 各学問分野における研究の論点

以上に示したような研究の大筋の流れが存在するが,

本研究は,その支流である各学問分野に関する内容を

逐一記述することを直接目的とするものではない｡し

かし,過去の入会林野に係わった議論がどのようなも

のであったかをここで示しておくことは,後に本研究

の課題の設定をまとめて示すのに必要であると考え,

その要点を簡潔に示しておく｡なお,研究の画期は,

便宜上,八尋宣子 (1989)にならい,戦前の研究,戟

後第一期の研究 (戦後改革から高度経済成長),戦後

第二期の研究 (低成長期-の移行と共同体再評価)の

ように区分した(38)0

(ア) 戦前の入会研究

a)法学

官有地入会の法的規定に関する立場から分類するな

らば,以下のような論者がそれぞれの見解を展開した｡

官有地入会権否認 ･公権論者 :川瀬善太郎(39),はか林

政学者,佐藤百喜(40),中田薫(41)

官有地入会権否認 ･私権論者 :我妻栄(42),石田文次

郎(43),ほか戦前の民法者(44)

官有地入会権是認 ･私権論者 :末広厳太郎(45),奈良正

路(46),戒能通事 (47)

b)林赦学

1890年代後半 (明治30年代)木材需要の増加に伴っ

て林業政策が開始され,積極的な造林事業が展開され

る｡対象は圧倒的に旧村持林野であったため,戦前の

林政学は,入会問題をさけては通れなかった｡したが

って,主として公有林野政策 (部落有林野整理統一)

との関連において議論が展開された｡

川瀬善太郎(48),植村恒三郎(49),薗部一郎(50),島田錦

読 (51)

(イ) 戦後改革から高度成長期の入会研究

C)農業経済学

戦前の農業経済学研究では,平地農村での米の生産

構造,生産力と地主制及びそれの日本資本主義への規

定性といった問題が主要なテーマであり,入会地にか

かわる研究はマイナーなものであった.

その中でも農山村集落の構造と機能を中心とした古島

敏雄(52),近藤康男(53)が挙げられる｡

d)林業経済学

1950年代後半から,林業地代論論争の展開,日本資

本主義が ｢発展｣する中で林業の生産構造が封建的な

ものを払拭し,どのように資本主義化していくかとい

う点が問題とされ,入会林野問題もそれと関連して議

論されたのが特徴である｡

岡村明達(54),船越昭治(55),森田学(56),有木純善(57),

筒井速夫(58)

e)法社会学

入会林野の利用形態の変化は,入会権が消滅したこ

との証拠といえるかどうかの見極めが必要となった

(｢入会権の解体｣)｡また,｢入会林野近代化法｣の評

価についての議論が必要になった｡

川島武宜(59),渡辺洋三(60),中尾英俊(61)

(ウ) 低成長期の入会研究

研究的にも,近代化に対する批判,アジア的生産様

式-の注目,農村での ｢ムラ｣の再評価,都市コミ3-

ニティ論等,70年代後半から80年代前半にかけて,共

同体再評価の議論が様々な視角と問題意識を持ってな

された｡入会林野についても同様で,｢高度成長期｣

の ｢封建遺制としての無用の長物｣という位置づけが

変化した｡

C)農業経済学

高度成長期-研究はほとんどなし｡

低成長期になって,政策的にも,地域農政期にはいり,

｢ムラ｣論が議論されるなかで注目される｡たとえば,

･反近代 ･超歴史的なものとして捉えるもの｡玉城

哲(62),堀越久甫(63)

･あくまで歴史的な段階として捉え,それを今日的な

ものとして捉えるもの｡

磯部俊彦(64),田中洋介(65),田代洋一(66),八尋宣子(67)

d)林業経済学



入会林野の解体過程に関する研究

戦後第一期における林業経済学での入会研究は,柿

業的利用の推進とそこでの生産関係の ｢近代化｣とい

う視点がおかれた｡そのため,地域の中から入会林野

のみをとりだして検討する傾向が多かった｡しかし,

低成長期,特に80年代に入ると,入会林野を地域内の

有効な土地資源として捉え,農林家経営の補完のため,

あるいは雇用創出の場として位置づけようとする議論

が多 くなるのが特徴である｡これは,農林業の危機的

な状況が進化し,山村における定住条件の悪化が問題

となったこと,及び拡大造林政策の転換,そして先に

見た共同体再評価論が議論されるという状況を背景に

している｡

橋本玲子(68),船越昭治(69)

以上(ア)～(ウ)のような整理の結果,八尋自身は次

のような入会林野に関する ｢分析視角｣が存在するこ

とを示 した (70)｡すなわち,日本資本主義論 (農民層

分解論,共同体論)の見解の相違を基軸として,

(∋ ｢資本主義の発展に伴って農民層が二極分解傾向を

とり,土地所有構造もそれに適合的な形で再編されて

いくとするものである｡そこでの入会林野の問題は解

体.消滅は単なるタイムラグの問題として処理され,

いかにスムースにそれを進めるかが課題 となる｣

(参 ｢日本資本主義の急速な発展の中で生じた弊害に対

して,反近代,脱工業化 といった立場から ｢農｣や

｢共同体｣への懐古という超歴史的な共同体を再評価

するものである｡入会地もその存在自体が共同社会へ

の基盤として取 り扱われることになる｣

③ ｢日本資本主義の蓄積構造の特殊性の中で現実的に

｢ムラ｣や入会地の果たしている機能の評価と課題を

明らかにしようとするものである｡つまり,戦前にお

いては反封建的土地所有を基底 としてしか資本は展開

しえなかったし,戦後の賃金の格差構造のその底辺に

農山村を位置づけることで強蓄積をすすめたため,農

民層の二極分解がスムースに行われず,兼業農家の増

加と滞留,そして全体としてのパイの縮小という事態

の進行のなかで,入会林野を今日的に位置づけるもの

である｣｡

本研究は,このような分析視角が存在することを承

認するものである｡しかし,本研究は,これらのどの

分析視角にも依らない｡なぜならば,｢日本資本主義

論｣は未だに ｢論｣であって,学説に多数派 ･少数派

は存在しても,一般に市民権を得たものが存在しない

と考えられるからである｡したがって,その ｢論｣に

関して,本研究の内容が何らかの形で後に判断材料を

提供することは可能性なきにLもあらずであるが,そ

13

のことをもって当研究の本義とするものではない｡

すなわち,研究の分析視角として上述のような内容

を承認し,自らをそのどれかの立場に組み入れて研究

を展開する立場も存在しようが,逆に,いったん白紙

に戻し,そこから理論的枠組みを整理しつつ独自の立

場を仮説的に展開し,その自己検証を以て研究の本義

とする立場も存在するであろう｡例えば,近年の研究

において八尋が前者を取っているのに対し,本研究は

後者の立場を取るものである｡

(3) 入会研究の主たる論点

(∋ 団体的原理と個人的原理

明治22年の市制 ･町村制施行以前の村は,行政上の

単位であると共に,閉鎖的な生活共同体をなしていて,

地とは,風俗,習慣,宗旨,氏神を異にし,はなはな

だしい場合には,他村民と結婚をせず,それぞれにお

いて,田メ乱 山林,抹場,石砂土取場,池沼,薮沼,

墓地等の共有地を所有し,さらに村によっては,社倉,

郷倉等と称して,災害用,相互扶助のための糠等を積

み立てていたことは,よく知られている｡

当時は,現在のごとく個々の構成員を離れた別個独

立の抽象的な権利主体である法人としての村の概念が

確立されておらず,村といってもゲルマン法的ないわ

ゆる実在的総合人の性格を有するものであった｡実在

的総合人とは多数人の結合よりなる団体であって,そ

の個々の構成員の増減変更に影響なく団体としての同

一性を保つことは法人と同様であるが,法人のように

構成員と遊離した別個の存在を持つものでなく,構成

員の総体が一つの団体として,認められるものである｡

すなわち,十人からなる団体を法人とするときは,十

人 とは別個の独立の人格を認めるものであるが,実在

的総合人はこの十人の団結をそのまま独立の一体とみ

るものである｡したがって,団体としての権利義務に

ついてみると,法人の場合は,団体員と全く無関係に,

もっぱら抽象的な法人に帰属するものであるのに,実

在的総合人の場合は,その権利義務の処分,管理等の

行政的ともいえる権能は十人の全体に,利用等の私法

的ともいえる権能は各構成員にというように,全体 と

構成員に分かれて帰属するのである｡したがって,当

時の法律思想においては,｢-村所有｣とは ｢一村人

民共有｣と同様に解されていた｡

このような共同体による共同所有形態を総有といっ

ている｡そして入会林野は,この総有の典型的なもの

である (もっとも,近代的な所有というより,占有的

な縄はり範囲的な意味合いの強いものであるが)｡総
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有は物の使用価値に重点が置かれていた自然経済の時

代にふさわしい前近代的な所有形態である｡あらゆる

物を商品として,交換価値の担い手として考える資本

主義社会では,このような団体的所有型態は物の自由

な交換を妨げるので一物-権主義,一人-権主義の個

人法的所有形態へ転換することが必要となってくる｡

この従来の団体的原理にたつ入会権が,明治中期に

国策としての外国法の継受によって,個人的原理にた

つローマ法体系の中に混乱のまま組み込まれていった

のが,入会権公権論 ･私権論の紛争を招 くにいたった

最大の原因である｡

すなわち,明治初年に地租改正および官民有区分が

行われた際に官有地 (国有地)編入を免れた入会地は,

大部分が民有地第二種として民有地に編入されたが,

これが現在の公有林野のもとである｡(後掲 図 1-3

参照)

しかし,その際,政府が地券を交付した際の名受,

すなわち入会山林原野の所有名義のつけ方が,申請者

次第であって確定した基準といえるものがなかったし,

また当時の村が,前述のように抽象的な法人格を有す

るものではなく,住民総体と同様で,村の所有地村民

総体で所有するのと同様で考えられていたから,同じ

入会地も,(9村民全体の名義によるもの,(塾個人代表

者の名義によるもの (名主,総代等の家柄のものの単

独または数名の連記等｡極端な場合は,架空の人名で

名受けしたものもある),③村の名義によるもの等各

種のものが現れた｡この所有者名の相違が後年入会地

の権利関係の実態に相違をもたらす一つの原因となっ

ている｡

特に,今日においても,地域によっては,入会権で

ある実態を ｢共有｣と呼び習わしていることがあり,

非常に紛らわしい場合がある｡

それでは,こうした ｢入会権｣と ｢共有｣の違いに

ついて,現在の法律学によって,どのような説明が与

えられているのであろうか｡

表1-2共同所有

人的共同関係

持分の有無

持分処分の自由

分割請求権

具体例

共有

×

〇

〇

〇

民法294条以下

個人主義的な共同所有
狭義の共有)

明治5年地租改正地券発行 官有 公有 民有l l l

明治 9年 l l l官有 民有 民有

公有地官民有区分明治21,22年市町村制施行明治43年.-昭和14年部落有林野統一昭和22年地方自治法及び (第二種) (第-檀)

市長k有 財産.区有 部圭有 益 ｣

l-巨 警 有 益l l l

政令第15号施行 市長村有 財産区有 部落有 私有1 I

注 :r公有林野の実態とその問題点j(1959,公有林野調査会) 2頁,
図 1公有林野の系図より引用｡

図1-3 入会地区分の変遷

一般社会においては,｢種々の原因により,二人以

上の者が一個の物を共同所有する場合がしばしば存在

する｡このような場合における各人の権利は,他の共

同所有者との関係でも,第三者との関係でも,単独所

有場合とは自ずから異なった性質を帯びることは明白

なことである｡そこで民法では,これをひろく ｢共有｣

(広義)と呼び,特殊な取 り扱いを定めている｣(71)0

学説は,通常では,表 1-2のとおり,3つの型態

を区別している｡

かつては,入会地 (主要な物は,山林原野)の利用

形態の特徴との関係から入会権の特質を理解しようと

する見解も有力であった｡しかし,今日の判例と学説

の多数は,その入会権の特質を次のようなものとして

捉えている｡すなわち,｢村落共同体などが慣習に基

づいて山林原野等を経済的に支配する権利｣である｡

したがって,山林原野等の支配の具体的な内容 (刺

用形態)ではなく,山林原野等の支配の構造から,す

なわち ｢入会権-総有｣の立場から,民法の入会権規

定を見直すと,｢共有の性質を有する入会権｣は ｢共

同所有の総有的な特殊型態｣であ り,｢共有の性質を

有せざる入会権｣は, ｢共同利用の総有的な特殊型態

(特殊な用益物件の純総有)｣であると,学問的な表

現と理解がなされるのである(72)0

(広義の共有)3型態

合有

○○

△

×

組合財産

一定の共同目的による団体的拘束
共同の目的の遂行のために各共同所
有者の管理技能が制約されうる

総有

○

△

××

入会財産

構成員の変動に係わらず存続する村落共
同体等集団の存在がまず前提となり,目
的物の管理処分等の権利はこの集団に総
体として帰属する

注 :原田純孝 : r民法物権J,有斐閣,(1987),物権法編 第 4章 各種の物権,｢共有｣,151貢を参照｡
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しかし,この総有の具体的な内容は個々に相違し,

つまり,入会林野に関するルールがある集団では当た

り前のことが,別の集団では当たり前でなかった り,

同一集団であっても,その時々の状況によって,ルー

ルが変化するようなことがあり,一括した規定が不可

能なものとなっている｡このため,｢入会権-総有｣

とい う一般化はなされても,個別地域的な具体的内容

の段階では,人によって,理解 ･解釈が異なるケース

が存在する｡

そして,入会権-総有であることを主たる理由とし

て,現在まで不動産登記法による規定により,入会権

は登記不可能な権利であるとされている｡すなわち,

入会権の権利の主体である入会集団は,いわゆる ｢権

利能力無き社団｣に分類されるのである｡またその一

方で,｢入会権｣は国家法たる民法によって規定され

た明らかな私有財産権であり,これを保護するために

｢入会権は,登記されなくとも第三者に対する対抗力

を有する｣(地盤所有権の帰属とは関係なく成立する

権利) とされている｡これは,第三者による ｢入会権

の証明｣が現地調査あるいは現地史料の提示によるし

か方法がないことを意味する｡

このように,入会林野 (入会集団,入会権を含め

た)に関する性格規定は,個人的原理のみに帰着させ

ることが困難であると同時に,団体的原理のみに帰着

させることも困難であるという難しさを有しているこ

とが分かる｡それゆえに,｢入会権｣を何らかの権利

(個人的原理に則るものか団体的原理に則るものかを

問わず,また内発的なものか外発的なものかをと問わ

ず)に転化させるには困難が伴 うことが,以上のよう

な原理的考察から容易に推測されうるのである｡

また,このような事態を抽象的文脈において解釈し

ようとするならば,次のような相反する立場が存在す

るといえるであろう｡

1.入会は,本質的に団体的原理と個人的原理の両者

によって生ずる矛盾が止揚されたものとして現れ

たものである

2.入会は,本質的に団体的原理か個人的原理に解消

することが不可能な (近代合理主義社会に移行で

きない未分化な)時代遅れの現象である

このような入会の存在解釈における二つの方向性は,

理念的には全 く相容れないもの (二律背反的命題)と

して認められ得るであろう｡しかし,現実の個々の実

態 (現象)においてもこのどちらかであると言い切れ

るものなのであろうか｡むしろ,そのような方向性の

どちらか一方において捉えようとすること自体に無理
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があるのではないだろうか｡

過去,明らかにこのどちらか一方に関する思想的立

場に立脚した入会研究を行ったものは散見されるが,

その研究の内容において直接この議論をあつかったも

のは存在しないといえる｡

本研究は,このような入会に関する理念態について,

上述のどちらかの立場に帰着させようとすることを目

的とするものではなく,かつ現実態の構造分析のみを

行 うことを目的とするものでもない｡すなわち,本研

究では,入会林野に関する実態を対象として設定し,

まずは可能な限 りその歴史的経過 (現実的な背景 ･状

況)を明らかにする｡またそのことを通して,上述の

二者のどちらかに帰着させて理解しようとすることが

可能かどうかが必然的に検証されるものとなる｡

(参 入会権公権論と入会権私権論

現行の ｢入会｣の権利に関する法律上の規定には,

私法たる民法にある入会権規定 と,公法たる地方自治

法上の旧慣使用権規定の2通 りが,存在している｡こ

れらを ｢近代化法｣第2条 (定義)を中心に整理して

みよう(73)0

入会権

:民法 (明治29年法律第89号)の第263条,294条

に規定する入会権

:第263条 共有の性質を有する入会権

(共有的入会権,地盤所有権者と入会集団と一致す

る場合)

:第294条 共有の性質を有せざる入会権

(地役的入会権,地盤所有権者が入会集団と一致し

ない場合,しかし,この入会権が優先して保護され

る)

どちらも ｢各地方の慣習にしたがう｣ため,画一的

に定められない

入会林野

:入会権の日的となっている土地で主として木竹の生

育に供され,又は採草若しくは家畜の放牧の目的に供

されるもの,つまり,入会集団の規制の下に,その構

成員が使用または収益を行っている山林原野を意味す

る

入会林野整備

:入会林野である土地についてその農林業上の利益を

推進するため,入会権を消滅させること及びこれに伴

い入会権者以外の権利を設定し移転し,又は消滅させ

ること,この場合,整備は入会集団が行 う

旧慣使用権

:地方自治法 (昭和22年法律第67号)第238条の6第
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1項に規定する権利

:第238条 旧来の慣行により市町村の住民中特に公

有財産を使用する者があるときは,その旧慣によるも

の,つまり,市町村や財産区の所有する山のうち,そ

の市町村の住民の一部だけで旧来の慣行によって使用

するこ~とが認められている権利で,法律上は,単なる

使用権であり,それ以外の権能はない

旧慣使用林野

:旧慣使用権の目的となっている土地で主として木竹

の生育に供され,又は採草若しくは家畜の放牧の目的

に供されるもの,つまり,市町村,新財産区の所有財

産で旧慣使用権の目的となっている土地ですべてが旧

慣使用林野となるわけではない

旧慣使用者

:旧慣使用林野につき旧慣使用権を有する者で当該市

町村の住民であることが要件

旧慣使用林野整備

:旧慣使用林野である土地について,その農林業上の

利用を増進するため,旧慣使用林野を消滅させること

及びこれに伴い旧慣使用権以外の権利を設定し,又は

移転することで,その整備は市町村長が行 う

要するに,入会権は私法上の権利で,入会林野は入

会慣習の事実を根拠としてその登記名義に関係せずに,

入会権利者集団の私的財産所有に属することを認める

ものである｡これに対し,旧慣使用権は,その入会林

野の名義上の所有者が公的なものである場合,特に地

方公共団体である場合には,わが国の現行の法体系上,

地方公共団体に関する規定である地方自治法の適用が

不可避であるために存在する規定であると一般には理

解されている｡つまり,入会権では,その権利が係る

土地が公的なものであってとしても,その土地は入会

林野としての私的財産であると認められるのであるが,

旧慣使用権の場合は,これを排除するものではない,

ということである｡すなわち,入会権-旧慣使用権な

のではなく,あくまで別個に考えるべきものなのであ

る｡したがって,旧慣使用権による整備を行 うにあた

っては,その対象に入会権が係わっていないか慎重な

判断が必要とされる(74)0

結局,対象が何であるかにかかわらず,その指示す

る実態はおなじであり,法技術上の問題でしかない｡

しかし,入会権に関する法律上の当時までの集大成

であったといえる ｢近代化法｣のこうした内容が作ら

れるまでの展開は,けっして単純なものではなかった｡

その混乱の経過は, ｢明治21年の末の全国町村数

71,314は,明治22年末には15,820｣に減少させた,明

治22年の市制 ･町村制 (ドイツ各邦の町村制の規定を

参照してつ くったといわれている(75)),町村大合併が

全国で進展したことに端を発する｡

つまり,合併にあたっては,旧村の村持山を新町村

に引き継 ぐことになったケースが多かったわけだが,

人工的に行政村を形成するにあたって,それが何らの

問題なく行われることは,はばあり得ないことであっ

た｡なぜならば,当時は,入会山は,肥料源,飼料源,

食料源,家屋の普請源などとして,農業経営 ･農民の

日常生活を可能とするための住民と密接な関係にある

ものであったからである｡したがって,｢多 くの旧村

持山が新町村に引き継がれなかったし,引き継がれた

場合もその市町村有林野に対する特定住民の使用収益

を保護する必要｣(76)があった｡尚,前者に対応する制

度がいわゆる財産区 (現地方自治法238条の6)の制

度となる｡

また,ここに,現在の地方自治法上の ｢地縁団体｣

と入会集団を母体とする地方の自治組織 ｢区｣や ｢財

産区｣との関係に関する問題である ｢入会地と地方制

度の関わ り｣の端緒が存在するのである｡

その後,明治29年に公布,31年から施行された現行

民法は,入会権についての規定を設け,｢共有の性質

を有す るもの(263条)と共有の性質を有せざるもの

(294条)｣の二条のみで規定し,その内容を明らかに

せずにただ ｢慣習にまかせる｣というものとなった｡

その制定の際,民法制定準備として入会権の条項につ

いて審査をした法典調査会の会議において次のような

議論が交わされた｡

｢入会権の8- 9分までは町村制の規定が,す

でに慣習を旧慣使用権として認めている｡その外

にどういういう入会権があるか｣｢入会権は公共

の利益のために設けられた権利であり,これを私

有のものとして勝手次第にすることには反対であ

る｣等の理由から民法における規定を除くべきで

あるという意見が強硬に主張された｡これに対 し

梅謙次郎起草委員等から ｢入会権ノ目的物タル土

地ガ公有ノモノデアルカラ夫レ等-民法二於イテ

規定スル考-モナシ無論規定シテ-ナラヌコトデ

アリマス｣｡しかし,私有地に対する入会もあり,

民法において,この規定を設けないと,入会権が

｢共有デ何時デモ分割スルコトガ出来ル トシタラ

大変｣という考えが述べられ,削除説は少数の差

で敗れ,結局現行の簡単な規定に落ち着いたとい

う経過がある(77)0
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つまり,他の物権 とは異なり,1.前民法的な物的支配

秩序たる入会権の内容を民法の近代的所有権法秩序の

中に正面から規定することは種々の困難があったこと,

2.土地についての近代的所有権の一般的成立を前提と

する以上,入会権についてもその土地所有秩序との最

小限の形式的整合性 (地盤の所有権を伴 うのか伴わな

いのかの区分け)を図る必要があったこと,から現行

民法263条 ･294条のような規定のしかたがなされたの

である(78)0

その背景について,西川善介は ｢林野所有と村の構

造｣(1957)のなかで,当時の議論や論者の主張をとら

え,次のような整理を行っている(79)0

(∋入会権論争は明治23年旧民法公布をきっかけにして

始まっている

②旧民法以前には林学者川瀬善太郎がドイツ林学の林

役権を一歩すすめて官有地での入会慣行を研究してい

るが,それほのちの民法の ｢共有の性質を有せざる-

地役権的入会権｣に類似するもので,｢共有の性質を

有する入会権｣については考慮されていなかった

③旧民法実施延期派,小町屋純の ｢入会地国有論｣で

は現実の共有山野についてのみ論じ,旧民法で共有権

をローマ法体系にならって規定しようとしたことへの

批判といった政治的意図も存するが,収益の事実に注

目して入会権の分類を試みたことは卓見である

④明治29年民法入会権規定までの法学者と大審院の論

争では,法学者の解釈論は抽象論のうちに ｢入会権｣

公権論-の通路を準備したのに対し,大審院の解釈論

は入会慣行についての正しい洞察が含まれている

(9民法学者の多数が認めていない ｢入会権｣公権論は

法的根拠を明治21年市町村制の公布に持ち,後の部落

有林野統一政策の理論的武器になった

要するに,入会私権論とは,その権利主体が村落的

共同体という私法人的性格を有する存在にあるから民

法上の規定において取 り扱われるべきであり,登記に

関わらずその慣習が優先するので,公有地 (市町村,

国有地)上の現実関係にもこの入会権規定が適用され

るべきだとするものである｡これに対し,入会公権論

では,地盤所有が事実上公有地にあるのだから,権利

の主体はあくまで公有地所有者にある ｢公権｣である

とする解釈である｡そして,実際には,特に戦前にお

いては,市制 ･町村制の公法関係の紛争は行政裁判所

が判断し,司法裁判所は民事関係の紛争についてのみ

管轄していたことから,行政裁判所は,終始,公有地

に対する入会権は市制 ･町村制に基づく住民としての

地位に伴 う公権であると判示した｡一方,司法裁判所
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は,市制 ･町村制に関する判断権はなく,もっぱら,

民法等の規定に基づいて判断していたのであるが,そ

の領域の棲み分けが破られたのが次の出来事であった｡

すなわち,

｢大審院は,明治39年にいたり,民法上の入会

権は,その山林原野が他の町村の所有に属すると

自己の住する町村の所有たるとを問わず,これを

取得すべきものであると判示し (大判明39.2.5民

録12輯171頁),公権論に立つ政府および行政裁判

所と司法裁判所の見解が分裂するという事態をひ

きおこした｣

という ｢国家意志の不統一｣という,ある種の二律背

反的矛盾が存在し始めたのである｡

しかし,このことは,それ以後の入会権の私法性が

基調となった入会訴訟における最高裁の判例等への影

響が大きいものとなり,後に現在の ｢入会林野近代化

法｣や入会林野整備事業の進め方の基本の方向性の基

準を与えるものとなっていることからすれば,画期的

な出来事であったといえる｡

こうした展開の結果,今日ではもはや ｢入会権は公

権｣であるとした主張は存在しなくなった｡しかし,

次のような主張は存在する｡

｢土地は工事で大量生産される消費財ではない｡

水 ･空気などと同様,天が与えた公共財である｡

現代においては,世界的に土地の使用に対する公

的コントロールが増大しているが,土地の問題は,

きわめて重要な政策問題である｡したがって,入

会権の問題も国土の土地政策の一環として総合的

にかつ未来指向的に考えるべきもの｣(80)

つまり,入会林野を国家的土地政策の一環として把握

する場合には,その ｢公権性｣(ここでその意味する

ところを現代の言葉で言い直せば,｢公共性｣あるい

は ｢公益性｣に相当するであろう)的側面を有してい

ることは,忘れてはならない視点である｡すなわち,

住居するものの自由と責任の問題が,私有財産として

の入会林野 (所有 ･保有および管理 ･処分等の自由)

と公共の福祉の実現としての森林環境の整備 (育林作

業の継続等の責任)として存在する,ということであ

る｡

③ 入会権の解体

上述の内容に代表される経過を経て,近年では入会

私権論の立場に立つ法社会学者のグループによる,主

に地盤所有主体との関係 (公有地,国有地,私有地へ

の入会)からの事例分析を集積した研究 (『入会権の

解体～ 』(1959-68))がなされた｡
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その ｢序論｣では,次のように述べられている｡

｢われわれの調査で明らかになったように,入

会権の権利としての実態は明治以後広汎に且つ深

刻に変化してきている｡その変化は,一言で言 う

ならば,入会権の解体である｣(81)

つまり,この研究の結果が ｢入会権の解体｣という現

象の発見であるとする｡

そして,具体的には,

｢入会権の古典的形態たる ｢総有｣は解体し,

より個別的な権利形態へと移行してきた｡おおざ

っぱに言 うならば,数村落- (中略)-が ｢総

有｣するところの ｢数村入会｣の多 くは,-村落

単独の入会に分解しており,また ｢-村入会｣は,

(中略)種々の個別的権利に分解している｣(82)

ということである｡

では,ここでいう ｢分解｣の結果,｢入会権が入会

権でなくなった｣といっているのであろうか｡

この点についての ｢誤解 ･混乱｣については,本章

の 【1】節に示 したとお りであるが,ここで,同書

｢序説 (p.15)｣により,やや長 くなるが引用して,

この用語の意味を著者の文脈にしたがって確認してお

く｡

すなわち,

｢入会権は封建社会の古典的形態としては,入

会集団の統制のもとに個別的権利者たる農民が地

盤の区域をきめないで共同で林野を利用する権利

形態として存在した｡民法学上,典型的な総有と

して法的構成されているこの権利形態のことを,

われわれは本書で,古典的形態ないし共同利用形

態と呼んでいる｡この古典的形態の解体過程にあ

らわれる一つの形態は,各個別権利者の直接利用

を禁止して入会集団 (部落)が入会山を直轄支配

する形態で,これをわれわれは直轄利用形態ない

し俗称,留山と呼ぶことにする｡解体過程にあら

われる今一つの形態は,各個別権利者が地盤の区

域をきめて,その区域内で多かれ少なかれ排他的

に分割利用する形態で,これをわれわれは分割利

用形態ないし俗称,割山と呼ぶことにする｡これ

らのはかに,権利者たると非権利者たるとを問わ

ず,個人が契約にもとづいて利用する形態もある

(契約利用形態)0｣(83)

これら,二つの引用文を総合すると,そのいわんと

することは,次のような点に集約される｡

(∋入会権の古典的形態は ｢総有｣である

(参この ｢総有｣である入会権において,古典的利用形

態は ｢解体｣する (-古典的利用形態とはいえない

ものになる)

③解体過程 (- ｢総有｣で無 くなるまでの問)ではよ

り個別的な権利形態に分解する (がしかし,入会権

が消滅したのではなく,入会権としての根拠は維持

されたままである)

ところで,この研究メンバーのひとりでもある中尾

英俊の著書 ｢入会林野の法律問題｣(1969)では,入会

私権論を前提として,入会権,入会林野利用の形態な

ど判例にもとづいて ｢入会｣についての具体的な整理

がなされている｡つまり,

｢入会権とは

(∋一定の地域に住む者だけが部落の慣習(おきて)

にしたがってこれをもっことができる権利

②個人がもつ権利ではなく ｢世帯｣ (または世帯

主)がもつ権利

@個人の権利ではないから相続されない

④自由に他人に売った り譲ったりすることはでき

ない｣

とし,これは,｢民法の共有規定のなかの ｢実在的

総合人｣(村落共同体的集団,部落のこと)による

｢総有｣に属する｣としている｡また,入会権はその

総有地にたいする共同体的統制がなくなった時,すな

わち近代的所有権,地上権等に転化し,消滅すると言

明している(84)0

また,入会林野の利用目的と利用形態の関係につい

て,

ア)自給経済的利用に対応する形態

a:古典的共同利用 (放牧,草刈,薪取 り,シダ,

萱,きのこ取 り,稀に薪炭原木や石材取 りな

ど)

イ)貨幣経済的利用に対応する形態

b:団体直轄利用 (製炭用材の採取,部落共同造

林など)-留山

C:個人分割利用 (個人植栽,採草(乾し草取 り),

農作物の作付けなど)-割山

d:契約利用 (契約造林,部落外の者に対する貸

付け利用(採草,放牧)など)

に分類している｡そしてこれらは実際には互いに入 り

組んでいる場合が通常であり,入会林野において貨幣

経済的な利用,人工的な利用が行われるに伴い,古典

的共同利用は次第に他の利用形態に変化せざるをえな

いと指摘している(85)(86)0

つまり,林野利用において利用形態の変化をもたら

す要因は,貨幣経済対応目的による資本と労働の投下
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図1-4 入会林野の利用形態別面積 (割合)

だということである｡

このように中尾英俊は,｢入会権の解体｣及びその

解体過程における入会権の分解結果-解体過程におけ

る段階としての利用形態の区分について,さらにその

経済的要因を加味しつつ述べているのである｡

しかし,この点はより詳細な実証研究が必要であろ

うと思われる｡というのは,長野県入会関係資料を集

約したところ,上図のような結果が得られたためであ

る｡(図 1-4参照)0

ここで,先に示した,｢入会権の解体に関するモデ

ル｣(図 1-2)を当てはめると,どの様に解釈でき

るであろうか｡

先のモデルによれば,人工林率の高い集団はど労働

力や資本が投下されていることは疑いもない事実であ

る｡したがって,その結果,総有における私権化の傾

向が強まり,直轄,個人分割,契約形態の面積が高く

なるはずである｡

しかし,図 1-4によれば,貨幣経済対応目的-交

換価値実現要求度が高い人工林率が80%以上の集団

(A,B,C)では,共同利用形態の面積が直轄形態

の面積より圧倒的に大きいということを表しており,

それと矛盾するようにみえる｡

この理由としては,

(∋中尾は利用形態は実際は重複していることもあり得

ると述べており,上図はその重層性を含んだまま示

していると考えられる｡

すなわち,林業をめぐる外的環境が比較的好条件

の場合は,入会林野において,交換価値実現のため

の人工林化が進展して,人工林率が80%以上を示す

ようになったが,その後の林業をめぐる外的環境が

悪化し,人工林化に係る意欲が減退したために,覗

状としては,林木以外の森林生産物に関する共同利

用の型態の比重が相対的に増大している,というこ
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とである｡

②県関係資料の内容が入会林野整備事業の未認可の集

団のみであるため,集計の性質上,実際の場合より

偏ったものである

(卦利用形態と利用目的の関係には別な要素が規定因子

としてある

が考えられる｡

以上のように,法社会学者を中心とする研究者によ

って,その社会経済的説明も加えた ｢入会権の解体

論｣がしめされたが,現実の実態に関するデータを多

量に積み重ねた場合には,その説明力が不足する点が

存在することが分かった｡この意味で,先の図1-2

に示した ｢入会権の解体に関するモデル｣では,不十

分である｡したがって,この点に関する研究の補足が

必要であるといえ,本研究の第 2章においてさらに数

値的な分析を,第 3章で実態分析を行うなかで,この

点に触れることにする｡

④ ｢部落会｣と ｢部落｣-入会団体との関係につい

て

戦後,行政法上の ｢町内会 ･部落会等｣の組織と入

会集団との関係あるいは区別に関する問題が,裁判上

あるいは裁判外の紛争において登場するようになった｡

そこで,入会権をめぐる私法上の問題に関連して,

川島武宜 (『公法の理論』所収,1977年)(88)によって,

問題提起がなされ,法律上の試論が提起された｡

本研究は,法律学に関する専門的研究ではないので,

これ以後,どのような法律学的議論が展開されたかを

追求することは行わないが,1991年 (平成3年)に地

方自治法の一部改正により,｢町内会･部落会等｣が法

人格を有することが認められるまで,少なくとも入会

に関して,このような問題意識に基づく研究は寡聞に

して聞かれないのである｡

しかし,近年には,この法律改正を発端として,こ

のような視点による分析が必要となっている事態も存

在するため,ここで,川島の論点を確認しておく｡

まずその要点は,以下のように述べられている｡

｢行政法と民法との接点にあるものとして市

制 ･町村制上の制度である ｢部落会｣をとり上

げ｣,｢本稿は,1943年の市制 ･町村制の改正で創

設された ｢部落会｣の制度をとおして,それまで

の国の地方政策の中であいまいにされてきた ｢部

落｣-すなわち入会集団-の実体が改めて浮き彫

りにされたこと,しかも同時にまた,｢部落｣の

実体がこの ｢部落会｣制度によって別の形であい

まいにされたことを指摘した｣(89)0
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｢町内会｣｢部落会｣は,1943年に改正 された市

制 ･町村制によって法律上の組織 ･団体となった｡し

かし,1947年 2月占領軍総司令部の命令によって,同

年5月3日公布の政令第15号 ｢町内会,部落会または

その連合会等に関する解散,就職禁止に関する件｣

(通称 ｢禁止政令｣)によって解散させられた｡その後,

そのような団体 ･組織とは同じではないが,それと似

たような形で市町村行政の末端的役割を担いつつ存続

してきた｡そして,このような組織･団体は,｢非常に

しばしば入会集団と,その地域基盤を同じくしており,

したがってまた ｢部落会等｣の組織が入会集団の組織

に影響を与え,そうしてこれらの事実は,入会集団の

私法上の権利義務関係を不明確 ･不安定にするに至っ

ている｣(90)0

その改正町村制の内容の要点は, ｢部落会｣に焦点

をあててまとめると,次のようになる｡

(D部落会の法制化

1943年改正法では,社会的事実として ｢部落会等｣が

存在していたことを前提としているにも係わらず,

｢｢部落会等｣がいかなる組織ないしは団体であるかを

規定していない｣(91)のであった｡それは,たとえは,

1938年の農村自治制度改正要綱の地方局 (内務省)寡

をめくする地方制度調査会第二特別委員会において,也

方局の見解が ｢部落-普通一般二行ワルル観念二依レ

リ,ソノ大体ヲ言エバ町村内二於イテ住民ガ一団 トナ

リテ社会生活一般ノ事項二付相互密接ナル交渉ヲ有シ

ーノ自然的共同団体ヲ為セル衆落ヲ指シ多クノ場合大

字ガコレニ当ルべキモ必ズシモ大字,小字ノ名称二捉

ワルルコト無ク事実 卜一般ノ観念二基ヅキテ判断シタ

ルモノナリ｣(92)というものであったことが示している

ように,一大字,小字とよばれる自然村的部落団体かつ

総有主体である入会集団を含む ｢既存の住民組織の多

様性と,それを一義的に定義することの困難性｣(93)が

理由であったといえる｡

(参｢部落会等｣の構成員

｢改正町村制には,｢部落会等｣の構成員が誰

であるかを明らかにしていない｡それは,それ以

前の行政指導の結果として成立していた社会組織

を前提しているからである｣｡

｢それ以前の行政指導は,当該地域住民の全部

を ｢戸｣(世帯)単位で ｢部落会等｣の構成員と

すべきものとしていた｡すなわち,1940年9月11

日の内務省訓令第17号 ｢部落会町内会等整備要

領｣は,｢隣保団結ノ精神二基キ市町村内住民ヲ

組織結合シ万民翼賛ノ本旨二則 り地方共同の任務

ヲ遂行セシムル為左ノ要領こヨリ部落会町内会等

ヲ整備セントス｣る目的で ｢部落会--地域内全

戸ヲ以テ組織スルコト｣(同第二の-の (三))杏

要求していたのである｣(94)0

(卦財産主体性 (法人格)

この改正法の制定までは,制度上の行政組織の外部

において単なる行政指導により組織されていた ｢事実

上の団体｣であった ｢部落会等｣が,法律上の制度と

して,いわば政府によって公認されたのみならず,そ

の財産主体性が法律上承認された点で,｢この改正法

は画期的なもの｣(95)であった｡

④部落会に対する中央権力の統制

｢あえて過剰に単純化して図式的に説明するな

ら- (中略)-,政府は,地域住民を慣行上統括

す る地域集団-すなわち F部落』-の地域 を

｢区｣として町村の組織の中に取 り込み,その地

域集団の慣行上の集会によって選出された者を町

村長が区長に任命するものとして, 『部落』集団

を町村長および区長の指揮監督下におくことによ

って 『部落』の住民を間接に統治するという制度

を発足させるに至った (それが1938年の ｢農村自

治改正要綱｣および ｢市制改正要綱｣である)0

これは,『部落』の代表者を町村吏員たる区長に

任命することによって町村長の指揮下におく,と

い う一種の間接統治方式であ り,ここに 『部

落』-入会集団と行政区との間接的且つ非公式の

関連を生じたわけである｡｣(96)(97)

要するに,川島によれは,こうした公法人たる ｢部

落会等｣を,私有財産たる総有財産の主体である入会

集団- ｢部落｣(川島は 『部落』と表現)にかぶせ,

そこに生じたあいまいさに乗じて公権力によるその統

制が目論まれたのであり,この事態は,｢憲法の保証

する国民の基本的権利にかかわるのであって,このこ

とに責任を有する行政官 ･裁判官 ･および全法律家が

肝に銘じておくべきこと｣(98)とするものであったので

ある｡

これは,先述の通 り,戦後マッカーサー令により,

解散させられた｡しかし,この ｢部落会等の法人化｣

が1991年に ｢再び｣法的に可能となったのである｡

ただし,上述の川島の意見を鵜呑みし,短絡的な杓

子定規の先入観で片づけることはしてはならないこと

は明白である｡したがって,現代は当時の状況 ･社会

構造 ･経済環境等とは大きく異なるという点から,先

に川島が指摘した内容と今日のものとがどのように等

しく,どのように異なっているかについて慎重に吟味
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する必要があるであろう｡

このような ｢部落法人化問題｣は,本研究の目的の

一つである入会集団の今日的存在意義を考察する上で

欠くべからざる要件であると考え,本研究の課題とし

て第 4章にて実態分析を行 うものである｡

(9 林業経済学と入会林野問題

林業経済学での入会研究は,主として林業生産力の

発展 とかかわる経済学的視点から,

イ)林野所有の形成と林政,

p)入会林野利用主体としての共同体の評価,

･､)入会林野近代化法政策の検討 ･批判

といった内容に要約することができよう｡

ここでは,上記イ)～-)の点に関する船越昭治の包

括的問題提起 (林業経済学分野では最新の議論である,

『林業経済研究』,No.116,1989)(99)を概括 してみよう｡

すなわち,船越氏は同論文のなか (｢3.入会問題の

所在｣)で,

(D林業経済学研究の対象としての入会問題の今日的課

題は,林野をめぐる人間と地域資源をきり結ぶ関係に

ついての原理的な知恵とその可能性の存在にあるとし,

②似田具香門,永田恵十郡民の,地域資源の権利調整,

利用,管理主体の自覚的な結合といった指摘をうけて

それを入会林野に当てはめるべきだと述べている｡そ

して,③入会林野の存在意義を ｢住民主体の自覚的結

合の観点から,地域社会の核たる可能性を有している

し,また,地域にとっても数少ない纏まった土地空間

なである｣とし,④さらに残された共同体的林野 (政

策からは近代化されないもの)への対処の仕方として,

その背後にある個別分散的な農民的土地所有 ･経営や,

土地経営から切離された賃労 ･サラリーマソ世帯があ

ってその多様な生きる要求を最大公約数的に装置化し

つつ組織保持が図られているから,その実態に即した

有効な政策支援手段が必要であると述べている｡した

がって日下の問題は⑤現在の形態のもとでも活動的な

入会林野系譜の集団林野をどう正当に評価し,どう育

成していくかにあって,そのために(む実態の解明に研

究の目が注がれるべきだ,と指摘している｡

要するに,入会林野を活用可能な潜在能力をもつ地

域資源ととらえ,その具体的方策を探求するための前

段階的研究として実態解明に関する調査の必要性を示

したのである｡

このような問題意識は,本研究の目的とも密接に関

わるものでもある｡というのも,上述の他,同誌にお

いて笠原六郎が ｢入会は近代法的市民法秩序の中核で

ある所有権になじまない,山村における封建制の温床

21

となっている,集約な土地利用(造林)を阻害している

元凶などの理由で入会を一方的に悪とし,入会林野は

消滅させなければならない前近代的封建的法秩序であ

ると短絡してしまわないこと｣(100)と述べているように,

また,本章で示した中尾英俊の見解にもあるように,

入会といえども否定的側面だけではない｡

したがって,そのことをより明らかにすることが入

会研究の今日的課題の1つとなりうるものである｡す

なわち入会的活動の肯定的側面の今日的表現型態の発

見 ･評価,たとえば,現代の林業をめぐる経済的環

境 ･採算性が悪化している状況下にもかかわらず,育

林活動が継続して行われている事例の検討等が為され

るべきであろう｡

⑥ 入会林野経営と適正組織論

前述のような入会地経営主体の評価に関する立場は,

｢近代化法｣の趣旨を媒介として,大きくは次のよう

に,3通 りに分けられる｡すなわち,

(9-律に ｢近代化｣する必要性は存在しない (ケー

ス･バイ･ケース論)

②一律に ｢近代化｣すべきである (入会消滅論)

(診当面はそのまま残しておき,今後それをべ-スに

新たな形態を望む (有木純善が中日本入会林野研究会

の報告コメントで整理に用いたもの(10】)として入会温

存論なる言い方があるが,温存論は第三者に対しては

旧態依然の認定という意味に受け取られかねないので,

有木自身の趣旨を汲めば,｢入会変態論｣と呼ぶべき

であろう｡)

ここで,それぞれを代表すると思われる論者を示せ

ば,①に関しては半田良一である.一貫して近代化に

よる生産森林組合について論じている(102)(中日本入会

研究会報及び ｢林野入会権｣,一粒社,1989参照,た

だし,半田は,近年では,③の立場からの提案を示

す(loョ)というような柔軟性も見せている｡)(塾では笠原

(六郎)であろう｡入会をもとに ｢複層的所有｣を考

案している(104)｡また,船越昭治はに属する面 (地域

資源の自律的共同体管理)とに属する面 (入会法人の

措定)をしめした(105)0

いずれにしろ,昭和41年制定のいわゆる ｢入会林野

近代化法｣が契機となって以上のような主張がなされ

ている｡先に本章中でも述べたように,この法律は,

農林業の発展のために入会林野所有の近代化 (所有者

と利用者の名義の一致)を目的とするもので,要する

にゲルマン法的総有のローマ法的私有への転化を助長

する法律である｡しかし,それぞれ近代化後の経営体

には,一長一短があるO主には,生産森林組合で,協
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同論理による結合の主旨があるにもかかわらず,母胎

が慣習的共同体であるため,外面近代的経営組織 ･内

面慣習的組織の矛盾があり,それが混乱の要因となる

場合が多いことが指摘されている｡他に,この矛盾を

意識しつつ地域的な入会林野系譜の集団とその活動内

容について具体的に展開した研究として,八尋宣子の

｢入会林野利用と集落構造｣(106)がある｡

本研究では,こうした ｢近代化法によって生み出さ

れた経営体の評価 ･検討｣という課題に関しては,蕊

的資料の利用と具体的な対象設定により,可能な限り

の接近を試みる｡

(勤 入会林野の類型化について

上述のような今後の入会林野における適正組織ある

いは経営のあり方について考察 ･分析をおこなう場合,

まず入会林野の現状について知らねばならない｡

そこで,等しく入会権に基づ く入会林野利用であっ

たとしても,今後の望むべき展開方向との関わりにお

いて,それぞれの入会林野 (集団)の間に本質的な相

違が存在するか否かを明らかにする必要がある｡

このような場合に,自然 ･人文 ･社会の分野をとわ

ず,科学的研究を行 う際に多く用いられる次のような

手法がある｡それは,特定の指標にしたがって多くの

事例をいくつかのグループに分類し,それらグループ

の代表的 ･典型事例の比較,考察 ･分析によって,外

観上は同質であるサンプルの本質的な違いを,あるい

は外観上は異なっていても本質的には同質であること

等を明らかにする ｢グルーピソグ｣あるいは ｢類型

化｣と呼ばれるものである｡

入会林野に関するこうした ｢類型化｣分析の典型は,

本研究の理論上のたたき台として本稿で重ねて検討し

ているように, ｢入会権の解体｣であろう｡

一方,その他の入会に関する先行研究において,こ

れ以外の類型化を試みているものもあるが,その後に

研究者間での検証によって磨かれたとは言い難い｡

しかし,本研究の射程を明確にする上で重要である

と考えられるので,ここで若干の整理をしておく｡

｢入会権の解体｣を除く入会林野の類型に関する視

角は,基本的には次の2点が存在するといえる｡第 1

紘,山村における地域資源の生産力展開と社会構造と

の桂稔を捉えるために,山村を頬型化し,そのもとで

入会林野を位置づける (入会林野を山村類型の指標と

する)もの,第 2に,入会林野における農林業生産に

伴 う地代形成の過程および階層性などの経済的性格か

ら入会林野を位置づけるもの,である｡

まず第一の場合であるが,総括的な分析として林野

庁林政部調査課企画による ｢日本林業の分析｣の山村

の社会構造の分析に属する部分である ｢山村社会の構

造｣が挙げられる(107)｡この場合は,｢林野の存在がそ

の村落の社会構造上の規定要因として作用している場

合を,すべて山村という概念に含めて考察の対象とし

た｣(108)分析であるOこのなかで, ｢山村の社会構造を

規定する第一次的要因は,林野の存在であり,林野の

所有および利用の諸形態によってその村の社会構造が

ことなった類型をしめす｣(109)視点から,堰)国有林野地

帯の山村,②公有林野の比重の多い山村,③部落有林

野が大きな比重をしめている山村,④私有林型に分け

ている｡

さらに(参の部落有林高比重型では,(イ)部落有林野

の所有じたいの中には階層性の進行要因は存在せず,

どちらかといえば停滞的 ･安定的な,もっとも古い村

落構造を残している類型,(ロ)部落内の階層分解が進

行し,部落有林野の存在じたいが階層分解を促進させ

るモメソトとなっている,部落有林野分割利用型の類

壁,(/､)部落の上層が直轄利用形態のイニシアチブを

とったところが多いが,部落有林野の存在は,階層分

解をもたらしながら,しかも他方では階層分解を決定

的に進行させることを阻止している部落有林野を基盤

とした村落共同体規制がつよく,それゆえその基盤を

支えいる,部落有林野直轄利用型の類型,の3とおり

に分ける必要があるとしている (Ilo).

これは,林野所有 ･利用の観点からの山村の区分と

しては,かなりオーソドックスなものであり,これ自

体に異論をとなえる研究者はいないといえるであろう｡

しかし,このような ｢類型化｣は,入会林野そのもの

を研究 ･分析の対象とした場合には,次の3点におい

て不十分といわざるを得ない｡すなわち,1.入会権は

それ自体のもつ性格上,基本的に所有形態が何であろ

うが存在しうることから,｢所有｣による区分は ｢地

役の性質を有する入会権｣か ｢共有の性質を有する入

会権｣かを判別する際の参考にしかならない,2.著者

の潮見は,この報告以前に ｢入会権の解体｣の中心的

執筆者の一人であったことから,部落有林野の叙述に

おける ｢入会権の解体｣の引用 ･参考が多く,新規な

点が上記類型③(イ)～(/､)以外には指摘されていない,

3.上記(卦(イ)～(ノ､)についても,｢序章｣において総

括的に提示されているのみで,本論において詳しい実

証的展開が為されていない,である(111)0

次に,入会林野の経済過程を中心とする類型視角を

明示しているのが,古島敏雄編 『日本林野制度の研

究』(1955),｢第二章 部落有林野の諸形態 (森山広
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一)｣(112)である｡このなかで,｢部落有林野のように所

有形態のはっきりしない土地所有について,そこに地

代を無媒介的に適用するのは,現実の実態を反映しな

いといえるかもしれない｣が,｢生産と結びついた土

地所有のあるところ,やはり地代という運動と無関係

ではあり得ない｣ので,｢部落有林野の所有,あるい

は利用に結びついた生産の内容を反映した意味での｣

｢地代｣を ｢基礎指標｣として,｢非常に多様な型態と

してあらわれている｣部落有林野の類型化を ｢試み｣

る (113)としている｡そして ｢部落有林野の類型｣(114)を,

Ⅰ 共同体的部落有林野-A 共同体的 (総有的)

部落有林野

-B 共同体的経営の部落有林野

ⅠⅠ 地主的 ･農民的部落有林野-未分化 ･割山 ･持

分 ･放牧

ⅠⅠⅠ 資産的部落有林野一劣等地

Ⅳ 経営的共有林一林業経常の発生

とした｡

ここで注意すべきなのは,筆者森山も述べていると

おり,ここでいう ｢地代｣が林業経済論における ｢林

業地代論｣等で議論されている ｢地代｣とは,ニュア

ンスが異なっている点である｡森山が ｢地代｣という

語によって類型の基礎とすることの意図は,要するに

｢自給的農業生産が大きな位置をしめ立木商品化の条

件を欠いている部落有林野と,用材生産が主要な林業

経営をして持分の集中がある私有林に近い共有林とを

同じ平面のものとして取 り扱っては,具体的な理解に

混乱を伴 うことはまぬがれたい｣(115)ためである｡つま

り,等しく入会林野であるといってもその内実には商

品生産における生産様式および生産力に ｢発展段階

的｣相異があり,それを,その存在目的や存在理由で

区別すべきことを主張しているのである｡

結局,この考え方自体は,｢入会権の解体｣と同質

のものであるといわざるを得ない｡なぜなら,入会権

の解体の場合は,先に述べたように,利用形態上自給

経済的利用の ｢古典的｣型態が,商品経済の渉透によ

って ｢直轄,割山,契約｣型態等に分解していること

を明らかにしたのに対し,森山類型も,自給型から商

品生産型までの各段階があるとしているからである｡

その際に,各段階を,部落有林野の存在目的 ･存在理

由の観点から区分している点はユニークさが存在する

といえる｡ただし,｢解体論｣の主眼が入会林野の存

在根拠である ｢共同体的規制は一貫して存続 してい

る｣とする実態論的視点が一貫しているのに対し,森

山類型では,この部分が捨象されている点が大きく異
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なるといえよう｡また,実際に森山類型によって現実

の入会林野を区分してゆくことを想定した場合,その

指標は,具体的にどのようなものとなるのであろうか｡

林野の利用と所有のあり方にその主体の特質が表現さ

れているという観点からいえば,森山類型においても,

実際の作業実行上は,入会権に基づく ｢利用形態｣を

無視することは不可能であることは明白であり,よっ

て,結局は ｢入会権解体｣論の利用形態類型に帰着す

ることになる｡

以上,入会林野の模型化について,第-の類型視角

(入会林野を山村の類型化の指標とする)の場合では,

部落有林野に関して ｢入会権の解体｣の利用形態類型

に ｢階層分解｣の視点を付加した独自性がみられるが,

実証的説明力が不足していること,第二の類型視角で

紘,森山による ｢部落有林野類型｣は,その経済的な

存在理由 ･目的から行おうとする点で独自性が見られ

るが,｢地代｣を強調する根拠はあまりなく,利用形

態類型に帰着すること,が明らかとなった｡

したがって,本研究では,上記のような ｢類型化｣

の実証的比較検証そのものを研究の射程におくことは

せず,(ア)入会林野そのものを中心的研究対象とする,

(イ)入会林野の即時的規定因子の ｢共同体的慣習規

範｣が存在するという視点が一貫している,(ウ)林野

は所有と利用に特質が現れる,(-)一定の時間的長さ

の中で動態的に変化を把握できる,の4点を理由とし

て,利用形態を指標とする入会林野の類型化を主とし

て用いるものとする｡(上述の類型化の有用性を全面

的に否定しているのではないので,本研究における叙

述の都合上必要があれば,補足的に上記類型的説明を

用いる場合もありうる｡)

⑧ 1990年代における研究の動向

わが国の入会林野に関する研究は,直接には,東日

本 ･中日本 ･西日本の各入会林野研究会において,令

地の入会林野を対象とする任意の報告が,主に現場的

視点から毎年数件続けられている程度であり,先に述

べたとおり,理論的あるいは学問的視点からの議論は,

1989年度林業経済学会シンポジウムを最後に,以後の

空白を生じているといっても過言ではないo

Lかし,その一方において,1990年の前後に,入会

林野に関するいくつかの研究書が発表されるにおよん

でいる｡ 1つは,社会学的視点から ｢集落｣に関する

今日的展開を解明しようとするもの, 1つは,経済学

的視点から ｢コモンズ｣の意義を再確認しようとする

ものである｡また,その中で,わが国内部を対象とす

る研究に加えて,視野を日本国内にとどめていない研
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究も存在する｡

本研究では,こうしたより新しい論文 ･研究を視界

に入れ,新たな動向を確認しつつ本研究の課題と射程

をより明確にしたいと考え,以下に若干のまとめを行

うこととする｡

(ア)わが国の入会林野の国際的 ･世界史的位置づけの

可能性について

わが国の入会林野は,現時点における世界史的 ･国

際的視座からは,どのようなものとして捉えうるので

あろうか｡それには,A.メイサー(1990)が,国際的

な847篇の文献に依拠してその成果を総括的にまとめ

上げた 『世界の森林資源』のなかで述べた内容に即し

て検討するのがもっとも適切であろう｡

メイサ一一は,｢森林資源の利用は,資源がどのよう

にコントロールされているか,つまりどのように管理

されているかに左右される｣,｢ほとんどの国々で,森

林資源管理の支配的なパターンは歴史的に変化してき

た｣,｢一般化していえば,規則的なひとつづきのパタ

ーンを世界各地で確認することができる｣(116)とし,そ

のような ｢バク-ン｣を独特の ｢森林段階区分｣と関

連させ,後掲の図 1-5のようにモデル化した｡そし

て,｢単純で不完全ではあるが,このモデルはとまど

うほど多様な所有と保有を整理して考える枠組みには

なるであろう｡また,所有の制度と森林利用の目的と

の間に関連が見られ,所有の型と利用の型の組み合わ

せが森林資源利用の三段階 (工業化以前,工業化段階,

工業化以降)を区別する基礎になる｣(117)とした｡

この ｢三段階｣の妥当性や区分の意義についてはと

もかくとして,｢おそらく世界の森林資源の大部分は,

近時にいたるまで原住民の共有資産になっていたであ

ろう｣(118)と,北アメリカ先住民族,アマゾン先住民族,

ネパール,アフリカのガーナ,ヨーロッパの一部,イ

-/ド,パプアニューギニア等における研究結果を例と

して挙げつつ,森林資源の原初的利用形態を ｢共有資

産｣とした｡そして,その ｢共同体的所有は,商業伐

採のような現代の森林開発方式はそぐわない｡そのた

め,こうした開発が始まる前に,国有や私有に置きか

えられることが多かった｡さもなければ政府は慣習的

な所有者と契約を結び,有用材の伐採権を得ることも

できる｡この種の権利がさらに企業に与えられること

もあろう｡｣(119)と述べ,さらに, ｢共有的所有から国

家管理への移行は (コンセッションによる私的利用が

あろうとなかろうと)突発的で破壊的なのがふつ うで

ある｣,｢しかし一般的にいって,共同体的管理は,所

有の移行期のそれにくらべると森林資源の損耗率がは

局面 所有制度 資源利用の目的 森林段階

1 共有資産 多様な生物

国

▲…
…
･…
…
-

2

工業化以前

生存目標

木材生産主体 工業化段階

経済的目標

一部で環境保護 工業化以降

レクリエーション

自然の保存

3 無規制の私有 木材生産主体

J‡ 経済目標

4 規制され た私有 木材+非消費的利用 工業化以降

経済的 ･社会的

環境的な目標

注:A.メ イ サ ー r世界の森林資源194貢図5-1より引用｡ (実線は所

有の トレンド,破線は補助的な トレンド)

図1-5 森林所有,資源利用の目的および森林段階の展

開モデル

るかに小さい｡｣と続けている｡このようなことから

メイサーは,｢工業化｣を指標とする段階論のなかで,

価値中立的な立場から,森林資源の管理 ･利用におけ

る政策的関与の重要性を指摘しているといえる｡

こうしたメイサー流の段階論にわが国の入会林野等

の来歴を無批判に当てはめて云々することは避けるが,

あえていえば,こうしたメイサーの視点に欠けている

といえるのは,そこで例示されている ｢国家｣の独立

性がどの程度保証されているかということであろう｡

いいかえれば,メイサーは, ｢植民地｣か ｢非植民

地｣か,といったその国家の歴史的背景あるいは国家

間のパワー ･ゲームのプロセスによる影響を捨象して

しまっている｡それはおそらく,その国家内部で繰 り

広げられている森林資源に対する政策的圧力が十分に

統制されず破壊的であることを強調したかったためで

あろう.しかし,その政策的コントp-ルを行 う場合

に,その国家の独立性の内容 ･幅が歴史的に規定され

てしまっており,他国との関係において何らかの経済

的 ･政治的従属性が残存し,そこから抜け出せないで

いる現実こそが問題なのではないのだろうか｡

このような点から鑑みると,わが国の入会林野の来

歴は,その歴史的背景においてそうした国々の場合と

大きく異なる面があるといえる｡一万,ではメイサー

の提示は完全に否定し去るべきかといえは,そうとも

言い切れない｡なぜなら,前掲年表 1-1を,その経

時的変化においてメイサー式の段階論で読むことも可

能であるためである｡

このように,国際関係的視点から ｢共同体的資源利

用｣｢入会｣等を照射すると,その課題は,1.それぞ
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れの国家が経た歴史的経験に即して森林資源利用の原

初的型態の経時的展開を把握し,そこから世界史的法

則性の有無を検証する必要があること,2.森林資源保

全的立場から,ある国家において行われた経過 ･経験

を他国においてシステムとして導入 ･輸出することが

可能かどうかを検証すること,3.こうした検討をとお

して,わが国の入会林野を世界史的 ･国際的に位置づ

けること,が挙げられるであろう｡

したがって,｢入会林野｣研究は,国際比較的実証

研究を射程とする可能性を有しており,少なくとも以

上の 3点において今日的な研究の意義が存在する｡そ

して,それらを可能とするには,メイサーが指摘した

とお り,森林資源の所有 ･保有と利用および政策 (施

策)の関連と変化を,一定のタイム･スパソで実態的

に把握するような分析装置を基軸として据えることが

特に重要であるといえる｡

(イ)｢コモンズ｣とわが国における ｢入会林野｣の関

倭 (環境問題と入会林野)

先のメイサーの熊崎訳には直接用いられてはいない

が,世界史的視点からみて,世界各国にみられた (現

在も見 られる),わが国の入会林野が想起 されるよう

な林野利用形態に,｢コモンズ｣とい う呼称を与えて

いることは,比較的一般的である｡

研究としては,少し前では,経済人類学的視点から,

大崎正治(1981)F｢鎖国｣の経済学』(120),90年代に入

って,地域経済 ･環境経済的視点か ら多辺田政弘

(1990)『コモンズの経済学』(121),一般経済学の分野で

宇沢弘文 ･茂木愛一郎編(1994)F社会的共通資本 コ

モンズと都市』(122),法学の分野で平松紘(1995)Fイギ

リス環境法の基礎的研究-コモソズの史的変容とオー

プン･スペースの展開- 』(123)が挙げられる.

この背景を端的に示すと,1972年,ローマクラブ報

告書 ｢成長の限界｣,1972年6月,国連人間環境会議,

1980年,米 カ-クー大統領報告書 ｢西暦2000年の地

球｣,1982年,国連環境計画 (UNEP)ナイロビ会議

｢ナイロビ宣言｣,1987年 4月,環境 と開発に関する

世界委員会報告書 ｢われら共有の未来｣,1992年 6月,

ブラジル地球サ ミット｢環境と開発に関するt)オデブ

ヤネイロ宣言｣｢アジェンダ21｣｢気候変動に関する国

際連合枠組み条約｣｢生物多様性に関する条約｣など,

国際的に地球環境-の認識の高まりがあった｡また,

その間から今日までに,国際標準化機構による環境マ

ネージ,メソ ト規格の国際標準化をすすめるISO9000,

ISO14000の各シ1)-ズ化がすすみ,わが国において

もこの規格を取得する動きが表れてきている(124)0
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要するに,環境問題は資源 ･人口 ･食糧 ･教育 ･民

族 ･宗教問題等を含む南北問題を基軸とする経済問題

が根底にあり,この解決こそ地球を守 り,人類を守る

ことである,とする認識の広まりを示すものといえよ

う｡裏をかえせば,旧植民地が中心である発展途上国

においては,まず経済的発展が優先課題 となり,一万,

旧宗主国が中心である先進国においては,環境問題へ

の配慮を示さねは経済的発展が望めない状況が進行す

る一方,世界はますます狭くなり,この両者の関係が

より密接になることで矛盾の拡大と深刻化が進んでい

る｡

そして,このような世界経済の構造的矛盾が地球環

境における自然現象の異常性 ･頗行性に表れ,人類自

らの存続を危ぶませていることに対する反省 と打開の

ヒントを ｢コモンズ｣に求めている点が,経済学にか

かわる先の大崎,多辺田,宇沢らに共通した認識であ

るといえる｡

たとえば,宇沢らは,社会的共通資本なる概念の一

般化のための試行の途上ではあるとした上で ｢コモ/

ズは,さまざまな形態をとるが,いずれも自然環境を

それぞれの置かれた社会的,経済的,法制的な諸条件

のもとで,持続可能 (sustainable)なかたちで管理,

維持するための制度,組織であるということができよ

う｡｣と端的に述べている(125)｡また,大崎は,現代の

マルサス主義者が--ディソの ｢コモンズの悲劇｣(126)

を論拠としてマルサスと同様に ｢不公正は全面的滅亡

よりまLである｣と悲劇を共同体のせいにし,これを

回避するための統制的方法,とくに外部経済の内部化

を私有財産制によって成し遂げようとすることを主張

しているのに対 し,｢共同体 (コモンズ)を倣視,否定

したあとで,共同体でしか実現されない手段を要請し

てくることは,現代マルサス主義のはかなさを十二分

に物語るものである｡｣(127)としている｡

では,こうした議論に与するコモンズとは,一体い

かなる定義が為されているのであろうか｡

前掲大崎や,玉野井芳郎,エントロピー学派経済学

の中村尚司らの影響のある多辺田は,｢またぞろ共同

体再評価論や復権論かと,簡単に切 り捨てないでほし

い｣と断りつつ ｢環境と自然が共生しえたのはどうし

てなのか｡小規模な社会はなぜ豊かなのか｡商品化さ

れない部分を多 く含んだ社会のほ うがなぜ健全なの

か｡｣という問題意識にたち,｢もはや現在は,開発

をどう進めるかという時代ではない｡開発の後始末を

どうするかということが問われるべきときなのであ

る｡｣｢根本治療は自然治癒力をもつコモソズの再生し
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かないのである｡｣という認識において,｢商品化とい

う形で私的所有や私的管理に分割されない,また同時

に,国や都道府県といった広域行政の公的管理に包摂

されない,地域住民の ｢共｣的管理 (自治)による地

域空間とその利用関係 (社会関係)杏,コモンズと呼

ぶことにしたい｣とする(128)0

この他,浅子 ･国則 (宇沢ら 『社会的共通資本』第

3章 ｢コモンズの経済学｣)による整理が有用であろ

う(129)｡このなかで,コモンズという概念は,人によ

ってその使用方法が異なり,混乱が見られる場合が多

いが,基本的には大きく分けて次のような場合がある,

とする｡すなわち,

定義①,Openaccessあるいは freeaccess(自由参

入)が成立する資源 (開放的資源,/､-ディソ

の想定したのもこの種類にあたる).これはさ

らに,

(ア)資源利用の新規参入を無制限に認める場

合 (特定の使用者を技術的に限定できな

い大気等のグローバル･コモンズ(global

commons)もこれにあたる｡)

(イ)コモンズ資源利用は一定の集団に限定さ

れているが,その構成員は自由に利用で

きる場合 (この場合 は,open access

towardsinputとよばれる)0

に分けられる｡

定義(参,資源の利用が一定の集団に限られ,その資源

の管理 ･利用についても,集団の中である規律

が定められ,利用に当って,種々の権利,権利

義務関係がともなっている場合｡

歴史的に各国に存在してきたコモンズはこのような

第二の意味でのコモンズである場合がほとんどで,多

くのフィール ド･スタディーが蓄積され,これらの研

究で明らかになったのは,｢common property sys-

tem は,たんにその資産が共有されているだけでな

く,いろいろな取 り決め等を含んだ 1つの制度(insti-

tution)であるという点｣とする｡また,この定義は,

言い換 えれ ば ｢(この場合 の)common property

resourcesは,地域のコミュニティによって所有され,

管理･利用されている資源｣であり,｢コミュニティ外

の人々に対して,その資源の利用が排除されるととも

に,コミュニティ内の構成員にとっては,きめ細かな

規約によって,その資源の利用が可能な枠組みが構築

されている｣一方,これまでの一部の立場は,私的所

有で ない ものはすべ て共有資産 とし,｢common

propertyresourcesは,特定のグループによって集団

的に保有されているものを意味するのではなく,私的

財以外の全ての資産を指した り,特に所有形態が明ら

かでない財,あるいはその定義が技術的に困難な財を

総称 したこともあった｣と,概念の混乱が存在するこ

とを指摘している｡

さらに上記の定義に加え,｢資源ス トックを所有す

る権利 と,資源ス トックから生み出されるフローを利

用す る権利 とい うように区分すれば,さらに複雑な

propertyrightsの構造ができあがる｡歴史的なコモ

ンズは,--複雑なpropertyrightsと社会的な権利

義務関係が一体となって機能を発揮｣しているとする｡

(以上,後掲表 1-3参照)

一方,前掲平松は,コモソズを ｢共有,共有地,と

きには共同所有地と表現することの誤 りを認識した筆

者なりの定義｣として 『オックスフォード･エコロジ

-辞典』(130)の定義をほぼ踏襲し ｢土地,空気,水など

の主たる地球上の資源について,人々が共同して-ク

イタプルにアクセスもしくは使用でき,だれもがそれ

らを破壊することのできない社会制度｣(131)とする｡

また平松は,こうした定義からより広い社会的共通

財の概念としての ｢オープンスペース｣を展開 ･規定

表 1-3 資源の保有に関する4つのレジーム

1. オープン･アクセス資源 (resnu】iusu)

全ての個人,団体が,自由に使用できる.使用できる権利は排他的でもなければ,譲渡可能でもない.使用権は共有であるが,全ての

個人にとってOpenaccessである (したがって,証の資産でもない).Nonpropertyともいう.

2.公共 (国)の資産 (respublica)

所有権は国にあり,管理も国が行っている.その使用権あるいはアクセス権は,明示的ではない.

3. コミューナルな資源 (rescommunes)

資源の利用が特定できるグループによって管理されており,私有でもなければ政府所有でもない.誰がその資源を利用するか,誰がそ

の資源の利用ができないか,あるいはどのようにしてその資源を利用するかについてのルールが存在する.

commonpropertyといわれるとともに,システムとしては,Community-basedresourcemanagementsystemともいう.

4.私的資産

個人は社会的に許容される範囲での使用権を有する.他の人々は,その使用を差し

控える義務がある.

原注:以上の定義は,BerkesandFarvar(1989)およびBromley(1991)を編疑したもの.
注:浅子･EEl則,前掲書,76頁,表1より引用.
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表1-4 プロパティーの制度 (資源利用のレジューム)
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私的所有 コモンズ オープン.アクセス
制限使用 無制限使用

グループ制限 1人 メンバーのみ メンバーのみ オープソ

原注 :C.G.Stevenson,CommonPropertyEconomics,p.58
注 :平松紘 rイギリス環境法の基礎研究110貢より引用｡

する要素として,このメンバ-と資源使用に関するそ

れぞれの限定性 ･非限定性を指標 として掲げている

(表 1-4参照)0

要するに,平松は,上記の分析装置を用い,｢｢生け

る法｣視座からの法社会史的方法｣(132)によって,18世

紀近代イソグラソド法 (Commonlaw)の樹立 (日本

でい う地役の性質を有する入会権に相当)から,イギ

リス1967年の ｢市民アメニティ法｣(CivicAmenities

Act,1967)を頂点とするまでの展開経過を丹念に辿

ることにより,旧来のコモンズが都市近郊を主として,

｢アメニティ｣の享受を目的とするオープソ･アクセス

権の確立した OpenSpaseへと変容する過程を明らか

にしているのである｡いわば,川島らによる 『入会権

の解体』のイングランド編といった趣である (ただし,

その内容は,今後の日本の入会地の活用を考える上で,

非常に示唆に富んでいると思われる)0

(ウ)その他の研究

上記のような国際的視座との関わ りほ明確ではない

が,最近(1996年時点)に,次のような,わが国の入

会林野に関わった研究が表にされている｡

(∋長谷川昭彦(1987)『地域の社会学一村の再編と振興

- 』(133)

②桐山良質(1991)『入会権の評価と補償』(134)

③松木洋一(1992)『日本農林業の事業体分析』(135)

(彰大淵英雄(1993)『地方制度と生活意識』(136)

ここで,入会研究の動向の確認として,これらの内

容について簡潔に触れておくことにする｡

まず①長谷川は,｢現代における地域間題は,客観的

機能的連関性の発達がかえって心理的疎外状況を生み

出すとことにある｣,｢この意味で,人間の連帯性を回

復せしめる主体的な社会空間作 りとしての地域社会計

画が必要になる｡ここに地域の主たる課題があると思

う｣(137)という問題意識および ｢地域の原型は農村｣と

する農村地域社会論的立場から,｢農村の側から見た

地域社会における基礎的社会関係の理論｣をすすめる｡

この際,従来の ｢村落共同体論｣の検討から,現代的

な ｢都市との連関性をもった地域社会への展開プロセ

スを追っていく｣(138)｡この過程で長谷川は,従来の

｢共同体論｣の概念から ｢村落競合体｣｢村落複合体｣

という概念装置を設けている｡その指標は,明治期以

降の資本主義化の進展にともなう相対的過剰人口問題

の発生という ｢封鎖社会の人口原理から開放体制の人

口原理へと転換｣(139)による,旧来の自然村的集落であ

る ｢村落の封鎖性の崩壊｣(140)である｡ここで,長谷川

は ｢競合体｣への転化において入会林野の消滅を例示

する(141)0

入会林野の歴史的展開を読み解くのに際して ｢人口

問題｣からアプローチする点に長谷川の独自性がある｡

しかし,あくまで ｢共同体論｣の現代的展開が主眼で

あり,入会研究としてはこの点で,物足 りなさが残る

ものである｡

(参桐山は,入会林野に係わった土地に対して,その入

会権を解除する場合に,どのような評価と補償を行 う

べきかという問題について,設例をもうけて解説を加

えている(142)0

複雑 ･多岐にわたる入会林野において,正当な理由

によってこれを解消したい集団が存在しても,この評

価や補償を算定することは実際問題としてかなりの困

難がともなう｡これを容易にするという意味からは,

このようなケース ･スタディの集約がおこなわれるべ

きであろう｡しかし,それが無秩序な森林破壊をもた

らさぬような枠組みも,一方において探求されるべき

と考えられる｡わが国の入会林野の解消に関するこの

ような具体的な作業レベルでの知識の体系化について

もまだまだ研究の余地 ･課題が存在するといえよう｡

③松木は,｢地域肉用牛生産振興先進事例調査研究

(1982-84年度)｣(中央畜産会･公益法人畜産総合対策

推進指導事業)および ｢日本林業の土地問題 (福島康

記代表)｣(1988-90年度文部省科学研究費総合研A)

の当人執筆部分をまとめたものとして,前掲 『日本農

林業の事業体分析』(第 9章 林野の入会的所有と集

団経営)を著している｡ただし,ここで扱われている

のは,熊本県阿蘇郡と広島県比和町を例とした紹介記

事的な叙述のみであり,単に,その地方に入会林野に

おける牧野組合の展開を追っているにすぎない｡こう

した,入会林野における牧野利用の研究の発端として
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はむしろ次のような研究史的展開があったことの方が

重要である｡

すなわち,戦後,新憲法体制下において,1954年に

酪農振興のために草地を改良する目的で ｢草地資源調

査会｣が,農林省の Fわが国における酪農業推進のた

めには,全国に放置されている広大な入会地を酪農-

放牧のために草地に転換する必要があり,それらの草

地には入会権という慣習法上の権利による拘束をどの

ようにして処理するかという法律上の問題があるから,

民法学者の協力が必要である』という考えから設置さ

れ, ｢草地に関する法制的,社会経済的諸関係とくに

入会慣行等草地利用の実態を究明する｣こととなった｡

そのことに対応して,農林省応用研究費 ｢牧野の社会

経済学的研究｣(農政学 (経済学班)主任に近藤康男,

農業史 (歴史学班主任) :古島敏夫,法社会学班主

任 :川島武宜,1955年)が学際的研究を目的とした共

同研究プロジェクトとして発足する｡その後,法社会

学班は1954-55年に長野県北山村の牧野入会の研究を

おこなった｡これら,全体の成果は ｢牧野の社会経済

学的研究｣農林省部内資料 [農政研究資料 ･牧野総合

第 3号](1958)等として配布され,その後の1959年

に近藤康男編 ｢牧野の研究｣(東大出版会)として公

表された(143)0

この際の法社会学班がおこなった研究が,その後,

牧野利用にとどまることなく入会林野利用全般にわた

る全国的な展開の出発点になり,この主要メンバーが

後に 『入会権の解体 Ⅰ～ⅠⅠⅠ』(1959-1968)の筆者とな

り,さらにその後の入会研究に関与することとなるの

である｡したがって,その後の研究上の空自的な期間

があるものの,今日のわれわれが比較的近年の研究に

依拠した入会林野に関する議論をおこないうることの

端緒としての評価を,牧野利用研究に与えることはあ

っても,松木のように ｢農林業事業体の分析｣と称し

て入会林野を取 り上げて置きながらその全体像に触れ

ていないだけでなく,あるいは牧野利用に的を絞った

としてもこの先馬区的研究に全 く触れていない点は,お

粗末としか言いようがない｡

本研究は ｢入会林野｣を全般的 (全国的,統一的)

に扱おうとすることを主たる眼目とするため,牧野利

用について詳細に述べることは副次的な事項としてこ

れを避け,牧野利用 (阿蘇郡下)をあつかった実態論

的研究では八尋宣子による 『入会林野利用と集落構造

に関する理論的並びに実証的研究』(1989)(144)が,松

木に比べ,はるかに詳細かつ内容に富むものであるこ

とを断っておくにとどめる｡

④大淵は,長野県諏訪市湖南 ･南真志野とその隣接,

周辺村落をフィールドに,34年間の研究活動を続け,

その成果を前掲書にまとめた｡その内容は,副題 ｢-

明治期村落の共同意思形成について-｣からは想定し

にくいが,要するに,村落生活上の実在的 ｢共同性｣

が,外部からの支配装置としての機能を果たすような

作為性を内部化してゆく過程を地方制度との関連から

明らかにしようとするものである｡これは,大酒の社

会学的立場において,鈴木条太郎(145),有賀喜左衛

門(146)の方法論に批判的検討を加えた上で,なされて

いる(147)｡問題意識の方向性は,先述の ｢入会権公権

論･私権論｣,つまり地方自治法と入会林野の関連の延

長線上にあるといえる｡したがって,大淵のこの研究

によって,入会林野の主体であった ｢共同体｣に対し

て,いかに地方自治制度がインパクトを与えたもので

あったかが,集落に存在する古文書 ･史料等を通じて,

具体的に理解できる｡

しかし,34年かけた研究であるので,いわゆる市町

村史的資料価値が高い研究といえるが,一方,その間

の大淵の問題意識が変化しなかったのかを疑わざるを

得ず,ゆえに入会林野を扱った研究としての新規な視

点の欠如を指摘せざるを得ないといえるものである｡

以上,1990年代に入 り,入会林野をめぐって,いく

つかの研究がみられた｡それらの潮流を備撤するとす

るならば,大きくは2とおりの流れがあるといえる｡

まず,明治期以来のさまざまな入会研究の延長線上

にある,(入会林野そのものを主題としているかにか

かわらず)わが国内部での入会林野の問題を扱った研

究,そして,世界史的 (民俗学 ･人類学的研究で扱わ

れたものを含む)フィール ド･ワークの蓄積から抽出

されうる ｢コモンズ｣に係わる研究,である｡

それらの研究から現時点で言いうることは,その両

者がいまだに統一的に扱われようとしていないことで

ある｡いいかえれば,両者を橋渡しするような共通の

｢尺度｣が十分に議論されていないのである｡しかし,

先に示したように,今後の入会研究の目的が,環境問

題の本質である世界のグローバル化の進展とその経済

学的諸問題 (いわゆる貧 ･病 ･争)の深刻化との関係

におけるわが国の入会林野の位置づけ,評価にあるこ

とは明白であって,これを避けて通ることはできない

であろう｡つまり,すぐれてローカルな問題はよくグ

ローバルな問題となるのである｡

したがって,この場合に,わが国入会林野を歴史

的 ･世界史的に特殊なものとして切 り離して論じるの

ではなく,いわゆるコモンズとの関連から,すなわち,
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日本的入会のもつ実態をより一層コモンズの概念に関

連させることを指向しつつ,その目的に接近すること

が試行されるべきであろう｡

では,その際のより具体的 ･実践的課題は一体いか

なるものとなるであろうか｡

同じ入会林野に関する研究を扱っていても,そのア

プローチは様々であった｡しかし,どの場合でも個々

の内容の相異を越えて,結局のところ,｢入会林野利

用の形態が,生産様式あるいは社会関係の変化にとも

なって変貌する｣ということが,共通の認識,または

研究の背景としての事実関係として看取され うるもの

であるといえよう｡

【3】 研究の課題と方法

以上,本章においては,叙述の簡明を旨として,

【1】節で入会に関する問題の所在と本研究の目的に

触れ,【2】節で入会に関する内容について,(1)主た

る制度の流れ(2)各学問分野ごとの研究展開の概要(3)

より詳細な論点の提示,というように大から小-,と

いう順序で整理しながら,随時本研究の課題と方法を

述べてきた｡

ここで,あらためて本研究の課題と方法を一括して

まとめておくことにする｡

(1) 分析視角と研究の課題

入会研究についての概括的整理をふまえて,本研究

課題を整理すると,以下のとおりである｡

まず,本章において何度も触れてきた,法社会学に

おける成果としての ｢入会権の解体｣なる概念は,入

会林野利用の原初的型態であるところの ｢入会稼ぎ｣

を中心とする古典的共同利用形態が,経済環境の変化

辛,法制度上の変化によって浸食され,やがて,その

利用形態をより貨幣経済的利用に転化させてゆく現象

を指し示すものであった (図 1-6参照).

図1-6 入会権の解体
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すなわち,法社会学においては,入会林野利用型態

の変化を捉えることを通じて,入会慣習の存続,すな

わち入会権の存続を再発見したものといえる｡

しかし,本研究は,入会 ｢権｣が存続し続けること

の法学上の,あるいは法社会学上の法律論的議論をな

すものではない｡

現在までの入会林野の歴史的経過をたどるのであれ

ば,実態として,必ずしも入会林野が存在し続けては

いないものがあるであろう｡しかし,｢入会権の解体｣

においては,このような入会林野が消滅する場合につ

いて,理論的帰結としての方向性には触れていても,

実態については十分に捉えきれていないのである｡

そこで,実態をより明瞭に把握するために,この

｢入会権の解体｣に含まれている概念を再構成 して

｢入会林野の解体過程｣と捉えなおしたらどうなるで

あろうか｡

まず,本研究では,多岐にわたる各種の先行研究に

おける共通の認識が ｢入会林野利用の形態が生産様式

および社会関係の変化に伴って変貌する｣ということ

を承認する立場に立つものである｡そして,この ｢変

貌｣には基本的なふたつのベクトルとして,入会林野

がその利用形態を変貌させつつやがて入会林野自体を

消滅させる場合,そして,入会林野がその利用形態を

変貌させつつ入会林野を存続させていく場合である｡

このように,｢入会林野の解体過程｣という観点から

みた場合は,入会林野の原初的利用型態が解体する場

合には消滅 と存続があ り,この ｢存続｣とはまた,

｢原初的ではないが存続している｣ことから入会林野

利用の ｢再編｣と表現することができる｡さらに,入

会林野が ｢消滅｣する場合は,この ｢再編｣の究極の

姿と捉えうるので,｢入会林野の解体過程｣とは ｢入

会林野の消滅の場合を含む再編の過程｣でもあるとで

きよう｡ただし,このような入会林野の解体過程の実

態は,あくまで ｢消滅｣と ｢再編｣があるので,本研

究の実際の進行においては,次のように捉えるものと

する｡すなわち,｢入会林野の解体過程｣には,基本

的に ｢解体-消滅｣および ｢解体-再編｣のベクトル

が存在する,である｡

そこで,このような ｢入会林野の解体過程｣上に兄

いだせるベクトルについて,その歴史的並びに今日的

現れはいかなるものであるかを,分析 ･検討して明ら

かにすることを本研究の目的する｡

その際に,各先行学問分野の枠組みに即したそれぞ

れの分析視角を浜鐸的に設定 しうるが,｢入会林野｣

の意味づけに広義性があることにより研究の限界も規
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定してしまうため,これを避けること｡また,近年の

｢コモンズ｣論といった国際的視点から全く切 り離さ

れたものでない必要がある｡

したがって,こうした点から本研究では,特定の学

問分野の視角に依拠するのではなく,より客観的な分

析をおこなうために,各種先馬区研究の共通認識の立場

から導き出せる ｢入会林野の解体過程｣を分析視角と

する｡そして,それに係わる

(丑現時点における入会林野の全国的な空間的分布の

把握と特性の分析

(参 ｢入会林野の解体過程｣に関する歴史的並びに今

日的検討

(参 ｢入会林野の再編｣に関する今日的動向の把握と

検討

④全国的規模での入会林野の今日的類型化の検討

の4点を研究の課題とする｡

また,これらの課題-は,入会林野施策の具体化で

ある ｢入会林野整備事業｣の展開との関わりからの接

近もおこなうものとする｡

(2) 分析装置と研究の方法

次に,｢入会林野の利用形態が生産様式および社会

関係の変化に伴って変貌する｣ことを捉えるための分

析装置が必要となる｡そこで,そのために本研究では,

｢入会権の解体｣で示された,入会林野利用形態の違

い (古典的,直轄,個人分割,契約)を主たる指標と

して踏襲する.ただし,先に示したように,一般に若

干の混乱が ｢解体｣の語によって引き起こされている

点がうかがわれるので,ここで,確認と定義をおこな

っておく｡

まず,法社会学上の ｢入会権の解体｣は,次のよう

なものである｡

① ｢明治以来今日まで百年に及ぶ入会山の歴史は,

一面において慣習的用益秩序そのものの内部的変貌の

歴史であった｣とともに,｢多面において慣習的用益

秩序と所有権秩序との相互の矛盾 ･対立,反投と融合

の諸過程の歴史でもあった｣(148)0

この①については,本章にて ｢入会権の解体｣の解

体過程における ｢総有｣の分解段階としての利用形態

の相違を発生せしめる要因である経済的側面,すなわ

ち,解体の契機としての入会林野にたいする資本と労

働の投下について,(参については本章にて ｢入会林野

に関する法制史的背景｣として述べたことに通じる｡

したがって,｢入会権の解体｣は,入会研究をなす

場合の基礎概念といってもよく,それゆえに入会林野

を題材とするどのような研究においても通用するとい

う意味で,汎用性があるといえるものである｡

だだし,入会権を強調するあまり,実態としての入

会林野の消滅をとらえきれない側面を有するので,本

研究では,この消滅の側面を事実として明瞭に捕捉す

るために,先に述べた ｢入会林野の解体過程｣として

の概念に再設定し,以下のような定義を行 うものとす

る｡

定義 :｢入会林野の解体過程｣

｢林野入会｣とは,集団として林野を所有ないし保有

し,その所有 ･保有および利用のしかたを規定する前

提として,何らかの地縁結合的集団による規制が過去

から継続して存在する現象を意味するO

その利用形態は,自給経済的対応目的の古典的共同

利用形態を原型とし,その変化形態として貨幣経済対

応目的の直轄利用形態,個人分割利用型態,契約利用

形態に区分される｡

そして,それらの利用形態は,その入会林野にたい

する資本と労働の投下あるいは法律や政策 (施策)の

作用を契機として原型から展開する｡これを ｢入会林

野の解体過程｣における ｢解体-再編｣のベクトルと

呼£o

また,そのような利用形態の原型からの展開により,

入会権が他の権利型態に完全に転化して入会林野が消

滅する場合は,｢入会林野の解体過程｣における ｢解

体-消滅｣のベクトルと呼ぶ (したがって,この ｢消

滅｣は ｢再編｣の究極の表現と見なすこともできるも

のである)0

以後,本研究では,以上の分析視角 ･分析装置に基

づき,第 2章では,本研究の課題(9 ｢現時点における

入会林野の全国的な空間的分布の把握と特性の分析｣

について,また,課題④ ｢全国的規模での入会林野の

今日的類型化の検討｣について,従来の研究では十分

に用いられていなかった全国的なデータと統計的手法

(多変量解析)の利用から,全国的な入会林野の動向

や特徴について明らかにする.第 3章では,課題(診

｢入会林野の解体過程に関する歴史的並びに今日的検

討｣について長野県下での事例による分析をおこない,

そして第 4章では,課題③ ｢入会林野の再編に関する

今日的動向の把握と検討｣を具体的な事例に則してお

こなう｡そして第 5章にて,本研究の総括及び今後の

課題について言及する｡
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(139)長谷川,同前,104貢｡

(140)長谷川,同前,97貢｡

(141)長谷川,同前,94頁｡

(142)桐山良賢(1991)F入会権の評価と補償』,東京出版,｢入会型態と鑑定評価｣241-287頁,このなかで,例1入会地の
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(143)川島武宜,前掲,著作集8,｢解題｣315-319貢参照｡
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(148)川島武宜ら,前掲,入会権の解体,16頁を参照｡

第 2章 入会林野の分布と特徴一統計的概観-

【1】 はじめに

本研究では,諸先行研究の成果から ｢入会林野の利

用形態が生産様式および社会関係に伴って変貌する｣

という認識を抽出した｡その ｢利用形態の変貌｣は,

法社会学研究において整理された ｢入会権の解体｣の

内容を指標とする｡ただし,この概念では実態として

の入会林野の消滅が捕捉しきれないため,本研究にお

いて新たに ｢入会林野の解体過程｣として ｢入会林野

利用型態の変貌 (入会林野の解体)-消滅｣と ｢入会

林野利用形態の変貌 (入会林野の解体)-存続-再

編｣の2つの方向性 (ベクトル)をふくめた再定義を

おこなった｡本章では,このような分析視角に基づき,

本研究の課題とした ｢現時点における入会林野の全国

的な空間分布の把握 と特性の分析｣について,また

｢全国的規模での入会林野の今日的類型化の検討｣に

ついて,従来の研究では十分に行われていなかった全

国的なデータと統計的手法 (多変量解析)の利用から,

全国的な入会林野の動向や特徴について明らかにする｡

特に,後に第 3章,第 4章の事例研究のフィール ドを

長野県に置いているので,全国と長野県の対比を含め

る｡また,長野県下における入会林野 (あるいは入会

集団)の諸特徴の把握も試みる｡さらに,入会林野整

備に関して,整備後の型態として生産森林組合の状況

が問題とされるので,そのことについても触れる｡

【2】 全国的統計と概観

(1) 全国統計と入会林野の存在状況

①1955年農林省調査

1955年農林省統計調査部と林野庁の調査によると入

会権の対象たる土地は1451千-クタールとされている

が,地役の性質を有する入会権の存在する国有地,公

有地等に関する数値は含まれていなかった(1)0

(診1960年農林業センサス

1960年世界農林業センサスの ｢調査日的｣に次のよ

うに記されている｡

｢部落有林野における権利者の実態および山林経営の

現況をあきらかにする基礎統計を作成することにより,

入会権をめぐる複雑な生産主体を近代的な形に変え,

ひいては生産力増強を図ろうとする部落有林対策に資

するものである｣(2)0

この1960年の農林業センサスでは,次の点において

｢入会権の調査について画期的な改良が行われた｣(3)

とされているものである｡

すなわち,『第 1に,それは入会権の特質をその主

体 (｢事業体｣の特質に求めたという点において,普

た第 2に,当該の土地利用について ｢入会｣という用

語が使われているか否かにかかわ りなく,また客体た

る土地の所有名義者が ｢個人<単独あるいは共同> ･

団体 ･社寺 ･字 ･部落財産区等のどれ｣であるか否か
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表2-1 権利者数別事業体数と権利者数

都府県 長野県

事業体数 110,430 5,643

(注)資料,1960年世界農林業センサス (慣行共有編)O

青森紺 茨端埼玉仲条Jrl石l川長野空知末節奈長 島載LLJ□愛媛佐貫大分
lCa醐 trr, --一一鳩fLh梓がある書聖璽｣

(注)資料,1960年世界農林業センサス (慣行共有編)｡

図2-1 都府県別慣行共有林の保有山林を有する事業体

数と面積

にかかわ りなく,また土地に対する支配がいわゆる

｢小栗 ･下草の採取｣という ｢古典的｣型態であるか

否かにかかわ りなく,さらに土地に対する支配の根拠

が借入契約 ･分収契約 ･割地等である場合にも入会権

の存在を否定することなく,｢入会的利用｣の存在を

承認した,という点において右の調査方法は入会の基

礎理論および ｢生ける法｣研究を十分且つ正当に理解

したものだ,ということができる』(4)のである｡

ここで,その ｢画期的｣調査統計から,1960年時の

入会林野の様相を見てみる｡

(ア)総数

図2-1より長野県は全国でも慣行共有林の事業体

数,面積ともにその数の多きで上位に位置することが

わかる｡また,全国,長野県での具体的な数値は表

2-1の通 り｡

(イ)保有山林の利用形態別の全国の集計と長野県を比

べてみる.この利用形態のうちの共同利用と直轄利用

の区分は,｢共同利用の山林とは,その山林の主産物

を権利者に共同で採取や利用させている山林,すなわ

ち入会って利用している山林のことである｡なお,共

同利用の仕方は,権利者が個人個人でも,区域や期日

表2-2 利用形態別事業体数 ･面積

都府県 長野県

保有山林がある事業体総数 10,909 5,510

保有山林総面積 (町) 159,737 133,466

共同利用の山林 事業体数 58,563 3,005

面積(町) 632,327 40,223

直轄利用の山林 事業体数 53,088 2,572

(注)資料,1960年世界農林業センサス (慣行共有編)0

をきめて共同で入会ってもかまわない｡これに対し,

直轄利用の山林 とは上記の ｢共同利用｣の山林以外の

ものであり,権利者に入会利用はさせず,慣行共有の

事業体自身が直轄で利用しているもの,いわゆる直営

林である｡たとえは,事業体が直営で人工林造成をす

るとか,用材や薪炭材を業者や部落のものに払下げて

その収入を権利者に分配するなどの利用の仕方をして

いる山林である｣(｢利用者のために｣),とされている｡

それぞれ,表 2-2で上欄の総数に対する割合を求

める｡

全都府県での割合は,共同利用の事業体数 (53.2

%),直轄利用の事業体数 (48.3%)であ り,面積比

では共同利用 (43.2%),直轄利用 (56.8%)である｡

長野県では,事業対数の割合は共同利用 (54.5%),

直轄利用 (46.7%),面積比は共同利用 (30.1%),杏

轄利用 (69.8%)となる｡したがって長野県では全国

よりも直轄利用の面積の割合が高いことがわかる (尚,

端数調整のため合計は100%にはならない,以下同様)0

また,事業体数の割合と面積の割合が全国と長野県で

は逆転している｡つまり,長野県の直轄利用型態の事

葉体は,一定水準以上の利用面積を保有していること

を示しているのであろう (尚, 1つの事業体で利用の

仕方が 1つとは限らないので,事業体数の割合の合計

はは100%にはならない)｡また,言い方を替えれば,

長野県では,直轄利用型態によって入会林野を支配す

る場合は一定水準以上の面積がなければ成 り立たない

ことを示しているとも考えられる｡

(ウ)樹林地の利用地種でほではどうだろうか｡一般に,

この当時は慣行共有林 (入会林野)は人工林などの利

用度が低 く,荒らされているとの認識がもたれていた｡

表 2-3より,これも,割合で比較してみる｡

都府県で,樹林地総数に対して人工林針葉樹の事業

体数 (57.8%),天然林針葉樹の事業体数 (25.4%),

面模 では,人工林針葉樹 (26.8%),天然林針葉樹

表2-3 樹林地の利用地種別林業事業体数･面積

都府県 長野県

樹林地 事業体総数 109,167 5,505

総面積(町) 1,571,639 133,415

人工林 事業体数 66,537 3,466

面積(町) 453,027 49,375

人工林針葉樹 事業体数 63,125 3,336

面積(町) 420,471 47,062

天然林針葉樹 事業体数 27,703 1,484

(注)染料,1960年世界農林業センサス (慣行共有編)｡
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(13.3%)である｡

長野 県では,事業体数比,面積比の順で,人工林針

葉樹 (60.6%,35.3%),天然林針葉樹 (27.0%,14.5

%)である｡

全国,長野県ともに同様の傾向を示している｡人工

林化をはかっている事業体はほぼ6割を占めているが,

その面積は5割に満たない｡この数字を低いとみるか,

高いと見るかは意見がわかれるところであろうが,人

工林針葉樹化の努力はなされているが,その実績がこ

の時点では上がっていないと見るのが妥当ではないだ

ろうか｡1960年代は,わが国では高度経済成長期にあ

り,全国の農山村から都市部へ労働力が流出した時期

であるからである｡

(-)ここで,事業体数で,より具体的に人工林の比率

を比較 してみる｡

表 2-4より,都府県,長野県の順で,人工林なし

(39.5%,37.1%),人工林率10%以下 (4.6%,4.5%),

人工林率11-20% (4.1%,4.5%),人工林率21-40%

(7,0%,9.5%),人工林率41-60% (6.0%,9.0%),

61-80% (3.9%,4.9%),人工林率81%以上 (34.8%,

30.7%)である｡

長野県では全国と比較すると,この当時では若干人

工林化をしていない事業体が多い｡しかし,全国でも

長野県でも人工林化を8割以上しているものが,その

人工林化をしていない事業体数と同様の割合で存在し

ている｡また,人工林率のどの階級も度数の頻度が同

様であって,長野県と全国とが同じ割合としての傾向

を示 しているのは,やはり以前に何らかの形で意欲的

に人工林化が目指されたことを示しているといえる｡

(オ)樹林地の林令別面積はどうであろうか｡

表 2-5より総数に対する面積の比率を示せば,都

府県,長野県の順で,伐採跡地 (1.9%,2.4%),10年

生以 下 (44.2%,40.8%),ll-20年生 (23.2%,21.8

表2-4 人工林比率別事業体数

都府県 長野県

保有山林がある事業体総数 109,909 5,510

人工林なしの事業体数 43,372 2,044

人工林率10%以下の事業体数 5,336 247

ll-20% 4,453 236

21-40% 7,655 522

41--60% 6,547 498

61-80% 4,322 269

(注)資料,1960年世界農林業センサス (慣行共有編)0

表2-5 樹林地の林令別面積
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都府県 長野県

面積総数 (町) 1,571,639 133,415

伐採跡地面積 (町) 29,809 3,154

10年生以下の面積 (町) 694,021 54,394

ll-20年生 364,002 29,060

21-30年生 211,467 19,614

31-40年生 119,639 ll,655

41年生以上の面積 (町) 152,699l 15,535

(注)資料,1960年世界農林業センサス (慣行共有編)0

%),21-30年生 (13.5%,14.7%),31-40年生 (7.6

%,8.7%),41年生以上 (9.7%,ll.6%)である｡こ

れによれは,人工林,天然林の区別をしていないので,

総体的な ｢慣行共有｣地,すなわち入会林野の様相が

わかる｡つまり,全国,長野県ともほぼ同様に,この

当時より約10年前には何らかの伐採かまたは植林が行

われた部分が大きく,約20年前,1940年までさかのぼ

れば,そのようなものが半数を越えていることになる｡

上記(ウ)及び(-)の結果を考えれば,長野県を含む全

国において1940年代に広く伐採等が行われ,その後人

工植栽が進められたが,労働力等の減少等により停滞

し,相対的に自然生長の非人工林 (天然林)の割合が

高 くなっていると考えられる｡

(カ)ここで,｢保有山林への労力投下｣という項目を

みてみる｡

事業体数では,都府県,長野県の順で,植林 ･手入れ

(88.4%,90.0%),採取･その他 (22.3%,26.40/.)で

ある｡延べ人数では,同様に植林 ･手入れ (75.7%,

85.5%),採取 ･その他 (24.3%,14.5%)である｡こ

の数字を見た限りでは決LでrJq行共有林すなわち入会

林野が粗放的な利用だとは言い切れないであろう｡む

しろ,人工林地にたいしては,権利者の関心は高いと

いえる (表 2-6)0

表2-6 保有山林-の労力投下

l 都府県 長野県

労力を投下した事業体総数 53,502 2,804

延べ人員総数 (人) 5,664,421 395,525

植林手入れをした事業体数 47,286 2,517

延べ人員 (人) 4,286,344 338,138

採取 .その他の事業体数 ll,924 738

(注)1959年 2月より1960年 1月までの一年間の実績o

資料,1960年世界農林業セソサス (慣行共有編)0
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(辛)では,こうした ｢労力｣はどの様な形態で行われ

たのであろうか｡ここで,｢権利者の義務労力｣とは,

｢保有山林の植林,手入れや伐出などのため,権利者

全員が出役する義務があって働かせた労力であり,有

償,無償はとわない｣ものをさす(1960年世界農林業

センサス ｢利用者のために｣参照)0

総数に対する割合で見てみよう｡事業体数では,都

府県,長野県 の臓 で,有償(ll.2%,23.5%),無償

(92.0%,82.3%),延 べ人 員 で は,同様 に,有償

(14.0%,31.6%),無償 (85.0%,68.4%)である｡

長野県では,全国よりも事業体数,延べ人員とも有

償の割合が2倍と高い比率であることが分かる｡しか

し,全体では,無償での労力の投下が高い｡これは慣

行共有林すなわち入会林野の歴史的背景,または,入

会権であることの根拠である ｢慣習規範｣からいえば,

一般に無償の場合が通常であると考えられるが,この

調査時点で長野県下はそうなっていない点が特徴的で

ある｡恐らく,共同賦役による労力の投下を行いたく

ても,過疎化の進行等により労力が得られず,そこで

有償にて労力を集める必然性が全国に比較して高いこ

とが理由として考えられる｡

表2-7 保有山林へ投下した権利者の義務労力

都府県 長野県

義務労力を使った事業体総数 37,965 1,960

延べ人員総数 (人) 3,751,577 245,463

有償の義務労力 事業体数 4,244 461

延べ人員(人) 561,024 77,468

無償の義務労力 事業体数 34,917 1,614

(注)1959年 2月より1960年 1月までの一年間の実績｡

資料,1960年世界農林業センサス (慣行共有編)0

(ク)小括

以上,1960年世界農林業センサス (慣行共有編)の

主要な項目について,長野県と全国の様相を概観して

みたOその結果,一般にイメージされやすい姿とはず

れがあるように思われる｡すなわち,慣行共有林-入

会林野といえども人工林利用という貨幣経済対応目的

の利用がなされていることがはっきりと兄いだされる

からである｡このことは,入会林野すなわち放置ある

いは荒廃林野と短絡する先入観念の排除を要求する事

実を示しているといえよう｡ただし,国有地 ･府県有

地 ･市町村有地 ･財産区有地に対する入会権,および

沖組におけるすべての入会権が含まれていない｡

(卦1970年農林業センサス

新たに北海道について調査が行われ,そこでの事業

体総数149,その総面積6,659-クタールが全国総計中

に含まれた(5)｡また,この調査においては ｢財産区｣

(いわゆる ｢旧財産区｣を意味するものとされる)に

属する土地に対する ｢慣行共有｣が調査されており(6),

その事業体総数1,899,その総面積227,775-クタール

がその計量数としてカウン トされている｡しかし,

1960年センサス同様に,入会権が係わるかどうかの認

定をめぐり,民法学者系統では入会林野と認定される

が,自治省系統では否認されるような場合についての

如く,意見が分かれるような複雑な権利関係のものは

計量されていない(7)0

(参1980年農林業センサス(8)

(ア)概要 ｢慣行共有｣は全国で 6万1,638事業体が

あるが,その内訳 は,会社0.1%,社寺16.4%,共同

31.3%,団体･組合6.9%,ムラ･旧市町村42.1%,財産

区3.2%である｡次に1ha以上の慣行共有林について

権利者数,権利関係について見てみると,80年の権利

者数を70年のそれと比較すると全国では,338万人か

ら346万人 と約2.4%増加している｡また現在存在する

慣行共有林について新しく権利者に慣れるかどうかの

設問に対 して ｢なれる｣と回答した事業体数は,全体

(1ha以上の総事業体数 3万9,274)の うち22%,

｢条件付きでなれる｣は38%,｢なれない｣は40%とな

ってお り,新しく権利者となるには困難がともなうこ

とを示 している｡転出時の権利については,｢なくな

る｣が72%,｢残される｣が28%となっており転出し

た場合には権利を失う場合が多く,権利者数減少の要

因のひとつになっていると思われる｡

(イ)事業体数 慣行共有の事業体数は6万1,638で,

林家以外の林業事業体の中では共同についで多い｡地

域別に見ると,北海道はその歴史的特殊性から最も少

なく,都府県が大部分を占め,中国,九州,近畿,関

東 ･東山がそれぞれ2割弱を占めている｡山林保有規

模別に見ると,小規模65%,中規模27%,大規模 8%

である｡また,増加率 ('60-'80年)は,小が50%,

中で72%,大が82%となっており,何れも減少してい

る｡これは,入会林野等の近代化事業推進によるとこ

ろが大きく,規模のより小さいものの減少度合いが多

きい｡地域別に見ても全国の傾向とほぼ同じである｡

(ウ)保有山林 慣行共有の面積118万haを地域別に

見ると,東北,近畿が各々20%を占め,東山,東海と

続 く｡規模別の変化 ('60-'80年)をみると,小は55

%と半減し,中は74%,大は76%と何れも減少してい

る｡80年における小 ･中 ･大の割合は,4%,23%,

72%である｡次に人工林率をみると,人工林の無い事
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業体が21%,人工林率40%以上が58%である｡会社の

場合 と比べると人工林の無い事業体は慣行共有の法が

少なく,40%以上は慣行共有の方が大きい｡

(-)山林の保有と所有 保有の所有に対する割合は,

事業体数では保有の方が大きく,面積では保有の方が

少ない｡貸借関係を見ると,事業体数では借入に係る

割合が大きい｡面積では他人に分収させている面積の

多いことが主たる要因となって,保有が所有より少な

くなっている｡地域別に面積で保有が所有を上回って

いるのは,北陸と九州だけで,それ以外はいずれも下

回っている｡

⑤1990年農林業センサス(9)

林家以外の林業事業体の数と保有山林面積の推移を

種類別にみると (表 2-8(ら,(勤参照),1980年に比

べて事業体数は18.4%,保有山林面積では6.5%増加し

てお り,これは総体としての林家の動向とは対照的に,

総体としての林家以外の林業事業体の大きな特徴とな

っている｡また,1960年センサス以来,林家の中でも

農家林家の減少,非農家林家の増加が一貫して続き,

1990年にはその傾向は一段と顕著になった｡この林家

の動向に対比しうる林業事業体の動きとしては,会社,

共同,各種団体 ･組合の一貫した増加,慣行共有,也

方公共団体の組合の一貫した減少であろう｡

39

(2) 全国の入会林野整備事業の推移

1964年に法律第161号 ｢林業基本法｣が制定され,そ

の中に次のような項目が設けられた｡すなわち,

｢第二章 林業生産の増進及び林業構造の改善

(林業経営の健全な発展)

第十二条 国は,林業経営を近代化してその健全な発

展を図るため,経常形態の整備,合理的な経営方法の

導入,資本装備の増大等必要な施策を講ずるとともに,

小規模林業経営の規模の拡大に資する方策 として-

(中略)-入会権に係わる林野についての権利関係の

近代化等必要な施策を講ずるものとする｡｣(10)

こうした,基本法の主旨を うけて,1966年法律第

126号,｢入会林野等に係わる権利関係の近代化の助長

に関する法律｣という助長法が制定された｡この第-

章総則の目的,第一条には,｢この法律は,入会林野

又は旧慣使用林野である土地の農林業上の利用を推進

するため,これらの土地に係わる権利関係の近代化を

助長するための措置を定め,もって農林業経常の健全

な発展に資することを目的とする｣(ll)とあるように,

あくまで,｢農林業上の利用を推進｣するためであり,

｢近代化を助長｣するものである｡この旧慣使用林野

と入会林野のふたつの規定があることは,入会公権論

表2-8 林家以外の林業事業体数と保有面積の推移 (事業体,ha)

区 分 事業体数 保有面積 事業体数 保有面積

合計 287,559 5,134,129 291,662 56911,442

会社 3,203 720,497 ll,441 1,033,441

社寺 20,212 73,422 30,995 139,331

共同 148,515 548,646 164,949 655,426

各種団体 .組合 2,918 73,559 6,773 196,260

慣行共有 109,909 1,579,737 74,002 1,354,676

財産区 142 15,440 803 140,042

市区町村 2,421 1,033,638 2,501 1,004,572

地方公共団体組合 193 42,247 152 47,642

区 分 事業体数 保有面積 事業体数 保有面積

合計 299,296 6,284,821 354,318 6,691,708

会社 28,099 1,374,880 43,937 1,520,293

社寺 30,643 117,321 33,628 152,598

共同 166,145 601,673 202,786 710,140

各種団体 .組合 9,389 360,029 ll,327 405,435

慣行共有 61,638 1,176,338 59,209 1,142,292

財産区 669 93,420 784 80,825

市区町村 2,519 1,198,911 2,470 1,127,381

地方公共団体組合 147 46,725 130 28,673

(注)｢日本林業の生産構造｣(赤羽武編),1992年｡118頁表より引用｡



40 信州大学農学部演習林報告 第34号 (1998)

(自治省の主張)と入会私権論の折衷とみてよい｡

いずれにしろ,その具体的な内容は,複雑な権利関

係を整備し,実際の所有権者を登記上も正 しく反映さ

せること,このことで抵当権や地上権の設定 ･登記を

容易にして,分収造林の契約あるいは融資の道を開 く

ことができる,ということにつきる｡また,整備後の

経営形態として,(イ)生産森林組合,組合員となる者

から森林の現物出資を受け,主に組合員の労働力をも

って森林の協業経営を行 う協同組合をいう,(ロ)共有

経営 (共同利用),権利者の共有地を記名共有の形で

登記し,林地を維持経営する形態をいう,(-)個別経

質 (個人分割),整備前に区域を決めて利用 (分割利

用)されていた入会林野を個人に分割されていた入会

林野を個人に分割する利用形態をい う,の3通 りを選

択することができるのが特色であろう｡

それでは,この入会林野整備の実績は全国及び長野

県下ではどのようなものとなっているだろうか｡以下

にそれらの概要をみていくことにする｡

(∋全国の入会林野等の整備状況

昭和41年の法制定時では,未整備入会林野は 1万9,

526件で,その面積は184万8,100haであった｡それら

入会林野は,後にみるような各整備事業により整備さ

れた｡その結果,平成 7年度末の時点で整備に着手し

たのは累計8,797件 (面積77万9,023ha)であ り,この

うち登記完了 したものが6,278件 (面積54万8,266ha)

である｡したがって,事業の完遂率は71.4% (面積70.

4%)である｡また,整備事業によらずに自力で入会

権を他の近代的権利に移行させた自主整備は過去29年

間で3,428件 (面積287,086ha)が存在す る｡これは,

1966年当初の未整備入会集団19,526件の17.6% (面積

では当初の15.5%で28万 7千86ha)に相当する｡よっ

て,現時点では,いまだに都合7,301件 (面積78万1,

991ha)が依然入会林野 として全国に存在 しているの

である｡

(ア)入会林野等整備促進事業 (第 1期,昭和42-51

午)

表2-9 整備事業の状況 (第 1期)

①整 備 着 手 ~~~ ｢

登記完了実施

798

580

636

744

671

615

77,232

68,564

69,036

59,198

55,253

51,057

13

229

304

344

408

443

3,560

23,631

26,385

35,579

33,832

42,515

48 555 42,640 403 42,675

49 542 48,447 514 52,663

50 413 29,987 336 29,514

51 329 22,997 371 30,039

(注)平成 8年度林野庁業務資料より作成o

この第 1期整備事業は,かなり意欲的に推進された

ことが分かる｡整備事業のみならず,自主整備も活発

に行 わ れ,両 者 の合 計 で8,649件 (面 積79万8,982

ha)が整備 された｡これは面積で,当初の43.2%に

相当する｡

事業の完遂率は57%と着手の割には登記完了までこ

ぎ着けた集団が少ないといえる｡特に初期の数年では,

かなり手当た り次第の感がある｡

実施年度 (診自主整備 @未整備入会林野件数 面積ha 件数 面積ha

42 ll 3,051 18,717 1,767,817

43 188 20,252 17,949 1,679,001

44 251 22,611 17,062 1,587,354

45 283 30,490 16,035 1,497,666

46 335 28,993 15,029 1,413,420

47 364 36,435 14,050 1,325,928

48 331 36,572 13,164 1,246,716

49 422 45,131 12,200 1,153,138

50 276 25,293 ll,511 1,097,858

51 305 25,743 10,877 1,049,118

(イ)入会林野等高度利用促進対策事業 (第 2期,昭和

52-61年)

表2-10 整備事業の状況 (第2期)

(D整 備 着 手

実施年度 登記完了件数 面積ha 一 件数 面積ha

52 342 35,473 299 32,412

53 310 32,492 243 21,793

54 278 26,836 220 20,619

55 309 31,015 244 20,617

56 226 19,841 215 15,515

57 223 18,862 285 22,200

58 197 16,197 211 12,495

59 170 14,573 183 13,289

60 154 13,221 152 10,902

61 131 9,258 169 13,140

小計 2,340 217,768 2,221 182,982

第 1期に比べると,かなり勢いは落ちてきているこ

とが分かるa｡第 2期の小計でみると,整備事業 と自

主整備 の合計 は,3,002件 (面積23万283ha)で,第

1期の34.7% (面積28.8%) と3分の 1程度になって
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いる｡ この時期の整備総計は,面積で当初の12.5%で

ある｡

事業の完遂率は95%で,この点は第 1期事業よりも,

事業対象が慎重に選別されていることがわかる｡

実施年度 ②自主整備 (卦未整備入会林野件数 面積ha 件数 面積ha

52 397 7,509 10,138 1,006,136

53 265 5,006 9,563 968,638

54 9,285 941,802

55 8,976 910,787

56 8,750 890,946

57 8,527 872,084

58 8,330 85,887

59 8,160 841,314

60 8,006 828,093

61 7,875 818,835

(注)平成 8年度林野庁業務資料より作成｡

(ウ)入会資源総合活用促進対策事業 (第 3期,昭和

62-平成 7年)

表2-11 整備事業の状況 (第3期)

(彰整 備 着 手

登記完了実施
年度

62 112 10,630 125 8,142

63 97 6,671 109 5,773

元 83 5,343 102 7,066

2 72 3,884 73 4,044

3 62 3,803 63 5,295

4 40 1,985 62 3,418

5 39 1,850 66 5,211

6 37 1,291 41 3,255

7 32 1,387 51 2,687

小計 574 36,844 692 44,891

整備事業としてはかなり停滞の度を深めていること

が伺われる｡自主整備もゼロであり,整備事業も以前

はどのにぎわいを示すものとはなっていない｡整備着

手の件数と登記完了の件数を比べると,全体 として登

記完了の件数の方が多 くなっている｡したがって,第

1期あるいは第 2期の整備着手集団がずれ込んでいる

ことが分かる｡すなわち,かなり整備に時間がかかっ

た集団が存在することから,入会林野整備の障害が存

在することが読みとれる｡

実施年度 (塾自主整備 (卦未整備入会林野件数 面積ha 件数 面積ha

62 7,763 808,205

63 7,666 801,534

41

元 7,583 796,191

2 7,511 792,307

3 7,449 788,504

4 7,409 786,519

5 7,370 784,669

6 7,333 783,378

7 7,301 781,991

(注)平成 8年度林野庁業務資料より作成｡

(診全国の入会林野等整備後 (登記完了)の型態

それでは次に,登記完了までこぎ着けた団体の,入

会林野整備後の型態はどのようなものとなっているで

あろうか｡

(ア)法人型態 生産森林組合および農事組合法人とい

った法人型態を取るものは,表 2-12(1)のとお りで

ある｡まず生産森林組合であるが,平成 7年度末まで

の累計でみると,その設立件数 (経営体数)は2,946

で総計4,156(個別経営数は除 く)の うち71% (面積

表2-12 人会林野等整備後 (登記完了)の型態(1)

年度 (∋生産森林組合 ②農事組合法人
経営体数 構成員 面積 経営体数 構成員 面積

42 8 3,010 3,355 01 0 043 107 9,032 13,937 16 129

44 183 19,794 14,983 2 89 86

45 206 17,202 19,722 3 132 378

46 196 15,435 18,991 2 66 22

47 243 21,240 21,369 4 294 350

48 213 15,634 26,242 9 645 629

49 290 27,765 33,748 5 207 213

50 176 18,182 15,659 ll 958 211

51 190 ll,844 20,448 10 355 557

52 145 12,856 17,510 5 376 1,152

53 114 10,027 ll,426 2 91 49

54 97 8,476 10,361 4 402 316

55 92 8,662 10,641 2 109 80

56 102 8,284 7,498 5 314 234

57 137 12,202 12,704 2 124 90

58 84 6,451 5,654 9 454 346

59 43 4,105 3,592 3221310388 119

60 50 4,969 4,564 58 42

61 64 4,485 5,653 45 79

62 50 3,317 3,706 61 87

63 27 1,790 1,162 232 74

元 33 2,470 2,795 260 182 27 1,749 1,545 0

3 16 2,053 2,312 001 00 04 15 1,278 943 0
5 18 1,116 1,069 41 75

6 ll 743 1,041 01 034 07 9 899 768 7

(注)平成 8年度 林野庁林政部森林組合課資料｡
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では54%)を占める｡ 1生産森林組合当た りの構成員

数は86人であり, 1人当た りの面積は1.2haである｡

農事組合法人は累計90経営体で総計に対する割合は

2.2% (面積で 1%)とかなり少ないが,ほぼ毎年確

実に設立されていることから,農業的利用を中心とす

る入会林野が一定の割合で存在していたことがわかる｡

1農事組合法人当た りの構成員数は61人であり, 1人

当た りの面積は1haである｡このような集団に対 し

ても近代化の手がさしのべられている点は,評価すべ

きであろう｡

(イ)非法人型態 生産森林組合および農事組合法人の

ような法人型態の生産組合の型態をとるもの以外には,

共有経営 (いわゆる民法上の共有)と個人分割された

個別経営がある｡表 2-12(2)によれは,共有経営は

経営体数で累計1,120あり,総計に対 して27% (面積

で5.3%)を占めている｡ 1共有経営体当た りの面積

は,26haとな り,また 1経営体当た り構成員数は38

表2-12 入会林野等整備後 (登記完了)の型態(2)

年度 ③共有経営 ④個別経営
経営体数 構成員 面積 構成員 面積

42 1 246 14 87 191

43 46 1,637 778 6,431 8,787

44 38 1,983 1,500 6,589 9,816

45 38 1,293 1,882 8,201 13,597

46 50 1,779 2,192 8,377 12,627

47 53 2,140 2,142 10,583 18,654

48 56 4,302 1,699 10,177 14,105

49 5 879 1,512 10,186 17,190

50 99 2,145 683 7,596 12,961

51 51 2,969 1,042 6,623 7,992

52 61 2,774 1,224 6,868 12,526

53 63 2,810 2,172 4,692 8,146

54 30 1,139 680 4,945 9,262

55 48 1,647 900 6,356 8,996

56 62 1,793 1,163 4,434 6,620

57 62 2,541 1,945 6,285 7,461

58 57 1,384 948 4,239 5,547

59 41 1,510 997 4,294 8,581

60 31 1,179 688 4,756 5,608

61 32 1,663 986 4,008 6,422

62 23 757 453 2,872 3,896

63 24 1,092 872 2,344 3,665

元 15 487 377 2,598 3,876

2 17 792 562 1,468 1,937

3 17 389 326 1,751 2,657

4 54 596 405 1,085 2,070

5 17 351 591 2,214 3,476

6 14 235 346 1,455 1,868

7 15 487 242 1,441 1,670

計 1,120 42,999 29,321 142,955 220,204

(注)平成 8年度林野庁林政部森林組合課資料｡

人である｡これは共有経営体構成員 1人当た りでみる

と,0.7haとなる｡個別経営は面積で22万204haあり,

整備完了総面積に対して40%を占めている｡構成員数

は14万2955人であるから, 1人当た り平均1.5haの所

有面積となる｡

(ウ)全体の整備後の型態の総計は,表 2-12(3)のと

おりである｡

全体 としては,個別経営を除 く1経営体当たりの構

成員数は,生産森林組合 (86人),農事組合法人 (61

人),共有経営 (38人)の順で多 く, 1人当た りの面

積でみ ると個別経営 (1.5ha),生産森林組合 (1.2

ha),農事組合法人 (1ha)共有経営 (0.7ha)の順

で多 くなっている｡

整備後登記完了総面積に対する割合は生産森林組合

(54%),個別経営 (40%),共同経営 (5%),農事組

合法人 (1%)となっており,生産森林組合の整備事

業にしめる役割の大きさがうかがえる｡また,一方で

表2-12 入会林野等整備後 (登記完了)の型態(3)

年度 総 計
経営体数 構成員 面 積

42 9 3,343 3,560

43 154 17,116 23,631

44 223 28,455 26,385

45 247 26,828 35,579

46 248 25,657 33,832

47 300 34,257 42,515

48 278 30,758 42,675

49 300 39,037 52,663

50 286 28,881 29,514

51 251 21,791 30,039

52 211 22,874 32,412

53 179 17,620 21,793

54 131 14,962 20,619

55 142 16,774 20,617

56 169 14,825 15,515

57 201 21,158 22,200

58 150 12,528 12,495

59 87 10,297 13,289

60 83 10,962 10,902

61 98 10,201 13,140

62 74 7,007 8,142

63 54 5,458 5,773

元 49 5,581 7,066

2 44 4,009 4,044

3 33 4,193 5,295

4 69 2,959 3,418

5 36 3,722 5,211

6 25 2,433 3,255

7 25 2,861 2,687

(注)平成 8年度林野庁林政部森林組合課資料｡



入会林野の解体過程に関する研究

個別分割の割合も面積的に大きな位置を占めているこ

とがわかる｡

(3) 未整備入会林野集団

以上にあるように,入会林野の解体過程における

｢解体-消滅｣ベクトルに対する最終的かつ決定的と

も言えるインパク トを提供してきたのが入会林野整備

事業であった｡しかし,第 3期事業では,その進捗が

悪 く,何らかの改善が求められるところとなった｡そ

こで林野庁は ｢今後における整備の目標,整備の手法,

整備後の経営体のあり方,必要な施策等について,

種々の観点から検討を行 うため,平成3,4両年度に

おいて,未だに整備に着手していない入会林野等及び

既往において整備に伴って設立された生産森林組合の

すべてについて,その実態及び問題点等の調査を実施

した｣(12)｡これは全国的な,しかも整備未着手の入会

集団を主たる対象 としている点および悉皆に近い調査

である点で画期的なものといえ,また最も現時点に近

い調査である｡したがって,それらの結果の集約を以

下に示し,全国的な未整備集団の概要を把握すること

にする｡

入会林野集団の実態と入会林野整備に対する意向は

次のとおりである｡

(∋入会集団の実態

北海道及び埼玉 ･山梨 ･徳島 ･沖縄の5道県は,諺

当するものがない旨の回答があったので,以下は42都

府県についてのものである｡

(ア)集団数 ･面積 ･権利者数等

･入会林野集団数 4,997

･その所在する市町村数 1,009

･入会林野面積 土地台帳 33万6,381ha,森林簿

58万1,732

･入会権利者数 49万9,441人

入会林野面積については,台帳面積は明らかである

が,これに対する森林簿面積が不明という集団がかな

りあるため,一般的には森林簿面積が台帳面積よりも

多きいといわれる<いわゆる縄延び>なかで,県ごと

の集計結果において台帳面積が森林簿面積より大きく

表れているものもあるので,入会林野面積に関する限

り,森林薄面積に信頼はおけないといえる｡

(イ)入会林野の登記名義

これら入会林野の土地所有名義は,4,997集団につ

き5,459件となっている (すなわち,入会集団によっ

ては2ヶ所以上の入会林野を擁していることが分か

る)｡そのうち,権利者代表の記名共有が最も多 く
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1,335件 (24%),次いで全員の記名共有1,049件 (19

%)及び個人名義244件 (8%)である｡これらの合

計は2,808件で全体の51%となっている｡一方,公共

団体名義のものは,市町村840件 (15%),財産区474

件 (9%),辛 (区)764件 (14%),計2,078(38%)

となっている｡

この登記名義と入会権者の関係をみると,位置して

いない集団が3,696集団あり,全体の74%を占めてい

る｡

(ウ)入会集団の運営

入会林野の管理経営等に関して成分化された規約が

集団に現存しているか否か,また,定期的な寄 り合い

(会合等)によって運営が為されているかどうかにつ

いては,｢成文化された規約が無い｣とするものが多

く2,988(60%)を示し,寄 り合いの定期的なものと

定期的でないものとは約半々である｡

(-)入会権の実態

それぞれの集団がもっている入会権について,1)権

利者間に権利差があるかどうか,2)入会権の新規取得

を認めているかどうか,3)入会権の譲渡を認めている

かどうか,4)いわゆる離村失権のルールがあるか否か,

の4項目についての調査結果を集団数についてみると,

以下のとおりとなっている｡

1)権利差 ｢ない｣3,271集団 (65%),｢ある｣625

集団 (13%)

2)新規取得 ｢認めない｣2,411集団 (48%),｢認め

ている｣1,722集団 (34%)

3)譲渡 ｢認めていない｣3,194集団 (64%),

｢認めている｣955集団 (20%)

4)離村失権 ｢すると定めている｣3,028集団 (61%),

｢しない｣1,158集団 (23%)

尚,1)～4)を通じて ｢不明｣と答えているものが,

それぞれ1,101集団 (22%),864集団 (16%),808集

団 (16%),811集団 (16%)もあることは見逃しては

ならない点であろう｡

入会権とは,ひとことで言 うならば,｢一定地域の

住民が共同して使用収益する権利であるから,本来的

には離村失権し,権利は各人平等で,権利の移動など

は行われない筈と考えられるものにも拘わらずこの調

査結果をみる限り,この本来の形がくずれつつある状

況が見られ,入会権の変貌 ･解体の徴が著しいといえ

よう｣(13)0

(オ)入会林野利用の現況

全体の約 3分の2は,入会林野の本来の形である共

同利用になっている｡また,人工林 ･天然林が大部分
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(85%)で,農地等に利用されているものは極めて少

ない｡極 く僅かではあるが,分収造林等集団以外の利

用に供しているものがある｡

入会林野整備に関する集団の意向

上記4,997の入会集団に対して,アンケート方式に

より整備の意向を求めた結果をとりまとめたものであ

るが,4,776集団から回答が得られ,回答率は96%で,

信頼度は高いとみてよい｡

(ア)整備に対する意向

4,776集団の意向をとりまとめると,1)整備をした

い 1,116集団 (23%),2)いまのままでよい 1,924

集団 (40%),3)いまのままで止むを得ない 1,736集

団 (36%)となっている｡

(イ)整備したい意向のある集団

整備 したい意向があるのは1,116集団でその面積

(台帳面積,以下同様)は76,784ha,その利用の主

目的として,林業をあげているものが最も多 く708集

団 (63%),次いで農業と林業を考えているものは278

集団 (25%)で,農業のみ及びその他の利用を考えて

いるものは極めて少なく130集団にすぎない｡

(ウ)いまのままでよいとする集団

いまのままでよいという意向を持つ1,924集団が,

その最も大きな理由としてあげている事項は,次のと

おり｡

1)すでに農林業上の有効利用がなされている (例え

ば,造林が進んでいる｡牧野に一部利用されている

等)1,101集団 (57%),2)集落のために現状のまま利

用したい753集団 (39%),3)農林業以外に利用 (計画

を含む)している (例えは,スキー･キャンプ場など

の利用)0

(-)いまのままで止むを得ないとする集団

整備に取 り掛かろうとしても,いろいろの事情によ

り,やむを得ず現状のままとせざるを得ないとする

1,736集団が,その最も大きな理由としてあげている

事項は,次のとおり｡

1.権利者全員の同意を得ることが困難624集団 (36

%),2.整備の事務処理がむつかしく適任者がいない

216集団 (12%),3.整備のための経費が捻出できない

231集団 (13%),4.林業の現状からみて整備後の経営

が不安である418集団 (24%),5.入会地の境界等現況

が不明確になっている87集団 (5%),公簿類が不備

である41集団 (2%),その他119集団 (7%)0

これらをみると,整備の業務に係わる事項 (1.-

3.)が,いまのままでやむを得ないとする最も大きな

理由としてあげており,合わせて1,071集団 (62%)に

達する｡次いで,林業の現状からみて整備後の経営に

不安を持つもの (4.)が418集団 (24%)で,以下は

物理的な問題 (5,6.)をあげているにすぎず,整備を

ためらわせている原因が,近代化法の運用と事務手続

きの煩雑さ及び林業の不振にあることを指摘している｡

【3】長野県下の入会林野

(1) 長野県下の入会林野整備の実施過程

入会整備事業の概況

第 1期整備計画 (S.42-51)では認可実績が192集

団 (面 積26,745ha)で,第 2期 整 備 計 画

(S.52-61)では認可実績が123集団 (14,908ha)で

あり,合計315集団 (面積41,653ha)である｡したが

って,整備未着手は886集団 (面積8,3864ha)である

(但し,1960年センサスの数値を基数とする)0

このなかで整備対象となる入会林野 (10ha以上)

は総数1,201集団 (面積125,517ha)である｡

第 3期整備計画 (S.62-H.8)では,残数886集団

のうち,約50%である440集団を10年で整備する計画

であった｡しかし実際は表2-13のとおり,進捗率で

は5%程度と,計画に対してはなはだ低調なものとな

った｡このなかで,実数の集計が済んでいる平成 6年

度末までの整備後利用形態についてみると,個人分割

が189件で面積が15,174ha(全体の整備面積に対する

割合 は35.0%),共 同利用 が153件 で7,067ha(16.2

%),生産森林組合が160件で21,216ha(48.7%)と

なっている (端数切 り捨てのため100%にはならない,

又,重複する場合も含んでいる)｡長野県下において

も全国と同様の傾向 (すなわち生産森林組合,個人分

劃,共同利用の順で整備面積が多くなっている)が認

められる｡

表2-13第3期整備事業の実績

年度 62 63 元 2 3 4 5 6 7(見込み)

集団 1 2 6 4 3 1 3 1 2

面積 15 801,038167136 53 315 71 2,063

計 23集団(3,938ha),進捗率は23/440･100-5.23(0/.)
(注)長野県林務部林政課普及係業務資料｡

②入会整備事業の推移

県下の整備事業の推移の詳細は,表 2-14のとおり

である｡主な特徴は,従前の態様において直轄利用形

態のものが多く整備されていることがわかる (面積比

で53%)｡整備後の型態で生産森林組合が多 く設立さ

れるのは,特に1970年代中葉と1980年代初頭であるこ

とがわかる｡
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表2-14 長野県下の入会集団整備事業の推移

従前の態様 l 整備後の型態

利用形態別面積 利用形態別面積

年度 面積ha共同 直轄 分割 契約 生森 農組 共同 個人

43 138 138 000138 59 00

44 1675 667 856 152 0751 677 247

45 3509 975 1113 1421 0637 1416 1459

46 4286 936 1411 1936 13 979 1340 1969

47 4807 330 2754 1732 0 2107 691 2012

48 4147 299 3170 705 0 2771 698 705

49 2251 494 596 1161 0596 494 1161

50 1704 99 1301 304 0 1301 99 304

51 4199 115 3357 725 0 3357 117 725

5253 39241516 21683 1404677 2304740 0 1404677 210 23047560 83

54 1174 91 567 516 0567 91 515

55 1532 173 1025 334 0 1103 118 311

56 1680 79 1297 304 0 1296 80 303

57 2364 430 1516 418 0 1516 430 418

58 1740 35 1098 607 0 1131 2 607

59 559 29 525 5 0525 29 5

60 73 37 36 0036 37 0
61 347 27 302 18 0239 90 18

62 15 0015 00 015

63 ー80 0 80 0 0 80 0 0

元 1038 013 1025 00 13 1025

2 167 143 143 24 086 51 29

3 136 124 012 00 66 12

4 53 0053 00 053

5 315 243 072 0243 66 72

(注)面積･従前の態様は長野県林務部業務資料より作成｡整備後の型

態は林業統計要覧各年度版より作成｡

(2) 長野県下の未整備入会林野集団

ここで,長野県下の整備未着手入会林野集団 (未整

備入会林野集団)の状況について,平成 5年度林野庁

調査報告書中の ｢入会林野集団台帳｣,｢未整備集団ア

ンケー ト調査｣の結果を利用して概観する.

(む入会林野集団台帳

表2-15 未整備入会集団数 ･林野面積等

集団数 439

入会林野面積 台帳 20,861ha

森林簿 27,947ha

市町村数 72

権利者数 (人) 54,193

(注)林野庁 (1993),入会林野等今後の整備に関する調査報告書｡

より作成｡
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まず全体的には,入会林野整備事業に着手していな

い集団 (整備対象 となる10ha以上の面積を擁するも

の)紘,長野県下において439集団が確認 された｡そ

れらの合計面積は2万861haで, 1集団当た り平均で

47.5haと,かな り規模の大 きい集団が多いことがわ

かる｡また,県下123市町村中の72町村に未整備集団

が残ってお り, 1市町村当た り6.1集団が存在する｡

権利者数は5万4,193人で, 1集団当た り123人の権利

者が存在する (表 2-15)0

これらの集団の係わる入会林野の登記名義は,497

件で,集団数より多 く, 1集団で複数の入会林野に係

わっているケースが現在も存在していることがわかる｡

表2-16 登記名義 (件数)

市町村 57

財産区 14

辛 (区) 78

団体 15

社寺 23

会社

個人 24

記名共有 代表 192

全員 80

その他 14

計 497

内 個人 ･記名共有 296(同左比60%)0

(注)林野庁 (1993),入会林野等今後の整備に関する調査報告書.

より作成｡

表2-17 登記名義と入会権者との関係 (集団数)

登記名義と入会権者が一致 112

登記名義と入会権者が不一致 327

計 439

(不一致の割合 74%)0

(注)林野庁 (1993),入会林野等今後の整備に関する調査報告書｡

より作成｡

また,その登記名義の多い場合からみると,代表記

名共有192件 (39%),全員記名共有80件 (16%),字

(区)78件 (16%),市町村 (11%) と続 く (表 2-

16)｡

そして,その登記名義と実際の入会権者との関係で

紘,登記名義と入会権者が一致しない場合が,一致す

る場合の約 3倍であ り,全体の74%の集団を占める

(表2-17)0

したがって,入会林野整備事業に未着手の集団では,

何ら問題が無いとはいえず,特に登記名義と実質入会
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権利者との甑酷 という問題が存在していることがわか

る｡

一方,このような甑酷が存在しても,入会林野にお

ける入会権の存在確認は,｢慣習｣である入会集団の

意思決定の存在の有無にあるので,入会林野に関する

成分かされた規約あるいは定期的な寄 り合い等で常時

｢慣習｣が確認されてさえいれば,さしたる混乱は無

いと考えられる｡それでは,実際はどうなのであろう

か｡

表 2-18によると,入会林野集団の運営に係わる状

況として,｢規約書｣が存在するのは165集団で,約 6

表2-18 集団の運営に係る状況 (集団数)

集団数 439

規約書 有 165

無 274(比62%)

定期的寄り合い 有 288(比66%)

無 151

不明

(注)林野庁 (1993),入会林野等今後の整備に関する調査報告書｡

より作成｡

表 2-19 入会権 について (集団数)

集団数 439

権利差 有 24
無 348(比79%)
不明 67

新規取得 認める 176

対価 要 75

否 74

不明 27

認めない 211(比48%)

不明 52

入会権の譲渡 認める 28

対価 要 17

否 8

不明 3

認めず 360(比82%)

不明 51

離村で権利を 失う 271(比62%)

補償 要 20

否 208

不明 43

失わず 112

不明 56

(注)林野庁 (1993),入会林野等今後の整備に関する調査報告書｡

より作成｡

割の集団では ｢規約書｣は存在しない｡また,定期的

寄 り合いが行われているのほ288集B]で全体の7割弱

である｡この調査結果では両者の重複が不明であるが,

未整備集団の平均像 としては,｢規約書｣はないが,

定期的寄 り合いで随時確認が為されているので,名義

を変更する緊急性はないということになるであろう｡

しかし,約 3割の集団では定期的寄 り合いもなく,場

合によっては将来に不安を残すものも存在するであろ

うことは想像に難 くない｡よって,この結果から直ち

に ｢入会整備の補助事業は不要｣とする議論は成 り立

たないといえよう｡

また,これら未整備集団の入会権の態様については,

表 2-19にあるとおり,おおよその姿としては,権利

差は無 く (平等入会),新規取得を認めず,譲渡を認

めず,離村失権の原則があり,その際の補償は為され

ない,となる｡ただし,このなかで比較的緩やかなの

は新規取得で,40%がこれを認める集団である｡これ

は ｢入会権-完全に固定的な権利｣と入会権を解する

ことの危険性を示している｡いいかえれば,新規に入

会権者を認めてゆくことは,入会集団そのものが権利

者人口の減少で消滅することが回避されるルールであ

り,入会林野集団の継続的な再生産につながるもので

あるといえる｡

このような集団の調査時点での入会林野の利用形態

は,表 2-20のとお り ｢集団で利用｣が898件で,そ

の うち共同利用形態が784件 (87%),直轄利用 (留

山)型態が70件 (8%),割地 (個人分割)利用型態が

44件 (5%),｢集団外の利用｣が38件で総計936件とな

っている｡すなわち,集団数が439であるから,1集

団当たり2つの利用形態が重複する勘定になる｡この

点も,｢1入会集団につき1利用形態が対応｣とする

見方にたいする反証 となっている｡したがって,入会

集団に関する実態調査を進める場合には,｢どこの地

籍｣で ｢どの利用形態｣かをすべて把握するようにし

なければならない｡つまり,入会集団の入会権が係る

入会林野は複数存在する可能性が高いということであ

る｡他方,同じ入会林野であっても,造林木に対する

表2-20 入会林野の利用形態 (件数)

集団で利用 共同 784(内訳比87%)

直轄 70(8%)

割地 44(5%)

計 898

集団外の利用 38

(注)林野庁 (1993),入会林野等今後の整備に関する調査報告書｡

より作成｡



入会林野の解体過程に関する研究

権利は集団直轄管理 ･利用であるが,天然木や山菜 ･

キノコ類については共同利用が許されているなど,重

層的な利用形態も実際には存在する｡このような実態

も, この表 2-20は示していると考えられる｡

(診入会集団アンケー ト調査結果

長野県下では整備未着手入会集団439に調査票を配

布 し, うち430集団から回答をえた｡その概要は以下

のとおりであった｡

まず,入会林野整備事業が進められていることを

｢知 っていた｣と回答 したのは188集団 (44%)で

｢知 らなかった｣242集団 (56%)より若干下回った

ものとなっている｡30年も続けられてきた割には,知

名度が低いといえる｡恐らくその理由には,入会集団

内の世代交代が進んだこと,周囲に現時点で取 り組ん

でいる集団が少ないこと,熱心に取 り組んできた市町

村職員がいなくなっていること等が考えられるであろ

う｡

また,入会林野整備事業を知っていた集団188の う

表2-21 アンケ-ト調査回答状況 (集団数)

*調査票配布数439集団,回答数430集団 (回答率98%)

入会林野整備が進められていることを

知っていた 総数 188(比44%)

役所から 166

資料で 10

その他 12

知らなかった 242

(注)林野庁(1993),入会林野等今後の整備に関する調査報告書｡
より作成｡

表2-22 入会林野整備についての意向 (集団数･台帳面

積)

入会林野整備事業を

知っていた 整備したい 集団数 41
面積 2,372(ha)

現状でよい 集団数 84

面積 4,567

現状で止むなし 集団数 63

面積 3,477

知らなかった 整備したい 集団数 24
面積 1,324

現状でよい 集団数 109
面積 5,279

現状で止むなし 集団数 109
面積 4,666

(注)林野庁(1993),入会林野等今後の整備に関する調査報告書｡
より作成｡
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ち,｢整備したい｣とするのは41集団 (41/188*100-
22%)であ り,｢現状でよい｣が84集団 (45%),｢現

状で止むなし｣が63集団 (34%)となっている｡他方,

入会林野整備事業を知らなかった集団242のうち,｢整

備 したい｣は24集団 (24/242t100-10%),｢現状で

よい｣が109集団 (45%),｢現状で止むなし｣が109集

冒 (45%)となっている｡このように事前に補助事業

の存在を知っていたものの方が ｢整備したい｣の割合

が多くなっているのが興味深い｡

ところで,整備事業の認否を捨象すると ｢整備した

い｣は計65集団 (15%),｢現状でよい｣が計193集団

(45%),｢現状で止むなし｣が計172集団 (40%)と

なる｡この ｢止むなし｣をどのように判断するかによ

って意味づけが異なってくるが,｢止むなし｣を本来

は整備したいが,事実上は不可能とする集団であると

するならば,積極的または消極的整備の意欲の存在す

る集団が55%を占めることになる｡つまり,2集団に

1つは整備の意欲があると考えられることになる｡し

かし,｢止むなし｣を現実に整備が不可能なのである

から,実質的に現状維持とする集団と見なせば,この

ような ｢現状維持｣集団が85%を占めることになる｡

いまのままでよいとする集団は,表 2-23のように,

近代化法の目的である ｢農林業上の有効利用｣が為さ

れているとするものが,入会整備事業を知っていよう

が知っていまいが約半数を占めているので,整備事業

の導入理由あるいは大儀がなく,現在のような内容の

事業は不要であるのである｡したがって,整備事業が

今後進捗率を増す手だてを考えるならば,1つには

｢止むなし｣とする集団の抱える整備の障害となる問

題を排除する方策を組み込むことが重要となると考え

られる｡その際の障害は,表 2-24に挙げられている

とおりである｡なかでも技術的に解決できないものと

して ｢整備後の経常に不安｣があり,これを指摘する

入会集団が最も多いもののひとつとなっている｡

表2-23 いまのままでよいとする集団数とその理由

入会整備事業を 入会整備事業を
知っていた集団 知らなかった集団

すでに農林業上の有
効利用がされている

46 53

農林業以外の利用が
したい

6 7

集落のために現状の
まま利用したい

32 49

計 84 109
(注)林野庁(1993),入会林野等今後の整備に関する調査報告書｡

より作成｡
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表2-24 いまのままで止むを得ないとする集団数とその

理由

入会整備事業を 入会整備事業を
知っていた集団 知らなかった集団

事務処理がむずかし
く適任者がいない

全員の同意が得られ
ない

整備費用の捻出が困
難

整備後の林業経営に
不安

入会地の現況が不明
荏

公簿類が不備である

その他

15 26

17 24

14 22

16 30

1 3

1

3

計 63 109
(注)林野庁 (1993),入会林野等今後の整備に関する調査報告書｡

より作成｡

【4】 生産森林組合

(1) 全国の生産森林組合

まず,前節までと同様,最も新しい全国的な入会林

野に係わる林野庁調査結果中の生産森林組合対象のア

ンケート調査から,全国の生産森林組合の現況を概観

する｡

詳細な面積等は,前節までの諸表にて示したので,

ここでは省略する｡

｢入会林野等整備に伴い設立された生産森林組合の

現況と経営改善についての意見｣は以下のとおりであ

った｡

①生産森林組合の現況

茨城 ･埼玉 ･千葉 ･山梨 ･静岡 ･愛知及び沖縄の7

県は,該当するものがない旨の回答があったので,以

下は40都道府県における2,343組合についてのもので

ある｡

(ア)組合の組織 ･運営等

1.組合員及び役職員等

組合員は,2,343組合につき197,240人 (うち,不在

村者3,564人)で,年齢階層別には,60歳未満108,083

人 (55%),60歳以上89,157人 (45%)である｡

主たる生業別では,農林業82,987人 (42%),サラ

リーマン72,459人 (37%),自営 ･その他41,794人 (21

%)となっており,農林家が組合員の半数を割ってい

る｡

役員は,理事15,691人,監事5,101人であるが,常勤

者はそれぞれ僅かに25人,7人にすぎない｡また職員

も215人 (内常勤27人)で,職員をおいている組合は

全体の10%に及んでいない｡

2.組合への出資状況

2,343組合の払い込み出資金は,現金出資17億円,

現物出資230億円,計247億円で, 1組合当た り約1,

054万円ということができる｡

3,森林組合-の加入状況及び総会等の開催状況

生産森林組合が当該地域の森林組合へ加入している

ものは,72%に当る1,693組合,未加入のもの650組合

(28%)となっており,加入している割合は比較的高

い｡

組合運営のための役員会 ･総会の開催状況は,定期

的に開催している2,049組合 (87%),不定期だが開催

している204組合 (9%),ここ数年全 く開催 していな

い90組合 (4%)となっている｡

4.組合員の常時従事義務の状況

生産森林組合においては組合員に対し,組合の事業

に従事する義務が課せられているが,その実行状況は

以下のようになっている｡(これに対 して回答のあっ

たのは2,322組合であった｡)

従事日数を定め,かつ実施 しているもの1,133組合

(49%),年間平均2.1日/人,従事 日数を定めていな

いが実施 しているもの393組合 (17%),年間平均2.7

日/人｡つまり,常時従事義務が履行されているもの

は,1,526組合 (66%),年間平均2.2日/人 となってお

り,34%にあたる796組合には従事の実績がみられな

い｡

5.組合員に対する従事報酬

回答のあった2,213組合の うち,支払っているのは

322組合 (15%)と極めて少なく,85%に当る1,891組

合では支払われていない｡

6.組合の森林資源

組合が所有する森林の現況は,総数26万 3千 ha,

うち人工林12万 2千 ha(46%) (内分収林50ha),天

然林13万 1千ha(50%),その他 1万 ha(4%)とな

っており, 1組合当たりでは112haの割合となってい

る｡人工林のうち41%は分収林であり,これが人工林

率 (46%)を高めている理由のひとつであろうが,そ

の内容をみると,スギが最も多く55%を占め,次いで

ヒノキ28%,マツ類14%を示しているが,これを林齢

別にみると,40年末満が93%を示し,主伐期にほど遠

い状態にある｡

(イ)組合の事業実績

1.販売事業

組合の行っている主たる販売事業をみると,立木販

売240組合,7億 9千 4百万円,素材生産81組合,1倍 6
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千万 円,食用きのこ類64組合,2千 6百万円,その他

の特用林産122組合,1億 2千 8百万円で,延べ計507

組合,11億7百万円となっており,立木･素材合わせた

木材収入が9億 5千 4百万円と収入額の全体の86%を

占めている｡

2.組合が行っている森林レクリエーション事業

森林 レクリユーショソ事業を組合自らが行っている

ものは極めて少なく,キャンプ場 3,森林公園 1,林

間学校 1,ふれあいの森事業 1を数えるにすぎず,午

間収入は2千百万円となっている｡

3.補助事業の導入状況

組合が各種の事業実施に当り導入した補助事業の主

なものは,次のとおりで,森林資源の造成保育過程に

必要な,間伐 ･造林 ･保育関係の事業が多く,これら

は延べ501組合の63%に当る316組合が実施している｡

間伐促進事業176組合,造林保育事業140組合,育成

天然林整備事業6組合,森林総合整備事業67組合,林

道作業道開設事業51組合,林業構造改善事業24組合,

林産集落振興条件整備事業 8組合,治山事業その他29

組合,延べ計501組合｡

4.土地の貸付け

組合の土地を貸し付けて収益をあげている状況を見

ると,送電線の敷地として貸し付けている組合が最も

多く168組合,次いでスポーツ･レジャー用地として貸

し付けているのが122組合に達 し,その他資材置き

場 ･各種施設用地 ･砕石場 ･牧場等農用地 ･通信塔 ･

駐車場･建物用地などに貸し付けているものが232組合

にも及んでおり,入会地の多様な利用がなされている

ことを窺わせる｡

貸付料収入は,総額 6億 6千 9百万円, うち送電線

敷地 2億2千2百万円,スポーツ･レジャー用地2億3

千3百万円,その他 2億 1千 4百万円となっている｡

(ウ)組合の財務及び税務の状況

1.収入及び損益と納税額

収入の総額は,約48億円,当期の利益224億円,撹

失4.8億円で,同期の納税額は6.8億円となっている.

2.組合に収入がない場合の納税の対応

この状況を主な項目にとりまとめて回答を求めた結

果,組合員から徴収871組合 (49%),出資金から充当

129組合 (7%),銀行等から借入108組合 (6%),組合

員が立替129組合 (7%),その他523組合 (30%),延

べ計1,760組合となっている｡

(診生産森林組合経営上の問題点及び改善要望事項

以上の実態をふまえて,組合の経営管理について問

題となっている事項と改善 (要望)について意見を求
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めたが,その内容は以下のとおりである｡

(ア)組合経営上の問題点

主な事項別にとりまとめると,納税が困難446組合

(35%),組合員の高齢化334組合 (26%),林業の不

振135組合 (10%),農林業の魅力減少15組合,人件費

の高騰15組合,事業資金の不足86組合 (7%),林道等

基盤整備のおくれ40組合,会計経理の複雑45組合,組

合脱退者の増加38組合,その他136組合,延べ計1,290

組合となっている｡

つまり,収入が確保できないのにも拘わらず納税し

なければならないという重税感をもつ組合が多く,こ

れは前記の組合に収入がない場合の対応と表裏をなし

ているようである｡さらに,高齢化を問題としていい

るのが前記の年齢階層別組合員数にも表れており,戻

用労力あるいは委託等に依ろうとしても,人件費が高

くて対応しがたく,手持ち資金はいうまでもなく借入

金に依ろうとしても,組合財務の現状から容易でない

ことを訴えている｡

それに加えて,長期にわたる材価の低迷から,林業

の先行き不振感が拭えず,農林業の魅力を喪失して,

組合を脱退しようとする動きとなって表れているよう

にみえる｡

(イ)改善要望事項

先の組合経営上の問題点と対応して,以下の事項に

つき改善要望がなされいるので,それらの内容につい

て以下に示す｡

課税の減免278組合 (42%),経営改善方策の強化

132組合 (20%),分収造林の拡大 ･制度の改善19組合,

社会補償制度の充実 6組合,経営資金の拡充 ･貸付け

条件の改善50組合 (8%),基盤整備の助成強化80組合

(12%),経理事務の簡素化10組合,組合の解散45組

令 (7%),その他36組合,延べ計656組合｡

(参人工林資源の保続的活用と生産森林組合

ここで,1996年11月に行われた全国入会林野整備事

業コンサルタソト会議にて,福岡県コソサルタントの

堺正紘 (九州大学農学部)が,主に森林組合統計の

1985年と1994年の比較によって,人工林資源の保続的

活用における生産森林組合活動の役割と実態を明らか

にしようとする報告を行った｡上述のような生産森林

組合の活動の実態をより鮮明に把握するために,以下

にその概要を示すことにする｡

(ア)生産森林組合の組合員

平成 6年度では,不在村組合員が存在する組合が全

体の27%を占める (昭和60年度は20.4%)｡また外業

に従事している組合員は41.9%であった｡



50 信州大学農学部演習林報告 第34号 (1998)

したがって,生産森林組合の自営原則の基盤が崩れ

つつあるのではないか｡

(イ)生産森林組合の経営森林

昭和60年度では,分収造林-の土地提供を行ってい

た組合数は全体の40.6% (提供面積の割合は20.8%)

であったが,平成 6年度では45.6%の組合 (面積率24.

5%)と割合が上昇 している｡このことから,生産森

林組合の生産集団としての機能よりも土地管理 ･保有

組合的性格が色濃くなってきていることが分かる｡

生産森林組合の保有する人工林は,それを保有する

組合が平成 6年で97.2% (昭和60年96.4%)を占め,

人工林率は48.5% (S.60,46.2%),-クタール当た りの

蓄積は55.8立米 (S.60)から95.2立米 (H.6)-と増大

している｡しかし,この蓄積は民有林平均で201.3立

米である｡ただし,齢級構成は民有林とあまり変わら

ないので,現況把捉が過小に行われているおそれがあ

る｡いずれにしても,生森の人工林は面積 ･蓄積とも

に増大してお り,資源が充実してきていること (ス ト

ックの増大,長伐期大径材生産に有利な基盤が漸次形

成の傾向)は確かであろう｡

(ウ)生産森林組合の経営動向

S.60- H.6でみてみると,新旭 (行った組合の割合

12.0%-6.2%),保育 (57.8%-46.5%),主伐 (10.5

%-2.1%),間伐 (6.7%-3.40/o)と軒並み減少 して

いる｡すなわち,人工林の加齢とは対照的に主間伐が

後退しており,資源の劣化のおそれが大きくなってい

る｡また,これは同時に長伐期施業の制約要因ともな

っている｡

以上等により,現時点での生森の状況は,以下のよ

うに集約できる｡

1.森林保有体 としての生森

入会林野系譜であることから,地域の纏まりを基盤

としている意味で所有に安定性があり,まとまった規

模として森林に広がりがある｡また,人工林率が高 く,

ス トックの形成が著しい｡

2.林業経営体としての生森

所有ではなく保有の割合が高まっていることから生

産機能が低下している｡

3.生森制度の問題点

不在村組合員の増大をどうみるか｡自営原則が相対

的に弱まっている｡連年収益をあげるための資源の構

成が弱い｡

(2) 長野県下の生産森林組合

長野県下の生産森林組合に関する傾向は,上述の全

国的傾向とほぼ同様と考えて良いであろう｡

①県下の生産森林組合と類型

ここで,近年で最も新しい県下の生産森林組合を総

体的に扱お うとした研究報告 (渋沢雪朗,1995)が存

在するので,その内容に触れておくことにする｡

渋沢 (長野県における生産森林組合の事例的考察,

中日本入会林野研究会会報 15,3-8.1995)は,

160ある長野県下の生産森林組合を分析するために,

平成 3年の事業年度を対象とした森林組合一斉調査結

果の中の,森林構成,組合員数,事業収支,森林施業,

伐採量等12の要因をもちいて,主成分分析 (従来は,

医学 ･心理学等で利用されていたが,近年のパーソナ

ル ･コンピュータの普及により,社会科学での利用も

普及してきているデータの統計学的分析手法である多

変量解析のひとつ,因子同士の関連をベクトル ･行列

計算により数値的に捉えるもので,目的変数 ･説明変

数を設定 しない,結果は平面の散布図として得 られ

る)をおこなった｡

その結果,多 くの生産森林組合がある範囲に集中し

ており,生産森林組合の事業展開には著しい特徴を持

つグループが存在していないことがわかり,全体的に

停滞気味であるとする｡しかし,全体の15%に当る

22-23組合では,若干の事業活動と保育管理が行われ

ている｡したがって,人工林資源が充実し,管理も十

分に行 っているが事業はそれほどでもない ｢資源型｣,

人工林資源も管理もそれほどでもないが事業が活発で

ある ｢事業型｣,その他を ｢現状維持塑｣と類型区分

した ｡

これらの撰型は,長野県下の生産森林組合に関する

印象と一致し,比較的よく現状を示しているものと考

えられる｡

②地域資源と生産森林組合

以上,長野県下の生産森林組合に関する統計及び統

計的手法による研究報告について触れたが,ここでさ

らに生産森林組合の地域資源管理に関する実態と今後

の課題について知るために行った調査の結果を示すこ

とにする｡

(ア)調査の目的と対象

民有林面積の約 6割が ｢入会林野系譜｣の森林であ

り,県北部の豪雪地帯であるS村(14)では,今後の村

民生活のあり方を考える上でその果たすべき役割が期

待される｡そこで,貴重な地域資源と見なされるその

森林管理の現状を現時点で把握し,有効利用の観点か

ら若干の方向性を探るために実態に関する調査を行っ

た｡



入会林野の解体過程に関する研究

調査対象としてS村内の ｢入会林野系譜｣の森林管

理主体である生産森林組合のうち,大規模面積を擁し,

なおかつ特徴の著しいものを3集団選択し,対照とし

て非生産森林組合を1集団選択した｡さらに,現況か

ら以下の形態を有する事業体を選定し,聞き取 り調査

をおこなった｡表 2-25はその調査対象の概況である｡

(イ)調査結果

基本的に,森林の利用日的は,大別すると,

(∋人工林化による用材生産と,その販売による貨幣

価値の実現

(参天然広葉樹林下での特用林産物の採取 ･生産と,

販売による貨幣価値の実現

@人工林植栽地 (林床)での天然物採取 ･生産と,

販売による貨幣価値の実現

④天然林 ･人工林下での自然休養的利用

(参自然環境保全のための利用 (保安林,景観など)

があると考えられる｡(但し,実際はこれらが重層的

に関係していることが多い)0

これらの観点からみるならば,調査対象の森林管

理 ･利用主体で,分収契約がなされているものは,上

記 ｢利用日的①｣が将来的に担保されているといえる｡

そこで当面の問題となるのが,契約終了までの ｢時間

的空白｣である｡すなわち,契約期間が終了してフロ

ーが還流するまでの間,一体何がなされるべきなので

あろうか｡

このようにフロー還流までのス トック形成に係わる

事業等の空自を埋めるには,利用日的①や@をさらに

追求するのか,あるいは,(参を重点化するのか,手を

着けずに④にシフトするのか,基軸となる方針を決定

しておく必要がある｡

また,入会林野系譜の森林管理主体は,一般的に,

過去からの慣習が影響している｡すなわち,出不足金

を徴収する共同出役によって管理をすることが多い｡

こうした,現時点での方針と担い手に関する意向の調

査結果を簡潔にまとめたのが表 2-26である｡

この結果によれは,森林資源の状況に関わ りなく,

どの主体も同様の考えであることがわかる｡すなわち,

上述の利用日的(丑のように,人工林化上を今後すすめ

表2-25 調査対象団体の特徴
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てス トックのさらなる形成につとめることはないとす

るのである｡したがって,もし,それ以外の利用を行

うのであれは,現時点では上述の利用日的②,(③),

④に重点をおくしかない訳である｡したがって,人工

林化のための植林や人工林地の育林に伴 う共同出役の

必要性は自ずから低下し,施業の実働の担い手は相対

的に森林組合に移行することが予想される｡よって,

現時点でのS村での生森･慣行共有林の状況は,｢静止

的｣であると形容できるであろう｡

このような,現時点での ｢静止的｣状況を切 り開こ

うとするならば,どの様な方向があるであろうか｡入

会林野系譜の森林利用 ･管理主体は,歴史的必然性

(共有林からの収益を集落の共益費に充当することや,

集落住民の生活物資調達に供するなど)から,集落の

独立性 ･自己完結性が非常に高い｡よって,この集落

的自己完結性の流動化が,現在の ｢静止的｣状況の打

開には重要であると考えられる｡そのためには,例え

は,利用目的の(参や④に合わせた形での集落間の協

調 ･共同事業を展開する方向がありうる｡特に,近年

は,環境問題等が取 り沙汰される中で,都市住民の森

林接触要求が高まってきている背景も味方していると

考えられるので,S村は,全国に先駆けた例となりう

る可能性を有しているといえよう.また,一方で,共

有林資源の個人分割を進め,個人財産化を方向づけ,

やる気のある林業家を育てていくこともあり得るであ

ろう｡そのような方向性のもとに,具体化を進めるに

あたってより重要なことは,このような事業体の組織

化と運営に関して将来的な計画を策定 ･提示し,調整

を行 うべく,上部組織としての ｢村｣と ｢森林組合｣

が リーダーシップを発揮することではないだろうか｡

そのためにまず成すべきことは,生森 ･共有林に関す

る意見調整機関を ｢村｣または森林組合に設置し,相

互の理解と意見交換を可能にし,共同事業の方向性を

探ることであろう｡(尚,長野県下には,ここで述べ

たような地域内での連絡会ではなく,より広域的な生

産森林組合を中心とする連絡会議が組織されている例

が,実際に存在する,長野県生産森林組合等団体有林

連絡協議会｡)

表2-26 事例団体の方針と担い手

名 称 面積 (ha)人工林率 分収契約林率 利用形態上の特徴

A生森 337 37% 30% 直営天然林+分収人工林

B生森 203 86% 79% 分収人工林主体

C生森 649 6.3% 0% 直営天然林主体

(注)A,B,Cは近代化整備事業によるもの｡Dは近代化整備を中止になったまま今日

に至る｡S村森林組合資料による｡

人工林化の意向 なし なし 五亡｢叫

(注)各責任者-のききとり調査による｡但し,

共同出役に関して,Aは慣行を残しつつも

｢さらなる仕事がある場合は森林組合へ委

託する｣考えである｡
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【5】長野県入会林野の位置づけ

一統計分析の試み-

以上,本研究の課題の1つとした ｢現時点における

入会林野の全国的な空間分布の把握と特性の分析｣に

ついて,従来の研究では十分ではなかった全国的なデ

ータを用いて,全国および長野県下の入会林野および

生産森林組合の動向や特徴について明らかにしてきた｡

ここで,さらに全国の未整備集団の関係を相互に位

置づけることを多変量解析 (主成分分析)を用いて試

みる｡

尚,この ｢主成分分析｣という手法は,通常,市場

調査や市町村等の計画立案等の際に用いられるもので

ある｡まず種々の指標から主成分という指標に集約し,

その指標を座標軸とする平面上に各サンプルを配置す

ることで,全体のなかでの類似グループの有無の判別

(イ)出力枯果

[主成分分析]

合計 ･平均 ･標準偏差

に役立ち,また複雑多岐の指標を有するサンプルの類

型を考える為の総合指標を作 り上げるものである (例

えば,様々な形態をもつ生物に関して,分類を行 う際

を想像すればわかりやすいであろう)(15)0

(7)分析の手順 本研究においては,以下の手順によ

って,未整備集団の集約的指標に基づく各都道府県の

位置付けを行った｡

1.本章 【2】節 (3)項で示した内容,すなわち ｢平

成 5年度入会林野等の今後の整備に関する調査報告書

(林野庁,1994)で扱われた各項目の都道府県別の集

計 (北海道 ･山梨 ･徳島･沖縄は該当無しなので除外)

を用い,全体のサンプル数の違いを捨象するために各

項目の割合を求めた (後掲表 2-27)0

2.パーソナル ･コソピューク上で統計ソフトを利用し,

計算を行わせて出力させた｡(ここでは,変数の性格

がそれぞれ異なるので,基準値を求めて行 う解法であ

る相関行列による主成分分析を行った｡)

合 計 平 均 標準偏差(n) 標準偏差(n-1)

個人記名共有率 2396 57.04761887 23.82870674 24.1175499

登記名義不一致率 3001 71.45237732 17.47953033 17ー69141006

規約書無率 2582 61.47618866 16.88933563 17ー09406281

定期寄合有率 2097 49.92856979 20.29590225 20.54192162

権利差無率 2537 60.40476227 19.84710503 20.08768463

新規取得不可率 2064 49.1428566 17.8212986 18.037323

離村失権率 2267 53.97618866 20.16183662 20ー40623093

共同利用率 2793 66.5 20.94692802 21.20084

個 人 記 名共 有 率 登 記 名 義不 一 致 率 規約書無率 定期寄含有率 権利差無率 新 規 取 得不 可 率 離村失権率 共同利用率 直轄利用率

個人記名共有率 1-0.2746093570.050999794-0.043956589-0.26978719 0.116940789-0.54801830.05156513-0.09177023

登記名義不一致率 -0.274609357 0.99999994-0.03307062-0.1400428710.178463385-0.172105715 0.4483605-0.2271106 0_15722166

規約書無率 0.050999794-0.033070624 1-0.649761438-0.27361393-0.239436865-0.34132150.16273242-0.31640264

定期寄合有率 -0.043956589-0.140042871-0.64976144 10.302526712 0.3171161410.379363360.010780870.213195547

権利差無率 -0.269787192 0.178463385-0.27361393 0.3025267121.000000119 0.1168979930.589320960.080665890.047963899

新規取得不可率離村失権率 0.116940789-0.548018277-0.1721057150.448360503-0.23943686-0.3413215 0.3171161410.3793633580.1168979930.589320958 1-008089960.07487895-0.0092741-0.035500730.077498458-0.080899552 1

共同利用率 0.051565126-0.2271105950.162732422 0.0107808680.080665894 0.074878946-0.00927410.99999994-0.79680485

直轄利用率 -0.091770232 0.15722166-0.31640264 0.2131955470.047963899-0.0355007280.07749846-0.79680481.000000119

主成分No. 固有値 寄与率 (%) 累積 (%)

1 2.665717363 29.6190815 29.6190815

2 1.813867331 20.15408134 49.77316284

3 1.751515388 19.46128273 69_23444366
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主成分 1 主成分 2 主成分 3

個人記名共有率 0.305330306 0ー07663323 0.399543047

登記名義不一致率 -0.24827851 -0ー30514213 -0ー356205374

規約書無率 0.414676517 -0ー16981207 -0.334392816

定期寄含有率 -0.38193741 0,335098654 0.322304249

権利差無率 -0.39028826 0,236029491 -0.200724751

新規取得不可率 -0.07333696 0.355482221 0.345001429

離村失権率 -0.48876831 0.091090769 -0.342793703

共同利用率 0.204483733 0.583773911 -0.29965803

主成分得点

主成分 1 主成分 2 主成分 3

青森 0.619106 -0.51491 -0.60625

岩手 1.118742 0.367218 2.455272

宮城 -1.43777 0.23292 3.150587

秋田 -0.63216 1.322948 -1.98499

山形 -1.76084 1.063475 -0.66436

福島 1.91052 -0ー80469 0.045586

茨城 -2.16602 0.359552 0.433498

栃木 1.112083 3.439449 3.058384

群馬 0.428994 1.816327 1.578408

千葉 1.912392 2.556257 1.720088

東京 3.661628 -0.5339 -0.66283

神溝川 -0ー98535 -2.82559 3ー130618

新潟 -0.50851 -0.70236 -1.57747

富山 3.295248 -0.41207 0.761946

石川 0.544877 -0.05838 -2_2103

福井 2.571507 -0.03972 -0.7006

長野 -0.4813 1ー266167 -0.5801

岐阜 -0.14478 0.463021 0.033674

静岡 -0.42779 -1.63324 0.288853

愛知 -2.59225 0.184549 -0_90353

三重 -0.31998 -1.87783 0.605626

滋賀 -0.27708 -0.58404 -1.40743

京都 -1.68314 -0.05477 -0.49194

大阪 0.210371 1ー064981 -0.06714

兵庫 -1.76571 -0.48465 -0.74466

奈良 -2ー45044 -0.85755 -0_12168

和歌山 0_288387 -0.59215 -0ー68303

鳥取 -0.24868 -0.79531 -0ー23162

島根 1ー552952 0.375933 -1.23204

岡山 0.169308 0_023048 -0.78419

広島 -1.25553 0.661873 0.376674

山口 -0.4004 0.408009 -0.7193

香川 3.126364 -0.46183 -1.80283

愛媛 -1.87586 -2.70098 1.694111

高知 1.114684 -1.822 0.404022

福岡 -1.09061 1ー362722 0.065682

佐賀 0.540106 0.595616 -1.24332

長崎 1.247761 -1.68644 0.430293

熊本 -3.15377 2.659957 -1.14367

大分 -1.70865 -1.01287 -0.00383

宮崎 1.349717 1.423364 0.575296

鹿児島 0.591786 -1.19213 -0.24152

規約書無事
個人記名共有率

共同利用率

新規取得不可率

登記名義不一致率
直轄利用率
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(ウ)結果の解釈

主成分分析では,各指標を一括して主成分ベクトル

に集約するので,この集約された主成分の特徴を把握

することが重要な作業となる｡

まず,上記の出力結果で,標準偏差にゼロを含む項

が存在 しないことを確認し,固有値の値が主成分 N0.

3まで 1以上かつ,累積寄与率60%以上であることを

確認した｡したがって,この主成分分析における主成

分は第 3位まで採用すべきことが分かる｡

次に主成分ごとの ｢固有ベクトル｣の相関がグラフ

で示されている｡3つともプラスとマイナスに分かれ

ているので,どの主成分も相反する対称的な指標であ

ることがわかる｡

1.主成分 1の解釈

まず,主成分 1の固有ベクトルのグラフについてであ

るが,固有値のプラス側で,値の大きい順に,入会権

の内容で ｢規約書が無い率｣,入会林野の所有名義が

｢個人または記名共有である集団数の率｣,入会林野

の利用が ｢共同利用である率｣となっている｡またマ

イナス側で値の絶対値の大きい順に,｢離村失権であ

る率｣, ｢入会権の権利差が無い率｣, ｢定期的な寄 り

合いがある率｣, ｢直轄利用である率｣となっている｡

これらから主成分 1を軸としてプラス側に位置する

ほど,規約が成文化されておらず,登記名義が個人名

あるいは記名共有となっている割合が高い共同利用形

態であるoまた,マイナス側へ位置するほど,定期的

な寄 り合 いが無 く,入会権の権利差があり (差等入

会),離村失権しない,直轄利用形態であるものであ

る｡

したがって,主成分 1は,比較的古典的なあるいは

典型的な入会集団と,差のある総手的ではない権利の

固定化した,比較的近代的に変容した入会集団を示す

軸 ｢古典一近代入会集団軸｣すなわち法社会学で指摘

されたような ｢入会権の解体度｣を表している｡

2.主成分 2の解釈

同様に,主成分 2の固有ベクトルのグラフであるが,

プラス側は,｢共同利用率｣が高い,入会権の ｢新規

取得が認められない｣,｢定期的な寄 り合いがある｣,

入会権の ｢権利差が無い｣(平等入会),｢離村失権す

る｣であ り,マイナス側は,｢直轄利用である｣,｢登

記名義と入会権者 とが一致している｣,｢規約書があ

る｣となっている｡

これらから,主成分2を軸としてプラス側に位置す

るほど,共同利用率が高く,入会権の新規取得を認め

ず,定期的な寄り合いをもち,権利差が無 く,離村失
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権する｡またマイナス側-位置するほど,直轄利用型

態率が高く,登記名義と入会権者が一致しており,規

約書をもつ｡

したがって,主成分2は,入会集団の利用形態が古

典的共同利用形態か直轄型態かという ｢入会林野利用

形態の違い｣を表している｡

3.主成分 3の解釈

同様に,主成分 3の固有ベクトルのグラフをみると,

プラス側は,｢個人記名共有率｣,｢直轄利用形態率｣,

｢新規取得不可率｣,｢定期寄合ある率｣となっており,

マイナス側は,｢登記名義不一致率｣,｢離村失権率｣,

｢規約書無し率｣,｢共同利用率｣,｢権利差無し率｣と

なっている｡

これらから,主成分3を軸としてプラス側に位置す

るほど,入会林野が個人あるいは記名共有名義となっ

ており,直轄利用形態で,入会権の新規取得を認めず,

定期的な寄合を行っている｡また,マイナス側へ位置

するほど,登記名義と入会権者が一致しており,離村

失権はなされず,規約書を持ち,共同利用型態の率が

高く,権利差がある入会集団であることになる｡

したがって,主成分 3は,入会権者と所有名義の戯

既が大きい直轄利用形態で,入会権としては比較的古

典性を有する集団と入会権者と所有名義の配置が小さ

く,共同利用形態が少ないもので,比較的近代的性格

の入会権を有する入会集団を弁別する指標となってい

る｡これは ｢名義の甑菌吾度｣を表している｡

4.以上を総合すると,以下の概念図を得られる｡

主成分3:名義の甑街 主成分1:入会権の解体度

(+)

T登記名義不一致 (+)

T古典的入会権主成分2:利用形態

(-)-直轄利用形態J｢近代的｣入会権 共同利用形態-(+)J登記名義一致(-)

図2-2 各主成分の意味づけ (概念図)

(-)長野県の全国での位置づけ (分析の結論)

以上の主成分に関する評価から,前掲の ｢主成分得

点｣の散布図をみると,長野県下の整備未着手入会集

団は,全国の各都道府県の未整備入会林野集団との相

対的比較関係において,主に共同利用形態をとり,入

会権は古典性を克服しており,また登記名義の鮎酷が
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比較的小さい存在である｡ しかし,全体的にはグラフ 長野県下にて入会林野及び入会集団についての実態調

の中心付近に位置するので,際だった特徴を有すると 査を行 う際は,事前の情報収集によってあらかじめ調

い うよりも, どちらかといえば未分化型の入会集団で 査の目的にあった対象であるかを判断する必要性が,

あると形容することができるであろ う｡ したがって, 他の分化型の地域に比べて高いと考えられる｡
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第3章 入会林野利用の変遷と入会林野の解体過程

一長野県駒 ヶ根市中山区を事例 として-

【1】 はじめに

(1) 課題 と方法

先に第 1葺において明 らかにした とお り,本研究は,

まず ｢入会林野利用の形態が生産様式や社会関係等の

変化にともなって変貌する｣ とい うことを認識する立

場 に立つ｡そしてこの ｢変貌｣は,｢解体｣- ｢消滅｣,

｢解体｣- ｢再編｣ といった 2つのベク トルを含んで

いる｡そこで, このベク トルの歴史的または現代的 ･

今 日的現れはどのようなものであるのかを明 らかにし,

その意義を考察することを本研究の目的 とした｡そこ

で次に,そのようなベク トルを検出する指標 とす るた

めに ｢入会権の解体｣を批判的に継承 して分析装置 と
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した｡但し,本研究では ｢入会権の解体｣のように入

会権自体に焦点を当てるものではないので,この点を

区別 して ｢入会林野の解体｣もしくは ｢入会林野の解

体過程｣と表現した｡また,本章において ｢入会林野

の分解｣という場合は,入会林野の解体過程のなかで,

とくに入会林野が再編を伴いながら一部を消滅させた

り,数村入会林野が-村単独入会林野になる現象を指

して用いている｡

本章では,このような分析装置に基づき,本研究の

課題の1つとした ｢入会林野の解体過程に関する歴史

的並びに今日的検討｣に対応した具休的分析をおこな

う｡

(2) 事例研究の対象選択

以上のように,本研究の目的,課題および方法から

すれば,その事例対象は基本的には,全国のどのよう

な入会林野をも対象にしうるものである｡

しかし,過去になされた多くの事例分析が示すよう

に,ただ単に課題に適した事例であるというだけでな

く,調査の進行と成果の観点から,事前にある程度の

状況が分かること,客観的な事実を示す資料等が存在

すること,調査にたいして協力的なことなど,きわめ

て現実的な視点から対象地は選定される｡

こうした実践的な立場から,本研究の第 2章で示し

たような長野県下を対象領域とした｡長野県では民有

林の13%,約9万2千haが入会林野である｡そして,

いわゆる近代化法に基づく入会林野整備事業によって,

昭和42年度から昭和61年度までに,そのうちの約4万2

千haが整備された｡つまり,入会の実態例が全国に

比して豊富に存在するのである｡

さらに,そうした豊富な事例のなかから,事例調査

の対象として駒 ヶ根市中山区における入会林野を選定

した｡この入会地では,現時点で ｢残存している入会

林野｣と ｢消滅した入会林野｣の,両者の具体例が存

在する｡

残存するものとしては,直轄利用形態で義務出役の

対象となっている人工林が2箇所,契約利用形態の地

籍が1箇所である｡一方,消滅した入会林野について

は,複数の地籍について,それぞれその過程が記録と

して残されている｡

ここで,｢入会林野の解体過程に関する歴史的並び

に今日的検討｣という本章の課題は,こうした具体的

事例をとおして,この ｢残存｣している入会林野が,

｢再編｣の方向にあるのか,あるいは ｢消滅｣の方向

にあるのかを分析することに具体化されるのである｡
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【2】 対象地域の概況と入会林野の特徴

(1) 長野県駒ヶ根市の概況(1)

まず,対象地域の諸特徴を明確にするために,以下

に概況を示す｡

(∋ 地理的特徴

(ア)位置

駒 ヶ根市は長野県南部,伊那谷のほぼ中央,北緯

35044',東経137056'(市庁)に位置し,北側は宮田村,

南側は飯島町に隣接している｡また,東側は火山峠を

境として伊那市に,伊部山脈を境に長谷村,大鹿村に,

折草峠を境にして中川村に隣接し,西側には中央アル

プス (木曽山脈)を境に木曽郡大桑村に隣接している｡

交通は,天竜川に沿って伊那谷を縦貫するJR飯田線

と,国道153号線 (旧三州街道)が従来からの幹線 と

して機能しており,一方,主要地方道伊那生田飯田線

が竜東 (天竜川東岸)地帯を走っている｡さらに,中

央自動車道西宮線が昭和57年11月に前線開通し,駒 ヶ

根Ⅰ.C.から首都圏,中京圏への接近が容易になった｡

広域圏としては,上伊那郡10市町村で構成される上

伊那広域圏と,宮田村,飯島町,中川村によって構成

される伊南広域圏とがあり,また,宮田村と駒 ヶ根市

とでは駒ヶ根都市計画圏が定められている｡

(イ)地勢

東西25,南北8.5,周囲75.8,総面積165.92kであ り,

市域のほぼ中央を北から南に流れる天竜川を軸に東西

にそれぞれ平坦地,段丘地,丘陵地,山岳地と続く地

形をなしている｡

竜西地域は,主峰駒ヶ岳をはじめ宝剣岳,空木岳,

南駒ヶ岳などの3,000m級の連山が並ぶ中央アルプス

の西端から標高950mまでは急峻な山岳地帯をなして

いる｡そこから標高560mまでは,比較的なだらかな

平野部を形成しており,その形状は,大田切川,中田

切川の扇状地および段丘からなる洪積台地と,大田切

川がこの洪積台地を浸食 した560-640m間の沖積扇

状地,さらに,560-580m間の天竜川の氾濫原とに

よって形成されている｡

竜東地域は,標高560-570mが天竜7日の氾濫原で,

その段丘上は,約750m付近を境に新宮川および塩田

川などの洪積台地が展開し,しかも,北端と南端に山

岳部が突出しているため,平坦部はきわめて限定され

ている｡さらに,東端の高鳥谷山,戸倉山,陣馬形山

などの標高1500m前後の山岳地帯は,急峻かつ広大

に形成され,谷あいがその中に複雑に入 り込んでいる｡
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(ウ)気象

海岸から遠 く,木曽山脈と甲斐山脈に挟まれ,太平

洋斜面に属し,標高も高い｡そのため,気候区は太平

洋気候区中央高地の南端部にあた り,内陸性の特性を

有す｡

年平均気温は10度前後で,降雪が少なく,比較的温

和で晴天の日が多い｡しかし,気温の日変化,年変化

の較差は著しい｡

過去10年間の年平均降水量は1700で,日本全体の平

均に等しいが,全国的に降水量の少ない長野県平野部

にあっては,多雨地域の一つである｡

また,日中は典型的な偏南風地域となっている｡

(卦 駒 ヶ根市の産業に関する主な指標

本研究では,行政単位としての駒 ヶ根市全体の指標

を分析することは重要ではないが,調査地のイメージ

をより鮮明にするため,下記の数値を掲げておく｡

(ア)地目別土地面積の推移 (非課税地区を除く)

田 畑 宅地 山林 原野 その他 総面積

昭和30年 27% 15% 3% 35% 19% 0.5% 72.71km2

45 30% 13% 4% 32% 20% 0.3% 61.28km2

60 32% 10% 9% 32% 16% 1.6% 56.89km2

平成2 32% 10% 10% 31% 15% 2.0% 56.75km2

(イ)専業 ･兼業別農家数の推移

専業農家 第一種兼業農家 第二種兼業農家 農家総数

昭和30年 27% 49% 24% 3,072戸

45 8% 43% 49% 2,868戸

60 7% 11% 82% 2,559戸

平成2 8% 7% 85% 2,328戸

(ウ)経営耕地面積の推移

田

昭和30年 67%

45 76%

60 78%

平成2 80%

.i
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総面積

2,593ha

2,469ha

2,065ha

1,868ha

(-)業種別工場数 (平成元年)

総事業所数 305社

電気24食料10精密10機械 9 家具 8 金属 8 印刷 6

木材 5 輸送 5 繊維3 土石2 その他10 (%)

(オ)年間製造品出荷額 (平成元年)

年間総出荷額 13,683千万円

電気7,688 金属356 土石230 木材164

機械1,692 食料312 繊維215 印刷112

輸送1,113 家具260 精密171 その他1,370(千万円)

(カ)商店数 ･年間販売額 (昭和63年)

総店舗数 649店 年間総販売額 5,559,803万円

小売 450 3,132,448

卸売 83 278,864

飲食店 116 2,148,491

(辛)観光地別入込客数 (平成 2年)

総数 14,237百人/年 ;内,駒 ヶ根高原40,9%,光

前寺36.1%,中央アルプス23%

③ 駒 ヶ根市の山林の概況

駒ヶ根市の森林は,森林法第5条に基づく ｢地域森

林計画｣の樹立単位として,｢長野県伊部谷森林計画

区｣に属する｡

(ア)所有形態別立木地面積および材積(2)

総数 県 市町村 財産区 部落 団体 その他

面積(ha) 9,097 175 1,024 298 677 447 6,476

材積(m3)1,195,10521,949115,22451,36893,75838,639874,167

(イ)属地的指標(3)

林野率 山地率 人工林率 保安林率 国有林野率 耕地率 農家林家率

73% 77% 43% 48% 24% 13% 76%

以上の全体的な特徴をひとことで言 うならは,いわ

ゆる典型的な中山間地であり,高度成長期および中央

道の全線開通の影響から,工業 (電気関係事業)と山

岳観光にともなう商業 (小売業)が目立つ一方,農業

では,農地の減少と第二種兼業農家の割合が高まって

いる,といった関係が見られるということであろう｡

④ 駒 ヶ根市の構成集落(4)

現在駒 ヶ根市の行政区画内における明治維新前の旧

村として,以下に挙げる集落が存在した｡

(ア)天竜川西岸部 (竜西)

赤須 6ヶ村 :小町屋,市場割,上赤須,南下平,北

下平,赤須町 (すべて幕府領,松本藩預かり地)

上棟 2ヶ村 :古科上穂村 (幕府領,旗本千村預 り所,

北部),上穂村 (旗本近藤領,私領,南部)

-明治 8年(1875)合併により赤穂村 (後に ｢町｣)杏

形成 (現赤穂地区)0

(イ)天竜川東岸部 (竜束)

中沢10ヶ村 :吉瀬,永見山,菅沼,下高見 (現下

割),上高見 (現中割,上割),中山,大曽倉,中曽倉,

本曽倉,原 (すべて高遠藩領)

-明治8年合併により中沢村を形成 (現中沢地区)0

東伊部5ヶ村 :伊那,栗林,火山,塩田,大久保

(すべて高遠藩領)

-明治8年合併により伊那村を形成 (現東伊那地区)0

昭和29年,以上 3町村合併により駒 ヶ根市成立｡

(2) 駒 ヶ根市中沢地区の概況

(∋ 地区別人口と世帯数 (平成 2年10月1日)(5)
駒ヶ根市 総人口32,771人,総世帯数9,516戸

中沢地区 3,569人 889戸

割合 10.9% 9.3%
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(診 経営耕地の地 目別面積 と割合(6)

中沢地区 田 畑 果樹園 桑園 計

面積(a)28,0308,409 1,2291,08838,676

割合(o/.) 72.5 21.7 3.2 2.8

地区割合(%) 18.9 32.0 17.6 25.7

(参 林野率(7)

旧中沢村86% 旧伊那村70% 旧赤穂町63%

④ 駒 ヶ根市林野総面積に占める各地区の林野面積

の割合(8)

旧中沢村49.4% 旧伊部村10.2% 旧赤穂町40.4%

⑤ 保有山林規模別農家数 と保有山林面積(9)

中沢地区 :合計2,113ha(総面積の うちで中沢地区

が占める割合は62%)

保有山林 1ha 1-55-1010-2020-5050-100

総農家数 無し 未満

594(戸) 138 122 216 51 42 21 4

割合(%) 23.220.536.4 8.6 7.1 3.5 0.7

以上,(D～(参によれば,現中沢地区は,林野面積におい

ては駒 ヶ根市竜東の大半 (5/6,83%)の山林を占めるわ

りに人口が駒 ヶ根市全体の1割程度と低くなっている｡よ

って,農家が保有する山林では駒 ヶ根市の6割を占めるに

いたる｡一方,経営耕地面積で中沢地区が駒ヶ根市に占め

る割合は全般に低く,農業的環境が乏しい｡

したがって,これらのことから中沢地区は,山林依存度

が高く農家林家の割合が大きい,過疎的様相を帯びた地区

であり,竜西と比べると,より山村的性格(10)が強 くあら

われているといえる｡

(3) 中沢地区部落有林野の歴史的概況

①現在の林家以外の林業事業体数 (旧中沢村)(ll)

総数54のうち慣行共有総数 6

会社 社寺 共同(個人含む)各種団体組合 ムラ･旧市区町村 財産区

- 3 2 - 1

林家以外の林業事業体数 として,慣行共有 (いわゆ

る入会林野)が 6団体で,中沢地区では11%を占めて

いる｡

こうした,現時点の入会林野の起源はどのようなも

のであったろ うか｡

(参中沢地区の部落有林野

上記表一 に ｢共有｣ とあるが, これは,いわゆる

土地官民有区分事業 において,それ以前の検地帳 に

｢村持｣の記載のあることから民有地第二種 として承

認 され,｢○○村共有｣や ｢○○耕地｣共有 として地

券が発行 されたことによる｡ したがって,現在のわれ

われが観念す る民法上の共有ではなく, この表の部落

有林は入会林野であることを示す ものである(12)0
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このよ うに,中沢地区は,入会林野 の事例 が,山

林 ･原野,単独入会 ･数村入会,現存 .消滅,等の観

点からの検討に耐 える実態を有 している｡

また,表 3-1でも分かるとお り, こうした中でも,

とりわけ山林 ･原野,単独 ･数村入会の例が多い中山

集落は,本章の課題である ｢入会林野の解体に関す る

今 日的検討｣に関するもっとも適切な事例研究の対象

といえる｡

表3-1 明治44年中沢地区の入会林野

部 落 地目 反別(町反畝歩) 備 考

吉 瀬 山林 62,8,4,24吉瀬 共有

原野 1,3,24 同 上

菅 沼 山林 75,0,0,00菅沼 .永見山 共有

山林 2,8,3,03 同 上

高 見 山林 236,7,5,15高見.本曽倉.中曽倉下剤共有

山林 299,2,7,00 同 上

山林 185,4,3,01 同 上

山林 2,0,0,00高見耕地 共有

山林 90,0,0,00高見.菅沼.永見山 共有

山林 90,0,0,00 同 上

上 割 山林 1,1,16上割耕地 共有

中 山 山林山林 200,9,3,00232,7,4,10中山.本曽倉.高見.中曽倉下

割 共有

同上

山林 57,2,0,00中山 共有

原野 8,6,00中山.本曽倉.中曽倉 共有

原野 5,00中山上耕地 共有

原野 1,4,0,00中山 共有

原野 1,2,00 同 上

原野 1,5,00 同 上

原野 2,0,00 同 上

大曽倉 山林 8,3,0,04南福地との共有

山林 12,4,5,07北福地との共有

中曽倉 山林原野 10,5,0,001,4,10宮脇梅蔵外本曽倉.中曽倉下

割 共有

中曽倉 共有

本曽倉 山林 2,0,274,21本由倉 並有原野 日 ノヽ同 上

原 山林 3,0,00原区 共有

山林 9,4,5,00 同 上

山林 6,9,1,00 同 上

原注 :台帳面積｡小規模のものは除 く｡

出所 :駒 ヶ根市史現代編第4章農林業 第5節山林原野の沿革840頁

表13｢中沢村における部落有林野所有状況 (明治44年 7月現在)｣ よ

り作成｡

原出典 :中沢村役場文書｡
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史料-1 ｢山林株等山慣行成績調｣

(4) 中沢地区中山区の概況

①立地

駒ヶ根市竜東方面,南アルプスに連なる伊那山脈の

戸倉山 (とくらさん,標高1680m)の歴,その登山道

の入 り口近辺に立地し,現在中心的小部落である上耕

地集落と竹の沢集落から構成される｡中沢地区の集落

の中ではもっとも奥地にあり,大曽倉区とともに駒 ヶ

根市東部辺地の指定を受けている｡

(参人口 ･戸数

平成 4年度現在で世帯数28戸,人口119人である｡

また,図3-1のように近年では人口減少は横這い

になっている｡

人口構成は,平成 2年の時点で図3-2に示したよ

うになっている (65歳以上が全人口の約 3割を占め

る)ので,現在ではより高年齢化していることになる

であろう｡

S.40 43 46 49 52 54 57 60 日.1 4
年度

トi二由 政一iI･人E)I

(注)駒ヶ根市企画財政課資料 ｢区別の世帯数と人口 (住民基本台に

もとづく)｣により作成

図3-1 中山区の人口･戸数の推移

】El男子i3女子I
10

0

6

4

2

0-.-4 15.-19 30㌧34 45､49 60--64 75､79 90-9L
歳

(注)駒 ヶ根市資料 ｢駒 ヶ根市の人口｣(平成 2年国勢調査長野県早

期地方集計結果)により作成

図3-2 中山区の人口比率

(参入会林野の現況

現在中山区には,以下の入会林野が存在する｡

(ア)直轄利用形態の入会林野 約24.5ha

(イ)契約利用形態の入会林野 約24.5ha(森林開発

公団との契約)

④中山区入会林野の歴史的特徴一炭焼紛争を例に-

7392番字大洞 伊部郡中沢村の内

1 山林反別200町9反3畝歩 地元 中山

7393番字大洞 入会 高見,中曽倉下割,

本曽倉

1 株山反別232町7反4畝10歩

1 此の山の義は,元禄3庚午年検地帳に,4ケ村入会

と記載これあり (中略)高見より米1斗2合7勺9才,

本曽倉より米4升9合9勺8才,中曽倉下割より米1

升 8合3勺6才,何れも地元中山へ,請け取らせ居り

候 (下略)

1 此の山-は,中山耕地は勿論,高見 .本曽倉o中曽

倉下剤いずれも入会薪炭あるいは該山の総収穫を収る

ことは各平等の権利を有し,自由に仕来たり居り候慣

行に御座候o(下略)

原注 :中沢中割区有文書o

注 1:駒ヶ根市史現代編上巻783貢より引用O

中山の入会林野において,明治政府の発足および地

租改正 ･官民有地所名称区別事業が契機となった事態

について,その顛末がはっきりと理解できるという点

で他に類を見ない史料が存在する｡また,その記録か

ら,当時の中山入会林野固有の特徴も把捉できるので,

それを以下に示しておく｡

この史料は,当時 4ヶ部落 (-中山+高見 ･本曽
おおぽら

倉 ･中曽倉下割)の数村入会地である大洞地籍の山林

433町歩に関する,明治16年に生じた ｢炭焼紛争｣に

ついてである｡

まず,当時の民法制定をめぐって事前に行われた慣

行成蹟調では,この地籍について史料-1のようであ

った｡つまり,この地籍では,1)中山が納税のとりま

とめをしていることから地元中山,他集落が入会方で

あり,入会権の内容においては,2)物税負担の割合で

は一括平等とする平等入会ではない差等入会であり,

3)実際の使用収益,いわゆる入会稼ぎについては,

｢薪炭およびその山からの総収穫は平等で,自由であ

る｡｣と記されているとおり,いわゆる平等入会の古

典的共同利用形態である,ということになる｡

しかし,史料-2にあるとおり,中山が ｢中山耕地

は往古より旧藩主内藤氏の特許により炭焼し来た りし

もの｣と主張しているように,藩政時代には,中山産

の木炭が御用炭になっていたことからいえは,中山側

としては,この ｢平等｣は字義どおりには納得いかな

かったのであろう｡したがって,この紛争は,後の明

治26年の ｢示談｣まで長引くことになる｡

この紛争の顛末は,この示談の ｢契約書｣に詳しい

ので,次に掲げておく｡
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史料-2 ｢炭焼示談契約証｣

契約書

炭焼事件示談契約証

信濃国上伊那郡中津村第7392番字大洞

1 山林反別200町9反3畝歩

信濃国上伊那郡中津村第7393番字大洞

1 山林反別232町2反3畝8歩

持主 中山耕地

高見耕地

本曽倉耕地

中曽倉耕地の内下割

右大洞山 2カ所おける炭焼き事件につき,今般長野県上

伊那郡中沢村の内中山耕地と同県同郡同村の内高見耕

地･本曽倉耕地･中曽倉耕地の内下割の3ヶ耕地との間に,

明治15年以来,該山炭焼権の有無につき紛争相発し,敬

年間示談数回試むるも,さらに整絵を告ぐるを能わず,

互いに権利とする所を主張し,その要領を揚げれば,左

に,

1 中山耕地が該山に対し,炭焼の特権なりと主張する

要穎は,柳も中山耕地は往古より旧藩主内藤氏の特許を

得て炭焼仕来たりしものにて,高見外2ヶ耕地,該山に

おいてこれまで炭焼したることなし｡故に炭焼権を有す

るは単に中山に限り然るを,高見耕地外 2ヶ耕地は,明

治10年上申せし該山に対する慣行成蹟に薪炭株手等の権

ある以上は,炭焼権は平等なりLと言 うといえども,そ

の後明治12年6月21日大洞山に対する改正地租を分賦す

るに当り,共有耕地双方より各総代を出し,従前の納税

米の例を廃し,今回の地租金を割賦し,各耕地の負担額

を定め,今なおその法に依 りて年々地籍元なる中山耕地

に受取 りたるなり｡即ち,その当時の契約書に炭焼は地

元限りと明記し,高見外2ヶ耕地より総代として○○外

7名の記名調印あり｡即ち,該山の地元は中山耕地にし

て他に譲るところ無し｡故に,該山の炭焼権は中山耕地

限りとい うにあり｡

1 右中山耕地の論旨に対する要領は,中山耕地が旧藩

主の特許を得て炭焼権有りと主張するといえども,柳藩

主が此の特権を中山耕地に与えたるは,字大洞山に対し

許せしものならず,旧村の柄の悪きを以て領内に中山村,

大曽倉村に限りこの特許をなせしものならん｡その証た

るや,我々に対し藩主より大洞山において炭焼停止の命

令を下せし書なく,殊に権利同一の山林に対し然るべき

はずなし｡故に,此の特許有するも旧藩主が布かれし制

なれば,維新の改正と共に失消したるものにて,該山に

対し我々と権利の平等なるは明らかなり｡即ち,明治10

年大洞山の慣行成蹟書を調整するに当り,関係耕地より

総代者出頭し該山慣例を協議し,薪炭株は従前の通りと

明記し,双方異動なく調印し,これを県庁に上申せり｡

これ即ち,炭焼権利平等たるの証なりQ然るを中山耕地

全体の責任あるものなりといえども,我々の耕地より○

○外 7名を総代として大洞山の契約をなさしめたる事跡

なし｡想 うに彼らは一己の意見を以て中山耕地と取 り結

びたる約束ならん｡故に3ヶ耕地全体の権利を失脚する
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の謂れなし｡まさにまた地租分賦云々と主張するとも柳

地租分賦法を定めたるは明治15年戸長役場において△△

戸長の扱いによりて確定せしものにて定むるに,○○等

に委任せし事なし｡故に,該山に関する契約は,明治10

年の慣行書および明治15年戸長の扱いたる地租割賦法に

より,外三ヶ耕地全体の責任を帯びたるものなし｡斯 く

のごとき理由を以て,大洞山に対する炭焼権は平等なり,

というにあり｡

右双方の論旨互いに譲る所なく,明治25年に至り一層そ

の度をたかめ終いに訟庭に権利を争うの勢ある折柄,本

村□□これが調停を試み,同年8月より種々の考按を具

し,双方へ懇篤示談申し入れたるも,その結局を告く･る

を能わず,示談破れんとする折柄,仲裁者より本年11月

の初句上伊那長◎◎殿にその事情を具し,供に仲裁の労

を執られん事を切望せLに,幸いにこれが許諾を得,即

ち,▽▽郡書記を派し,さらに中山に就き懇談したる末,

関係耕地人民総代を郡衛に招き,郡長より親しく説諭の

上,再び▽▽郡書記を派遣せしめ,村長◇◇,仲裁者□

□等と協力し,反覆熟談の上,双方の承諾を得,右のご

とく示談決定す｡

1 炭焼竃総数21竃

内

11竃 中山耕地分とす ■
9竃 高見 ･本曽倉 ･中習合の内下剤分とす

＼
但し,明治10年11月の慣行成蹟書中第 2条の炭竃

に関する件に限り,自今本契約書を以て有効とな

す事に決す以下略D

注 :中山区有文書 (原史料No,5)｡明治26年｡

このように,中山は,中山地元の数村入会地で,地

元の特権である炭焼権 (差等入会)の単独 ･排他的継

続を求めたのに対 し,入会方からは,旧制上の特権で

あ り,新制では無効 と主張 している点が注目される｡

いずれにしても,こうした紛争が生 じることから見

て,中山に炭焼特権があったことは確かであったであ

ろう｡

一般に,炭焼は農業的立地条件の悪い山村集落では,

家計を支える重要な生活手段であった｡しかし,当時

の社会状況においてエネルギーとしての木炭需用が高

まり,炭焼へ参入するものが増加するようになると,

その生産基地が求められるようになる｡それゆえ,顔

焼をおこなう場を確保するための共同体的行動が生 じ

るのは当然の流れであったといえよう｡

したがって, この史料から読み とれることは次のよ

うに整理できる｡すなわち,(イ)中沢地区の中でも中

山は,炭焼を入会慣習 とし,それが特権的であったこ

と,さらに(ロ)外生的要因としての体制の変革 と,内

生的要因としての生活手段の方策 としての炭焼の一般

化 とが相まって,｢藩政時代の特権｣ とい う封建的性

格を有 した中山の炭焼に関する排他的 ･独占的特権 と
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しての慣習を,解体 ･変化させる圧力として作用した

こと,の2点である｡

こうした特徴を有した中山の入会林野について,そ

の他の場合を含めて,次により詳しく把握してゆくこ

とにする｡

【3】 中山区における入会林野利用の変遷と

入会林野の解体過程

本章の課題設定に基づき,聞き取 り調査,古文書等

の史料によって,まず (1)中山の入会林野を①現存

するもの (残存入会林野)と②消滅したもの (消減入

会林野)に区分した｡次に,(2)それら入会林野の

沿革および解体過程について,7ソケート調査の結果

を含めて,具体的に明らかにする｡そして (3)小括

する｡

(1) 残存入会林野

(∋ 直轄利用形態

中山区の入会林野は,現在,竹の沢 (たけのさあ)

地籍に約24.5町歩が存在する. 所有名義は三名の代

表者であるが,完全な部落直轄林で,現在まで義務出

役形態での山林管理を行っている｡資源状況は,次の

図3-3にみられるとおりである｡

tEE林お･二一1-総占有1

GO
*4O2U

O

mー3

訓

ー1I
】

111､RlI抑mu

TS TS Tr TT TT TT JK JK JK JK TT JK
区分

(注)駒ヶ根市農林課資料により作成｡区分の略号は,それぞれ,
TS-天然林針葉樹 JK-人工林からまつ

TT-天然林広葉樹 を表す

図3-3 入会林野林相 (竹の沢)

(ア)材積 (平成 2年度)

人工林からまつ 46% (うち29年生が35%を占め

る),

天然林針葉樹 8%,

天然林広葉樹 46%

(イ)面積 (平成 2年度)

人工林からまつ 8.63ha(その うち要間伐林分

面積が約78%の6.69ha),

天然林広葉樹 15.58ha,

天然林針葉樹 0.47ha,

崩壊地 0.1ha

(ウ)管理状況

この他に大洞 (おおばら)地籍に,寺社名義 (諏訪

礼)の中山区直轄林が (客観的な数値は確定できなか

ったが,長老-の聞き取 り調査によれは)約 9町歩存

在する｡(齢級構成は竹の沢と同様で,樹種はからま

つが大半であるらしい｡)

どちらの人工林も区-の義務人足 (無報酬出役)に

よって管理され,｢竹の沢｣,｢大洞｣とも1人当た り

年間 1日から2日の人足による間伐,蔓きりを行えば

よい程度にまでに維持管理されている｡

② 契約利用形態 (公団造林地)

さらに,中山区には,上記直轄利用形態の他,契約

利用形態として,｢竹の沢｣に公団分収造林地 (昭和

41年契約)が24.44haある｡

尚,事業請負主体である伊南森林組合-の調査によ

れば,契約内容および植林実績は以下のとおりとなっ

ている｡

契約内容 :三者契約

土地提供者 (土地所有者)-中山区 (｢中山共有｣

として銘記)

造林資金出資者 (費用負担者)-･森林開発公団

事業者 (造林者)-伊南森林組合-公団と事業契約

を結ぶ

公団は昭和41年から起算して55年間 (昭和96年まで,

したがって残 りは約25年)｢中山共有｣の土地に地上

権を設定する｡

植林実績 :

昭和41年 からまつ 8.48ha 植栽

昭和42年 からまつ 4.6ha 〃

あかまつ11.36ha 植栽

昭和43年 あかまつ 8.36ha 植栽

合計 24.44ha:分収歩合 :公団が50%,中山が50%

(尚,｢大洞｣にも公団造林地が約 9町歩あること

になっているが,これは所有名義が寺社であることを

理由として,具体的な数値等は把握し得なかったため,

省略する｡)

(2) 中山区入会林野の解体過程

ここで,以上の入会林野の解体過程について,中山

区の長老への聞き取 り調査および中山区有文書等の史

料調査をおこなった結果をふまえて,その概要をまと

てめてここに示しておく｡

① 調査結果
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本章の課題は,入会林野の解体に関して,その過程

を明 らかにした上で検討を加えることであった｡ した

がって調査を行 うにあたっては,その課題が明確にな

るよ うになされねばならない｡そこで,整理にあた り,

入会林野の解体に関する指標 として,(イ)地目 (山林,

原野),(ロ)入会の性格 (数村入会か単独入会か),

(-)共有の主体 (より具体的にはどのような集団であ

るか)を基軸 とし,駒 ヶ根市博物館保存資料 『中津村

村会決議書 明治44年』の うち,｢部落有林野整理統

一にもとづ く調書｣の記載事項を基準 とした (表 31

1,別掲史料-(ア):原史料 No.13)0

また,本研究において使用した史料は,原則として

2系統ある｡ひとつは,中山区,駒 ヶ根市博物館およ

び個人宅に保存されている各種古文書類,そして,中

山区の区会 (集落の決定機関である総会)の記録帳

(大正 6年～昭和 6年 まで,昭和25年～昭和57年 ま

で)である｡後者の史料は,駒 ヶ根市史作成の際にも

使用されなかったものであり,本研究において特別に

中山区役員の許可を得て採取 した貴重な史料である

(章末に別掲史料-(イ),別掲史料-(ウ)として添付

した)0

そこで,このような史料調査の結果を一括してまと

めた ものが,別掲の表-A と表-B (本章末に添

付)である｡さらにその内容を,上記(イ)～(ロ)にそ

って整理したのが,以下のものである｡

(ア)主として中山区に保管されている諸古文書を,課

題 と係わる範囲で収集 ･整理した｡中でも明治期以降

の中山区の入会林野の解体過程を知る上で役立ったも

のは,以下のとおりである｡(尚,簡明のため地籍･字

名は記号化してある｡)

表3-2 原史料による中山区の入会地

入会地記号

数村入会

原野 叫林

.GIG2G3G4S1

○○○○ ○ 〇〇〇〇〇〇〇〇

I.. A明治 ~ 手 ㌃ 6- 1

N(ll 12年 ｢大洞谷炭焼税｣

Na2 12 ｢大洞谷共有山規約書｣

NG3 15 ｢山林共有規約書｣

Na4 23 ｢山法規約書｣

Nu5 26 ｢炭焼事件示談契約書｣

Na6 34 ｢造林契約書｣

Na7 34 ｢大洞山法規約｣総則

Na8 34 ｢大洞共有山諸稼登記簿｣

Na9 38 ｢中山入会山契約書｣

NQ10 38 ｢約定書

Null 44 ｢大林原野管理状態｣｣
注 :○印は,その入会地に関する記載があることを示す｡中山区保存

史料｡
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(イ)中山区の集会の記録を整理 したものが,下表であ

る｡

表3-3 入会地の解体過程 (原野)

地 目 原 野

入会の性格 数村入会地 単独入会地

共有の主体 3ケ部落 中 山

字 名 大林 竹の沢入

年 度 入会地記号G1 入会地記号G5

大正2年 利用の規制 利用の規制

炭焼を停止 炭焼を停止

3 立木の一部を競売に 立木一部を競売に付

付す す

5 ほか2ケ区の入会権解除契約 炭木を売却する

6 部落有林野整理のた 部落有林野整理のた

め利用を規制 め利用を規制

9 一ヶ所を読売に付し,区の電灯費に充当

10 入会慣行の変更確認

ll 植林地の手入れ(希望人足にて)

13 所有の変更 : 個人有名義 (代表

各個人 (戸)へ分割する 者)に移転登記

14 利用の規制 利用の規制

注 :中山区有文書 ｢中山協議録｣より作成 (史料-(イ),(ウ),原史

料 No.14,15)｡尚,入会地記号は,表3-2と連続･共有してい
る｡

表3-4 入会地の解体過程 (山林)

地 目 山 林

入会の性格 数村入会地 単独入会地

共有の主体 6ケ部落 中 山

字 名 大洞 竹の沢

年 度 入会地記号S1 入会地記号S2

大正8年 利用の規制 :東部を森林地域西部を農用地域とする

大正13年 所有の変更 :共有を解除して,60町歩を村-提供

昭和35年 区内の舗装道路敷設のため立木を売却する

36 伐採跡地約30町歩の内の一部を自力造林

注 :中山区有文書｡
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次に,こうした調査結果から,本章の課題に接近し

ていく｡

(参 ｢原野 ･数村入会地｣の解体過程

(ア)3部落共有 (地元中山),大林 - [表 3-2,表

3-3,入会地記号Gl参照]

｢明治44年 大林原野管理状態｣(史料-3)にあ

るとお り,明治16年に個人名義の土地に中山を地元と

した入会慣行が存在した (いわゆる地役の性質を有す

る入会権付きの入会地)のを,金銭の支払いによって

この個人名義を変更した｡ここに,貨幣を媒介とした

入会林野の使用 と名義 ･権利の確定との関係がみられ

る｡

史料-3 ｢大林原野管理状態報告書｣

中山区,中曽倉区,本曽倉区共有

8297番 字大林 原野

8298番 字大林 原野

右2筆の管理状態

該原野は3区の共有地の名義なるも,往古は○○,△△

の個人有の名義にして,右3区の入会地なり｡しかして,

該山につき,その所得権を異にするの別あり｡中山区に

ては,薪炭,用材,養革の自由の権あり｡外2ヶ区の中

曽倉区,本曽倉区においては炭焼の権なく,薪は伐用す

るも馬附き限りにて伐倒するは能わず｡また,毒草を収

得するも,苅敷刈りは中山区にて明け山せし翌日より,

夏草刈りは中山区にては立秋前3日より明け山し,中曽

倉区,本曽倉区にては立秋後2日目より入山することが

慣行にあり｡しこうして,さる明治16年に至り,地主と

入会権者と協議の結果,個人有の名義を矯正し,3ヶ区

の共有地と定め,明治24年に至り,漸く名義の訂正登記

簿となれり｡然りといえども,従前どおり中山区にて該

山に係る公村税および諸費用として,中曽倉区,本曽倉

区より,金40銭を徴収し,および中山区にては金20銭5

厘を出し,故に地主○○,△△の2人へ支払い,共有所

得等の権利は習慣どおり応行するものなり｡右のとおり

管理状態の報告を3区の代表者を以て,ここに作成し,

本日届け出をなす｡下略｡

明治44年 8月

代表者名 捺印

注 :中山区有文書 (原史料 No.ll)｡表記は読みやすいように改

めた｡

その後,大正 2年まで炭焼き利用 (貨幣経済対応利

用)が行われていたが,大正 5年には,中山が金銭を

支払 うことで他の2区 (入会方)の入会解除契約を行

った (表 3-3,史料-(イ))0

これらは,入会林野が ｢数村入会｣から ｢-村単独

入会｣へと解体過程をたどるうえで貨幣が媒介された

という事実を示している｡さらにこの入会地は,大正

13年に個人に分割され,入会規制がおよはなくなる｡

したがって, この入会林野は消滅 した (表 3-3参

照)0

(イ)中山他部落-入会,落合人の内の3ヶ所 ･･ [表

3-2 入会地記号G2参照]

(ア)で述べたことと同様のことは,この地籍でも起

きている｡すなわち,明治15年 ｢山林共有契約書｣で

は ｢利用は慣例 どお り｣(史料- 4)なのが,明治38

年 ｢約定書｣では ｢使用料を支払 うこと｣ (史料-

5)と変化している｡

史料-4 ｢山林共有契約書｣

1 高見共有山の落合人のうち,辛,刺,焼刈,菅の沢

の3カ所は,示談の上享保11年以来所得者の権限を致

させたる処,今回剤山境界云々に因りて,この双方が

示談を遂げ,境界を左の如くす｡

略

1 前記の通り刑,焼刈,菅の沢の3カ所とも,丞竪量

を得るは,従前の慣例どおりの事.

略

明治15年 1月10日

署名 捺印

注 :中山区有文書 (庶史料 No.3)｡表記は改めた｡下線は中川に

よる｡

史料-5 ｢約定書｣

略

第 2条

1 中山区は,使用料額を地租百分の二ヶ半に付き,玄

米 5升を標準と定め,年々12月20日を限りとし,共有地

元高見中劃区長-支払うものとす｡使用料の有効期限は,

1期10ヶ年と定めて改正するものとす｡改正期に至り使

用料を定むるii,改正初年の地租による｡

略

第 5条

1 中山区は,刺,焼刈,菅の沢の3カ所に対し,別添

えの境界書および図面に定むる境界線を確守し,決して

境界を犯さざる事.もし,境界を犯したるものは,違約

金として5円以上20円以内の違約金を徴収するものとす｡

もし,徴収に応ぜざるものは,1ヶ年以上5ヶ年以内の

使用権を停止するものとす｡

略

上伊那郡中揮村高見中割

明治38年10月25日 共有者総代 署名 ･捺印

注 :中山区有文書 (原史料 No.10)｡表記は改めた｡下線は中川に

よる｡

(ウ)中山の他村-の入会,落合人の内,刺 (ばら) ･

[表 3-2 整理記号G2参照]

大正 9年まで,中山区の直轄によって,夏草用草を

入札に付していた｡これは,中山区にとっては,明 ら

かに貨幣経済利用目的の利用形態である｡

しかし,大正11年に入会地元の 5ヶ区にたいして,

分割の申し入れを行 うこととした｡この件に関しては,
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この史料中に以後記述が見られないので,中山名義 と

なったかは定かではないが,分割が行われたか,ある

いは入会権が解除となったものと推測するに難 くない｡

つま り,｢数村入会｣から ｢-村単独入会｣への入

会権の解体過程がみられる (史料-6,表-A･B,

史料-(イ),原史料 No.14)0

史料-6 ｢中山協議録｣

大正 2年 刑山,夏草刈りを入札,金6円35銭にて○○
に売り渡し候o

大正 3年 荊山,夏草刈り入札に付し,金5円2銭にて

△△殿に落札すo

大正 5年 刑山,夏草刈り入札付し,代金3円5銭にて

□口君へ売却o

大正 7年 剤山,養草を競売に付すo金3円にて◎◎高

札により落札をなす○

大正 8年 剤山の原を入札にて▽▽に売り渡すoこの代

金3円50銭なりo

大正 9年 剤山用草の入札をなすo落札◇◇氏o代金3

円50銭なりo

大正11年 刑山名義変更引き受けの件,荊山の件は,明

日直ちに5ケ区の事務所に向かい,該山を分

割し,一部を中山共有の名義に帰する様申し

込むことに決す○

注 :中山区有文書 (衣-B,史料-(イ),原史料 No.14),関係箇

こうした入会地の分割の意向は,中山区直轄による

入札という利用形態および入会地元との各種約束の存

在からすれば,内部論理からの必要性 ･動機があった

とは考えにくい｡すなわち,他の外的圧力によって,

こうした入会地分割への動機が高まったと見るべきで

ある｡

一方,この協議録中には,｢大正 5年 今回公有林

野の整理に関し,委員を置き-｣,｢大正12年 -統一

整理に付き,名義を移す箇所を決める件｣等,前後に

いくつか ｢整理事業｣に関する件が議事となっている

(史料-(イ))｡つまり,この場合の大正11年の申し

入れの件も,この流れの中にあると考えられる｡

したがって,いわゆる ｢公有林野の整理統一事業｣

が,この当時の入会地分解への外的解体圧力 として作

用したことが分かる｡

｢原野 ･単独入会地｣の解体過程

(ア)竹の沢入･-- [表 3-3,入会地記号G5参照]

大正 2年まで炭焼 き利用されていたが,やがて,立

木の売却や植林等が行われるようになった｡その後,

部落有林野対策 として個人名義に変更され (形式的に

部落有林ではなくするためであるから,おそらく代表

者名義になったと考えられる),さらに個人へ分割 さ
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れた｡したがって,この入会林野は消滅した (史料-

(イ))0

(イ)下二越 (Lもふたごえ)-･[別掲表-B,入会地

記号G6参照]

ここは,記載のある史料が他にはみあたらず,経過

の詳細は不明ではあるが,大正13年に売却されたこと

は確認のできる事実である (史料-(イ)).つまり,

入会林野の消滅が示されている｡

｢原野 ･その他の入会地｣の解体過程 [表 3-2,

入会地記号G2,G3,G4]

これらの入会地は ｢小共有入会｣ とでも呼ぶべき塑

態である｡すなわち,中山という集落を構成 している

さらに小さな単位の集落,いわゆる小部落の入会地で

ある｡

史料-7 ｢中山 入会山 契約書 私用 ウツシ｣

今回中山区における左記3条に記載する入会原野および

共有土地に対する争議に関し,区民相互間に紛々を生じ,

その局面穏やかならず,区長および代理者の辞職となり,

自治機関の息止まるをきたしたるにより,中揮村会は,

これを黙許するに忍びず｡明治38年12月18日,村会は仲

裁を誠にして,この紛憂を解決せんとするの決議をなし,

委員選定したり｡村長○○,委員△△,同ロロの仲裁判

断に従い,区民一同は,以下3項の規定を遵守し,永久

に相い犯さざる事を盟い,今回の紛憂を解決せり｡

第 1条

中津村7666番二号字竹の沢の原野,1町4反歩の原野は,

区民の内25人より,他の13人に対し,金210円を明治38

年より同40年に捗る3年の年賦出金をなし,土地台帳名

義を25人共有と訂正し,併せてその手続きおよび費用は,

悉く皆25人において負担するものとす｡

第 2条

地番 (略) 字 下垣外 宅地 1畝歩

地番 前ヶ入 原野 5反歩

地番 東ノ入 原野 3反歩

地番 松原 原野 8畝歩

地番 松原 原野 4畝5歩

地番 大平川端 原野 20歩

地番 ヒジリクポ 原野 2畝歩

地番 トヨクボ 原野 2反歩

右の土地は,中山区の内,上耕地22人より,竹の沢16

人へ金16円を提出し,この土地台帳名義を中山上耕地共

有と訂正し,併せてその手続き費用および費用は悉く皆

上耕地が負担したるものとする｡

略

明治38年12月24日

区長一同 記名 ･捺印

略

注 :中山区有文書 (原史料 No.9)｡表記は改めた｡
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6) ｢山林 ･数村入会｣の解体過程

(ア)6ヶ部落共有 (地元中山),大洞- [表 3-4,

入会地記号Sl参照]

別掲表-Aによれば,明治時代 は,主 として ｢大

洞｣での炭焼 きをめぐる権利関係についての問題が多

く生じていた といえる｡

この ｢大洞｣は,高遠藩の藩主内藤氏に,中山は租

税 としての米を納めるのが困難な立地であるため炭で

それをおさめよとい う理由で与 えられたといわれてい

る｡そして, この中山の炭焼 き特権っきで,中山を入

会地元 とする6ヶ部落の ｢数村入会地｣として存在 し

た林野である (前掲史料-1参照)0

この入会地では,大正末期の ｢部落有林野統一｣の

際に共有を解除して中山分 とした60町歩を,そのまま

中沢村の基本財産 として提供 した (表-B,別掲史

料-(ア),(イ)参照)0

その後に,木材統制法の施行を契機に特権解除を条

件に18町歩返還された(13)0

このとき,再び中沢村の財産にされるのを防止する

ことを目的に ｢寺社名義｣にしたとされる｡

この入会地では,明治12年にはすでに炭焼竃(かま)

の使用料の規定が設けられ,さらに,入会部落間の山

手米の分担割合が規制されている (史料-8,9)0

史料-8 ｢大洞谷炭焼税 入会山炭焼規定記｣

明治12年 卯年 3月日

大洞谷炭焼税

入会山炭焼規定記

1 炭釜1ロ持ちの税 金50銭 村へ出金のこと

1 炭釜2口持ちの税 金1円50銭 同断

1 炭釜3口持ちの税 金3円 同断

右のとおり,儀堅く定め仕まつり候処,-略-

史料-9 ｢大洞谷共有山契約書｣

大洞山契約書

1 境界 日向は-略,日陰は-略略

1 米 3升 中山耕地

金 73円15銭 4厘

略

1 米 2升 4合 8勺 8摂 高見耕地

金 176円50銭

略

1 米 3升 2合 3勺中曽倉耕地

金 85円82銭

略

1 該山に関する施行は,総て従前の慣例どおりの事

略

明治12年 6月26日

署名 .捺印

史料-10 ｢大洞谷山法規約書｣

字大洞谷山法規約書

7302番 字大洞

1 山林200町9反3畝歩 中山･高見･本曽倉･下中曽倉共有

地価金 164円77銭

地粗金 4円11銭9厘

7303番 字大洞 右同 共有

1 山林 232町 7反 4畝10歩

地価金 191円27銭

地租金 4円78銭2厘

1 前記の地所は,往古より共有者において該山に係わ

る所得を自由仕来たり候ところ,近来共有者にこれ無き

者が累々入 り込み稼業を営む者これ有り｡また,共有者

においても経木 ･肥料等を他-輸出する者これ有るにつ

き,今般共有者一同協議の上,左のとおり該山に関する

諸規則を設け,後来,互いに厳重に履行するものとす｡

もし,違反に捗る者有るときはそれぞれ罪法に行 うもの

とす｡

第 1条

雑木諸道具伐木等の義は,自分使用の限り共有内たりと

も決して売木することを禁ず｡

但し,規則を犯し,菓 りに他-出木する者有るときは,

荷物を取 り上げのうえ,1円以上3円以下の罪法に行 う

ものとす｡

第 2条

鍛冶炭焼の義は,共有者限り｡稼業を営む者は, 1人別

1ヶ年山税として金10銭を徴収するものとす｡

但し,規則を犯し,他人を雇い入れ稼業を行 うもの有る

ときは,金15銭以上30銭以下の罪法に行うものとす｡

第 3条 諸木板等の義 略

第 4条 夏草刈りの義 略

第 5条 葛の葉取りの義 略

第 6条 石灰焼き雑木の義

第 7条 略

右のとおり規約候上は,堅く相守るべき事

明治23年5月8日

署名 ･捺印

注 :中山区有文書 (原史料 No.4)｡表記は改めた｡

史料-ll ｢大洞山法規約総則｣大洞山法規約山法規約総則

長野県上伊那郡中津村7302番字大洞

略

第 2条 共有者たるものは,土地台帳記載の部落におい

て,共有山租を納める者に限る｡

第 3条 共有者は,中山 ･高見中割 ･下剤 ･上割および

中曽倉下割区の6ヶ区に限る｡

略

第 5条 該山に対する地租諸入費,その所得の賦課法は,

明治12年契約書によるものとす｡

第 6条 共有たりといえども,他へ移住または全戸出寄

留の者は入会することを得ず｡尤も,出寄留中,他より
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その戸へ倍宅をなし,土地の農業を営むものは,借宅中

入会することを得る｡もし,他より本籍を携え,移転者

これ有るときは1戸を占め,その区民となり,その共有

権を請求する場合に至りてほ加入金として,金10円1時

金を差し出きしめ,以て義務を負わきしむ｡

略

第14条 本山に係る所得品に付き,山稼ぎをなさんとす

る者は総て,共有事務所へ入山許可の手形証をもらい,

直ちに手形料を納め,事務所幹事は登記簿を製し置き,

記載済みの上,手形証と割り印し交付するものとす｡

第15条 山稼ぎ収穫左のごとし｡

鍬柄取り 手形料 一期分 金2円

下駄木取り 同 金3円

鍛冶炭焼 同 金3円

臼木取り 同 金50銭

右の外,稼ぎに付き入山することを得ず｡

後略

明治34年 5月

共有総代署名 ･捺印

注 :中山区有文吉 (原史料 No,7)｡表記は改めた｡

史料-12 大洞共有山諸稼ぎ登記簿

明治34年11月日

字大洞共有山諸稼登記簿 中山事務所

1 下駄木取営業届け 中津村高見上割区

○○ (個人名)

右届け出候に付き,営業手形34年11月27日下付け候なりo

すなわちこれ金3円受取

以下略

その後,入会権者以外のものが入山して稼ぎをするの

で,規制が設けられる (史料-10)｡また,それ以後,

その規制がより洗練 された形になっていく (史料-

11)｡ とくに,｢稼ぎ｣に付いては,手形を発行して,

完全に権利者と非権利者を識別するようになっている｡

その稼 ぎの例は,史料-12のとおりである｡

こうしたことのその背景には,納税が金納に換えら

れたこと (明治15年 ｢山林共有契約書｣),また当時と

しては木炭生産の利益率が高かったということも重要

な点であろう｡

また,明治15年には ｢山林共有契約書｣にて,地券

面に共有者すなわち入会主体の各部落名を記入するこ

とが取 り決められている｡つまり,この時代において,

この中沢地区では,権利の確立を書面にて表現しよう

という意識が存在する一方において,その効力は実体

的には弱かったといえる｡

したがって,この明治期においては,権利関係の近

代化 と貨幣経済的山林利用の浸透にともなう従来の慣
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行の変化との括抗関係が看取されるのである｡

そして,結局この大洞は共有を解除の上,｢中津村

基本財産｣として中山区によって60町歩の山林が提供

される事になる｡しかし,利用については提供部落の

特権が認められていたので (別掲史料-(ア)参照),

新たに地役の性質を有する入会権が設定された事に等

しく,入会林野が消滅したとはいえない(14)｡つまり,

事実上は ｢中山地元数村入会林野｣から ｢中山単独入

会林野｣へ入会林野が分解した,ということを示して

いる｡このことは,入会林野の解体過程の視点から見

れば,｢行政村の形成 と公有林整備｣という法制度を

媒介として入会林野が分解 ･規模の縮小が起きたこと

を示すもの以外のなにものでもない｡

以上,このように,大洞の入会地は,一方に夏草刈

りのような自給目的の利用を含み,他方において炭焼

等の ｢山稼ぎ｣という貨幣経済的利用を,その内部に

おいて経過させながら,それ自体の衰退と外部からの

制度圧力を契機として分解する,という入会林野の解

体過程をたどった｡また,その後,多くの面積におい

て地役の性質を有する入会林野を消滅させ,その補償

として共有の性質を有する入会林野を,一部返還とい

う形で得た｡そして,さらにそれを直轄利用,契約利

用に再編して今日に至っているのである｡

以上の経過を,模式的に示したものが図3-4であ

る｡

大正13年
村会決議

戦中
木材統制法

数村入会 (地元中山) ｢大洞｣
240町歩

.へ

60町歩 + 180町歩
中山分 他5ヶ部落分

上
中 揮村基本財産 (但し,中山区民の特権付き)

｢ 一､＼
18町歩

中山へ返還

/ /＼

42町歩
中山区民の特権を解除

中津村財産

1
9町歩 9町歩 駒ヶ根市有林の

直 轄利用 契約利用(公団) 一部として編入

図3-4 入会林野の解体過程 (数村入会地)

⑥ ｢山林 ･単独入会地｣の解体過程

(ア)中山共有,竹の沢- [表 3-4,入会地記号S2]

別掲表-Bによれば,昭和期における中山の主たる

山林利用は,その記事として顕れてくる回数から見て,

この ｢竹の沢｣が中心となっていく様子がよくわかる｡

この ｢竹の沢｣は,大正末期にひのき,からまつを
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3町歩植林した以外,ほとんど約50町歩全部があかま

つ ･ならを主とする雑木林で,冬季には入札によって

炭焼きをさせた｡また,炭焼きが盛んな時期には,個

人の持ち山が少ない家の2- 3戸を組にして貸付けた

こともある｡これらの収益は,区 (集落全体)の共益

費の6割に充てることができた｡

戦後,ガス ･電気等の普及という,いわゆるエネル

ギー革命により,木炭の利用価値が低下した｡このた

め,昭和36年頃には,木炭 1俵は1200円で, 1人 1日

2-2.5俵を売るのが精いっぱいであった (したがっ

て, 1日2400円から3000円の収入)0

これに対し,この年の ｢36年災害 (台風の影響によ

る中沢地区落合を中心 とする大規模な地滑 り及び水

害)｣の復旧作業のための日雇い作業員の日当が4000

円程であった｡このため,これをきっかけに急速に木

炭生産が廃れてゆき,林野利用上では植栽 ･育林が指

向されることになっていった｡

この昭和35年当時,中山区で各戸の木戸先までの舗

装道を作る計画が持ち上が り,｢竹の沢｣の約30町歩

の雑木を売払ってその費用にあてた (残 りの17町歩は

崩壊防止のため雑木林のままにされた)｡その伐跡地

に義務人足 (出役)でからまつを約6町歩はど植栽し

た｡

その後10年ほど管理を続けたが,義務人足にでる人

が集まらなくなったのと,植栽 ･手入れ等にまとまっ

た経費が必要になった｡そこで伊南森林組合に相談し

たところ,公団造林をいれることによって,そこから

森林組合へと渡された保証金 (造林資金の一部)杏,

過去10年にさかのぼり,その10年の間,中山が森林組

合の代わ りに作業を行ったこととして,17万円が支払

われる段取 りとなった｡そのために,伐跡植栽地のう

ち約25町歩を公団契約した｡

したがって,大正末期の植栽地約3町歩と伐跡公団

造林地の残約 5町歩,崩壊防止の雑木林約17町歩をあ

わせたものが,現在の ｢竹の沢｣直轄林となっている

(以上の面積,樹種等は,駒 ヶ根市農林課資料および

伊南森林組合資料とも整合する)0

以上から,この ｢竹の沢｣という入会林野の解体過

程における基本的なベクトルは,｢解体-消滅｣では

なく,利用形態における ｢解体-再編｣であったこと

がわかる｡

以上,中山単独入会地 (竹の沢)の解体過程は模式

的に,図3-5のようになる｡

ところで,この入会地では,以上のような入会林野

の解体過程において,特に昭和35年の区の共益のため

の約30町歩の伐採と植林 (すなわち,資本と労働の投

下)とい う劇的な入会林野の解体契機を経た｡しかし,

それにもかかわらず,こんにちまで入会林野が消滅す

るにいたっていないことの理由は,どのようなものが

考えられるであろうか｡

区13-5 入会林野の解体過程 (単独入会地)

一般に,現在の労働集約型の育林施業体系および木

材市場の現況のもとでは,植林の規模が大きくなって

人工林化がすすめばすすむほど,その人員および資材

等の生産手段に係る資本の前貸し部分が増大する｡こ

れが,入会林野において行われれば,入会林野の使用

主体である部落住民の負担は必然的に増大することに

なる｡そして,それが何らの規制も無しに行われ続け

れば,いつかはその負担に耐えられない状況が訪れる

ことは想像に莫臣くない｡

しかし,ある場合には,事態は異なった展開をする

であろう｡それは,入会林野の人工林化に係わった資

本の負担が,負担可能な範囲に規制されることである｡

中山区の入会地が今日まで消滅することなく残存し

ていることの,主な理由として考えられることは,立

地の問題であろう｡すなわち,この入会地の解体過程

において,林業経営目的の植林に適した箇所は,公団

造林の契約をしている｡したがって,残されたのは,

崩壊防止のための広葉樹林が残されているような箇所

である｡つまり,他の中山の入会地に比べてより奥地

的であ り,植林による林業経営目的としての立地条件

は悪いといえる｡

しかし,この条件の悪さこそが,中山区におけるこ

の共有の性質を有する入会地 ｢竹の沢｣-の規制とし

て作用 し,植林の速度をゆっくりにしたと考えられる

のである｡そして,そのように植林の規模が押さえら



入会林野の解体過程に関する研究

れることにより,慣習上の義務出役が無理なく可能と

なる範囲に留められ,したがって,必要とする労働 も

規制 されるような資源状況が形成されたと考えられる｡

よって,｢竹の沢｣入会地は消滅することなく現在ま

で維持 ･管理することができたのである｡

こうした因果関係の実証のための定量的な把握は,

現時点では不可能である｡しかし,定性的観点からす

れば,資源の造成規模 ･内容を決する入会慣習が,そ

の入会慣習を継続できる範囲に止まるように,その資

源の造成規模 ･内容を支配し,状況に応じて再編 し続

けていると見ることができる｡あるいは,むしろ,そ

のような機構を本質的に内蔵しているものを入会林野

と呼ぶべきであろう｡

このような点で,現時点の中山区の入会林野は,入

会慣習が存続する限 り,林野資源管理上す ぐれた機構

であるといえることになるであろう｡

したがって,これと同じ理由により,今日の林業を

めぐる状況が低位に保たれているという構造的条件の

もとでは,経済的環境の変化との関係から入会林野の

｢解体-消滅｣ベク トルを検出することは困難である｡

一方,入会林野を ｢入会｣たらしめている根本は,

その対象に対する利用 ･管理等に関する慣習による規

制の存在である｡そして,この慣習は,決して機械論

的な装置ではなく,あくまで生きた人間によって構成

されるものである｡つまり,この慣習を構成するのは,

この慣習の主体であり同時に客体である集落の住民で

ある｡

したがって,この中山区の共有の性質を有する入会

権に基づ く入会林野は,今後,｢解体-消滅｣のベク

トルを有するのかどうかは,まさに今日の中山の慣習

の主体であり,客体である住民の考え方のなかに兄い

だすはかはない｡

そこで本研究では,中山区の入会権者に対 して,ア

ソケ- ト調査を行った｡

(診 中山区の入会林野に関するアソケー ト調査結果

平成 5年(1993)に中山区の入会林野に関するアンケ

ー ト調査を行った｡

(ア)アソケ- ト調査の概要

対象は,中山区の各戸 (入会権者)である｡以下,

その結果等を示す｡

まず,中山の区会にて代表者に配布 してもらい,そ

の後,中川が各戸へ回収に回った｡尚,全戸28戸の う

ち入会権利世帯は25戸である｡そのうち20戸 より回答

を得た (残 り5戸は,調査当時,不在,喪中,病人等

による)0

表3-5 中山区のアンケート調査 (回答者)
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芸等 続柄 年齢

Nal 世帯主 75嵐メ上

Na2 世帯主父 65-74

Na3 世帯主 同上

Na4 世帯主跡取り35-44

Na5a世帯主 55-64

b世帯主妻 同上

Na6 世帯主 同上

Na7a世帯主 45--54

b世帯主妻 35--44

C世帯主父 75嵐ソ上

d世帯主母 同上

e世帯主跡取り35歳以下

NcL8 世帯主 55-64

Naga世帯主 65-74

b世帯主父 35-44

芸 等 続柄 年齢

NnlOa世帯主 55-64

b世帯主跡取り35凱 下

Nall 世帯主 55-64

No12 世帯主 75歳以上

Na13 世帯主 65-74

Na14 世帯主 55-64

Nu15a世帯主 35歳以

b世帯主父 65-74

Na16 世帯主跡取り35歳以下

NQ17 世帯主 55-64

NG18 世帯主 65--74

Na19 世帯主 45-54

Na20 世帯主 45-54

注 :1993年 7月実施｡また,アンケートの項目は,事前調査および聞

取調査,史料調査により,概況の把握を行った後に作成した｡ま

た,各世帯の中で家族の他の意見が記入されている場合も含めた｡

表3-6 アンケート調査の設問と回答

A 竹の沢の共有山へはどの程度足を運ぶか｡

A-1 区人足の召集があったときだけ｡

A-1-1 義務だから

Nal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9a,10,

11,12,13,14,15a,16,17,19,20

A-2 区人足の召集がなくとも時々足を運ぶ

A-2-1 山菜や茸を採るため

Nn7a,7c
A-2-2 散歩をするため

NG7b,7e,9b

A-2-3 様子を見回るため
NG18

B 現在,中山が竹の沢のような共有 (区有)林を持って

いることについてどのような考えを持っているか｡

B-1 現在は現金収入につながらなくても将来にはきっ

と役に立つときがくるので,共有林があるのは良い

ことだ｡

Nal, 2, 3, 5b, 6, 8,10,ll,12,13,

14,15b,16,17,18,19

B-2 今現金収入に結びつかないのだから,共有林には

意味がない ｡

Nu7

B-3 共有林があるのは良いことだが,区人足で手入れ

をするのは止めたほうがよい｡

Nal, 2, 7

B-4 共有林があるのは良いことであるし,皆のための

山なのだから従来どおりに区人足で手入れを続ける

べきだ｡

NG3, 4, 5a, 6, 8, 9,10,ll,12,14,15

b,16,18,19

C 竹の沢の共有山は,今後どのように利用 ･運営されて

いったら良いと思うか｡

C-1 中山在住の戸数均等割りにして,各戸の自由利用

とし,区が利用料を徴収するのがよい｡

Na6,14,18

C-2 山林経常意欲のある人に中山区の住民であるかを

問わずに賃貸するのがよい｡
NQ7

C-3 区費を各戸より徴収して,森林組合にまかせるの

がよい｡
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Na1,19
C-4 共有山のままで残したいが,人が集まらないので,

区人足は止めて,区の中で山に詳しい人たちに全面
的にまかせるのがよいc

Na2,7a
C-5 現在のような区人足を続け,全面的に人工林にす

るのがよい｡

Nu5a, 5b,12
C-6 現在のような区人足での手入れを続けるべきだが

植林はあまりしないのがよい｡

Na3,4,9b,10,ll,13,14,16,17,18
C-7 森林公園などにして市に賃貸するのがよい｡

Nu1,7C,7d,7e
C-8 1)ゾ-ト会社に娯楽用施設として賃貸するのがよ

い｡
N〔17b

C-9 オート･キャソプ場にして区で経営するのがよい｡
N〔14

D その他

Na2:木の無い山は,羽のない鶏と同じ.

Na9b:木の大きくなるのを見るのは楽しいものです｡

Null:林道が共有林まであけば,山の利用もいろいろと考
えられるが｡

Nu12.'分割すると権利を失うものが出るので,共有のまま
がよい｡

Nn15b:私は冬山にて猟をしますので入山します.家の山

を問わず,木々の生育は楽しいもの｡

注 :現在の中山の ｢区有林｣は明らかに入会権に基づ く入会林野であ

るが,この地域でIも 従来より ｢共有林｣または ｢区有林｣と呼び

慣わしているため,本アンケートにおいても,その呼称を用いた｡

表3-7 回答者の年齢別構成比

階層 人数 構成比

75歳以上･･- -----･･3(+1):12.5%
65-74-･･-- ･-- -･-･6 :25.0

55-64-----･･---･7(+1):29.2
45-54-- -‥‥ ----･･3 :12.5

35-44---･･-･---･･2(+1):8.3
35歳以下‥---･-･-･･4(+1):16.7

合計 24(+4)人

注 :アンケート調査結果より｡( )内は女性,割合では女性の人数は

除いて算出｡

以上,表 3-7による年齢別構成比を参考としなが

ら,表3-6の内容を詳しく見てゆくことにする｡

まず,表 3-7設問Aについてみると,No.18は,

長年にわた り区の山林委員をつとめた関係から,現在

も義務出役の区人足以外に該山へ入山する｡N0.7の

世帯は,地元で茸の生産 ･販売をやっている関係上,

時折山を見て回る｡

そのような例外を除いて,全ての回答者が ｢義務｣

として,入会林へ入山していることが分かる｡これは,

この中山区における入会慣習が,まさに ｢生ける法｣

の如 く働いているものといえる｡

設問Bでは,回答がB-1とB-4に集中した｡つまり,

中山区の多数 ･代表的見解と見なすことができる｡

｢今現金収入に結びつかないのだから,共有林には意

味がない｣という回答肢を選択したのは1戸のみで,

他の20戸は理由はどうであれ ｢共有林があるのはよい

ことだ｣と答えている｡また,そのうちの16戸は,そ

の理由として,｢現在は現金収入につながらなくても,

将来にはきっと役に立つときがくるので｣を選択した｡

この回答によれば,まさに中山の区有林の存在意義

は ｢みんな｣のためであることにある｡それゆえに,

何時の将来かは不明ではあるが,やがて ｢みんな｣に

とって役に立つときが くるまで,｢みんな｣で,すな

わち区人足で手入れを続けよう,ということである｡

このような結果となったのは,先述の内容を総合し

て鑑みるに,その背景として昭和35年以降の経験が,

中山区民の記憶において,重きをなしているからであ

るといえよう｡いずれにしても,住民の現存する入会

林野-の期待感が存在するのは間違いないといえる｡

しかし,ここで見逃してはならない点は,B-1の回

答者と比較して,B-4の回答にでは,55歳以上の回答

者が数名,このB-4を選択していない点である｡中山

区において高齢者ほど,生活上の山林との関わ りが深

かった事から言えは,一見奇妙な回答結果にみえる｡

この点に関し,聞取調査をふまえると,そこには,

以下のような考 えが存在 した｡すなわち,自分たち

(高齢者)は,生活の必要から,子供の時分より山を利

用し,山に入った｡しかし,現在は,山で暮らす事は

ほとんど不可能であり,また,必ずしも今の若い衆が

そのような意識をもって人足に応じているわけでもな

い｡それどころか,ますます山から離れていく現状に

おいては,区の義務出役のようなやり方を何時までも

続けるわけにはいかないであろう,ということである｡

このような考えについて,次の設問Cの回答結果を

見るとさらによく分かる｡

設問Cは,通常抱いている気持ちや考えが表れやす

い,｢将来どうすべきか｣について尋ねたものである｡

回答結果をみれば,やはりC-6のような代表的 ･多

数の見解はある｡しかし,一方では,このほかの場合

の回答総計の方が多 くなっている｡また,この代表

的 ･多数意見と見なすことのできるC-6では,設問B

の回答の流れを受けた ｢区人足の継続｣を含めてある

が,｢植林はあまりしない方がよい｣という点で,全

面的な賛成 とはなっていない｡これは,つまり ｢植

林｣という語が,単なる言葉としてではなく,林業上

の作業過程である伐開,地ならし,植栽,夏草刈 り,

枝打ち,蔓きり,除伐,間伐,等の具体的な労働イメ

ージとして作用し,そのように受け止められたことを

意味していると考えられる｡したがって,中山区民の,
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総論賛成 ･各論反対的な考えがここに伺えるといえよ

う｡

したがって,以上にみられるような,現存する中山

区の入会林野の解体過程は,他の入会地と同様に ｢解

体-消滅｣契機を学んではいるが,一方では,入会林

野の立地という条件が,他方では住民の期待感といっ

たことに対応して構成される入会慣習が,それぞれあ

いまって現時点での入会林野の消滅に歯止めをかけて

いるのだ,という実態が本事例の分析から把握された｡

ゆえに,現時点における中山区の共有の性質を有す

る入会林野では,｢解体-消滅｣のベク トルがきわめ

て弱い状態にあるといえる｡また,現在と同様の林業

の経済環境が続 くという条件の下において,この ｢解

体-消滅｣ベクトルが強 く表れるとすれば,それは,

中山区の入会慣習を構成している世帯の相対的または

絶対的減少であろう｡なぜなら,入会慣習は,人間が

構成するものであるからである｡

(3) 小 括

『入会権の解体』等,本研究第 1章で扱った内容に

おいて述べられているように,資本の投下,労働の投

下,政策 (施策),法律などは,入会林野の解体契機

の主要因子として作用することが,本章の分析におい

ても確認された｡

特に本章であつかった事例においては,いわゆる

｢部落有林野林野整理統一事業｣の影響による ｢大正
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13年 中津村 村会決議｣が,主たる外的圧力として

作用したといえる｡また,その解体の道筋は,まさに

さまざまであるが,基本的な筋は,本研究の第 1章に

て定義を試みた ｢入会林野の解体｣に示した内容に,

当てはまっていると考えられる｡すなわち,本章で扱

った歴史的史料から,入会林野の解体とは,次のよう

な説明が可能となる｡すなわち,入会林野における古

典的共同利用形態が,その他の型態に転化すること,

その結果,さらに入会林野が消滅する場合も存在する

ことである｡したがって,このような入会林野の解体

過程では,古典的利用形態の他の利用形態への転化

(入会慣習は存続 し続けている場合)- ｢解体-再

編｣のベクトルと,入会地の消減 (入会慣習規制が消

滅する場合)- ｢解体-消滅｣のベクトルが兄いださ

れるのである｡そして,その入会林野の ｢消滅｣とは,

｢再編｣の究極の姿であるといえよう｡また,そのベ

クトルが,入会林野再編の究極の姿である ｢消滅｣へ

向かうかどうかは,最終的には,その入会地を支配す

る人間-入会集団の判断にかかっているのである｡

本章の事例では,今日の林業をめく･る環境の下で入

会地を消滅させることなく継続させているという事実

と背景から,そのような土地に居住してきている人々

の ｢自由と責任｣,あるいは ｢義務 と権利｣の関係の

あり方-の判断が入会慣習に集約されていることが明

らかとなった｡この点こそ,本章事例における入会林

野の今日的存在意義であるといえよう｡
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秦-A 中山区を主体 とする入会地の変遷

地目 山林 原野 G
入会の性格 S1数村入会地 2単独入会地 小共有入会 1数村入会地 G2 単独入会地

共有の主体 六ケ共有 中山共有 竹の沢共有 3ケ共有 他村-入会 G6中山共有

字名 大洞 大洞 竹の沢 家ノ元 大林 大林 落合人のうち 大林 下二越 ;

地番 7392 7393 7666-イ 7761-p 8297 8298-ィ 荊.焼ケ入.管ノ沢 8298-ロ 8390-p毒

面郡 町,皮,畝,歩 200,9,3,0 232,7,4,1 57.2,0.0 0,0,4,1 0,1,8,0 0.1,8,0 0.5,0,0 0,1,5,0:

質料名 年度 郡項

大洞谷炭焼税 明治12年 窯使用料規定

大洞谷共有山契約告 明治12年 山手米分担割合規定炭焼きは地元中山限り

山林共有契約告 明治15年 地券面に共有者名を記入山手米を金納にする税金分担割合利用慣行は従前の通 り 境界変更利用は慣例通り

山法規規約告 明治23年 禁則規制炭焼き山税1人 1年10銭徴収

炭焼事件示談契約告 明治26年 中山12窯,他区は全部で9窯利用規制

造林契約告 明治34年 :l造林;2町 3畝24歩:中揮村基本財産:として借 り受け;:成木伐採は村6分: 共有4分:借地料は支払わず昌 造林許は村負担

大洞山法規約総則 明治34年 全20ヶ条,利用規則共有者の範囲規定

大洞共有山諸稼登記簿 明治34年 下駄木取営業屈鍛冶炭焼営業届個人手形金支払い,中山郡務所扱い

中山入会山契約告 明治38年

約定告 明治38年 所有者高見へ使用料を支払 うこと利用規制,罰金,境界の確定

大林原野管理状態 明治44年 明紛16年個人名義を3区共有にする元地主に中山区20銭玉座共有者2区40銭を支払う共有者2区は利用に制限(権利関係は慣例の通り)



地目 原野 雑種地

入会の性格 小共有入会 小共有入会 単独入会地

共有の主体 上耕地共有 G4 竹の沢共有 中山共有

字名 寺社平 家ノ元 東ノ人 前ケ入 松原 松原 大手川端 聖クボ 豊クポ カトワラノサワ 道合 イナリナシ ケラガクボ ケラガタボ

地番 G37666-p 8099-p 8288-p 8292-p 8573-p 8375-p 8398-F2 8415-ロ 8424-p 8178-ド 7501-p 7538-p 8350-p 8350-′､

面積 町,皮,畝,歩 1,4,0,0 0,0,5,0 0,3,0,0 0,5,0,0 0,0,8,0 0,0,4,05 0,0,0,20 0,0,2,0 0.0,2,0 0,0.1,10 0,0,1,15 0,0,3,0 0,0,0,25 0,0,0,10

資料名 年度

大洞谷炭焼税 明治12年

大洞谷共有山契約書 明治12年

山林共有契約書 明治15年

山法規規約書 明治23年

炭焼事件示談契約書 明治26年

造林契約書 明治34年

大洞山法規約総則 明治34年

大洞共有山諸塚登記簿 明治34年

秦-B 中山区を主体 とす る入会地 の変遷 (中山区集会記録)

明治44年 地目 山林 原野 G2 G6

入会o)性格 数村入会地G 単独入会地G 数村入会地 G1 単独入会地

共有の主体 1 6ケ共有 2 中山共有 G5 他村へ入会 3ケ共有 中山共有

字名 大洞 竹の沢 竹の沢入 荊 大林 下二越

年度 資料名 その他の記載事項

大正 2年 中山協議録 利用規制(炭焼停止) 夏草刈入札 利用規制(炭焼停止) 入会慣行の確認

3 一部立木入札 夏草刈入札 一部立木入札 入会慣行の確認
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事
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4
73望冷
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5 炭木売却 夏草刈入札 他2区の入会権解除契約-470円出金

6 部落有林野整理のため利用規制 養革競売 部落有林野整理のため利用規制 入会慣行の確認

7 入札

8 利用規制(東部を森林地域,西部を農用地域) 用草の入札 入会慣行の確認

9 -個所競売-電灯費480円に充当

10 入会慣行の変更確認

ll 植林地手入れ(無償希望人足) 名義変更分割申込

12 統一整理委員選挙

13 所有の変更共有解除-村へ60町歩提供 個人有名義に移転登記 所有の変更個人分割 所有の変更売却

14 植林費-大林売却代金を充当 利用規制 利用規制 利用規制

15

昭和2年 ･植林 -町 5反歩

3

4

5

6

7

昭和25年

26

27 橋梁改修工事につき早急必要な現金は中山区林野会計より融通する

28

29 中山区日当200円

30

31
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32

33

34 区日当250円

35 区有林売却(立木) 道路計画区有林所得見積もりとにらみ合わせ

36 伐採跡値 約30町歩 自営造林義務人足 各戸 5工奉仕3工,有給 2工 (男500円,女350円) 区日当300円

37 水源かん養保安林編入下草刈,一般区人足で (総人足)

38 区日当500円

39

40 代表者名義 (3名)変更を検討 蚕玉祭 りを廃止

41

42 区日当600円

43 15町歩年〝植林すること 区日当700円

44 戸倉公団造林地下草刈作業は-工の範囲内で行 う 区日当男女別格差なし養蚕部廃止

45 区日当800円

46 林野手持ち金を定期預金化

47 区日当1,000円

48 大曽倉開発 (ゴルフ場)

49

50 開発協定書

51 区日当2,000円

52 登記-近代化法の適用申請

53

54 区日当2,500円

55 区日当3,000円
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別掲 史料-(ア)

信州大学農学部演習林報告 第34号 (1998)

｢村会決議書 中滞村役場 大正13年｣

議案第11号

部落有財産整理の件

本村部落有財産は別紙大正12年12月27日協定覚書に依

り整理統一するものとす

大正13年 2月19日提出

中沢村長名 ○○

覚 書

中沢村部落有財産は,左記の条件を付し本村所有に統

一し,従来の入会その他の共同使用の慣行は之を廃しす｡

左 記

第 1条 中沢村字大洞7393番山林反別200町9反 3畝歩,

同村同字7393番ノ1山林反別231町3反10畝歩計432町

2反 4畝10歩,

此の実測面積543町8反 4畝29歩の内183町8反4畝

29歩を高見本曽倉中曽倉の内下剤より,60町歩を中山

より,大正11年12月22日の協定に依 り本村所有に提供

する｡

字落合入7253番イ号の1の地盤接続地に於いて無償

にて本村有に提供し,残 り300歩は高見本曽倉大曽倉

の内下剤各縁故部落民に無償譲渡す｡

第 2条 中沢村字南入5639番の1山林反別89町6反 6畝

20歩,同村字南入奥野5640番山林反別90町歩,計179

町6反 6畝20歩,

此の実測面積415町2反2畝25歩の内207町 6反 1畝

13歩は菅沼,永見山の所有に名義を訂正し,同村字岩

ケ入及び粟尾平接続地に於いて無償にて本村所有に提

供し,残 り207町 6反 1畝12歩は高縁故部落民に無償

譲渡す

第 3条 中沢村字岩 ヶ入959番の 1山林反別74町 9反 2

畝 5歩,同村字実尾平960番の1山林反別 2町 6反 3

畝 3歩,計77町 5反 5畝 8歩此の実測面積101町 6反

6畝28歩を,将来土地の散逸を防ぎ部落縁故者の利益

を永遠に確保する為所有名義を村に移し,菅沼 ･永見

山部落の内本林野に関係を有する縁故民に貸与し,毎

年の使用料を1町歩につき金50銭と定め,其の貸借期

間を50ヶ年とし,満期毎本条に依 り継承更新す｡

但し本村他の全部落が各部落毎に此の土地に比較し,

相当の土地を本村へ無償にて提供 し,村は借地者菅

沼 ･永見山部落と協議纏まりたる時は借地権を解消す｡

第 4条 中沢村字荒神山444番原野反別28歩外192筆計63

町6反 2畝12歩無償にて本村所有に提供す｡

但し実測の結果66町歩以上の面積を算出したる時は,

其の以上の面積は離権し,縁故部落民の自由処分に任

し,若し66町歩未満の時は其の不足面積に対し1町歩

当たり56円60銭の計算を以て其の金額を本村有林施業

案編成認可の翌年に於いて本村基本財産に寄付す｡

第 5条 第 2条,第 4条に依 り統一したる林野は,其の

土地を本村所有に提供したる縁故部落住民に貸与す｡

但し,毎年の使用料は左の各号通 り定め,貸借期限

を50年とし,満期毎に本条に依 り継承更新し,借地者

より本村へ返地すへり申し出さる限りは村は之に対し

返地を要求せず｡

菅沼 ･永見山両部落は本村有林施業案認可の翌年よ

り, 1町歩に付き6円の割合を以て,金1245円を村に

納付す｡

吉瀬部落は本村有林施業案編成認可の翌年より以後

10ヶ年間 1町5反歩に付き金 1円の割合を以て,金44

円を村に納付す｡

吉瀬部落は本村有林施業案編成認可の翌年に於いて,

金4966円村に納付し,村は之を10ヶ年間,年 5分の重

利を以て利殖の上,使用料 1町5反歩当たり金 9円の

元資金とし,第11年日より其の利子を以て使用料に充

つ｡

但し借地返付の場合は相当元資金を借地者に交付す｡

第 6条 本協定覚書及び大正11年12月22日の統一協定書

により,本村所有に提出したる以外の土地,立木,及

び其の他財産は総て縁故部落民に交付す｡

第 7条 第 1条に依 り本村有に統一したる林野は,本村

制定する所の管理規定に依り,其の土地を提供したる

部落が組織する保護組合に保護を委託し,将来造撫育

する立木は知事の認可を経たる施業案により伐採し,

公売代金の2割を保護組合に報酬として交付す｡

但し第 2条,第 4条に依 り貸与したる林野を返地し

たる場合は,本条を適用す｡

第 8条 第 1条により本村所有に統一したる土地に現存

せる立木にして伐採すべき樹齢に達したるものは,盟

督庁の許可を受けて公売し,其の売却代金10分の7を

提供部落縁故民に交付す｡

第 9条 本協定に依 り統一したる村有林施業案を編成し,

認可を受けたる翌年に於いて,左の通 り本村基本財産

に寄付す｡

-金 424円 吉瀬部落

一金 169円 中山部落

-金3,900円 原 部落

一金2,339円 菅沼,永見山部落

第10条 本協定に依 り統一したる村有林施業案を編成し

認可を受けたる翌 年より起算し11年目に於いて,左

の通 り本村基本財産に寄付す｡

-金7,183円 大曽倉部落

一金3,453円 中曽倉の内上村部落

第11条 第9条,第10条の寄付金納付を怠りたるときは,

町村制第104条を適用し,一部に賦課徴収す

第12条 第 3条,第 5条の使用料,第 9条,第10条の寄

付金収納期日は本村会の定める所に依る｡

第13条 第 9条,第10条の寄付金は,本村基本財産に編

入し,元金は確実なる方法を以て保管し,他に流用せ

ざるものとす｡

右

大正12年12月27日

注 :(原史料 No.13)



入会林野の解体過程に関する研究

別掲 史料-(イ)

｢中山区 協議事由･可否記録帳｣ ;大正 2年3月新調

摘要 中川恒治 作成

大正二年

I5月24日 山之神祭りに於いて苅敷山ノロは5月31日

と定む

･7月13日 刑山夏草刈 りを入札し金六円三十五銭にて

竹村佐十に売渡し候事

･大正三年惣集会決議事項

･竹の沢入り及び大林の炭焼きを大正 3年 5月20日限り

停止す

･自今共有山の樹木は時々検分の上小部分に限り競売に

附す

･薪は従前の通 り一戸当たり1カ年二間を限り伐採する

ことを得,但しウラ木まで親切に集めること(中曽倉と

共有の箇所は此の限りにあらず)

･共有山に於いて用材を伐採せんとする場合は其の必要

なる事由を区長に申し出ること

･大正三年旧三月五日惣集会決議事項

･七月八日刑山夏草刈入札に附し金五円〇二銭にて竹村

君太郎殿に落札す

･大正三年十月十四日午後六時より惣会を開く

･該事由 竹の沢入共有山の内日向南は二十五戸共有山

を境とし北は日向萱嵐を上-尾根を大曽倉区土地境へ見

通し大林の峯下は平の道を境此の筒所内の立木を競争入

札を以て苗に高札売却す

此の売却代金二百三十円五十銭也は買い受け人滝沢武右

二門氏なり

･大正四年

･五月廿五日例の通り苅敷山ノロを旧四月廿日と定め,,,

･大正五年

･三月三十日夜惣集会に於いて今回公有林野整理に関し

整理委員四名を置き,一日日当金五十銭とす

･五月一日夜惣集会にて決議 公有林野管理実権を村長

にうつすことを委員一任する事に決す

･五月十六日夜惣集会を開く｡竹の沢人の炭木を売却す

る事を決議し売却立木の見分し代金を附す事議す｡山見

分人若しくは区長代理者山惣代に-任す

･七月六日蚕玉祭り際剰山夏竹刈 り入札附し代金三円0

五銭にて北洋円蔵君売却 ･七月七日惣集会の際役員判断

金百八十五円を上耕地にて出金なす事を承諾し区内中に

て三百十五円を出金し合計金五百円也を整えて内金四百

七十円を中曽倉 ･本曽倉両区-支払い両区の大林共有権

利を解除なきしむ｡右は七月十一日相互の挨拶により委

員会に於いてこれを決定す

事大正六年十二月廿六日午後一時惣集会を開く｡決議事

項左の通り

･部落有林野整理のため今日まで字竹の津入り並びに大

林の二カ所共に入山停止の所整理決了に至らざるにつき

共有者の希望に依り毒草薪材を前記二カ所の毒草地域内

に於いて伐採することに決す

･薪-毎戸に付き二間迄とし長さ二尺五寸以内にてウラ
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木迄親切に伐採すること･境界は 竹の揮入りは流しを

境として日向を養竹地とす 大林も同じく流しを境とし

日向を養草地とす ･右決議事項は整理終了まで

･大正七年

･七月十三日 剤山善竹を競売に附す金三円にて竹村佐

十高札により落札をなす

･大正八年

･七月十日 パラ山の原を入札にて竹村長重に売 り渡す

此の代金三円五十銭也

･十二月十六日 中山共有名義の土地七千六百六十六番

イ号字竹の沢山林測反別六十一町三反九畝二十三歩の内

管理区分設定の為 左の人名登山をなす

･(区長,代理者,山議員,整理委員,郡技師 氏名)

･前記の土地の内 森林地と農養地との区域を定む 頭部

は三角点を界の起点と定め下は川流私有地境を起点とし

て東部を森林地域と定め西部を農養地域と定め閉山なす

･大正九年

･旧正月二十一日初集会を開く 決議事項左に :竹の沢

入 り日向平の重野南久保-カ所競売に附し代金は電灯費

に充当する事 :萱苅之義は本家丸プキを為すものには刈

り取る事を許す 丸ブキ無き時は明け山を以て刈 り取る

辛 (鉛筆で×)

･七月十日:刑山用草ノ入札を成す 落札北沢定太郎氏

代金三円五十銭

･七月廿七日惣集会決議事項 :竹の沢入日向平茸野南久

保-カ所競売に附す期限大正九年より同十一年十二月迄

と定む 価格四百八十円瀧沢作虎氏に売却す 右代金は

九年十二月迄に支払 うとす

･十一月十六日:決議 :竹の沢入萱野に関する大正九年

初集会の決議を取り消し従来通 りとし秋休みの後六日目

に山ノロ明ける事と定む

･十一月二十二日決議 :重野下り峯より三角点に至る迄

のかなぎを競する事に決す 同二十五日競売に附す 結

果 武右衛門氏に金五十一円五十銭にて落札をなす

書大正十年

･四月廿日惣集会結果 :大日影学林地の南部北向きの地

にある立木の濫伐を禁じ之を以て道路の修繕費或いは道

路の被横修繕材に充つるものとみぎ決定す (該地域略

図を示す) :竹の沢入 り夏草採収変更ノ件 従来竹の入

共有より抹草はり刈の処大正九年竹村岩 (班)区長の時

惣集会の結果其の期日問採草は刈干なり各自自由に採草

するものと決す 右記録帳に記載無き故更に亥に記す

･大正十一年

･七月十七日:区会 :竹の沢入植林地手入れに関する件

七月十七日人足を以て薮きりを為したる所希望者を集め

無償にて切 り取ることに決議す

･十二月十八日:刑山名義変更引き受の件 評J山の件は

明日直ちに五ヶ区の事務所に向かい該山を分割し一部を

中山共有の名義に帰する様申し込む事に決す

暮大正十二年

･二月五日:惣集会 :共有山統一整理に付き委員選挙を

行 う (五人の人名右日当一日金一円と定む

･七月十三日:村集会 :統一整理に付き村の名義を移す
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箇所を定める件

字竹の沢共有山を整理統一する箇所と定む

事大正十三年

･一月廿八日:区会 :竹の沢入損木売却期限大正十三年

旧三月末日迄延長する事に定め志意金十円を徴収し此の

金は区有金に積み立つる事に決定す

:大洞谷字水呑場立木売却代金割賦金は大洞谷加入者積

立金として保存する事に定む

･大正十三年 (時)萱刈は後日の事に移す 事由 (統一

問題に就き決議未定なれば)

･七月十四日:惣集会 :今 (香)六ヶ共有部落有林野整

理の為め中山は大洞谷より六十町歩村へ提供せり 残余

の部落有財産処分方法に就いて研究す,残余部落有財産

土地 :協議所宅地 :下二越 :大林 :竹の沢入 ;協議所宅

地は個人有名義に所有権移転登記を為す事とに可決す :

竹の沢人は個人有名義に移転登記をなす事に可決し此の

管理方法は後日に於いて施行案を作成するものなり:大

林は全部個人々に割 り当てる事に決す :下二越は売却す

る事に決す :以上 竹の沢入 大林下二越は同時に禁伐

とす ;林野統一に関し一人に対し壱町五反歩宛まで村-

提供せLも提供の土地無き時は一人分金八十四円八十銭

年賦なれば二百二十五円出金すべきものなり

提供土地無き者 (3人人名)は合致し武人分を出金せし

むる事に決す 此の三人合致して武人分を出金する事由

は数年間竹村藤介氏不在に付き現住者の列に加わらざる

ためなり:同合に於いて上耕地総代より大正五年七月七

日惣集会の協議及び議決事項中記録にある上耕地より特

に出金しある百八十五円に対し大林の割方を如何にする

やの質問ありて之を協議に附せLにその出金の理由判明

せず物議交々の際その時の区長及委員の方より其理由は

其当時中曽倉,本曽倉を解除の際境界の異同に種々の誤

諺,相互相-致せざる事等云々の事惹起し之らを解決し

たるため上耕地は百八十五円出金し其界は其俵の姿勢を

維持せしめたるものなる事明瞭したるにより上耕地総代

より議案取り消しを申し込みありたるに対し之を採用し

取り消しと可決したるに付き前大正五年七月七日よりの

二件は同時に玄に取 り消したるものとす

･七月十九日:大林学林地籍は個人共有名義となし来年

十四年度より向こう二十カ年即ち大正三十三年迄とす

(同夜決議)-此の件取 り消し 大正十四年一月十二日

惣集会

･九月二十六日:総集会 :決議 :大日影共有山売却代金

は共有者に分賦す (但し既往共有山統一整理費及び該山

諸経費は之より除く) ;大林は十日区長総出の上見分し

処分法を構ず

･十月十九日:大林地籍見分を兼ね竹の沢入共有 大林

共有 両地の私有地の境界立てをなす 午後一般区民大

林立木を熟見し処分法を講究せり其の決議は大正十三年

より禁伐せし箇所の立木は売却し該代金は割分け伐採後

地所を割当つる事 其の下部即ち今迄養草地籍は其の際

個人々に割 り当つる事

･十一月二十五日:秋祭 りの際竹の沢入萱入札に付す

高札者竹村佐十

金八円五十銭落札す

暮大正十四年

･一月十二日:総集会 :決議 :林野統一整理に付き生じ

たる金即ち 大日影売却代金二千三百三十二円三十五銭

大林売却代金の三分金四百十二円o五銭此の売却の内の

保証金八十円 竹の沢入十三年度萱入札にて売却代金八

円五十銭 は共有権利者に分賦する事に決す (但し 統

一に関する整理費及び諸費は此の金額より引き出す事に

決す

･二月四日:大林農林地籍は競売の結果金二百二十五円

にて揮 (むら)和市氏に落札す (代金支払期日,大正十

四年九月三十日)

･二月十三日競争入札す :最初に於いて木炭の入札をす

其の結果滝津作次氏に壱〆匁二百参銭にて壱百四十〆契

約す

･三月六日:区会 :(区会議員氏名) :中山区規定及び

細則審議の件 右の件に依り区規定全般に渡 り綿密に逐

条審議せし処惣会を召集し然る上に於いて確定議決する

事に決定せり

･三月廿二日:惣集会 :中山区規定 ･細則確定議決 ;竹

の沢入鴨居差し平にある鍛冶炭用枯木競売に附す

･八月十二日:区会 :決議事項 :竹の沢林野植林費支出

の件 大林立木売上代より支出し新加盟者二名より現金

にて戸数割 りを徴収する事 :大林立木売上代金の内大凡

二百を分割費として残し残余は全部分割する事

･九月三十日:惣会 :大林立木売却金壱千五百九十八円

五十銭は既に分割し,残余金一千百六円四十五銭の内

百十二円五十銭分 教場基本金として繰入れ差し引き残

金 九百九十参円九十五銭の内 二百円を整理費として

残し 残余の金額を十月納税の時分割するに決す ;竹の

沢入林野整理枯木売却代 金五十五円八十銭 内十九円

七十七銭の植林費を差し引き 残金三十六円九十五銭区

長保管 トス ;大林岩下立木売却の件 大岩下分割残地に

有する立木競売することに決す 期日は追って確定報告

す :竹の沢入萱野売却の件 萱野は本年に限り萱野全部

を競売に附す事に決す

･十二月三十一日:惣集会 :字林地代一戸当金六円 四

十戸計二百四十円は去る大正十二年五月決定故 渡し金

は先年大洞山立木売却の際割渡したる金約百円 残余は

区有金積立金にて出す事にし来る一月一日報告すること

にせり

暮大正十五年

･二月二十日:区会 :林野管理員より植林の申し込みあ

るに対し之を容れし 植林費より之を出すことに決す

当重野の萱売却代金は此の為植林費に充てる事に決す

･十二月十三日:区会 :(林野整理代金,三名に区が定

期利子で貸付すること)

･昭和二年

･一月十四日:区会 :大林剰余地分割に関する件 大正

十三年分割せる残余の土地分割を昭和二年春期分割する

事に決し分割委員四名選挙の結果 (四人氏名)

事昭和四年

･一月十四日:惣集会 :大洞山に関する件 中山区にて
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村に提供せし大洞入林野に付き村理事者は無立木地とし

て村会に提案せLに此の都合の事故あり撤回せんと聞き

極力立木地に編入する様運動を起こす事に決し,委員四

名選出

･八月二十五日:惣会 :大洞谷中山提供地に対する立木

地無立木地確定の件 大洞谷当区より本村に提供する提

供地中立木地無立木地の区域村再三に渡 り接衝の結果去

る十日立木地五分無立木地五分とし其の位置は中山区の

随意選定の事となり義に惣会に図りたる処満場意義無く

回答する事に決す

･十二月二十一日:惣会 :旧大洞入林野内中山区提供地

域の立木無立木区画制定の件に付き両者は数回に渡 り接

衝の結果当中山区は立木地三十町歩を得て事亥に落着せ

り 此の間に於いて経費金八十二円二十銭の割賦方法は

去る一月十四日の惣会の決議に基づき中山区内戸数割当

て徴収をなす然る上は大正十二年協定後の新戸と錐も該

残に対する総ての義務も亦権利も同等なるものと苗に総

会決議す

･昭和五年

･二月七日:集会 :(今回より区会を廃止し協議事項は

総て惣集会とす)

･四月八日:惣集会 :報告 :大林分割地状態報告の件

大林分割地は台帳面の反別に図面対照上均衡に不当なり

とし伊那税務署に於いて実地要望せられたるに新たに区

に於いては塩沢林業技師に依頼し実測の結果 字大林八

千二百九十八番口号は実測反別十二町五畝二十五歩 字

大林八千二百九五番は実測反別十五町七反歩ありたり区

は今後税務署との応対に村長に一任する事とせり

･昭和六年

･十一月五日:惣集会 :竹の沢入共有山林一部炭材売却

の件 炭材買い受け希望の者区に申し出ありたるに付き

協議に附し左の如く決議す 箇所 :日影樽付近 面積 :

五六丁歩 但し,明後七日区の役員登山の上査定し同日

午後現場に於いて希望者の入札に附す

注 :山林に関する記述の摘要 (原史料 No.14)

別掲 史料-(ウ)

｢中山区協議録 昭和二十五年一月以降｣摘要

･S/25

･12･25:総会 :協議の結果林野に関係せる予算は今後

林野特別会計に於いて取扱うことに決定す｡

･S/26

･1･7:竹の沢入共有山売却の時期及び面積,場所は役

員一任として売却する事に決定

･2･15:木炭倉庫二カ所を前提とする条件のもとに設立

と決定

･10･8:学有林設置に関する件 関係部落 (大曽倉)に

於いて学有林設置に賛成する場合は中山も之に同調し山

柿-町歩を提供する事に決定す｡位置は後日決定の事

･11･29:学有林設置に関し位置決定の件 審議の結果

大洞入共有山の一部 (-町歩)を提供する事に決定

～S/27

･4･10:総会 :石見堂橋梁復旧改修工事に関し-工事費
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の早急必要な現金は中山区林野会計より融通する

･S/29

･1･5:中山区日当-工二百円と決定する 一人平均三

工を中山区の義務人工日数とする

事S/31

･12･12:臨時総会 :区規定内規の内 道路に関する規

定につき道路改修並びに修理の場合潰地は左の基準に依

り買収するものとす

宅地 :坪米六升 畑 '.坪米一升五合 原野 :坪米七合

田 :坪米一升五合 畦畔 :坪米一升

･S/32

･12･26:総会 :区有林売却については三十二年度役員

が下検兄をし,その状況を総会に報告し決済を受く

IS/34

中山区日当を250円とし1戸平均二工とする事

IS/35

･1･12:中山区有林売却の件 竹の沢入区有林 青木及

雑木の売却を決議す 年内中に確信の出来得る白木屋と

交渉を当役に一任す 尚道路及造林計画を樹立する事

造林計画に就いては後日森林組合より井出さんを招き説

明会を開き其の上に立って計画を進める事

･2･1:臨時総会 :竹村 ( )氏より提出された道路

網診断__,役員提出の道路計画に基づき尚区有林所得

見積もり金額とをにらみ合わせ,戸倉の区有林売却を審

議す :売却地,戸倉日向池より山頂まで,それより右日

影全部売却 :尚右売却地を県行造林とす :右決定す :尚

所有者氏名変更の件,良く研究課題とし最も適当な処に

変更の事

･3･15:臨時総会 :区有財産名義変更の件 諏訪者名義

に全部変更することに決定

･S/36

区日当300円に決定

･1･12:総会 :竹の沢入共有山伐材跡地植林の件 まだ

研究の余地あるに就き今後研究して決定す

･2･14:総会 :財産区統合に関する件 協議の結果当面

に必要な施設並びに負債を出来得る限り織り込んで交渉

を ( )ひ均等割りだけ市に移管し県行造林を主として

残す様要望する事と決定す ;竹の沢入り共有山について

竹の沢共有山伐材跡地約三十町歩を自営造林に決定 之

に要する人工は義務人足各戸五工とし三工を奉仕とし残

り二工は有給とす 尚日当は男500円 女350円とす

･S/37

区日当を400円と決定

･1･13:竹の沢共有山植林に関する件 役員が春登山を

して現状をみて植林地を定めて行 う事に決定す

･5･24:総会 :大林林道に林野区有金定期貯金融資につ

いて詳細協議の結果額面の最低のものを融資する事に決

定す

･7･13:総会 :竹の沢共有山を水源滴養保安林編入につ

いて 研究の結果保安林に指定依頼を決定す :加納及び

竹の沢共有山下草刈 りについて 話し合いの結果加納は

八月十日前竹の沢は下見分して人員日時を決定す 竹の

沢は七月二十五日前後とす
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･7･22:総会 :戸倉下草刈 り日時決定の件 日時七月二

十六日午前七時渡道へ集合 雨天の場合は順延 戸倉の

人足は一般区人足に切 り替えることに決まる

･7･29:臨時総会 :加納,竹の沢入共有山を水源演義保

安林編入の件 細部に渡り研究の結果保安林に申請する

事に決定しました

･8･7:臨時総会 :議案竹の沢共有山三十八年度植林地

の整地を今年度中に総人足で-工宛作業することに決ま

る:議案竹の沢入延堤建造については道路は竹の沢地籍

を通って開設することに竹の沢全員で話が決まり竹の沢

代表より区に依頼があり区総会で協議の結果竹の沢の依

頼通 り決まり森林組合へ申請することに決まる 但し測

量については何処を道が通るとも地主は土地 (屋敷一切

を含む)に関しては一切異議の申し立てはせず測量技師

に一切をまかせる事に竹の沢全員で決める

･S/38

･1･15:総会 :昭和三十八年度区日当を500円とす :竹

の沢入林道は区役員にて委員を選出する事に決定す 費

用の捻出法は戸数割り6歩 賃貸割 り4歩とし潰れ地は

農地は区規定により山林原野は提供する事に決定す,読

木は役員に一任す,堰堤じきは提供とす

･1･22:臨時総会 :竹の沢林道は白紙にかえし新たに竹

の沢の申し込みを待って役員を選出する事に決定す ;芦

大林林道について 芦より林道の費用を竹の沢並戸数割

り六歩戴きたいと申し込みありたる件は後で話し合いを

する

･4･24:臨時総会 :先に決定せる竹の沢農林道は一部変

更し戸数六歩受益者三歩賃貸一歩とし受益者の会合を開

く事に決定す ;戸倉共有山代表者名義変更の件は今後に

考える:戸倉造林小屋不必要に付き竹村源吉氏に話し合

いをして之を竹村氏に帰す様にす

･7･13:臨時総会 :竹の沢林道工費236万八千円に決定

す ;戸倉山共有登記を行 うことにし代表者は役員にまか

せることとすることに決定す

･S/39

･1･12:総会 :大洞区有林買却の件 役員一任にて買去

する事に決定する

･2･15:臨時総会 :大洞入り立木売却の件 43万円にて

(赤平)良人Lに売却の件承認する

IS/40

･1･13:総会 :戸倉,檎,唐松,最も良き機会に売却す

る事に決定 ;竹の沢戸倉に通づる道路区人足にて造る事

に決定 :大洞入学友林間伐実施と決定 ;恒例の蚕玉祭り

を廃する事に決定 :大洞植林の件,役員に一任

･2･25:臨時総会 :戸倉山共有地登記に関する件 今迄

の三名の登記についての研究は役員に一任し見通しがつ

いたら総会にて決定する ;借受金に関する件 造林地担

保にて借入金に関しては森林組合と共に研究をして見て

借 り受けるかどうか決める

IS/42

本年度の区日当は600円とす

事S/43

本年度の区日当700円と決定

･10･15:戸倉滝上15町歩植林について区の人足に依 り

年々植林する事に決定す

事 S/44

役員選出の件 養蚕部を廃して別に部会を作って役員の

選出をす

･1･1:集会 :本年度の区日当は700円とするが本人が出

れない場合は責任を持って代人を出すこと:男女別の賃

金格差はしない事に決定す

･1･23:臨時総会 :森林組合統合による設立委員の選出,

中山,大曽倉で一名

I･｢協議録S/44年2月以降｣

･市道竹の沢線の潰れ地の清算は林野より借 り入れて支

払いする事に決定す

･6･15:臨時総会 :戸倉公団造林地下草刈り作業は-工

の範囲内で行 う事に決定す

～S/45

･1･1:初集会 :本年度の区日当は800円とする

･1･13:通常総会 :林野手持ち金定期預金にすることに

ついて :役員に任せることにするから検討の上定期化す

る事 ;財産区管理委員任期満了により大曽倉の人に後任

として依頼す

･7･9:代議員会 :戸倉下刈について :19日に共同事業

の形態で全戸で行 う;戸倉林道修理について :13日人足

9人出して修理する

･12･26:秋期総会 :林野会計 :帳尻金額41万9千117円

也 外に定期五十万円也 ;山振法について区長説明 (良

道について,協議所新築について)

IS/46

･1･1:新年会 :区日当800円と決定

･1･14:総会 :中山区民所有他区賃貸負担の件 :他区に

ある(良)遺田畑山林について今年より区の通常経費に賃

貸負担をとる事に決定

･12･26:総会 :保育園改築の件 :大曽倉と合意の上で

唐山の材横全部を出して市に陳情し地元負担を出さなく

て新築できれは新築することに決定

･S/47

1･1:区日当1,000円とする

1･16:通常総会 :東部保育園存続の件並びに協議所新築

の件,避地指定を受けられた場合協議所新設も同時可能

であるが指定不可の場合は山振法による同時建設は不可

能である,山振法による巻き換え建設として保育園を優

先する,審議に当っては大曽倉 ･中山両区の当役がこれ

に当る

･10･10:代議員会 :保育園新築経過報告 :400万工事費

全額補助設立決定 :中山公民館新築敷地及び資金につい

て ;敷地については総会にはかり決定のこと,資金は唐

山林素材の充当研究必要を認め総会にはかること

･12･12:代議員会 :保育園建設経過報告 :唐山林雑費

充当について大曽倉協同伐材人工により資金確保

･12･24:総会 :保育園経過報告 :唐山林60石余伐材充

当 ;唐山林利用について大曽倉と話し合って利用する

事 :大曽倉開発について地区を挙げ研究す 大勢は実施

方向である
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･S/48

･1･1:新年会 :区日当1,000円

･1･15:通常総会 :区賦課金割方法の改善の件 :現行戸

数6分賃貸割4分を戸数,賃貸,所得割を含め三本立位

とし役員会にて研究,総会にて決定する事｡

･3･23:臨時総会 :大曽倉開発に伴う委員送出の件,名称

を開発対策委員とする区より5名役員7名計12名と決定｡

･3･28:第一回対策委員会,説明会｡浜崎社長以下 3名

来区,大曽倉担当畑野氏｡

･6･17:代議員会 :大石開発について

･7･13:代議員,対策委員合同会 :道路改修の件今後の

生活面での行政指導のお願い測量は現道路幅員 7メー

トル50の基本線で進める工事責任は大有会社に置く立ち

入 り測量は総会を持って決定要望 災害補償の裏付けを

する

･7･6:臨時総会 :西伊那線改修工事の件,大曽倉開発

について説明要望あり,委員長より経過報告を行 う立ち

入り測量については地権者の了解つかず待避所を作るこ

とで結論をだす河川の取 りいれ口の改修工事を要望水害

補償の件

･S/49

･2･8:総会 :伊那西線の回収について :大有より社長,

市より課長,係長課長より伊那西線について説明あり,

社長より説明あり,区長より区の内部事情説明する,大

有の内部事情の説明説明,ゴルフ場,スケート場式を通

じて遊べる場所を作る,道路改修について道筋について

調査するよう課長より発言あり｡地権者の意見を調整し

た上で琴を運ぶ｡今後の対策として委員会を構成する｡

･4･10:役員会 :保育園の水道修理について,共有木よ

り当てる,森林組合よりのお礼を当てる ;大石開発より

大曽倉の山を買いたいとの報告 ;戸倉山林の手入れにつ

いて ;竹の沢の道路の負担金の支払方法について,唐山

共有林を大曽倉と話してみる,出来ない場合は徴収する

方法をとる;大有開発の件について四月七日事務所へ話

し合いにいく,各役員出席,替え地を出来るだけ用意す

るので杭をうたせてもらいたい

･5･12:総会 :開発について :中原道路については条件

より除外する,ゴルフ場の山の方向について,5･3委員

の人達が事務所へ出向いた際再度芦山の一部を欲しいと

話がある｡中山ではあくまで市を通しておこなう｡5･8

市より協力方のはなしあり,中山地籍への開発の是非に

ついて,開発についてあらゆる角度より研究するO

･7･28:区総会 :大曽倉開発について :区長より説明案

に基づき協議｡協定書に基づき全体会議に入る｡第 6条

事務費 として3,000万円協定締結と同時に支払 う｡第 5

条の5については会社は水の協力として協定締結と同時

に水利組合に2,000万円を支払 う｡ :大有開発より中元

に酒二斗もらう:区長より水利組合を作 り役員を作るこ

とを提案あり｡水利については完全に井に水が引水でき

る様に会社が施設を作った場合金の面はもらわない場合

はある

･S/50

･4･4:総会 :ゴルフ場等開発に関する協定書(寡)の件
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対策委員長報告説明 :用水の件については汚染等のこう

が井の心配の有るため会社の示した金額では協力出来な

いので会社と再協議することに決定｡事務協力費の件,

500万位要求｡道路の件,道路委員会決定事項,待避所

設置｡

･4･21:総会 :ゴルフ場建設等開発に関する協定書の

件 :水利の補償金額800万円,区内に対する協力費300万

円と卓球室 (四問四方),契約の時手金をいくらか入れ

る,七月末日までには全額を入れる,協定書3冊市,大

有,区｡道路の件 :待避所12カ所ぐらい大有が造る,協

定書は5月上旬に行 う｡

･7･1:臨時総会 :大有開発と協定書の調印の報告

･12･25:決算総会 :大有協力費200万円のうち利子は一

般経常費に充当していく;林野会計報告 貯金通帳,区

の経常費に来年度から繰入れる事に決定

～S/51

･1･1:新年会 :区日当2,000円に決定

･9･14:総会 :開発に伴 う県道西伊那線の中山地籍全面

拡幅についての大石開発と取 り交わす覚え書き原案につ

いての討議 ;ゴルフ場汚水処理について 風巻下の道路

わきにタンクの設置を認める,覚え書きを取 り交わした

中での条件にかなうこと,一日約30トン (タンクロリー

15台分)

事S/52

･1･16:総会 :協議事項 :構造改善事業,林道について

-作業道,国5乱 県2,市 1｡前向きの姿勢で事を進

める｡ :区有林登記の件について,この際関係機関-お

願いして行 うことに決定｡

･S/53

･区日当2,000円,竹の沢林道区人工にて手入れする

･S/54

･1･1:総会 :区日当2,500円に決定 ;区費徴収に関する

件,区費総額を戸数割 りにて全額徴収と決定,尚,徴収

方法については年5回の分割徴収方法と決定

･3･18:代議員会 :駒ヶ根森林組合理事,一名選出につ

いて中山大曽倉二部落の申し合わせより滝津幸雄氏の後

任として大曽倉より下平光男氏と決定,中山区としても

これを承認

IS/55

･1･1:新年会 :区日当3,000円に決定 :林業構造改善事

業について今後も研究する

IS/56

･区日当3,000円 :

･財産目録 :279万4,963 農協定期

4,228 農協定期

1万3,331 農協定期

51万7,869 農協定期

･人工整理 :総人工87.1平均2.5不足人工2.1 6,300円

･S/57

･区日当3,000円

注 :主として山林に関する事項を適用したが,当時の入会林野を巡

る開発の状況が分かる点が参考となるので省略せずにしてあるD

(原史料 No.15)
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第4章 入会林野の課題と入会林野の解体過程

一長野県下の入会林野と地縁団体法人化-

【1】 第 4章の課題と方法

第 3章では,長野県駒ヶ根市中沢地区の中山区入会

林野を対象として,その解体過程を明らかにした｡そ

の歴史的な解体契機は, 1つには,地方自治法による

行政村の設立 と,それに伴 う公有林野整理統一政策

(部落有林野整理統一事業)という外的圧力であった｡

こうした圧力は,この中山区のみにおいて起きたこと

ではなく,第 1章で述べたように,当時の入会林野に

おいては一般的な状況であった｡

そして,入会林野の主体たる部落住民は,その圧力

に対し,何とか自らの権利を守ろうとして,その所有

名義を個人名や数名代表者に替えたり,行政村に対し

て,｢縁故住民の特権｣を認めさせるなどの防衛策を

講じてきた｡

その後,そうした事に加え,地方自治法上の財産区

設立や,それに係わる旧慣使用権が法的に認められる

時期などを経るなどして,さらに書類上から入会林野

であることを判断することが困難となってゆく度が増

していくことになる｡したがって,入会林野の存在証

明のための必要条件として,｢入会慣習｣の存在とい

うことが相対的に高まっていくことになるo

そのような,基本的に入会林野を含む山林原野の

｢新陳代謝｣が盛んであった時期 とは社会経済的環

境 ･背景が異なる現代において,地縁集団の法人化を

認め,財産登記を可能とする地方自治法260条の2が

平成3年に創設された｡

長野県下では,平成 4年度に認可地縁法人の数が5

団体 (4市町村)であったのに対し,平成 7年4月1

日現在では138団体 (37市町村)と急速な伸びを見せ

ている｡ その一方では,形式上の登記名義と実質的

入会権利者が轟離する入会集団が,入会林野整備事業

を導入して権利関係を整理することをせずに,地縁法

人化を指向することの是非が問題となっている｡なぜ

なら,入会集団は,まさに特定の地域に居住する事が

慣習において定まっている,地縁集団であるからであ

る｡そして,長野県下では入会集団を母体に含む認可

地縁Eg体法人が現実に存在する.

すなわち,従来の入会林野が経た歴史的経験として

の解体過程では ｢行政的圧力｣対 ｢住民の権益｣(入

会権公権論対入会権私権論)という対抗関係的な構図

がみられたのに対し,現代では,一般にそのような対

抗関係はみられない (但し,地役の性質を有する入会

林野である公有地上の入会林野や,財産区などでは,

いまだにこのような対抗関係が存在する場合もないと

はいえない)0

つまり,入会権は民法上の物権としての私的財産権

として規定されていることに加え,入会林野の解体過

程における ｢解体-再編｣のベクトルが,従来とは質

的に異なっている点が新規の現象として観察されるの

である｡しかし,こうした認可地縁団体法人と入会集

団との関係についての実態把握に基づく研究は行われ

ていない｡

そこで,｢入会林野利用の型態が生産様式や社会関

係の変化に伴って変貌する｣とする立場から,入会林

野の解体過程における ｢解体-消滅｣および ｢解体-

再編｣あるいは新たなベクトルを検出し,その歴史的

または今日的な意義の検討を行 うという本研究の目的

に則 し,本研究の課題 ｢入会林野の再編に関する今日

的動向の把握と検討｣は,本章において ｢地縁団体法

人化に関係する入会集団について,長野県林業課経営

係の協力を得た実態調査の結果を含めた分析 ･検討を

行 うこと｣と具体化される｡

したがって,第 3章では,入会林野の解体過程の把

握と検討を,やや歴史的側面に重心をおいて展開した

のに対 し,本章では,今日的側面に重心をおいて展開

するものである｡

【2】 入会林野の問題と近代化法

(1) ｢入会林野の問題｣とは何か

入会林野の近代化をうたった林業基本法制定に前も

って,実態論的調査 ･研究による議論が喚起された(1)0

その成果は,今日では入会林野に直接的に働きかける

法律 としてほ最後のものとなる,1966年 (昭和41)施

行の ｢入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関

する法律｣,いわゆる ｢近代化法｣に反映された(2)0

そのため今日では,この ｢近代化法｣の作用を無視し

ては,入会林野を対象とする研究は行えないといって

も過言ではない｡そして,その制定の経過等について

は,本研究の第 1章で述べた｡しかし,本章の課題と
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の関わ りにおいて重要であるので,入会林野集団と

｢地方自治法260条の2｣(3)を法的根拠とする地縁団体

の法人化 との関わ りを論じるにあたり,ここでは主と

して中尾英俊の整理にならい,｢近代化法｣制定の背

景であった ｢入会林野の問題｣について明らかにして

おくことにする｡

まず,｢近代化法｣の出発点は,｢入会権であること

によって,林野の利用上問題はある｣(4)とい う認識で

あった｡すなわち,入会権は,ほかのいわゆる近代的

な権利 と違った特徴を持つために入会林野に係る権利

関係においていくつかの問題を生じ,それが林野の高

度利用に障害になっていないとはいえない,というこ

とである｡そのような前提となった問題とは,具体的

には以下の点が挙げられる｡

(∋ 登記名義問題

入会権を登記することができないために入会林野の

権利関係に様々な問題が生じている｡例えば,入会権

そのものの存否が争われたり,また,入会林野の土地

所有権が,真実の所有者の入会集団-部落の名義で登

記できないために未登記であったり,登記されていて

ち,登記上の所有者と入会権者が一致しないため,混

乱が生じる場合である(5)｡すなわち,

(ア)ある入会林野が入会地であるかどうか,入会権が

存在するかどうかがしばしば争われる｡地役入会地に

おいて,地盤所有者と入会集団との間で入会権が存在

するかどうかが争われるだけでなく,共有の性質を有

する入会地においてもそれが入会地であるか個人的共

有地であるかが争いになる｡

(イ)入会林野の土地所有権は,真実の所有者である入

会集団-部落の名義で登記できないため,未登記のも

のが多く,登記されている場合も登記上の所有者と実

質上の共有入会権者とが一致しない場合がきわめて多

い｡そのため入会権者の範囲や,登記上の所有者が入

会林野に権利を有するかどうかについてしばしば問題

を生ずる｡

(ウ)それだけでなく,このことは入会林野の利用上障

害を生じている｡つまり,入会権者に育林や開墾の資

力が不足する場合,その土地を担保にして融資を受け

た り,契約により第三者に分収造林をさせる必要があ

るが,融資を受ける場合融資者である金融機関はその

林野に抵当権の,分収造林の場合はその林野に地上権

の設定と登記を要求する｡地上権も抵当権 もそれを登

記 (乙区の登記)する前提 として土地所有権の登記

(甲区の登記)を必要とするから,土地所有権が未登

記の入会林野は地上権,抵当権を設定する者 (すなわ
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ち土地の所有者)と登記上の土地所有権者は同じでな

ければならないから,登記上の所有者と共有入会権者

ととが一致しない場合にも地上権,抵当権を設定し登

記することはできない｡

したがって,入会林野に分収造林をさせることも融

資をうけることもできず,心ならずも入会林野を放っ

ておく,という例が少なくない｡すなわち,入会林野

における林業生産力の展開が滞るということである(6)｡

(卦 慣習規制の問題

入会権は入会集団の統制のもとにおかれる権利であ

るが,その入会集団の統制が林野利用上の障害になっ

ている場合がある｡すなわち,

(ア)入会林野に個人で植林したいと思っても集団の統

制のためにそれができなかったり,また共同造林する

場合でも,無償で出役を強制されたり,あるいはその

造林からの収益を分けてもらいたいと思ってもいわゆ

る部落の共益費に使われて個人の経済的な利益になら

ないことが多い｡そのために造林などの意欲がおとろ

える｡

(イ)入会権は入会集団構成員-部落住民でなくなれば

権利を失 うが,人の移動が激しくなった現在,入会権

のこのような性格が林野を利用する上に障害となる｡

たとえば,自分はいまこの部落に住んでいるがいつ

村外に出ていゆくか分からない｡また,部落から転出

すれば入会林野に対する権利がなくなる (転出失権の

原則)ならば,なにも精出して植林したり開墾したり

する必要はない,ということになりがちである｡

(2) 入会林野の問題解決の方向

(∋ 入会権の存在証明 (登記)に係わる問題

前述 (1)の(丑のような登記の問題,すなわち入会

権の存在証明がどのようになされるのかについては,

他の物権と同じく入会権を登記できるようにすればよ

い｡しかし,これには入会権の主体である入会集団を

登記上どのように表すか,という困難な問題がある｡

権利者として登記することのできるのは個人と法人に

限るという原則をつらぬくかぎり,実在的総合人であ

る入会集団は法人とはなれないから,権利の主体 とし

て登記することはできない｡

そこで,個人と法人のはかに実在的総合人である入

会集団を権利の主体として登記することを認めればよ

いわけである｡

(診 入会権に係わる問題

前述 (1)の(参については,林野が入会林野である

ことによって生ずる問題であるから,入会権の存在自
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体が問題なのである｡つまり林野の権利関係が入会権

である限 り生ずる矛盾であるから,結局林野における

入会権を消滅させて所有権その他の近代的権利に置き

換え,入会林野を入会林野でなくし,純然たる個人財

産にすることによって初めて解決できることとなる｡

そうなれば林野に対する入会集団の共同体的統制が

無 くなり,全 く自分の個人財産 として自由に利用する

ことも売買することもでき,またその林野に対する権

利はどこに住んでもなくなることはない｡そして,蘇

野が個人の財産となれば,生産意欲の上昇による林野

の高度利用も可能となることが考えられる｡

(3) ｢近代化法｣による ｢入会林野の問題｣解決

以上のような ｢入会林野の問題｣を解決する方法と

しての ｢近代化｣は,その日的または議論の方向性に

おいて, 1.登記名義 (権利者)と所有者を正確に反

映させること (登記･権利の駈離間題の解決),2.土

地を流動化し,同時に協業経営をすすめること (林業

生産力の停滞問題の解決)の2点に集約されるといえ

る｡

一方,入会林野には入会林野の良さがあり,入会権

それ自体が悪であるわけでは決してない｡それゆえ,

入会慣習の存続によって林野の活用を行わせしめるた

めに,入会権を入会権 として保護すること,すなわち

入会権の登記 ということが考えられてもよいであろう｡

しかし,｢入会林野等に係る権利関係の近代化の助長

に関する法律｣(S.41.7月施行)は,入会権または

入会林野に係わる問題について,この点には全 くふれ

ていない｡つまり,｢近代化法｣は入会林野の解体過

程における ｢解体-再編｣ (入会慣習の存続)ではな

く ｢解体-消滅｣ (入会慣習の消滅)のベクトルに作

用し,さらに場合によっては,入会林野の ｢消滅後の

再編｣によって問題に解決を与えようとするものであ

る｡

このように,入会林野の権利関係の近代化とは,入

会林野を農林業上高度利用するために,入会林野を入

会林野ではなくすること(7)である｡すなわち,

(ア)共有的入会地にあっては入会権を消滅させて個人

的共有地 (民法上の共有)にするか,土地を個人ごと

に分割して純然たる個人有地にすること｡

(イ)地役的入会地にあってはその土地の所有権を入会

権者にゆず り渡して入会権を消滅させ,権利者の個人

的共有地又は純然たる個人有地に分割するか,土地所

有権をそのままにして,地役入会権を消滅させるとと

もに権利者と土地所有者のあいだで地上権,賃借権そ

の他の土地使用契約を結ぶこと｡

(ウ)これらは,入会権者全員の意思 (地役入会地にあ

ってはそれに土地所有者の同意)があれは,この法律

と無関係にすることができる｡また,入会権者全員の

意思で自分たちの手だけでやる場合に,権利の登記や

土地の分合筆 (分割する場合)等に相当の手数や費用

などの負担がかかる｡しかし,この法律によるときは,

これらの登記や土地の分合筆などにつき一定の便宜が

はかられ,かつ多少の補助金が交付されることになる｡

(-)また,そのためには,単に個別分解するだけでは

なく,入会林野の協同的管理の側面をうまく継承し,

生産森林組合や農事組合といった生産組合による協業

経営を選ぶ道も開かれている｡

このように,近代化法は,入会林野の解体過程でみ

られた ｢解体-再編｣や ｢解体-消滅｣という現象に

たいする対症的あるいは事後的な受け皿措置を唱った

ものではない｡少なくとも理念上は,過去の部落有林

野整理統一事業 と同様に,入会林野の ｢消滅後の再

編｣という,入会林野の解体に関する外的圧力として

の作用が盛 り込まれていることを意味している｡しか

し,近代化法は ｢助長法｣であるので,入会集団は,

権力的強制によるのでほなく,自らの意志によって,

こうした外部圧力作用を内部化し,入会林野を消滅さ

せることになる｡この点は,過去に行われた統一事業

とは,大きく異なった政策的特徴が反映されていると

いえよう｡

(4) 入会林野近代化の問題点(8)

このような入会林野の近代化に関して,問題が無い

わけではない｡そこで,誤解を生じやすい点を挙げて

おく｡

(ア)入会林野でなくなれば部落住民の財産としての保

障がなくなる｡

入会権者である部落住民が,入会集団の統制のもと

に林野を入会林野として共同で利用し管理している限

り,その林野にたいする権利は入会権として入会集団

によって保障されるから,住民がその権利を放棄しな

い以上,住民はその林野を失 うことはなく,入会林野

は住民の共同所有財産として残る｡ しかし,｢近代化｣

はこの保障をなくするものである｡

また,入会林野が入会林野でなくなって個人的共有

地や純然たる個人有地になれば,その土地にたいする

各個人の権利は全 く自由なものとなり,他人に売るこ

とも自由であるし,またどこに住んでも権利を失 うこ

とはない｡その結果,資力のある者は林野の所有権や
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共有持分権を買い集め,逆に資力のない者はこれを手

放すという傾向が生まれるのは自然の勢いで,そのた

めに,資力のある者 (特に外部の大きな資本)がその

林野を買い集めてしまい,部落の林野はすべてその者

の所有地になり,部落に山林はあってもみなよそ者の

もので部落の住民は全く山林をもたない,ということ

にならない保障はない｡

すなわち,近代化法が目的としている入会林野権利

関係の近代化は,入会林野についての権利を入会集団

の統制からはずして個人的な権利にし,そのあとは

(農地に対する農地法のような規制はなにもなく)全

く自由な取引にまかせようとするものというものであ

る｡よって,林野の流動化を促進することをこの法律

は目的としているといわざるを得ない｡そこで,入会

林野権利関係の近代化を行 うについては十分な配慮が

必要である｡

(イ)入会林野の高度利用のため共同経営を考える必要

がある｡

農業でも林業でも,規模の利益を発揮するためには,

小さな経営よりも大きな経営が有利であることは言 う

までもない｡近代化法では,その点も考慮され,入会

権者が入会林野権利関係を近代化して農業生産法人文

は生産森林組合を設立する場合には,その土地を直接

その法人又は組合の所有地にする方法を講じている｡

(ウ)入会林野権利関係の近代化は入会林野の登記名義

がえではない｡

入会林野の登記名義人が現在の権利者と違 うから,

これを現在の権利者とを一致させたい,というだけの

目的でこの権利関係の近代化をすることは本来の目的

に反するばかりでなく非常に危険である｡

なぜなら,この法律によって権利関係を近代化すれ

ば,登記上の所有者と実質上の所有者が一致し,林野

に権利を持つ者が登記上正確に反映されるが,そのか

わ りこの林野は入会林野ではなく純然たる個人的共有

地になるからである｡そのため,各共有者は自分の共

有持分を自由に売ったり譲ったりすることができるよ

うになる｡

また,共有者の間で持分を第三者に売ってほならな

いという約束をしても,買い受け人に対してはその効

力はないから,事実上無意味とあなる｡さらに,共有

者が部落の住民とはぼ一致していても,入会林野では

なく集団の統制下にはないので,共有林からの収益を

部落などの共益費に使 うため天引きすることもできな

い (もっとも全共有者の承諾があれは別)0

(-)入会林野権利関係の近代化は強制されるものでは
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ない｡

この法律による近代化は,例えば,団体直轄利用や

個人分割利用が行われている造林地や開墾地などで,

入会集団の統制が弱まり,個人有地や個人共有地とほ

とんどかわらなくなっている林野や,あるいは個人有

地や個人共有地にした方が望ましいと考えられる土地

など,すでに高度に利用されていて,入会林野である

ために不都合を生ずる等,部落の財産とするよりも個

人的な財産にした方がよい,というような林野におい

て,行 うべきものである｡

(5) 入会林野整備後の問題点

入会林野の近代化が行われた場合,その後の利用形

態は,その林野-の入会慣習が消滅する以前の入会集

団の自主的な意向によって,主として個人分割利用型

態,共同利用形態,生産森林組合の設立による協業的

利用形態の3種類が可能となる｡また,この整備後の

各利用 ･経営形態には,それぞれ長所と短所があり,

問題点も存在する｡これらは,近代化法の具体化した

施策である ｢近代化整備事業｣の成果と密接に関わる

ので,以下に,その内容を簡潔にまとめておく｡

(∋生産森林組合の長所

(ア)個人分割 ･共同経営においては,投機的に売買さ

れ地元以外の人の手に渡 りやすく,また特定の人の手

に集中するおそれがあるが,生森はこのような危険が

少ない｡

地区の山として安定的に発展させるには,もっとも適

した経営形態｡

(イ)分割私権化により個別林家の経営面積が増加して

も経営地が集団化されるのでなければ生産力の増進に

は結びつかない｡

生森の設立は,協業形態で一定規模の経営基盤を保持

することにより,林業経営のスケールメリットを発揮

することができる｡

②生産森林組合の短所

(ア)一般権利者には不慣れな事務 ･会計処理が必要で

ある｡

(イ)収入が皆無に近い生産森林組合にとっては,住民

税の均等割 り額が大きな負担となっている｡

(参共有経営 (共同利用)-民法上の共有 (共有持分の

自由売買が可能):整備した旧入会地を,権利者の共

有地として (記名共有の形で登記)維持経営する形態

であり,共同経営の実態を持つため法人類似の組織 ･

規約等を定めるものが多い (任意組合と称している)

の長所
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(ア)従来の入会地の共同体的性質をかなりうまく承継

できると思われること｡

(イ)法人化した場合に比べ,法人特有の煩墳な事務 ･

会計処理の作業が必要でないこと｡

(ウ)税金等の公租公課の問題で,生森の負担する法人

住民税の均等割 りついては支払 う必要がないこと｡

④共有経営の短所

(ア)管理･運営は,民法252条により ｢各共有者の持分

価格の過半数｣ (共有物に変更を加える場合 (民法

251条は除く)によって決せられる｡(入会権の本質と

して全員による合意の原則が法律的に支持されていた

のに対し,｢共有｣に変化してからは法律的支持を失

う)

(イ)共有持分権は個人所有権と同様に,他の共有者の

同意を要せずに誰にも自由に売買 ･贈与し,あるいは

担保権を設定する等の処分行為を行 うことができる｡

(持分権が地域外の人の手に渡ることも,同一地域の

人の手に集中することも考えられるが,この状況を防

く･法律上の手段はない｡)

(ウ)｢共有｣の持分権は個人所有権と同性質の財産権

であるから,当然遺産の一部となり相続人の共同相続

の対象になる｡(遺産分割の協議によって決まるが,

持分権が数名に分割相続される場合も一人が承継する

場合もある｡また,地元在住者でない相続人が相続す

ることもある｡)

(-)登記については,共有権の場合は所有権の場合と

同様に,権利の実体と登記名義を-致させておかない

と財産処分行為ができなくなるし,財産の確保も難し

くなる｡従って,相続 ･贈与 ･売買等により権利者に

変動が生じた場合は可及的速やかに登記をすることが

必要である｡

(オ)登記には経費が必要であるので,共同の費用を備

蓄するのも一つの方法である｡

(9個別経営 (個人分割)の長所

(ア)個人分割地は,完全な個人の私有地化するのであ

るから,法律上の特別な問題が発生することはなく,

もっとも簡明な形態である｡

(イ)個人の山林経営に対する意欲が増す｡

@個別経営の短所

(ア)森林経営には適当な規模が必要である｡(零細経

営は効率が悪い)

(イ)個人財産化する結果として地元以外の人の手に渡

りやすくなる,また特定の人の手に集中するなどの弊

害が発生する｡(各権利者の自覚判断にまつしかない)

【3】 長野県下における入会林野整備事業の展開

｢近代化法｣は,｢入会林野近代化整備事業｣に具

体化された｡そこで,この法律および施策によって,

全国的にも入会林野が多く存在する長野県下の場合を

事例として,入会林野がどのように整備されていった

かについて,具体的な数値をもとに明らかにしておく｡

(1) 入会林野整備の実施概況

① 第 1期整備計画～第 2期整備計画

これらの整備計画における認可実績は,以下の表

4-1および表 4-2に示すとおりである｡

表4-1 長野県の入会林野整備事業

第1期整備計画 第2期整備計画 計

認可実績 192集団 123集団 315集団
26,745ha 14,908ha 41,653ha

注 :1)整備対象入会林野 (10ha以上)総数1,201集団 (125,517ha)

のうち,残数は886集団 (83,864ha)a

(但し,世界農林業センサス (1960)の数値を基数とする｡)

2)長野県林業課業務資料より作成｡

表4-2 長野県近代化整備事業の実績年表 (第3期)

年度 62 63 元 2 3 4 5 6 7(見込み)

集団 1 2 6 4 3 1 3 1 2

面積 15 801,0381671365331571 2,063(ha)

計 23集団 (3,938ha)

注 :1)長野県林業課業務資料より作成｡

2)第 3期近代化整備事業進捗率 (23/440*100-5.23%)a

(卦 第 3期整備計画 (S.62-H.8)

(彰の表 4- 1における残数886集団のうち,約50%

である440集団をこの第 3期事業の10年で整備する計

画であった｡しかし,表 4-2に示されたとおり,追

捗率は低迷しており,このままでは,第 3期整備事業

の終了年度である平成 8年度では,計画量達成のため

に417集団 (38,062ha)をこの年度内で整備しなけれ

ばならないことになるが,事業の手続きに係る時間 ･

内容からみて,不可能な数字である｡

③ 近代化整備後の利用形態

(王Xg)のような整備事業を経た入会林野は,整備後は

生産森林組合か,個人分割化するケースが多い (表

4-3)｡これは,長野県内では,先述の ｢近代化法｣

の趣旨によく合致して整備が行われているといえよう｡

しかし,ここで注目すべきは,生産森林組合の設立

割合が48.7%と半数近くを占めていることである｡つ
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まり,昨今では,林業にとって逆風 となっている社会

経済的環境下での他の林業事業体 (経営体)同様,柿

業経営組織としての生産森林組合は,資本形成のコス

トを補ってあまりある収益を上げ得ていない場合が一

般化 している｡また,収益が不十分なうえに,設立の

規模によっては,さらに法人住民税の均等割 り負担が

重責 となる場合もある｡

表4-3 近代化整備後の利用形態 (長野県)

個人分割利用形態 189件 15,174ha 35.0%

共同利用形態 153件 7,067ha 16ー2%

生産森林組合 160件 21,216ha 48.7%

注 :1)平成 6年度末までの数値｡

2)端数切 り捨てにより合計は100%にはならない｡

3)重複もある｡

4)長野県林業課業務資料より作成｡

したがって,近代化法の敷いた軌道に乗ったがゆえ

に,現状においては,かえって入会林野整備による

｢林業生産力の展開｣の解決にはならない比重が高ま

っているという矛盾が生じており,ここに長野県の入

会林野整備後の経営問題の困難さが示されている｡

(2) 現在の近代化未整備入会林野

ここで,上記の ような近代化をしていない ｢未整

備｣入会林野集団の様相について,平成 4年度の林野

庁調査結果(9)から見てみる｡

長野県内における,入会集団台帳に記載されている

近代化整備事業未適用集団では (表 4-4),その登

記名義は,表4-5に示されたとおり,個人又は記名

共有形式が全体の6割を占めている｡また,登記名義

と入会権者との関係についは表 4-6のように,｢不

一致｣の割合が74%と高い割合を占めている｡したが

って,｢近代化法｣が制定されても,このような入会

林野の ｢登記名義 ･権利の甑蔚問題｣は,依然として

存在し続けているといえる｡

また,この林野庁調査にともなって行われた,｢入

会集団アンケー ト調査｣についても触れておく｡

表4-4 入会集団･林野面積等

集団数 439集団

入会林野面積 20,861ha(台帳)
27,947 (森林薄)

市町村数 72市町村

権利者数 54,193人

注 :｢平成 4年度 入会林野等今後のあり方に関する調査 報告書｣

(林野庁平成5年 3月)より作成｡

表4-5 登記名義 (件数)
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市町村 57 ll.5%

財産区 14 2.8%

辛 (区) 78 15.7%

団体 15 3.0%

社寺 23 4_6%

会社 - 0%

個人 24 4.8%

記名共有 代表 192 38.6%
全員 80 16.1%

その他 14 2ー8%

計 497,内個人,記名共有296,同左比60%
注 :｢平成 4年度 入会林野等今後のあり方に関する調査報告書｣

(林野庁平成 5年3月)より作成｡

-は該当無しを示すQ

表4-6 登記名義と入会権利者との関係 (集団数)

一 致 112 26%

不一致 327 74%

注 :｢平成 4年度 入会林野等今後のあり方に関する調査報告書｣

(林野庁平成5年3月)より作成｡

一は,該当するものが無いことを示す｡

このアンケー ト調査は,長野県では,439集団に配

布 され,430集団から回収 された (回収率98%)(10)0

これによると,入会林野整備が進められていることを

知っていたのは188集団で全体の44%を占め,反対に

知 らなかったのは242集団 (56%)と,半数以上の入

会集団は,入会林野整備がすすめられていることを知

らなかった｡また,こうした入会集団の ｢入会林野整

備についての意向｣は,次の表 4-7のとお りであ

る｡

このように ｢現状でよい｣または ｢止むなし｣する

集団が365集団 と全体の85%を占めている｡そ して

｢入会整備を知っていた｣集団でも,また ｢知らなか

った｣集団でも,｢現状でよい｣が,積極的整備の意

向を示す ｢整備したい｣と消極的意向を示す ｢現状で

止むなし｣の両者を合わせた数の80%に達している｡

すなわち,入会整備を知っていようがいまいが,現状

を肯定する割合が一定であって,その違いが認められ

ない｡したがって,現段階の近代化整備事業は,｢農

林業上の利用を増進する｣という近代化法の目的に対

して,｢林業生産力展開の問題｣を解決し得ていない｡

つまり,この施策の時代適合性が失われていることが

明らかである｡
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表4-7 入会林野整備についての意向(集団数,面積)

知っていた 知らなかった

整備したい 41集団(2,372ha)24(1,324)l65(3,696)

現状でよい 84集団(4,567ha)109(5,279)193(9,846)

現状で止むなし 63集団(3,477ha)109(4,666)172(8,143)

注 :｢平成 4年度 入会林野等今後のあり方に関する調査報告書｣

(林野庁平成 5年3月)より作成｡

【4】 長野県下の地縁法人

以上見てきたように,まず根本的には入会権が登記

不可能な ｢実在的総合人｣に属する権利であり,これ

が ｢登記名義 ･権利の畠且磨｣問題側面と ｢林業生産力

の停滞｣問題側面 として現象化する場合に,それぞれ

入会林野の高度利用を阻害している面があることに対

し,｢近代化法｣は,その両者を同時に解決する策を

講 じる手段を与えようとするものである｡しかし,そ

の本来の機能は働いていない｡

一方,当該入会林野集団では,登記問題は早い段階

で解決しておきたいが,林業生産力の展開の障害問題

の解決策 として,近代化整備を経て生産森林組合を設

立することを蹟躍 している｡こうした背景において,

平成 3年創設の ｢地方自治法260条の 2｣が,登記問

題を危倶する入会集団に魅力的に映ったとしても不思

議ではないであろう｡実際に,その施行年には,中日

本入会研究会の取 り上げてはしい課題 として,早 くも

この法律の適用の可否が挙げられてお り(ll),その翌

年には,学識経験者の一定のコメン トがなされてる(12)0

(1) 地縁団体の法人化

まず,地縁団体および認可地縁法人 とは何かについ

て,若干の整理をしておく｡

この地縁団体の法人化を可能とした地方自治法260

条の2について,市町村業務資料によれば,地縁団体

は以下のように説明されている(13)0

(ア) 背景

町内会,自治会などの住民組織が現に活動している

にも係わらず,こうした住民団体に対 してほ,戦時中

の経緯の反省等からいままでなんの法制度上の位置づ

けが何もなされていなかった (一般には,｢人格なき

社団｣ とよばれている)0

このように,町内会,自治会等の団体が,これまで

法制度上なんらの位置づけがなされないことによって,

これらの団体の多 くが,地域的共同活動を行 う上で,

制約があり,特に,これらの団体に法人格がないこと

から,当該団体が所有している共同財産の登記を団体

名で行 うことができず,このため,後になって,この

共同財産の所有権の帰属をめぐる トラブルが発生する

事例が多かった｡

(イ) 目的

このことから,平成 3年の地方自治法の一部改正に

おいて,町内会 ･自治会等の地域的共同活動を行 う団

体が,不動産又は不動産に関する権利等を保有するた

めに,当該団体の存立基盤である地域を包括する市町

村長に法人格所得のための認可を申請したときは,当

該団体の運営が戦前のそれのように非民主的なものに

ならないように配意しながら, これを当該市町村長の

認可法人として位置づけて地縁による団体 (以下 ｢地

縁団体｣という｡)とし,その所有不動産又は不動産

に関する権利等の保有に関して権利能力を認めること

とした｡

(ウ) 地縁団体の成立要件

1.地域的共同活動を行 うことを目的とし,現にその

活動を行っていること｡

2.その区域が住民にとって客観的に明らかなものと

して定められていること｡

3.その区域に住所を有するすべての個人は,構成員

となることができるものであり,その相当数の者

が現に構成員となっていること｡

4.規約を定めていること｡

5.市町村長-の認可申請が,地域的共同活動のため

の不動産又は不動産に関する権利等を保有するた

めになされたものであること｡

(2) 地縁団体の設立 ･認可状況

(D 全国の地縁団体

地縁団体の全国的な設立･認可状況は,｢地縁団体認

可状況等調査結果 (平成 4年度)｣ (自治省行政局行

政課 平成 5年 3月)(14)によって把握できる｡

これによれは,平成 4年 7月1日現在で,市区町村

に認可され,法人格を有している地縁による団体は,

841団体であり,認可を行 った市区町村数 (以下 ｢認

可市区町村｣とい う)は355であった｡また,認可地

縁団体の保有資産目録又は保有予定資産目録に記載さ

れている資産の調べでは,土地の所有権が784団体 と

もっとも多 く,つづいて,建物の所有権 (614団体),

土地の賃借権 (29団体),立木の所有権 (24団体)の

順になっている｡また,この調査では,認可地縁団体

に関する調査のみならず,全国の法人化されていない
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地縁 団体に関す る調査 も行われた｡(表 4-8,表

4-9)

この表 4-8,表 4-9から,｢立木を所有 してい

る団体｣であって,かつ認可法人となったものこそ少

ないが,全国では1万4千あまりもの地縁団体が ｢立

木を所有している｣存在となっている｡また,実際上

は,農山村地域における地縁団体では一般に ｢部落｣

や ｢区｣という名称が用いられていることから,こう

した山間地域で ｢区｣という名称の組織を有し,かつ

立木を所有ないし保有している団体が,必然的に地方

自治法260条の2の通用対象として含められるものと

なる｡

表4-8 全国の地縁団体 (未認可)の名称及び数

総 数 298,488 割 合

自治会 97,770 32.8%

町内会 76,809 25.7%

区 42,864 14ー4%

部落会 27,629 9.3%

町 会 17,532 5.9%

区 会 7,020 2.4%

その他 28,864 9.5%

注:｢地縁団体認可状況等調査結果 (平成 4年度)｣自治省行政局行政

課 (H.5 3月)より｡

表4-9 全国の地縁団体の不動産等所有状況等調 (今回

調査で確認された数)

不動産を所有している団体総数 113,606

土地を所有している団体 67,690

建物を所有している団体 97,146

立木を所有している団体 14,711

所有権以外の権原により不動産を保有して 4,519
いる団体

登録を要する金融資産を保有している団体 1,235

注 :｢地縁団体認可状況等調査結果 (平成 4年度)｣自治省行政局行

政課 (H,5 3月)より｡

しかし,このような団体が所有しているものに係る

権利は,形式上 ｢所有権｣ではあっても,実質的には

｢入会権｣であることも多い｡したがって,入会林野

に対する権利者集団と立木を所有する地縁団体の法人

成 り認可との関係 ･重複が問題となるのである｡

(参 長野県の地縁団体

前掲自治省資料において,長野県の状況は,認可市

区町村数 4,認可地縁団体 5であった｡しかし,その

後は急速に認可数がふえ,平成 7年4月1日現在では

138団体 (37市町村)となっている(15)0

そこで,本研究では,こうした地縁団体 と入会集団
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が重複する場合に,入会林野をどの様に扱っているか,

又その際の問題点は何か,の把握を中心とする調査を

行った｡以下に,その結果 ･内容についてまとめる｡

尚,以下において,認可済みの地縁団体であること

を明瞭に示す場合は,特に ｢地縁法人｣と表記する｡

また,単純に ｢地縁団体｣とするときは ｢入会集団｣

との対比がニュアンスとして含まれる場合を示し,さ

らに認可されていない地縁団体 (全国に多数存在する

自治的役割を果たす組織のことを指す)は,｢認可さ

れていない地縁団体｣または ｢末認可地縁団体｣と表

記することとする｡

【5】 地縁法人と入会集団が重複する場合

(1) 地縁法人と入会林野集団の重複

まず長野県林業課業務資料(16)によって,長野県内

で認可法人となっている地縁団体で入会林野を保有す

る入会集団が母体となっている17団体を抽出した｡そ

のうち入会林野近代化整備事業の対象でもある10町歩

以上の入会林野を擁する団体を中心に調査対象を設定

した｡そ して1.管轄市町村の担当課 に対 して調査

票(17)を配布し,2.当該団体代表者等に聞き取 り調査

を行った｡尚,この調査を進めるに際して,表 4-10

以外にも同種の団体が存在することが明らかとなった

場合には,その林野面積が少ない場合でも調査対象と

して含めた｡

抽出17集団の概況は表 4-10のとおりである｡

これらの特徴としては,入会林野があるにはあるが

その面積は少ない集団 (A,B,C,D,E,G,M,0,P,Q)

と,入会林野面積が10町歩以上と大きく,規約を設け

て管理 している入会集団 (F,H,Ⅰ,∫,K,L,N)に大別

できる点と,どの集団も入会権の解消の予定がない点

である｡

一方,大規模型 (10町歩以上)は,規約等もあり管

理面では外見上は問題はないようにみえる｡しかし,

入会林野共通の問題である,登記名義 ･権利の甑酷問

題,林業生産力停滞問題について,それらが地縁団体

の設立によってどの様に変化したかあるいは変化する

と考えられるか,については内部的な実態を調査する

必要がある｡そこで,面積の大きい集団H,∫,K,

Lを擁する市町村において配布した調査票の回収結果

及び聞き取 り調査の結果をつぎに示す｡尚,この実態

調査をすすめる時点で,表 4-10の団体以外にもその

管轄市町村内に同様の団体が存在することが判明した

場合または地縁法人財産に入会林野を組み入れた事例
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が存在することが判明 した際には,それらの面積の大

小に関わ りなく調査対象として含めた｡

表4-10 入会林野と地縁法人の概況

団体名 入会林野面積 入会権規約 入会権解消の予定

(記号) (ha) 有 無 有 無

A 1.73 ○ ○

B 9.32 ○ ○

C 2ー13 ○ ○

D 4.4 ○ ○

E 6.5 ○ ○

F 19.3 ○ ○

G 0.8 ○ ○

H 41 ○ ○

I 75 ○ ○

∫ 43 ○ ○

K 65 ○ ○

L 136.75 ○ (⊃

M 1.77 ○ ○

N 10 ○ ○

0 0.3 ○ ○

P 0.25 ○ ○

注 :長野県林業課業務資料より作成｡

(2) 調査対象地縁法人の概況

表4-11 地縁法人の規約等 (調査結果)

事例番号 規約の目的に示された活 設立年 当該団体へ
動内容 の加入率

No.1 1,2,3,4,5,7 H.5 98.9%

No.2 1,2,3 H.6 92.0%

No.3 1,2,3,4,5,7 H.6 100%

No_4 1,2,3 H.6 99.2%

Noー5 1,2,3,4,8 H.7 99.0%

No.6 全 部 班.3 93ー4%

No.7 1-12 H.3 100%

No.8 全 部 H_6 91.9%

No.9 1,2,3 H.6 100%

No.10 1,2,3,4,7,8 H.6 100%

注 :1)No.1-No.5,No.6-No.8,No.9-No.10はそれぞ

れ同一市町村管轄｡

2)表 4-10の事例の うち,事例記号H,J,K,Lは表 4-11の

うち,それぞれ,No.1,No.2,No.4,N0.6と対応する｡

以下同様｡

3)N0.3は,｢区｣ではなく,下郡組孤の ｢常会｣単位である｡

4) ｢規約の目的に定められた活動内容｣選択肢は以下の通 り｡

1 住民相互の連絡 (回覧板,会報の回付等)

2 区域の環境美化,清掃活動 ;3 集会施設の維持管理

4 防災,防火 ;5 スポーツ,レク.)--ショソ活動

6 文化t/クリエーション活動

7 道路,街路灯等の整備 ･修繕等 :8 交通安全,防犯

9 お盆祭 り,お祭り,敬老会,成人式等の行事の開催

10行政機関に対する要望,陳情等

11 独居老人訪問等社会福祉活動,12慶弔,13 その他

表 4-11は,法人設立申請に際して義務づけられて

いる ｢規約｣に示されている内容を整理 したものであ

るが,項目の 1から3がすべての調査対象で選択され

ている｡ これは,地縁団体法の目的から言って,その

趣旨によく適合 しているといえよう｡つまり,集会施

設等については,例 えば公民館やその地盤についての

名義を変更 しやす くする意味で, この法律が役に立 っ

ているといえる｡

表 4-12では, この表のすべての団体が入会林野を

管理 している団体であるが,地縁法人名で登記 してい

る例が2件存在する｡したがって,逆にいえは, この

法律が,建造物やその地盤 といった固定的な存在を対

象に適用されることを意図していることが読みとれる｡

表 4-13では,表 4-12に示されている権利につい

て,個人 ･記名共有 とい う形式で登記されていたこと

が分かる｡ この登記形式の解消とい う点から考えれば,

表4-12 地縁法人の保有資産または保有予定資産 (調査

結果)

事例番号 保有資産または保有予定資産

No.1 土地の所有権,建物の所有権

No.2 土地の所有権

No.3 土地の所有権,建物の所有権

Noー4 土地の所有権,建物の所有権

No.5 土地の所有権,建物の所有権,立木の所有権

No.6 土地の所有権

No_7 土地の所有権

No.8 土地の所有権

No.9 土地の所有権,建物の所有権

注 :1)事例N0.7とN0,8では,すでに入会林野近代化整備事業

による生産森林組合を設立している｡その他の団体は,すべ

て入会林野に関係している｡

2)事例No.5,No.10は山林を地縁B]体名で登記している｡

表4-13 当該団体名義の不動産取得原因 (調査結果)

事例番号 当該団体名義の不動産取得原因

No.1 多数人から認可地縁団体名義に変更

No.2 個人から認可地縁団体名義に変更

No.3 多数人から認可地縁団体名義に変更

No.4 多数人から認可地縁団体名義に変更

No.5 多数人から認可地縁団体名義に変更

No.6 個人から認可地縁団体名義に変更
多数人から認可地縁団体名義に変更

No.7 個人から認可地縁団体名義に変更

No.8 個人から認可地縁Eg]体名義に変更

No.9 多数人から認可地縁団体名義に変更

No.10 入会権の対象である山林等の登記名義を地縁
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集団が,山林等についても地縁法人名義で整理したい

と考える方が,むしろ自然な発想であるといえよう｡

実際に事例 No.10は,そのような考えによって,名

義変更をした (表 4-13)0

そこで,次に,入会集団の管理対象である山林と地

縁法人の資産との関係について調査結果をまとめる｡

(3) 調査対象地縁法人と入会林野との関係

(∋ 調査対象地縁法人の資産

当該団体が設立に際して認可申請した書類に記され

ている保有予定資産は,現時点での当該団体又は当該

団体の一部を構成する入会集団の入会権の対象 (山林

等) と一致するかどうかという観点から得られた結果

は表 4-14のとおりである｡

この表4-14では,入会林野を地縁法人の保有資産

に組み込むことで,個人 ･記名共有の名義の問題を解

決したい意向が読みとれる｡

表4-14 地縁法人保有予定資産と入会林野 (調査結果)

事例番号 回 答

No.1 b, C

No_2 b, C

No.3 b

No.4 b, C

事例番号 回 答

No.5 d

Noー6 b, C

No.9 b, C

注:回答記号の項目は以下の通り｡
a.申請書類記載保有予定資産のうち入会権の対象である山林等を

含む(調査時点で)0
b.書類保有予定資産のうち入会権の対象である山林等は含まない

(調査時点で)0
C.近い将来には入会権の対象である山林等を含めていきたい意向

がある(調査時点で)｡
d.すでに保有資産に入会林野が含まれている｡

注:事例No.7,8では,入会林野は生産森林組へと移行しているの
で除外した｡

ここで地縁法人の保有財産に入会林野を組み込む際

に予想されることは, 1つは,地縁団体では一定の区

域内に住む住民全員に団体加入資格があるため,入会

林野集団がそのまま地縁団体と一致していればよいが,

地縁団体構成員の一部が入会林野集団の場合には,こ

の入会集団以外の地縁団体構成員の入会林野に対する

権利関係の設定の問題がある点,もう1つは,この手

続きによって入会権が消滅するかどうかという点であ

った ｡

この後者の点については,後にあらためて述べるが,

前者の点について,各団体ごとに行った聞き取 り調査

結果の概要を整理する｡

(参 地縁団体と入会林野と区の関係について (調査

結果)
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<1> 事例 No.1

(ア)地縁団体の母体 (以下同様)

地縁団体は ｢区｣を母体に設定｡

(イ)地縁団体設立の理由 (以下同様)

地縁法人設立のきっかけは,個人数名記名共有名義

の建造物と土地があり,その名義人の死亡により,相

続登記等を行 うに費用がかかることなどから,市町村

に相談したところ,地縁団体の件を聞き,設立するこ

ととした｡

(ウ)地縁団体と林野の関係 (以下同様)

事例 N0.1では,地縁団体の母体である区に,山

林に関する団体が2団体ある｡

1つは大正に設立された ｢山林組合｣と称される団

体で,区の組織とは関係なく存在するものである｡も

う一つは,戦後において当時の区民全戸に権利を認め

た直轄利用形態の ｢財産区｣と呼称されるものである

(数名記名共有であり,地方自法上の財産区とは異な

る)O

前者の ｢山林組合｣は,古くから地域に居住する世

帯を中心とする入会集団であり,集団の慣習である義

務人足によって,造林 ･育林を行っている｡この入会

集団は財産価値の高い林野を所有しているため,権利

意識がつよいので,地縁保有財産にすることは考えら

れない｡すなわち,この地域に居住する非権利者から

みらば,民法上の共有として認識されうるものであろ

う｡

後者の ｢財産区｣では,この山林の管理は,当初よ

り完全に森林組合へ委託され,義務等による権利者の

直接管理は行われたことはない (契約利用形態)｡現

在は,さらに戸数が増え,全く山林に関係ない世帯も

多数ある｡

したがって,この事例では,区の内部にごく少数の

入会集団と,区民の半数程度の ｢財産区｣民とが存在

している｡しかし,｢財産区｣財産については,地縁

団体保有財産とし,新戸にも権利を認めることで登記

名義を変更していったとしても現状では問題ないとい

うことで,その方向についての話が出ている｡すなわ

ち,入会林野の解体過程における地縁団体法人化を媒

介とした権利者の拡大をともなう入会林野の再編,と

いう ｢解体-再編｣のベクトルの芽が存在するといえ

る｡

(-)この事例を模式的に示せば,｢地縁団体-区>財

産区入会集団｣となる｡

<2> 事例 No.2

(ア)地縁団体は ｢区｣を母体に設定｡
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(イ)地縁法人設立のきっかけは,新しく公民館を建設

するに当り,その名義をどうするかが問題となり,市

町村-相談したところ,地縁団体の件を聞き,設立す

ることとした｡

(ウ)区には,山林に関する団体が2団体ある｡一方は

｢共有｣と呼称されている団体であり,他方は ｢財産

区｣と呼称されているものである｡

｢共有｣は,旧来からの入会権者集団である｡この

登記名義は,3代はど前の代表者数名記名共有である｡

この名義人に死亡者があり,登記の相続変更を行いた

いが,費用面の合意がえられず,実際には未だに変更

されていない｡この入会林野は,部分的に個人分割利

用型態されている｡その毛上のものに対しては,権利

者で自由に造林,立木販売ができる規約をもつ｡また,

権利者の共同によって造林した部分 (直轄利用形態)

は,ここ10年ほどは,義務人足による手入れなどは行

っていない｡さらに,契約利用形態部分の官公造林地

も存在するが,後10年ほどで期限となる｡

｢財産区｣では,新戸でも区に入れは,同時に ｢財

産区｣の会員になる規約を持つ｡また,この ｢財産

区｣は,ここ20年はど手入れはしていない｡

区の役員と財産区の役員は別個に組織され,規約も

別個になっている｡最近になって,｢財産区｣を区に

組み入れて,区として一括管理をしていきたい意向が

出されている｡そしてこの際に,地縁団体の保有財産

とすることが話に出ている｡ただし,事務面が簡便で

あることと税金面が考慮されることが条件とされてい

る｡新戸では,山人足といった義務をいやがり,区に

は入っているが,財産区には入っていない戸もあるの

で,このような人たちの扱いについても考える必要が

ある｡

(-)以上を,模式的に示せば,｢地縁団体-区>財産

区入会集団｣と表せられる｡

入会林野と地縁団体に関する関係は,ほぼ事例 N0.

1と同様である｡

<3> 事例 No.3

(ア)地縁団体は ｢区｣の下部組織である ｢常会｣を母

体に設定｡

(イ)地縁法人設立のきっかけは,常会会所の税金面の

問題を解決するため,登記の変更の問題が生じたこと

であった｡

(ウ)山林に対する規約は,上部組織である区の規約の

中に含めれている｡この区では,山林は区よりの貸し

付けとして管理する形式で,3年以上在住等によって,

新戸でも権利が生ずる｡このため,この事例では,

｢常会｣として入会林野を地縁法人財産化することは

考えられていない｡

(-)この事例は,｢区>地縁団体-常会≒入会集団｣

と表せられる｡

<4> 事例 No.4

(ア)地縁団体は ｢区｣を母体に設定｡

(イ)地縁法人設立のきっかけは,1つには林業構造改

善事業による集会施設の建設が認められたため,その

名義を簡便なものにしたかったという点,1つには公

民館の代表者名義人が死亡のため,相続登記をしよう

としたが,相続人が区外に移転していることなどから

登記香え費用がかかる問題が生じた点であった｡そこ

で市町村に相談した結果,設立することとなった｡

(ウ)区には,新戸である数戸を除く入会林野集団とし

て ｢山林組合｣と呼称される団体がある｡この山林組

合と区の組織は別個であり,規約もそれぞれ別個にし

てある｡

しかし,全く関係ないのではなく,区と山林組合が

協定書なるものをつくり,金銭等のやりくりでは現実

には同一会計として扱われていることが多い｡

具体的には,入会林野の義務人足で出不足金が徴収

された場合,それを区の会計に計上しているのである｡

その際には,区の共益費として使用される場合,新戸

にも影響がある点で,新戸も山林組合に係わっている

といえる｡

記名共有名義の山林が多く存在し,この名義を順次

団体名義に置き換えていきたい意向が強い｡その際に

は,新戸も半強制的に山林組合に加入させて,地縁団

体-区-入会集団とし,入会林野は,地縁法人所有名

義として管理していきたい,という構想が練られてい

る｡その際の名義変更費用が補助金としていくらかで

も出るようになれは,かなり早い速度で実現するであ

ろう｡

(-)この事例は,現時点では ｢地縁団体-区入会集団

(山林組合)｣と表せられる｡

<5> 事例 No.5

(ア)地縁団体は ｢区｣を母体に設定｡

(イ)区の財産としていた土地の所有名義を地域の菩提

寺の名称にしてあったが,周辺の土地開発に際して,

その寺の住職が権利者として出席し,区の関係者には

知らされなかったことから危険を感じたことと,それ

とは別の区の山が個人名義に登記されており,死亡し

た場合に困ることの2点から,地縁団体を設立するこ

ととした｡

(ウ)区の山林は,奥地の山に0.5町歩と僅かである｡
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また,義務人足によって,育林を行ってきたため,覗

在は手入れをしなくてもよい状態にある｡したがって

地縁団体の保有資産として登録申請し,認可を受けて

いる｡山林に対する規約はなく,区の役員が適宜見回

りを し,必要なことは総会に諮って決定している｡ま

た ,区へは,漕2升を納めれば加入することができる

とい う慣行があり,区-入れば,山の権利 ･義務が生

じるようになっている｡

現在,宅地を造成して10戸が新戸として加わるため,

その新戸に対しては,現時点では酒の代わ りに区費 2

年分を納めれば,区への加入を認めることにしてある｡

(ェ)この事例は,｢地縁団体-区-入会集団｣である｡

<6> 事例 No.6

(ア)地縁団体は ｢区｣を母体に設定｡

(イ)地縁団体設立のきっかけは,実質的管理を区で行

ってきた旧来の公民館 (市町村名義)を新築する際に,

付属す る地盤を区に寄付した者がいたため,その名義

を含めて問題になり,市町村に相談したところ,地縁

団体の件を聞き設立することとなった｡

(ウ)入会林野である区有林について,｢山林組合｣な

る組織を区の組織とは別個に設立したうえで,独自の

規約に基づいて運営されている｡この場合,区民であ

れば,一定の義務,供出金を支払えば,権利者になる

ことも,また休会することもできる｡

20年近 く前に,同一市町村内の他の入会集団が近代

化整備専業によって生産森林組合を設立したのに歩調

を合わせ,この山林組合を生森に移行しようとしたが,

書類の不備から中止した｡その後,老人世帯の入会林

野に対す る義務の免除等が問題となり,昭和35年頃に

従来の慣習である ｢山管理の申し合わせ｣を成文化し

たものをもとに,昨年新たな規約を設けた｡

その規約は,基本的には,生森の模範定款例を準用

することととし,さらに新戸の加入条件や義務免除,

休会等の条件を明確にした｡地縁団体の財産にこの山

林組合財産を含める意見もあったが,山林組合所有財

産に松茸山があり,この収益が営利目的にあたるので

はとい う意見があり,当面は地縁財産にしないことと

した｡

(ェ)地縁団体の規約は,旧来から明文化されていた

｢区条例｣を改正 して ｢区規約｣とし,その ｢区規

約｣を地縁団体の規約として適用した｡その地縁団体

規約のなかで,｢本規約に定めること以外は,旧来の

慣行を重んじる｣旨記されてることから,｢区｣が主

体であって,地縁団体は,区の運営の一部分と認識さ

れている｡
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(オ)この事例の場合でも,区民になることは同時に地

縁団体構成員になることなので,山林規約において新

戸の加入条件が整備された｡また,地縁団体の ｢慣行

重用｣規約は山林規約を範境に含めていることから,

地縁団体名義で山林等を保有財産として登記するほう

が,より合理的になると考えられる事例である｡

つまり,現時点では,地縁団体構成員と区の構成員

は同じであるが,山林組合は,区民によって組織され

ることを前提としつつ,区とは別個の組織である｡そ

して,この入会林野を管理する ｢山林組合｣-は,一

定の条件により区民であれば加入することができる｡

したがって,この ｢山林組合｣への加入条件と地縁団

体構成員となることの基準が一致していれば,｢区民｣

であることが認証されれると同時に地縁団体員になり

その保有資産への権利 ･義務を負 う ｢山林組合｣の構

成員となることが可能となる訳である (下図を参照)0

甘 - 讐 法人 ⇒ JE-地縁法人 l

上 .二 加入条 件 整 備 ｣

また,この調査対象事例では,｢山林組合財産｣を

地縁団体保有資産として組み入れることをためらあせ

た理由として,松茸の収穫 ･販売が ｢営利活動｣かど

うかという点が明確にならないことが挙げられた｡こ

の点に関して,この事例の場合では収益を各権利者に

個別配分するのではなく,山林組合でプールし,必要

に応じて区の会計-組み入れており,特に,数年に一

度の祭 りの費用に当てることが慣行である｡よって,

十分に ｢地域の共同活動｣の範境に属すといえ,また,

松茸山は古 くからの産地であるので,｢周辺の農林業

活動に影響を与える｣ものではないと考えられる｡一

方,区民である新戸が,その山林の権利者になれるか

どうか (地縁団体貞-入会権利者として一致すること

が可能かどうか)という問題であるが,この点も新戸

加入の条件が明確であるので,入会権の対象である山

林を地縁団体保有財産としても問題はない｡したがっ

て,このような団体の場合は,登記名義の整備のため

に入会林野を地縁団体保有財産とする道が保証されて

もよいと考えられる｡

(カ)新規移住の区民には,とりたてて,義務を果たし

て山林権利者になろうとしないものがあ り,｢地縁団

体-区≒入会集団｣の例である｡

<′7> 事例 No.7,<8> 事例 No.8

(ア)地縁団体は ｢区｣が母体として設立｡



94 信州大学農学部演習林報告 第34号 (1998)

(イ)地縁団体は,公民館等の名義の変更がきっかけで

設立された｡

(ウ)山林は,昭和54年,55年にそれぞれ生産森林組合

を近代化整備事業で設立した｡

この2つの事例は,同一市町村に属するので,近代

化事業や地縁団体整備など,その市町村の担当者によ

る説明が同一時期に重なるため,どちらも似たような

設立経過になっている｡そして,このどちらの団体も

山林は生森へ,区の建造物等は地縁法人所有へと,冒

わば ｢模範的｣な団体といえる｡それゆえ,これらの

事例の場合では,目下の所,生産森林組合の税金問題

をふくむ収支バランスという林業経営上の問題がある

といえる｡

(-)これらの事例は ｢地縁団体-区/入会集団-生産

森林組合｣である｡

<9> 事例 No.9

(ア)地縁団体は,区が母体となって設立｡

(イ)公民館の土地所有名義が個人になっていたので,

本人死亡の場合の相続登記が困難になることが予想さ

れ,地縁団体によって整理することとなった｡

(ウ)地縁法人設立に係わる規約を作成するにあたり,

従来より用いていた ｢区条例｣を基礎とした｡すなわ

ち,｢平成 6年地縁団体○○区設立にあたり,○○区

規約を定める｡但し,○○区と地縁団体○○区は同一

母体であるので,規約に定める項目で重複する部分に

あっては,条例の定めるところによる (○○区条例よ

り)0｣ものである｡

この ｢区条例｣には山林に関する規約は含んでいな

い｡山林に関する権限は一括して区長 (1年ごとの持

ち回り)に付帯されるのが,この区の入会慣習である｡

20年ほど前には,入会林野を採草地 ･薪炭林として

区の権利者に貸し付け,その利用料を山林管理のため

の特別会計として計上し,区総会の議決があった場合

は区の一般会計へ繰入れていた (直轄利用形態)｡し

かし,昭和40年代に入 り,薪炭生産が廃れるようにな

ると,地形上造林が困難であるため,放置されるよう

になり,現在は,保安林指定を受けている｡ (ただし,

部分的には,昭和 6年恐慌における失業対策としてス

ギ ･カラマツが植林された箇所もわずかに存在する｡

また,戦後の国策であった ｢自作農創設特別措置法｣

によって,入会地の一部を国が買い上げ必要とする者

に売 り渡したような開墾地も存在した｡しかし,それ

らは,現在に至るまでに,離村にともなって地区が買

い戻して今日の区有林に至っている｡)

現状において,入会地は特に利用の便に供していな

いので,取 り立てて急ぎの問題は存在しない｡しかし,

将来的には,名義人の死亡や,相続の問題が生じるの

で,方法を考えたい｡近代化法による生産森林組合化

を考えたが,現状では林業的利用が主ではない入会地

なのでそのメリットが無く,事業の導入はやめた｡そ

こで,地縁団体法人は税制上公益法人として扱われる

ので原則非課税であり,また,法人税均等割 りも減免

措置を申請できるうえ,市町村長の認可による手続き

上の簡便さがあるので,入会地の ｢(代表者)△△外

何名｣名義を地縁団体へ変更していくことを考えてい

きたいとする｡

(-)この事例は,居住戸数減少により [区-地縁団

体-入会集団]となっている｡

<10> 事例 No.10

(ア)地縁団体は区を母体として設立｡

(イ)昭和53年頃,同一市町村内の周囲の入会集団と足

並みを合わせて,近代化整備事業を導入して生産森林

組合を設立しようとしたところ,測量図と公図があわ

ず,森林の現況も異なっていたので調べたところ,過

去の住民に,区に無断で入会地の一部を他市町村の居

住者へ売却していたことが判明し,整備事業が中止と

なった｡その後,河川改修のために区の土地を建設省

に売却した経緯から,国土調査による測量をおこなっ

て,境界等を明確にすることができた｡そこで,改め

て,入会林野の名義を変更することとなったが,もは

や整備事業による生産森林組合の設立による林業経営

は困難であると判断し,その他の方法を探していると

ころへ地縁団体の話があった｡

(ウ)明治頃より焼き畑,薪炭に供する割山利用 (個人

劃,組割の分割利用形態)が主たる入会林野の利用形

態である｡急峻な地形が大半であったため,割地を分

家に分け与える慣行はなく,また,従来より ｢みんな

のためにみんなで使 う｣といういわゆる直轄型態によ

る利用の同機は弱かった｡よって,現在も集落にかか

わる公共的性格の事業等のためには,入会地からの収

益を区の会計に計上するのではなく,そのような必要

があれは各戸から徴収すればよいという考え方が支配

的である｡

割地は,現在では1戸当たり7-8町歩に均等割 り

されている (割替えはなし)｡その後,各戸でのや り

とりで面積が多少移動している (従来は5町歩程度で

あったが,戦後の拡大造林時代に,権利者の間でさら

に2町歩ずつが分割 ･加算されて現在に至る)0

その後,そのような利用がすたれ,植林が奨励され

るようになり,急峻でない土地で焼畑をしていた後へ
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植林 しため,小規模で分散している｡さらに,昭和40

年ころに,まとまった規模の植林適地は,まとめて公

社造林の契約をした (作業は森林組合,契約利用形

管)｡それ以外は崖などの天然林地である｡ただし,

山菜取 りは区画に関係なく自由に利用できるので,古

典的共同利用形態であるといえる (この点は,入会林

野の利用形態の重層性が認められる｡人工林が主たる

林相を占める入会林野と異なり,山菜の種類が豊富で

ある天然林が主となっている入会地の特徴を表してい

る)0

このように,造林適地は契約利用形態へ移行し,直

轄造林地は規模が小さく,大半は天然林であり,その

残 りは分割利用形態となっている｡したがって,契約

利用型態の入会地を除いては,地縁団体の資産として,

名義を書き換えても,林業的な利用による営利活動は

なされないので問題なしとして,地縁団体の設立およ

びその資産として入会林野の名義を地縁団体へと変更

することを含めて,地縁団体法人の認可がなされるに

至った｡

その際には,旧権利者のみではなく,戦後の移入者

早,定住を条件とするものにも区画をきめてその地縁

団体名義の入会地に権利を与えることにより,入会集

団と区と地縁団体を一致させている｡

(-)したがって,この事例では [地縁団体-区-入会

集団]である｡

(4) 地縁法人と入会林野に関する類型

以上の調査結果から,地縁法人 (法人なりの認可を

うけた地縁団体)と入会集団が重複している場合に,

母体となる ｢区｣を媒介として,次のような ｢地縁法

人 と入会集団｣の類型が認められた｡

(∋ 地縁法人と区が一致する団体

(ア)地縁法人から入会集団が完全に分離されている型

態｡

地縁団体は区と一体化しているのに対し,入会集団

は生産森林組合 (法人)へと再編されている｡これら

は,｢模範的｣な法趣旨適合型ともいいうるであろう｡

(イ)地縁法人と入会集団が一致する型態｡

すなわち,地縁法人と区の構成員条件が等しく,漢

た,入会林野に対する構成員条件もこれに等しい場合

である｡この場合は,入会林野を地縁団体の保有財産

として申請 ･認可がされているかどうかが問題となる｡

実際には,申請 ･認可されている団体と,申請をして

いない団体とが存在した｡入会林野においては,その

権利の主体が自らの権利を ｢入会権｣として登記する
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ことが不可能である以上,この入会権が消滅したか存

続しているかどうかを外部から判断することに危険が

ともなう｡ゆえに,この件について入会集団内部での

合意がなされていない場合は,たとえ入会集団と地縁

法人が区を媒介として重複していても,入会林野を地

縁団体の財産に含める (入会林野の地盤等の所有権名

義を地縁法人名で登記すること)ことが避けられるの

である｡

したがって,このような型態において問題となるの

は,｢入会集団プラス地縁団体構成員の うち新たに入

会権を得る世帯または個人｣という形で,入会権利者

の拡大をともなう地役的入会権が創設されたと見なす

ことができる場合と,入会林野集団の総会により全体

一致で入会権の解消を決定したことを証明する ｢同意

書｣や ｢規約｣等が存在するような地縁団体法人化に

ともなって入会権が消滅する場合の,どちらであるの

かということであろう｡

つまり,入会権があくまで優先されるのか,あるい

は公益法人としての地縁法人の所有権登記が優先され

るのか,あるいは時と場合による付帯条件によってケ

ース ･バイ･ケースの判断となるのか,といった問題

について法律学的に議論されていく必要があると考え

られる｡

(ウ)地縁法人と入会集団の構成員がはば一致する型態

この場合は,区に含まれるごく少数の非入会権者の

扱いをどのようにするかによって,考え方を変えるべ

きものであろう｡この非入会権者の権利を認めた場合

には,前掲(イ)の形態と同様の方向で捉えることが可

能となる｡また,認めない場合には,地縁団体の保有

財産に入会林野を含めるべきではないであろう｡なぜ

なら,地縁団体の設立要件である,｢構成員の資格｣

としての ｢一定の地域に居住する住民全員｣の規定と

敵街をきたすからである.

(-)地縁法人の構成員に対して,入会林野の権利を有

するものが少数である型態

この形態において今回の調査で認められたものとし

て2種類がある｡1つは ｢財産区｣なる組織が区に併

存している場合であり,もう1つは,相当に古 くから

の居住者で今では地域の少数の入会権利者となってい

るものである｡どれも,過去の歴史的経過の中で,そ

の当時の区 (集落)の全戸に権利をあたえた,当初ュ

り直轄利用形態が中心の入会林野管理集団である｡問

題は,その後の戸数の増大等により,非権利者が区内

に存在することである｡

古 くからの権利者少数固定的な入会林野では,長期
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間資産形成に携わってきた経験上に形成された私有財

産的権利意識が,対権利者外部に向けて存在するため,

地縁団体の保有財産に入会林野を含めることは不可能

である｡また,そのような集団は入会林野管理集団と

して,別個に活動する方がむしろ合理的であろう｡

｢財産区｣財産の地縁団体保有財産の組み入れの場

合は,基本的には前述(ウ)の形態と同様の議論に帰着

すると考えられる｡

(参 地縁法人と区が一致しない団体

｢区｣の下部組織としての ｢常会｣を単位とする地

縁法人設立の場合である｡

この場合では,一定の入会林野に対する単独の権利

者集団が,｢常会｣の構成員として存在するかによっ

て問題が分かれる｡もしそのような構成員が存在する

のであれは,上述①の(ア)～(-)に準じた考察が可能

である｡もし,そのようなものではない場合は,入会

集団の構成単位と常会の構成単位がずれていることを

意味し,そもそもこの常会単位の地縁法人保有財産に

入会林野を組み入れいるかどうかは,問題とはならな

い｡

(5) 地縁団体と森林管理組織との関係

以上,地縁団体と入会林野との関わ りの現象型態に

ついて,分資的整理をおこなった｡ここで,地縁団体

の ｢法人化｣を捨象してみた場合に,集落の自治的機

能を有する地縁団体とその森林管理組織 との関係は,

下図4-1のように区分できる｡

すなわち,集落の組織と山林管理組織が一体化して

おり,山林に関する権利者は集落住民と同一である場

合 (タイプ1),集落の組織の内部に別系統の森林管

理組織を形成し,それが集落組織から有る程度の自主

性･独立性を保っている場合 (タイプ2),そして,隻

落組織から,森林管理組織が完全に独立分離している

場合 (管理を森林組合に委託しているもの,さらに生

産森林組合等 として法人化 しているもの等,タイプ

3)の3とお りである｡

& 主i′:≡~I森林管理組織 I森林組合,生森

タイプ 1 タイプ2 タイプ3

図4-1 地縁団体 (集落組織)と森林管理組織との関係

(模式図)

上記の調査対象地縁法人と入会集団においても,集

落組織である ｢区｣と,入会集団を中心とする山林管

理組織との基本関係がこの3とおりのどれかに当ては

まっている｡そして,この基本関係における集落組織

が地縁法人化した場合が,上記の類型区分となって表

れているのである｡

さらに,このような3とおりの集落組織と森林管理

組織との基本関係は,次の図4-2にあるような入会

の対象と主体との関係に帰着させることができる｡

すなわち図4-2の集落組織-区の内部において,

非入会権利者が存在しない場合がタイプ1となり,罪

入会権利者が存在する場合がタイプ2となり,入会権

利者が集落組織から分離するとタイプ3となる｡

したがって,今後,地縁団体法人化と入会集団との

関係を分析する際には,まずこのような入会の対象と

主体をむすぶ ｢慣習｣を把握し,さらに地縁団体であ

る集落の自治的機能を有する区と入会集団を中心とす

る森林管理組織との基本関係を把握し,そのうえでこ

のような地縁団体が法人化した場合を考察する必要が

あるといえよう｡

すなわち,あくまで入会林野を入会林野たらしめる

根拠であるところの ｢慣習｣を十分に把握することが

大切である｡

集落の組織-区

原生林 (奥地林)

天然性林 (山菜)

原野･潅木林

牧野,焼畑,薪炭

植林地一用材生産林

-その他

-支配･規制-

-慣習-

-使用･収益-

入会権利者集団

慣習規定1 †参加

I- ･7.1

図4-2 入会の対象と主体との関係 (模式図)

【6】 入会林野整備事業の課題と地縁団体法人化

明治以降,わが国における西洋化 ･近代化の波によ

って入会林野が洗われ,それを消滅させる場合を含む

利用形態の再編がなされていくこと,すなわち入会林

野の解体過程がみられる｡

この従来からの入会林野の解体過程における ｢解体

-消滅｣,｢解体-再編｣というベクトルにたいして,

新たに ｢解体-消滅-再編｣というベクトルである生

産森林組合の設立を制度的に保障したのが,いわゆる

近代化法とその具体化である入会林野整備事業である｡

しかし,｢解体-消滅-再編｣によって制度的に設

立された生産森林組合は,旧入会林野として存在した
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地域資源を,協業によって林業経営上のスケール ･メ

リットを発揮するという長所よりも,事務 ･会計処理

を森林組合に全面的にまかせてしまう無責任さや,敬

入が皆無であるにも係わらず諸費用がかさむなどの短

所のみが表れているというのが一般的な状況である｡

さらに,その制度的保障が設定された理由である

｢入会林野の問題｣,すなわち明治以降の入会林野の

解体過程の中で生じてきた ｢登記名義 ･権利の甑暦｣

と ｢林業生産力の停滞｣は,今日では,新たな ｢解体

-再編｣のベクトルに作用している｡

つまり,入会林野整備事業では,｢林業生産力の停

滞｣を制度的に解決しようとする目的を有するがため

に,今日の林業をめぐる経済構造のもとでは,かえっ

て事業の進展に行き詰まりを与えており,また,その

経済構造の変革の力となり得ていないのである｡そし

て,その一方で,入会林野の主体は,現時点では生産

森林組合の設立による ｢林業生産力の停滞｣の制度的

な解決を必要とはしないが,入会林野における ｢登記

名義 ･権利の甑蔚｣は解決したいという動機により,

地方自法上の地縁団体法人化を指向する動向がみられ

る｡

本章では以上の点を,長野県下での事例によって明

らかにし得た｡

ここで,このような入会林野の解体過程に係る今日

的状況について,この整備事業をあつかう行政 (主と

して林野庁)が,どのような認識をし,あるいは解決

策を講じようとしているのかを明らかにした上で,小

括を行 う｡

(1) 入会林野整備事業の課題

平成 7年 (1995)入会資源総合活用コンサルタント

中央会議において,林野庁林政郡森林組合課によって,

今日の入会林野整備をめぐる情勢に関する現状認識が

示された｡行政の中枢が示したものであるので,かな

り制度技術的内容を含んでいるが,入会林野の解体過

程に係わる今日的状況に関する行政側の認識を知るた

めに有用であるので,以下に示す｡

(D 林野庁の現状把握

(ア)第 3期入会林野整備計画 (昭和62年～平成 8年)

に基づく補助事業も平成 8年度をもって完了すること

に伴い,9年度以降の対策をどうするか,入会林野整

備や森林組合の抱える問題をどのように整備するかが

当面の課題となっている｡

(イ)第 3期入会林野整備計画面積40万-クタールのう

ち,整備着手面積が3万 5千-クタール,完了面積が
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4万 2千-クタール (前期計画の繰 り越しを含む)と

なっている｡整備実績が非常に低調なことから,財政

当局は入会林野整備事業に対し厳しい認識を持ってお

り,現状のままでの延長は非常に困難と思われる｡

このため,平成 9年度以降も入会林野整備計画の延

長を要求する場合には,整備が大幅に進むような改善

策を示す必要がある (単年度 1万5千～2万-クター

ルの整備ができなければ,理解を得ることはできない

と考えられる｡6年度実績ベースならば125年を要す

ることになる)0

(ウ)入会林野整備は,慣習による弊害を取 り除くため

自治体に助成しており,入会林野集団が,一般林家と

同様に森林経営が行えるように所有権移転等条件整備

のための測量費等に対する助成が行われている｡した

がって,所有権移転等により権利関係が近代化された

後は,入会林野の特殊性はなく一般林家と同様の林業

施策の対象とされ,整備後の大幅な促進を図るために

は,どのような方法があるのか等の議論が必要である｡

(-)近代化を希望しない入会林野集団も多数有 り,入

会林野として存続させる場合の対応も併せて議論する

必要がある｡

とする ｢現状認識｣(18)を示した｡

② 林野庁の対応策

そこで,各都道府県 ･市町村の関係者からの意見を受

汁,整備計画延長を要求する場合の条件を挙げた｡

(ア)整備計画延長のための条件

1.計画要望面積が妥当であること｡

2.大幅な整備実績の確保が確実であること｡

3.整備の促進のための優遇措置は困難であること｡

4.税制特例の延長は困難であること｡

5.調査測量は林業構造改善事業のメニューにより実

施すること｡

(ウ)延長のための条件に対する現況

1.計画要望面積が少ないこと｡

2.大幅な整備実績の確保が困難なこと｡

3.一般林家とは別の特別な対策を求めていること｡

4.税制特例無しでは整備できないとする都道府県が

多いこと｡

5.林業構造改善事業での実施はできないとする都道

府県が多いこと｡

(-)対処方針

･ 整備要望及び整備実績が極めて低位にある状況で

は,新たな要求について財政当局等の理解を得るこ

とは困難と考えられる｡

･ 第 3期整備計画樹立に当っては,重点化地域を対
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象 (整備を希望していない入会集団は対象外)に整

備を行い,これ以外は引き続き入会林野として存続

することを前提として整理している｡

しかし,今なお未整備の入会林野が多く存在して

いる現時点で明確な理由無しに事業を廃止すること

は難しい｡

入会林野の近代化に当っては,

1. 入会林野の開発の遅れいている原因が旧来の慣

習規制にあるものについて,法律に基づき近代化

の助長措置を講じている (慣習制約に問題ない場

合や慣習制約を必要とする場合までも含んでいる

ものではない)0

2.入会権者全員合意により自主的に行われるもの

であり,支援措置の重要性はあるものの,入会権

者が積極的意志を有しない場合には限界がある｡

このような状況をふまえ,考えられる対応等は次

のとおりである｡

1. 入会林野のうち,入会集団が積極的な整備の意

欲を有するものついては,従来どおり補助事業で

対応｡

2.入会林野が林業行政や一般行政に支障のない条

件整備,例えば,入会林野としての登記や慣習の

明文化を図ることに困る存続についての検討｡

3. 上記以外の措置として交付金化及び一般財源化

での対応の検討も必要.

1.については,

a.測量経費等の増額は困難であるので,現行メニ

ューである林構事業での対応でも実施する.

b.税制特例がない場合でも実施する (下表網掛け

部が該当)0

権利の取得による所得税,

贈与税は非課税

取得した土地に関する登録 ~~生産森林組合等への由資あ ≡:
免許税は非課税 登録免許税は軽減~~~_

(オ)未整備入会林野について検討すべき事項

1.多数の入会集団は,森林として維持する意志を持

っているにも係わらず,現実には近代化が進まないの

紘,林業不振で収入の見通しもなく山林の手入れを要

する近代化はしたくないということも原因であると考

えられる｡

2.しかし,数十年後には権利関係もより複雑になり,

現在以上に近代化が困難になることが想定される｡こ

のため,将来的なことを考える (一般行政上の将来的

弊害も考慮して)と権利関係の整理という観点で近代

化を推進することも検討する必要がある (将来の農林

業上の利用に支障の内容にするためのものであるから,

実質的には入会での山林とかわらないわけであり,多

くの施業は期待できないので整備理由は ｢天然林育

成｣とでもする)0

3.-万,権利関係の整理は,近代化法の趣旨ではな

いという意見もある｡また,入会集団においても ｢集

落のために現状で利用したい｣という考え方もあり,

未整備入会林野のすべてが近代化されるといことは考

えられない｡入会林野として継続されることの善し悪

し,権利関係等将来的に想定される弊害の排除方法等

の検討が必要である｡この場合,権利関係等の明確化

による入会林野としての登記等の可否の検討が考えら

れる｡

4.また,既に ｢全員の合意が得られない｣,｢現況が

不明確である｣,｢慣習が不明である｣としている集団

もあり,これらの集団に対してはどのような対応とす

るのか検討する必要がある｡

5.上記の検討と併せて,入会林野近代化施策をどこ

まで継続すべきか,どのような状態で打ち切るべきか,

等についても併せて検討する必要がある｡

要するに,整備事業の進捗率が低迷し,このままだ

と,予算が大幅に縮小されかねないので,整備の延長

を認められるような実績の上がる方法はないか,とい

のが本音であろう｡その場合,ひとつには,過去に,

整備事業の目玉商品的な扱いと期待感によって設立さ

れた生産森林組合が,現時点ではとうてい ｢農林業の

利用の発展｣を担っているとは言い難い状況にあるこ

と,ひとつには,今までの整備事業において整備意欲

が強く整備の障害が少ないものが整備対象として中心

を占めていたのに対し,現時点では,そのような集団

が少なく,かといって近代化法の趣旨からいえば全 く

無視することもできないので,この際,何らかの措置

を講じることによって整備の対象をひろげ,整備事業

の延命を図ることはできないか,ということである｡

③ 入会林野中央コンサルタント会議での討議

実際の討議では,上述の林野庁の整理をうけて,各

都道府県に設置されているコンサルタントにより,主

として以下の点が討議された｡

(ア)討議事項

1.近代化整備事業における整備推進阻害要因の軽減 ･
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排除

特に,手続き上 ｢確認書｣徴収が困難であることか

ら,この取 り扱いの如何について｡

2.現存する生産森林組合経営に関する諸障害要素の軽

減 ･排除

特に,(∋ ｢常時従事義務｣の緩和,(診税制特例の継

続の如何,

について｡

3.入会林野整備地の利用に関する ｢利用範囲｣の見直

し｡

4.未整備入会集団について｡

以下,A～Cの諸類型が見られるので,そのそれぞ

れを考慮する手だてをも含めて,整備計画の延長の如

何を考 えるべき｡

A:整備意欲があり,近代化手続きにともなう困難

が少ない集団｡

B:現状による利用で十分であるとし,特に近代化

は望まない集団｡

C:入会権に係る慣習等が明瞭ではない集団｡

その中でも,本章の課題との関わ りが強い,生産森

林組合の問題と,未整備集団の問題についての討議内

容を以下に取り上げる｡

(イ)討議内容

1.生産森林組合に関する諸問題

森林組合法 (昭和53年5月 1日,法律第36号,最終

改正昭和62年6月12日,法律第76号)の第 3章 (組合

の事業 と組合員との関係)第95条において,

｢組合員の 2分の1以上は,その組合の行 う事業に常

時従事する者でなければならない｡

2 組合の行 う事業に常時従事する者の3分の1以

上は,その組合の組合員又は,組合員と同一の世帯に

属する者でなければならない｡｣

とされている｡

また,農林水産事務次官依命通達 (昭和53年9月14

日)｢森林組合法の施行について｣,｢第 5 生産森林

組合｣によれば,その事業に関して ｢1 事業 生産

森林組合 (以下,｢生産組合｣という)の制度は,森

林経営の規模の拡大による森林生産力の増進を目途と

して森林生産の協同化を図るために創設されたもので

あり,生産組合は,組合員が行 う森林等の出資および

主として組合員から提供される労働により,組合自身

が森林経営を行うものであるが,生産に長期を要し,

その生産活動は年々の変動が大きいという森林経営の

特殊性を補 うため,①環境緑化木又は食用きのこ生産,

(診森林を利用して行 う農業の事業を併せて行 うことが
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できることとされている｣,｢同項 (3) 常時従事義

務 生産組合は,既に述べたとおり主として組合員か

ら提供される労働により森林の経営を行うものであり,

このように多数の組合員が組合に対し,労働力を提供

することとなることが,生産組合の株式会社等と本質

的に異なる点である｣と解説が加えられている｡

また,このような生森の設立を含めて,入会林野整

備をする場合には,各種税法上における税制上の優遇

措置が取られることになっている｡具体的には,｢経

済的利益に対する課税｣,｢登録免許税｣,｢不動産取得

税｣のそれぞれの場合がある｡

｢経済的利益に対する課税｣は,整備による権利の

取得に伴い生じるとみられる経済的利益に対して通常

課税される,所得税,贈与税,住民税等については非

課税となり,｢登録免許税｣では,整備の登記に伴 う

登記に係る登記免許については非課税,また,整備後,

生産森林組合等に対し取得した権利を現物出資したこ

とに伴 う登記に係わ る登録免許税 は,税率を30/

1,000(本則では50/1,000)に軽減されること,そし

て,｢不動産取得税｣は,入会林野総合活用促進対策

事業,林業構造改善事業を導入し整備を行った場合に

おいて権利を取得した者が,取得の日から3年以上整

備計画に適合した利用を行ったときには,不動産取得

税が軽減される,ものとなっている｡

このように,入会林野近代化整備事業に伴って,入

会林野に対する入会権を消滅させ,協業経営を行 うた

めの生産森林組合を設立する場合には,｢常時従事義

務｣と ｢税制上の緩和措置,税制特例｣が,いわば

｢アメとムチ｣のように与えられるているのが制度上

の特徴となっている｡したがって,近代化に伴 う生森

には,この2点に施策上の実務的問題が集約される｡

こうした ｢生森の従事義務｣について,｢緩和すべ

きである｣とする意見が示された｡すなわち ｢資本家,

土地所有者,労働力の三位一体が生森の基本精神では

あるが,サラリーマン組合員などほ,現実に労働力と

しての役には立っていないなどの例が見られ,実際は,

労働力経営の不整合が現れている｡今後は,一部の経

営担当者をおき,労働力部分は,賃労働-委託すると

いった,think-workとlabor-workの分離が林業経

営のtrendであろうことから,従事義務は緩和し,意

欲のある人たちを中核に据える集落経営を中心とする

生森にしていくべきである｣というような,生産森林

組合が森林を対象としていることの独自性に基づいた

意見や,｢協同組合法のなかで生産組合として位置づ

けられている生森は,他の農事組合法人などと同様の
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扱いであるから,入会的生森のみの従事義務の緩和は

難しいであろう｣というような生森の ｢協同組合｣と

しての法的性格に基づいた意見,そして ｢常時従事義

務の規定によって,従事割配当において損金算入が可

能であるので,自営原則は貫くべきである｣とする経

営上の有利性の観点からの意見があった｡

ところで,生産森林組合には,以上のような制度思

想と現実とのギャップが存在するが,それ以前の問題

として考えなければならないのが,上記 ｢通達｣にあ

るとおり,必須事業の森林経営における生産過程の

｢長期性｣と ｢変動｣である｡

すなわち,森林経営上の収益は,農業等の経営のよ

うに単年度単位でバランス ･シートに乗せた決算が不

可能なことが多く,そのためそれを補 う付帯事業にお

ける地代収入がどこまで保障されているのかという問

題が,｢アメとムチ｣が有効となる前提 として存在す

る｡つまり,生産森林組合の経営において,どこまで

｢緑化木 ･キノコ生産,農業｣以外の地代収入を得る

途を開くかという ｢農林業上の利用範囲｣の見直しに

関する問題である｡

この点に関して,｢林野庁長官の知事あて文書 (昭

和53年 53林野組第175号)｣によれば,｢生産森林組合

(以下,生産組合)がその所有等に係る森林の施業を

他に委託することについては,生産組合が組合員から

資本と労働の提供を受けて森林経営の協同化を図るも

のであるという制度の建前からしても,また,組合員

の常時従事義務,員外者の雇用制限等の関係からして

も,これらが組合の所有等に係る森林の過半に及ぶこ

とは好ましくない｡また,生産組合が土地提供者とな

るにすぎない分収造林契約により森林経営を行 う場合

も同様である｣としており,また,林地の貸付けから

地代収入を得ることは ｢生産組合がその所有等に係る

林地を貸し付けることは,森林経営という生産組合の

目的に反することとなるので,事業の遂行に支障を生

じないような範囲で資産の管理行為として貸し付ける

ものであればやむを得ないとしても,森林経営を目的

とする林地の貸付けは,原則 として行 うべきではな

い｣としている｡

このような原則論をふまえたうえで,現時点での林

野庁の ｢申し合わせ｣としては,｢近年,林業生産活

動の停滞,森林の保健文化的的利用の需要の増大など

から,整備対象地に他利用地が含まれたり,あるいは

新たに土地の一部が他利用地とされる事例がみられる

ようになりつつある｡このため,整備対象地に含まれ

る他利用地の利用内容及び限度において,次のような

考え方を整理した｣としている｡

その内容を示すと,

｢1.近代化法との関係

(1)入会林野整備の実施により,入会林野全体 と

しての農林業上の利用が増進されるならば,近

代化法の直接目的に合致するものであり,入会

林野の整備の対象に他利用を含むことができる

と解される｡

(2)このような他利用は,農林業経営の健全な発

展に資する (近代化法の間接目的)利用内容で

あることが必要である｡

2.他利用の内容と限度

(1)他利用の内容

農林業上の健全な発展に資する利用形態は,吹

のようなものが考えられる｡

(∋ 農林業関連施設--農林道,農林業近代化施設,

農林業従事者生活環境施設等の農業関連施設

② 農林資源の保健休養機能を活用した施設で,そ

の収益を農林業に還元するもの--林間休憩施

設 (ログ-ウス等),林間アスレチック施設,

林間スキー場,林間テニス場,林間キャンプ場,

林間遊歩道,林間駐車場,その他林間レクリエ

ーション施設

(2)他利用の限度

(∋ 整備面積*1/2 >他利用面積

(診 農林業経営と同時平行的に行われる他利用 (ロ

グ-ウス,林間キャンプ場,林間遊歩道等人工的

に森林空間を拡大することのない利用形態)は,

本来的な農林業上の利用が行われているのでにか

かわらず他利用を行 うことができる｡

(3)(1)以外の他利用の扱い

(1)に該当しない他利用 (自動車工場,マンシ

ョン等)については,近代化法の趣旨に合致しな

いので整備は行えない (従来の扱いと変わらな

い)0

3.他利用の主体

入会権者が直接の利用主体であることが望まし

いが,資金力等の面で直接利用が困難な場合は,

土地貸付けによる利用形態もやむを得ない｡｣

である｡

さらに,このような考え方の上に,生産森林組合の

附帯事業についても,以下のような考え方を示してい

る｡すなわち,

｢生産森林組合は,｢森林の経営｣を主たる事業 と

するものであるが,最近における林業生産活動の
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低下及び森林の保健文化的利用の高まりなどによ

って生産森林組合の事業に附帯事業が取 り込まれ

ている事例が多 くみられるところである｡

生産森林組合の附帯事業については,これまで

森林経営に附帯する範囲のものとして運営される

べ きであるとし,具体的には製炭,チップ製造,

製材等の事業が認められるものとして示してきた

ところであるが,近年の林業を巡る諸情勢をふま

え,次の要件を満たす附帯事業であれば,実施で

きるものとする｡

1.付帯事業の規模

生産森林組合の主たる事業は ｢森林の経常｣で

あ り,附帯事業は従たる事業であることから,坐

産森林組合の事業規模の面で1/2未満であるこ

とが必要であり,具体的には,次の要件によって

判断することととする｡

(1)平年ベースの総支出額 *1.5>附帯事業によ

る平年ベースの事業収入

(森林経常の円滑化のため,経営費用等の捻出

を図るためのものであるから,附帯事業の収入が

支出経費を大幅に上回ることは好ましくない)

(2)組合経営山林面積*1/2 >附帯事業の利用面

積

2.附帯事業の内容

(1)附帯事業は,その性格上,主たる事業に必要

なものであるか又は附帯事業による収益は主たる

事業である森林経営にあてるものであることが必

要である｡

(2)附帯事業による森林の転用等によって,主た

る事業である森林の経営に支障をきたさないこと

が必要である｡｣

要するに,生産森林組合経営の主眼たる森林経営に

は,他の産業に比して,生産期間の長期性と変動が特

徴的であるため,そのような森林経営を維持 ･継続す

るには,その間の附帯的な事業が必要となる｡そして,

林野庁は,この附帯事業を従来のものよりも拡大して

認知しようと言っている訳である｡

こうした,林野庁の整理 ･見解に対 し,コンサルタ

ントより,次のような意見がだされた｡

｢レクリェ-ショソとレジャーとは区別すべき｡レ

クリエーション利用であれば,1/2の範囲を超 えても

良いのではないか｣,｢運用の妙というものがあり,覗

場の判断に任せるべきであって,規制にこだわらなく

ても良いのではないか｣,｢林業は造林目的と並立する

ものであるから,造林目的を含まない観光利用などは
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林業的とはいえない｡あくまで農林業上の利用を失っ

てほならない｡利用範囲を広げる規定には反対であ

る｣,｢森林として保存することは,社会的に重要であ

るので,スギ,ヒノキを植えるだけが林業ではないの

ではないか｣,｢森林の維持をしつつ,その成長を促し

ながらのレク利用の促進であるならば,1/2規定を越

えることも考えるべきであろう｣,｢生産森林組合のゴ

ルフ場用地貸付けに関わって,その地代収入によって,

森林の造成を行っている例があり,現在の林業を取 り

巻 く状況の中では,このような生森の経営を一概に否

定しきれるものではないが,現実にこうした集団が存

在する以上,今後 この1/2規定が,どこまで保証され

るのか心配である (｢農林業利用日的｣を,今日のレ

クリエーション利用需用に歩調を合わせて,拡大解釈

を認めたとしても,その目的に対する担保をどの様に

確保するか,考えておく必要がある｡)｣

いずれにしても,現段階の生産森林組合の附帯事業

等に関する具体的な活動状況に基づいた議論ではない

ので,一般論 ･原則論に終始した｡このため,如何に

｢法律違反とならないか｣という観点が目立ち,実際

の担い手 ･当事者の視点が欠如しているといえる｡ま

た,このような議論の際に,入会林野整備を導入する

場合の目的 ･内容となる制度と,整備後に必要であれ

ば,附帯事業において転化が容易になる可能性を与え

る制度および,現時点で生産森林組合である場合に適

用する制度といった場合分けをして考える必要性につ

いて,必ずしも明確になされているとはいえない｡

以上みてきたように,近代化整備と生産森林組合の

経営上の問題は,法制度上の規範と実態との調整にお

いて,一筋縄ではいかない複雑な内容を学んでいる｡

このため,入会集団は,現時点での近代化事業の適用

に関して,さらにその中でも生産森林組合の設立は薦

躍するものとなっているのである｡

つまり,それらの問題は,林業 ･森林経営に関する

｢生産期間の長期性｣および ｢生産作業に伴 う収支変

動幅の大きさ｣という一般的な特徴が近代化整備事業

を経てデフォルメされた形で表れているといえよう｡

2.未整備入会集団への対応について

次に,近代化整備事業の進捗率が低迷する中で,事

業の延長を要求できるだけの整備内容を立案する過程

において,照準をあわせるべき整備事業の対象の選択

方法あるいは対象の拡充を一考するべき点があるであ

ろう｡そして,このようなう観点から,林野庁では,

次のように入会集団 (近代化未整備)を区分した｡そ

れは,
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A:整備意欲があり,近代化手続きにともなう困難

が少ない集団｡

B:現状による利用で十分であるとし,特に近代化

は望まない集団｡

C:入会権に係る慣習等が明瞭ではない集団｡

これについて林野庁側では,

A集団は,ある意味で自力での整備も可能である｡

しかし,助成措置は今後もあった方がよい｡

B集団は,現状利用で良しとしているが,今後登記

名義や入会権者の拡散などで権利関係が混乱すること

が予想される｡

C集団は,慣習規約の成文化等により,B集団に準

ずる扱いをすることも可能であろう｡

といった認識を示した｡これに対して,コンサル側

では,次のような意見がだされた｡すなわち,

｢権利関係のみの整備は近代化法の目的ではないが,

将来的な林野利用の障害となる原因である権利関係の

混乱を排除する方策を用意し,将来において近代化整

備事業が適用可能となる条件を整備することは,林野

行政上,地方自治行政上も有効であろう｣,｢登記名義

がどの様なものであろうが,入会権であることが,隻

団によって確認されている内は,問題はない｡問題が

生じるとしたら,それは不動産登記法の改正によって,

入会権と土地所有権が同等に扱えるようにするのが近

道である｣,｢権利関係の混乱は,登記簿上の名義がそ

の中心であるので,集団の ｢規約｣をしっかりさせる

ことで,現行のままでも混乱は避けられる｣等

である｡

これらの意見は,基本的に,本章において先に示し

た ｢入会林野の問題｣である ｢登記名義･権利の組配｣

および ｢林業生産力の停滞｣の問題を引きずっている｡

つまり,上記の意見を,この ｢入会林野の問題｣に

即して言い換えるならは,

(イ)入会林野における ｢林業生産力の停滞｣は,｢登

記名義 ･権利の配置｣に由来する.したがって,近代

化法の目的である ｢農林業の健全な発展に資する｣こ

とのためには,まず ｢登記名義 ･権利の配酷｣を解消

するべきである｡

(ロ)｢林業生産力の停滞｣は,なにも入会林野に限っ

たことではなく,林業 ･森林問題の一般的な状況であ

る｡したがって,このような状況下にあっては,いか

なる方策を個別的な施策において取ったとしても,日

本経済の構造そのものが変革されねは事態は変わらな

い｡そこで,現時点にあっては,｢林業生産力の停滞｣

と ｢登記名義 ･権利の配置｣を切 り離して考え,後者

に対してはその配置を解消する道を制度的に準備して,

将来の生産力の展開-とつながる道を用意するべきで

ある｡

といったように,原則論あるいは現実論といった違

いはあっても ｢登記名義 ･権利の甑酷｣を解消するこ

とを施策として盛 り込めば,近代化整備事業につなが

る対象集団も拡大して事業量も確保できる,とする考

え方であるといえる｡

これに対し,

(/､)入会林野の存在根拠は,あくまで ｢慣習規範｣の

存在である｡つまり,慣習規範が存在することが確認

されていること,すなわち,利用の主体たる集団によ

って,入会林野が ｢入会林野｣であると認識されてさ

えいれば,登記名義が何であろうと関係ないのが,入

会権の特徴であるので,その規範の確認を定期的に行

うように指導すれば済む話である｡したがって,この

こと自体で近代化整備の事業量を増やそうとするのは

意味がない｡

(ニ)しかし,そのような確認をおこなわせるのは,入

会集団の数やその権利者の確認 ･調整等を考慮すると,

労力が膨大となるので,現実的ではない｡したがって,

｢登記名義･権利の甑監｣を解消することを近代化整備

の一段階とするのであれば,それよりも,不動産登記

法上の扱える権利として入会権を認めさせる方が,解

決手段として適切である｡

といった考え方であるといえる｡

これらの意見 ･見解について,筆者が数々の入会集

団に対する接触を行ってきた経験から言えば,これら

のどれかの意見に集約してしまうことはあまり意味が

ないものと思われる｡なぜなら,入会集団には,それ

ぞれ個々の経てきた歴史的経過が個性として存在する

ためである｡

したがって,入会集団によって,以上のような考え

方を選択できる方途が開かれる方が,前段階的あるい

は準備段階的整備といった事業の範囲まで拡大して近

代化整備事業を捉える場合には,事業量の拡大が見込

めるのではないかという可能性は考えられるものとい

える｡

④ ｢林野保全組合構想｣について

以上,入会林野整備事業には,主として生産森林組

合に関する課題,そして未整備入会集団に関する課題

が存在する｡

ところで,このうな課題に対して,抜本的にあたな

入会林野整備後の受け皿を作ることで解決を与えるよ

うな方策を近代化整備事業に加えるべきだとする意
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見 ･主張が存在する｡それは,｢林野整備保全組合構

想｣(19)称されている考え方である｡その主たる内容は,

(ア)生産森林組合の制度と森林 ･林業に関する時代の

流れとの間で矛盾が広がり,生森以外の入会林野整備

の受け皿を考えるべきである｡

(イ)特に,入会林野整備事業は完了したが森林内容が

なお未整備という段階の受け皿づくりは,別途の公共

的性格の強い法人の形態で管理するのが妥当である｡

(ウ)組合は,非営利法人 (農業の土地改良区と類似の

法人)0

(-)入会林野整理の結果共有となった林地を対象とし

て設立 (知事認可)0

(オ)設立申請時に森林の整備目標を明確にし,森林施

業計画を樹立する｡

(カ)必要経費は,構成員から金銭,賦役で徴収｡

(千)施業期間中の収益は,一定限度で集落の経常収支

に算入 してよい｡

(ク)経営期間中は,経営の一部または全部を委託 ･信

託できる｡

(ケ)法人税,住民税は非課税｡固定資産税は減免｡

(コ)森林整備目標達成後は,組合を解散し,生森を設

立する｡

この ｢構想｣は,生産森林組合の現状を鑑みて,生

森不振の理由 (収支のアンバランス)の中心が森林整

備の未熟による収益の低迷にあることとし,そのため

に,収益の上がるような森林造成を行 う中間段階の組

織を措定すること,また,個別私権化した林地を現物

出資する現行の生森設立手順は煩雑さをともなうこと

から,整備後共有を対象としている｡

模式的には,

｢入会林野- (入会権の解消)-個人的共有整備保

全組合- (資源の蓄積)-生産森林組合｣

と表せる｡

要するに,基本的な考え方は,農業の土地改良区の

類推である｡

また,一般にこのような性格の法人設立に際しては,

入会林野のみを対象とすることは難しく,民有林全部

を対象の範囲にする必要があるが,この ｢林野保全組

合｣は,民有林 (私有林)全般に適用範囲を広げるこ

とは可能なので,必ずしも近代化整備事業としてだけ

でなく考えられ得るものである｡

ここで十分な説明が与えられていない点は,入会権

の解消による個人的共有の設定と ｢保全組合｣の設立

が時間的に同時であるのかどうかということである｡

つまり,今後新たに入会林野整備をする集団のみを
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対象とするのか,それだけではなく,現段階での入会

林野整備後の集団でかつ個人的共有の共同経営形態を

もその対象に含めるのか,あるいは後者のみを対象と

しているのかということである｡

というのも,仮に ｢保全組合構想｣を実際に適用す

るとして,その対象選択の行われ方によって,その実

績が変わってくることが予想されるからである｡この

点は,実行手段の明確な方向性が明確にされなければ

ならないが,あいまいさが残るものである｡

一方,この ｢構想｣の新しさを挙げれば,入会林野

を近代的協業経営に移行させるにおいて,まずその経

営基盤である原資を蓄積させることを先行させようと

する点であろう｡このことは,現時点の林業 ･森林経

営に係る問題のもっとも根元的な部分を占める ｢生産

期間の長期性｣および ｢生産作業に伴 う収支変動幅の

大きさ｣が入会林野において表れていることに対する

方策として,また,登記問題を抱えるが生産森林組合

は避けたい未整備集団を取 り込むことができる方策と

して,有用な点を含むといえよう｡

(2) 近代化整備事業の課題と地縁法人

旧来の歴史的経過における入会林野の解体過程では,

明治43年から始まった ｢公有林野 (部落有林野)整理

統一事業｣のように,入会林野の主体たる入会集団と

解体圧力である行政権力との対抗関係において,入会

林野の ｢解体-消滅｣または ｢解体-再編｣がみられ

た｡これに対し近年では,入会林野近代化法によって

入会林野の解体過程における ｢解体-消滅｣に作用し

つつ,生産森林組合の設立という再編へもつながるあ

らたなの基本軸 (ベクトル)が設定された｡そして,

この基本軸の具体化である入会林野整備事業により,

全国の多くの入会林野が整備された｡

本章では,昨今の入会集団が近代化整備事業によら

ずに,行政上の地縁団体の法人設立認可制度によって

入会林野を ｢解体-再編｣している例とその動向につ

㌧､て,長野県下での事例を調査す ることで把握 し

た(20)｡また,その内容と林野庁の現状認識 と整備事

業への考え方,および入会林野コンサルタソトの各意

見等について,分析 ･検討をおこなった｡

その結果,本章の調査で把握された事例 ･動向の背

景には,第 1に ｢入会林野の問題｣である ｢登記名

義 ･権利の敵酷｣と ｢林業生産力の停滞｣が依然とし

て問題として残っていること,また,第 2に,林業 ･

森林経営の根元的な特徴である ｢生産過程の長期性｣

と ｢生産作業に伴 う収支の変動幅の大きさ｣が入会林
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野においても存在しているが,それが近代化整備を経

ることによって生産森林組合の活動の停滞等として表

れていること,が明らかになった｡この点に,現段階

での入会林野整備事業の課題が存在するといえる｡

そして,これらの近代化整備事業の課題により,入

会林野集団と地縁団体が重複する場合の当事者は,覗

行制度の中では近代化整備事業よりも ｢地縁団体法人

化｣による登記問題の解決を望んでいるのである｡特

に,そのような考え方をする理由には,上記の2点に

加え,さらに昨今の入会集団の構成員を巡る現状とし

て,ひとつには 入会集団構成員の絶対的減少という

べき現象と,ひとつには入会集団構成員の相対的減少

というべき現象がみられることが挙げられる｡すなわ

ち,入会集団構成員の絶対的減少とは,道路改良,交

通問題の解消,居住利便性の追求,高齢化に伴 う死亡

者の増加などにより,入会集団構成員が入会権の根拠

を構成する ｢集落｣的集団から離脱,転居 ･転出する

ことであり,また,入会集団の相対的減少とは,集落

において入会権に無関心な新世代入会権利者の増加,

新戸の増加などの場合である｡

この絶対的減少の場合には,入会林野の形式上の所

有名義が,記名代表者であった場合に,その代表者に

死亡されたり,その相続人が転出していたりすること

で混乱が生ずる可能性が高くなる｡したがって,これ

を簡便に処理したいのである｡しかし,このような処

理を行ったとしても,その権利の目的たる入会林野に

対する実質上の権利者の減少であるため,本質的な意

味で入会権の消減になってゆくことが予想される｡す

なわも,ここでいかに法人化等を指向したところで,

対象林野は無所有物になっていかざるを得ない｡よっ

てこの場合は,最終的に ｢公有林化｣で対処すること

が適当であろう｡

また,入会集団構成員の相対的減少の場合には,集

落内部において入会権利者が相対的に減少するため,

その入会林野は,外見上は特定の人間による利用とし

て民法上の共有地的様相を帯びることになる｡特に権

利関係に無関心な新世代が優勢になった場合に,登記

名義の確認作業が無い場合は,入会権は自然消滅して

ゆくであろう｡また,新戸の権利を排除するかどうか

も問題としてのこる｡したがって,これらの将来的に

発生することが予想される問題を回避するために,地

縁団体の所有名義化により,入会林野を保存すること

が指向されるのである｡

このように,入会集団の地縁法人化の指向は,入会

林野の存在そのものに付随する問題と,それを解決し

ようとする近代化整備事業に付随する問題と,そして

入会集団の構成員に付随する問題の累積 ･延長上にお

いて表れている現象であるといえよう｡

このような問題に対して,今までにない考え方によ

り解決しようとする ｢林野整備保全組合構想｣につい

て先に述べたが,これは,林野庁での会議において知

られている程度であって,現場では全く知られていな

いに等しいものである｡したがって,現時点での入会

林野の解体過程における再編の動向について把捉 ･検

討するという本章の目的に対して,実態例が存在しな

いので,本章においては,地縁法人化の動向について

得られた結果および分析についてのみ,以下にまとめ

る｡

① 登記名義問題と入会集団 ･地縁法人

入会集団が,目下現実に直面している地縁団体設立

による ｢入会林野登記名義の変更｣ (入会林野を地縁

団体保有財産<地縁法人の所有名義>とする場合)は,

次のような点が明確であれば可能であり,当事者の意

向に沿 うものであると考えられる｡すなわち,入会集

団を含む地縁法人の設立の条件として,

(ア)入会林野が区有財産とみなされていること｡

(イ)地縁団体を ｢区｣と一致させて設立すること｡

(ウ)地縁団体の成立要件である構成員条件に適合させ

るために,区と入会林野集団 を一致 させること

(規約を設けるのが望ましい)0

(ェ)この場合は,新たに区-入会集団という形で地縁

法人所有財産に地役的入会権 が設定されたと見な

すべきであること (または,入会権を解消し,完全に

法人 所有に揺すること)0

(オ)このように整理された集団の林野に林業等の補助

策が適用されること｡

が挙げられる｡

(参 林業生産力の展開と入会集団 ･地縁法人

(ア)外部資金の導入等

林業生産力の向上のための外部資金の導入等に際し

て,入会権の客体たる登記名義の混乱がその阻害要因

であった点を考慮すれば,地縁団体設立にともなう上

記のような入会林野名義の整理によって,この阻害要

因は解消できると考えられる｡

すなわち,入会権の解体要因の一つといわれる資本

の投下が促される原因を生じさせる意味で,間接的で

はあるが ｢林業生産力の展開｣に貢献するといえ

る(21)0

(イ)協業経営の推進 (近代化整備等で推奨される)

入会権は,その権利獲得の歴史から見て,外的圧力
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によって解消させることが容易なものとは考えにくい｡

本来ならば,入会林野であることによって生じる問題

を解消するには,解体の要因である資本 ･労働の投下

等を促進 しつつ,その解体が自発的に行われるように

誘導すべきものであろう｡

一方,現行の近代化整備による生産森林組合の設立

では,まず入会権を個別的権利に分解し (所有権と客

体である林野を1対 1に対応させる),それを出資す

ること等により設立する｡つまり,権利関係を近代化

することと近代的協業経営を進めることが平行してお

こなわれる様になっている｡このプロセスは,先に述

べたようなさまざまな問題のある整備事業であればあ

るほど,近代化事業導入が各種複雑な問題への直結を

意味することになる｡今回の第 3期整備事業の進捗率

の低迷は,そのような整備事業に対する,生森に移行

していない入会集団の無言の抵抗であるとも読みとれ

る｡

他方において,入会権の消滅 (入会林野の ｢解体-

消滅｣) ということそのものが林業生産力の展開の要

因であるとするならば,地縁団体設立にともなう入会

林野の登記名義の整理において,入会権が消滅しない

のであれば,その点は不十分となるといえる｡つまり,

｢個人的所有権の設定に基づく林業生産力の展開｣に

はつながらない｡

しかし,上記(ら(ア)～(オ)で示した条件のもとに入

会集団 ･地縁法人が落ち着けば,その後において,さ

らに協業経営等に移行したい場合には近代化整備事業

を適用することも可能となる (入会権が存続している

として)0

また, このことに加えて,生森の収支アンバラソス

が生森設立の忌避理由である現状から言えは,現在の

整備事業のように,入会権の消滅 (近代的所有権とし

て,権利の主体たる個人名での登記への転化)と平行

して生森を設立しようとすることに対し,入会林野を,

登記名義を整理しつつ地縁法人所有財産という形にも

っていけは,それは地域の共同活動の場を再設定する

という側面をもつ,将来的な林業生産力展開のための

潜在力を有する中間段階的な組織と見なすことも可能

であろう｡そして,その公益性の発揮の観点から,撹

制等の優遇措置も可能 (林野からの収益があった場合

には,共益的に消費されるとして)となると考えられ

る｡

これらは,本研究の調査対象団体の意向として直接

聞かれた声であり,入会林野整備事業の進捗率が低迷

している中,このような入会林野整備につながる方向
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で,あらたに近代化の前段階的な入会林野の調整が全

般的にとられるのも,入会林野の問題を解消していく

方法であろう｡つまり,近代化法の趣旨に即していい

かえれば,最終的に入会林野における ｢林業生産力の

展開｣(昨今では公益的機能の生産という視点も含め

る必要はある)が計られればよいので,拙速に入会権

を解消 (入会林野の解体過程における ｢解体-消滅｣)

させる必然性は,今日では乏しいのでる｡

そこで,現場からの要望があるように,入会林野の

地縁団体への組入れを促進し (そのためには ｢規約｣

を重視すべきであるが),地縁団体法人化にともなう

入会林野の地縁法人所有形式での名義変更を行い,入

会集団-｢区｣(集落)-地縁団体を地域資源管理の

担い手として指定し,次にそのように登記名義が整理

された入会林野-地縁団体に対して林業生産力向上策

を与える (地縁法人所有の林野資産運営計画の樹立を

義務づけることも可能),という段階策をとることに

より,地縁法人保有形式の入会林野では,入会権を解

体しないままで,先の ｢保全組合｣のような資源の蓄

積をめざすことも可能となるのである｡すなわち,

｢入会林野-地縁法人保有- (資源の蓄積)-地縁

団体による林野運営｣

という手だてを,林野庁,自治省の協議によって推進

するべきであろうということである｡

その一方では ｢入会林野等に係る権利関係等の近代

化の助長に関する法律｣という名が示しているとおり,

近代化整備は,あくまで入会集団の自主的な判断を

｢助長｣するものでしかない｡また,先の林野庁の現

状認識にもあるように,必ずしもすべての入会集団が

近代化整備を望んでいるわけではない｡しかし,入会

林野について,その実績の効率如何に関わらずに,近

代化助長策を講ずる手段 (農林業の健全な発展に対し

て,障害を取 り除くための)を残すことも必要であろ

う｡

以上のことから,登記名義問題の解消という点を含

めた入会林野の林業生産力の展開という目的のために

は,地縁法人を媒介とする段階策がとられることの方

が,現行の近代化整備事業のような入会権の解消に基

づく協業経営の推進あるいは ｢保全組合｣のような中

間段階組織をわざわざあらたに措定するという方法が

とられるよりも,より現実的な方策と考えられるとい

うことが,本章の結論のひとつである｡

また,｢財政当局｣の示している,｢入会林野整備の

一般財源化｣と ｢機関委任事務を廃止して団体委任事

務｣にするという形態での支援策が講じられることは,
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妥当であると考えられる｡なぜなら, これらが入会林

野整備を各地方公共団体の意志に任せるとい う意味 と

とらえられるからである｡つま り,入会林野は,非常

に地域的特性が顕著であるので,必然的に従来の一律

の方法では無理が多 くなる｡そこで,各地方の個性 ･

特徴に通 じている各地方公共団体の判断が生かせる方

法が取 られるのは妥当であると思われる｡そのなかで

もとくに注意すべき点は,入会集団への働 きかけのあ

り方を見直す ことである｡したがって,まず市町村の

振興計画の中で,地域資源管理の方法について,きち

んと議論を詰め,入会林野に対する市町村 レベルでの

捉え方を確固 とする体制づ くりが必要であろう｡

そして,｢入会林野の解体過程｣をどのようにコン

トロールしていくべきかとい うことについては,林野

庁資料にも述べられているとお り,入会林野の解体過

程の歴史的現実から今後権利関係の複雑化は不可逆的

に進行することが予想される｡ したがって,地域森林

資源管理の担い手 として,入会林野集団 (集落ベー

ス) に積極的評価 ･意味づけを行 うかどうかがポイン

トとなる｡

す なわち,積極的な意味合いを入会林野集団にもた

せるのであれば,権利関係の混乱を解消することを目

的とす る (中心に据える)方策が必要 となるし,積極

的な意味合いを持たせないのであれば,このまま,時

代の進行 とともに,消えゆ く入会権を見守 り,問題が

生じるならは,将来の政策担当者のその時点での判断

にゆだねるのが得策 となろう｡ しかし,この後者の場

合は,その無責任さにおいて避けるべき姿勢である｡
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把握｣するべく行われたもので,｢都道府県の担当課を通じて全市区町村に調査票を送付し,回答を求める方法により

行った｣ものである｡(総計が主で,都道府県別集計は掲載されていない｡)

(15)資料 :長野県総務部地方課業務資料による｡

(16)資料 :長野県林業課業務資料による｡

(17)基本的な項目は,前掲注(14)の調査項目をそのまま用いて調査票を作成した｡

(18)平成7年度 入会林野資源総合活用コンサルタント会議資料 (林野庁林政部森林組合課)｡入会林野整備をめぐる情勢O

参照｡

(19)半田良一(1993)｡入会林野整備の新しい受け皿を求めて｡中日本大会林野研究会報 No.15,9-14頁｡を参照｡

(20)中川恒治(1996)｡入会林野集団の地縁団体法人化に関する長野県内の動向｡林業経済研究 No.129,177-182頁｡を

参照｡

(21)中川恒治(1994)｡入会林野の残存過程と入会権の解体に関する研究一長野県駒ヶ根市中山区の入会地を事例として｡

林業経済研究 No.126,72-75頁｡を参照｡

第5章 研 究 の 総 括

本研究は,入会権に基づく森林の所有や保有および

管理などの主体である入会集団と,その入会権のかか

わる林野について,可能な限 り現状を把握し,その現

状と制度的側面との関わ りを中心に分析し,その今日

的役割や意義の一端を明らかにすることを研究のテー

マとして,わが国の入会林野利用及びその変遷を研究

対象とした｡そして,法社会学上の ｢入会権の解体｣

概念を批判的に継承した ｢入会林野利用の解体過程｣

について,理論的並びに実証的に明らかにすることを

目的とした｡

本研究を展開する背景として,まず1960年農林業セ

ンサスにおいて,地盤所有名義からだけではなく慣習

の存在を根拠として入会林野の認定が行われたこと,

それからはどなく林業基本法が制定され,またさらに

いわゆる入会林野近代化法が公布されたこと,そして

それらを受けた施策である入会林野近代化整備事業の

開始などがあり,このような法制的展開に伴った様々

な研究者による活発な調査研究活動が存在したが,し

かしそれら以降近年まで研究の展開がみられないまま

30年以上が経過していること,また昨今近代化整備事

業の実績も低迷してその役割が疑問視されるようにな

った折,1991年から3年間にわた り林野庁委託調査と

して公有林野全国協議会による ｢近代化整備をしてい

ない｣入会林野集団に対する,ほぼ悉皆に近い調査が

行われたこと,そしてそれまでは全国の入会集団に関

する基礎データは1960年センサスを基礎としていたこ

とから比べると,最新の状況が全国的に把握できる機

会を得たことになり,それまでは不可能であった近代

化されていない入会集団の全国的かつ総合的な把握と

分析ができるようになったこと｡さらにそれら60年代

中葉までの活発な調査研究活動の成果で言われていた

｢入会権の解体｣といわれる概念について,現時点で

の統計的な手法による検討を行 うことも可能となった

ことが挙げられる｡

したがって,本研究では主として以下の3点の課題

について7プp-チした.

第 1は,現時点における入会林野の全国的な空間分

布の把握とその特性の分析についてである｡この中に

は,入会集団の類型に関する統計的な分析も含む｡

第 2は,入会権の解体という概念の今日的当てはめ

と検討および概念の再構成についての具体的対象設定

による実態分析である｡

そして第 3は,入会林野の再編に関する今日的動向

の把握と検討を入会林野整備事業の展開との関連で行

うことである｡

これらの課題に取 り組む際に,諸先行研究の成果か

ら ｢入会林野の利用形態が生産様式および社会関係に

伴って変貌する｣という実態認識を抽出した｡その

｢利用形態の変貌｣の指標は,法社会学研究において

整理された ｢入会権の解体｣の内容において整理され

たものに依拠する｡ただし,この概念は,この概念を

導き出すもととなった実態における入会林野の消滅が

捕捉しきれていない｡したがって本研究では,この旧

来の入会権の解体 という概念を新たに ｢入会林野利用

型態の変貌 (入会林野の解体)-消滅｣と ｢入会林野

利用形態の変貌 (入会林野の解体)-存続-再編｣の

両者をふくめたものとしての ｢入会林野の解体過程｣

と捉え直し,つぎのような定義を行った｡

｢入会林野の解体過程｣ (定義)

｢林野入会｣とは,集団として林野を保有ないし所
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有し,その所有 ･保有および利用のしかたを規定する

前提として,何らかの地縁結合的集団による規制が過

去から継続して存在する現象を意味する｡

その利用形態は,自給経済的対応目的の古典的共同

利用形態を原型とし,その変化形態として貨幣経済対

応目的の直轄利用形態,個人分割利用型態,契約利用

形態に区分される｡

そして,それらの利用形態は,その林野に対する資

本と労働の投下あるいは法律や政策 (施策)の作用を

契機として原型から展開する｡この利用形態の原型か

らの展開を ｢解体｣とよぶ｡この利用形態は原型から

展開して ｢解体｣したが入会慣習は存続している場合

を ｢入会林野の解体過程｣における ｢解体-再編｣の

ベクトルと呼ぶ｡また,そのような利用形態の原型か

らの展開により,入会権が他の権利型態に完全に転化

して入会林野が消滅する (入会林野から入会権が排除

される)場合を,｢入会林野の解体過程｣における

｢解体-消滅｣のベク トルと呼ぶ｡(したがって,こ

の ｢消滅｣は ｢再編｣の究極の表現とみなすこともで

きる｡)

このような分析視角 ･分析装置に基づき,各課題に

ついて各章にて述べた｡

ここでは,本文中各章において,論旨の混濁を招 く

と考えられたために省略した点および十分に触れてい

ない点がいくつか存在するが,これらの点とさらに今

後の課題をも含めて本研究を総括することにする｡

本研究では,戦後の入会林野を扱った既存の諸研究

の中では組織的かつ圧倒的ともいえる調査の集積から

入会林野慣習の実態を浮き彫 りにした法社会学上の研

究をガイドとして,諸先行研究の概要と論点の抽出と

一定の整理を行い,各学問分野において兄いだされる

ある程度の共通的な枠組みをあらかじめ抽出 ･検証し

た｡そしてその枠組に基づく研究課題の設定により研

究を進めるという,過去の研究にはない方法論をとっ

た｡

まず諸研究の共通的な枠組みとなるのは,法社会学

でいわれた ｢入会権の解体｣なる概念である｡それは

単なる法律上の権利論としてだけではなく,入会林野

に関する利用形態の変化を指標とする構造的変化を示

すために適した表現であるという点で,現存する入会

林野を対象として分析する場合に,一定の尺度を与え

うるものであるといえる｡つまり,入会林野という現

象における変化を一定のタイム ･スパンで捉え,その

変化には不可逆的ともいうべきある一定の方向性が存

在することを示した｡ただし,この ｢入会権の解体｣

が示されてから今日まで30年を経過しており,その間

に何らの批判 ･検討 ･対論の提置等も成されていない

のみならず,以後の公的調査や研究において暗黙の前

提となっているものである｡

したがって本研究では,入会林野に関する今までの

研究のなかで必ずしもその意義が明確化されていなか

った ｢入会権の解体｣について再検討をおこなった｡

その結果,当時の時代状況下で法社会学者が入会林野

の存在認定をするための権理論 (入会私権論)として

展開させたというコンテクス トにおいてではなく,そ

のような説明を可能にした現象が存在するという意味

において,入会林野で生じた現象に関する理論的説明

の根拠とするものとした｡また,このことから入会研

究を扱 う場合には,その現象を理解する上で,多かれ

少なかれ対象とする入会林野の歴史的経過を辿ること

が研究の方法として必要であるということがいえるO

また,このような可能な限 りその歴史的経過 (現実的

な背景 ･状況)を明らかにすることを通じて,過去の

研究の論点に隠れて存在したと言える ｢入会は本質的

に団体的原理と個人的原理の矛盾が止揚されている｣

とする見解と ｢その両者が止揚され得ない蛭桧をかか

える｣とする見解に対 して,現段階的な把捉が可能と

なるといえる｡

先行研究における個別の論点は,具体的には以下の

ものが挙げられる｡

まず,｢入会権の解体｣である｡これは,社会科学

的な分析に不可欠な研究対象のグルービングの指標を

設定する際のたたき台として,本文中で重ねて検討し

ているように,重要である｡そこで,入会権ではなく

入会集団および入会林野そのものを中心的研究対象と

する,入会林野の即時的規定因子の ｢共同体的慣習規

範｣が存在するという視点が一貫している,林野は所

有と利用に特質が現れる,一定の時間的長さの中で動

態的に変化を把握できる,の4点を理由として,利用

形態を指標とする入会林野の区分を主として用いるも

のとした｡

ただし,社会経済的説明も加えた ｢入会権の解体｣

論は,現実の実態に関するデータ (人工林率と利用形

態)を多量に積み重ねた場合には,その説明力が不足

する点が存在するため,統計的に扱 う際には,人工林

率と利用形態の関連による入会林野集団のグループ化

以外の方法を取る必要があることがわかった｡この点

は,研究の課題の第 1番目に関わ り,統計的概観にお

いて別の解析を試みた.

次に,入会林野の森林保有体としてだけでなく,経
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営体 としての評価や検討という点に関して,近代化し

たもの ･しないもののそれぞれについて,公的資料等

の利用と具体的な対象設定により,可能な限りの接近

を試みた｡この場合には,入会的活動の肯定的側面の

今日的表現型態の発見 ･評価,たとえば,現代の林業

をめぐる経済的環境 ･採算性が悪化している状況下に

もかかわらず,育林活動が継続して行われている事例

を対象とした｡これらは研究の課題の第 2番目に関わ

り,長野県下の実態調査において敷術して述べた｡

そして,入会権公権論と私権論である｡一般に,物

質生産のあり方が歴史的に進化または変遷するという

ことの中で人間の社会構造が規定され,入会林野利用

を構成する入会集団に帰属する入会権も,そのような

下部構造に規定されるところのものであるとするなら

ば,この意味において入会権が公権か私権かという議

論は意味をなさないということも考えられるものであ

る｡すなわち,入会林野利用の変遷を歴史的に把握す

る場合には,そのような変遷が集落の存在形態の反映

であるととらえ,その集落構造の変化に対するインパ

クトを公的政策 (施策)あるいは私経済的活動に求め

ることこそ意味があったといえる｡すなわち,本研究

が主張するところの入会林野の解体過程すなわち解

体 ･消滅ベクトル,解体 ･再編ベクトルは,まさにこ

の意味で,入会権の解体で言われたところの内容を捉

えなおしているものでもある｡そして,それゆえ入会

林野を国家的土地政策の一環として把握する場合には,

その ｢公権性｣すなわち,ここでその意味するところ

を現代の言葉で言い直せば,｢公共性｣あるいは ｢公

益性｣に相当するであろう側面を有していることは,

忘れてはならない視点である｡すなわち,居住するも

のの自由と責任の問題が,私有財産としての入会林野

(所有 ･保有および管理 ･処分等の自由)と公共の福

祉の実現としての森林環境の整備 (育林作業の継続等

の責佳)として存在する,ということである｡したが

って,入会林野の解体過程における解体 ･存続ベクト

ルの作用の結果としての入会林野は,地域資源として

の共同財産として,新たな近代的集落組織の結合の靭

帯として機能し,自由と責任をともなった民主的管

理 ･運営がなされるものとして存在しうるといえる｡

また,この論点の延長線上に存在する問題として,

入会集団と地縁団体 ･部落会等の関係における両者の

性格の違いと本来の姿との不整合についてが挙げられ

る｡｢部落会｣等の集落の自治組織の法人化は,戦後

マッカーサー令により禁止となったが,1991年に ｢再

び｣法的に可能となったのである｡このような ｢部落
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法人化問題｣は,本研究の目的である入会集団の今日

的存在意義を考察する上で欠くべからざる要件である

と考え,研究の課題の第 3番目に関わり,実態分析に

より敷術した｡

そして本研究では,入会林野及び入会林野集団の概

況について述べた｡現時点での統計的把握の基礎とな

るのは1960年世界農林業センサスであり,法社会学的

な成果を十分理解した画期的な調査が行われた｡しか

し,ここでも国有地上の入会林野や公有地上の入会林

野については,入会権公権論的立場の自治省系統の反

対等から,実数の把握ができていないものであり,そ

の立場の違いはいわゆる近代化法にも映しだされてい

る｡したがって上述したような下部構造と上部構造と

の関係における入会林野利用とその解体過程ととらえ

る立場からは,この近代化法もじつはカッコつきの近

代化であって,外観上は本文中で示したような ｢解体

-消滅｣-再編というベクトルとして作用するように

見えるが,実質は単なるラベルの張 り替えでしかない

と見なせるものである｡また,この近代化法以後は,

かなりの入会林野集団が ｢整備｣されたが,一方,今

日ではあらたな問題を生んでいる｡すなわち,整備に

よって設立された生産森林組合の経営不振の問題であ

る｡また,現時点での ｢未整備｣集団は,現状維持的

意思が強く,整備事業の不振を生じさせる原因となっ

ている｡今後は,整備事業を必要とする集団も存在す

ることから,事業そのものは続けるべきであると考え

られるが,その内容は変更あるいは工夫の余地が大い

にあると言えよう｡

また,各都道府県における入会林野 ｢未整備｣集団

の相互関係を統計的処理により把握を試みた｡その際

には,｢入会権の解体｣で述べられているような利用

形態の古典性の度合いだけでなく,入会権そのものの

解体度 (総手的利用の解体)および,登記名義と入会

権者とが一致する度合いの3指標で捉えることが比較

的有効であることがわかった｡すなわち,入会集団に

よっては,利用形態が ｢解体｣しているからといって,

｢入会権｣の態様までもが ｢解体｣しているとはいえ

ないもの,つまり ｢未分化｣的色彩の濃い入会集団が

存在することが明らかになったと考えられる｡これは,

従来の研究では指摘されていなかった点である｡

さらに本研究では,事前調査の結果から入会林野の

解体過程に関する事例対象入会集団および入会地とし

て,長野県駒ヶ根市中山区を設定した｡その入会林野

利用の変遷と入会権の解体過程について,可能な限り

の歴史的史料を駆使して,位置の確定と歴史的な展開
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を追求した｡そのことを通じて,やはり,｢入会権の

解体｣では,入会林野において入会権が入会集団の自

主的な決定 ･判断により解除され,消滅する場合が存

在することについての説明が不十分であることの裏付

けがなされたと言える｡したがって,この場合を含め

て実態認識をすべきとの立場からは,本研究における

｢入会林野の解体過程｣という捉え方が適切であるこ

との実証がなされたと考えられる｡また,中山区の入

会林野は,入会権者の共同賦役により人工林の手入れ

が続けている例であり,この点で地域資源管理の担い

手としての入会林野および入会集団の存在についてア

ンケート調査を行い,その今日的な存在意義について

考察をおこなった｡その結果,共同賦役が続けられて

いる理由として,過去に入会林野の存在によって集落

の共同生活の向上が経済的に支えられた経験があげら

れた｡すなわち,このような事例からすると,入会集

団の入会林野に対する自由と責任に関する自覚がある

場合には,地域資源管理の担い手としての今日的な存

在意義があり,短絡的に ｢入会-封建の遺制｣とする

ことの誤 りが理解されるものである｡

このように,集落的結合の靭帯として入会林野が機

能している例が中山であった｡

さらに,この中山では,入会林野にブナを植林する

イベントを催し,その参加者は近隣の他の集落や,口

コミで聞きつけ遠方より訪れるものであり,活発な集

落活動を行っている｡すなわち,入会林野が集落内部

の結合の靭帯として機能しているのみならず,他区域

住民をも取 り込む自律的な活動の基盤としても機能し

ていることになる｡この意味において入会林野の現代

的な存在意義が兄いだされるのである｡

また本研究では,入会権公権論 ･私権論の対立の現

代的な現れと見なすことのできる入会集団と地縁団体

法人化の関係に関する問題を,長野県下での実態調査

により論じた｡ここで重要なのは,表面的なそのよう

な対立の現れと,実際上の現行法が適用可能か不可能

かという法解釈論が法律学的に正当になされるかどう

かではない｡法社会学においては,入会慣習が ｢生け

る法｣として働いている事実をさして,入会権の法源

とすることを主張し,実態を明らかにしたものであっ

た｡この論点を延長すれば,入会集団が慣習として入

会林野を地縁法人の財産として登記したとしても,そ

もそも入会権は登記不要の権利なのであるから,なん

ら問題が存在しないことになる｡しかし,本文第 2章

でふれたとおり,入会林野整備事業が低迷する一方で,

登記名義と実質入会権者が一致せず,慣習についての

｢規約書｣も有せず,｢寄合｣もない入会集団が多数

存在し,それらの集団またはそこまででない入会集団

であっても,今後世代交代等進行する場合を想定する

べきであろう｡すなわち,1996年度林野庁入会林野等

整備コンサルタント中央会議 (1996,11月)にて,林

野庁森林組合課が示した,第 4期整備事業に関する報

告資料に ｢昭和41年当時,185万ha存在 した入会林

野等については,入会林野等近代化法に基づき整備に

取 り組んできた結果,自主整備を含めると約84万ha

が整備され一定の成果を上げているところであるが,

今なお79万haの入会林野等が存在している｡近年の

入会林野等の整備は,入会林野等の整備を行っている

ことを知らない入会等集団が増加していること,市町

村の実行体制が脆弱なことなどから低調となっている

が,入会林野等を放置することは,入会林野等自体の

農林業上の有効利用が図られていないだけでなく,放

置された入会林野等の境界が不分明化すること等を通

じて地域における森林の適正な管理自体が十全に行え

なくなるおそれがあることから,入会林野等の整備は,

森林の公益的機能の発揮を確保する上でも喫緊の課題

である｡このため,個別の入会林野等ごとに今後の取

り扱いについて明確にするとともに,入会等集団に対

する指導体制の強を図ることにより入会林野等の整備

を推進する｡｣とある点がまさに重要なのである｡す

なわも,この資料で指摘されているとおり,整備事業

を低迷させている背景が,入会集団をして地縁法人化

という出口を求めさせている点が重要なのである｡し

たがって,このような林野庁の方針が出される以前に

論じた第 4章の内容において,結論的に述べた ｢入会

集団と地縁法人の一体化が目指されるべき｣という部

分は,以下の入会林野に関する新事業が実施され一定

の結果を生むまで保留されるべきであるかもしれない｡

すなわち,林野庁は,従来の事業に対し,新規項目と

して ｢入会林野等活用協議会｣ (入会林野等を有する

当該市町村は,入会集団,森林組合,学識経験者等で

構成する協議会を設置し,入会林野等集団や市町村の

意志として個別の入会林野等ごとに今後の取 り扱いに

ついて明確にする)を導入する｡

このように,今後に向けて,入会林野の解体過程に

おける今日的現れのあらたな展開の芽が看取されるの

である｡

以上に加えて,本研究における論点として,1990年

の前後以来,入会林野に関するいくつかの研究書が発

表されるにおよんでいることは,今後の入会研究の課

題を考える際には無視できないことがあげられる｡第
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1章にて述べたとお り,1つは,社会学的視点から

｢集落｣に関する今日的展開を解明しようとするもの,

1つは,経済学的視点から ｢コモンズ｣の意義を再確

認しよ うとするものである｡また,その中で,わが国

内部を対象とする研究に加えて,視野を日本国内にと

どめていない研究も存在する｡このようなことから鑑

みると,｢入会林野｣研究は,国際比較的実証研究を

射程 とする可能性を有しいるといえよう｡そして,そ

れらを可能とするには,森林資源の所有 ･保有と利用

および政策 (施策)の関連と変化を,一定のタイム･

スパンで実態的に把握するような分析装置を基軸とし

て据えることが特に重要であるといえる｡本研究で示

した ｢入会林野の解体過程｣の定義及び,統計的分析

で示した様な手法等は,従来の分析手法 ･分析装置に

加えて,そのような基軸になりうると思われる｡また,

今後の入会研究の目的が,環境問題の本質である世界

のグローバル化の進展とその経済学的諸問題 (いわゆ

る貧 ･病 ･争)の深刻化との関係におけるわが国の入

会林野の位置づけ ･評価にあることは明白であって,

これを避けて通ることはできないであろう｡したがっ

て,この場合に,わが国入会林野を歴史的 ･世界史的

に特殊なものとして切 り離して論じるのではなく,い

わゆるコモンズとの関連から,すなわち,日本的入会

のもつ実態をより一層コモンズ概念に関連させること

を指向しつつ,その目的に接近することが試行される

べきと思われる｡特に,入会林野の解体過程における

解体 ･消滅ベクトルおよび解体 ･再編ベクトルにたい

してインパクトを与えるものとして,先述したような

外的圧力 としての法制度的要因以外に,資本による開

発圧力要因が存在する点で,現代の発展途上国におけ

るコモンズとの関連が追及されるべきであろう｡すな

わち,わが国においては,幾度となく訪れた土地開発

ブーム,観光開発ブームによって,多 くの入会林野が

解体過程の進行を速めたのである｡例えば,長野県で

は ｢村む らのもと共有林および現共有林を,もっとも

激しく襲 ったのである｣(橋本玲子 (1978)｡山村進出

資本の動向｡(林業構造研究会)日本経済 と林業山村

問題 初版 362頁｡東大出版会｡ここで言 う共有林

とは入会林野のことである)という指摘がなされてい

るように,入会林野は地域住民の自律的かつ民主的結

合の靭帯 として機能し展開しうる一方,巨大資本によ

る他律的な支配の対象となり,歴史的に受け継がれて

きた地域資源管理のシステムが破壊される場合との両

刃の剣的側面を有するといえるのである｡

一万,1991年に森林法が改正され,新たに ｢流域管
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理システム｣が林業政策としてスタートしたが,その

実態的な動きがあまり認識され得ない感のあるなかで,

1996年度に ｢林野 3法｣が成立した｡こられの評価は,

学問的な評価が定まっているとはいいがたいものであ

る｡さらに,入会林野整備事業とこうした林政との関

わ りは十分でなく,また実態も把握し難い｡しかし,

本研究にてみたように,入会林野の解体過程と林業上

の法律や政策 ･施策は密接な関わ りがある｡また,世

界の経済はIMF･GATT体制からWTO体制に移

行し,枠組みが先進国と近年対抗的勢力として力をつ

けてきているアジア各国等の思惑のなかで選択され,

そのもとにわが国の諸政策が対応しているという関係

がみられるが,さらにその諸政策に新林業法制がしか

れている｡したがって,入会林野に関する研究の今後

の課題の1つは,実態の進展をみながら,このような

枠組みをふまえたものとしてゆく必要があるであろう｡

さらに,過去の研究の論点 としてみられた見解に

｢入会とは封建的である｣と ｢入会は歴史的矛盾を止

揚した存在｣といったものが存在したが,｢入会林野

の解体過程｣という観点による本研究においては,ど

ちらか一方を真なる命題かつ他方を偽なる命題とする

ことは不可能である｡なぜなら,第 2章でみたように,

あるいは第 3章の実態の過程にみたように,入会とい

う型態は,ある社会経済的背景のもとでの局面では,

近代的ともいえる合理性を発揮しているように解釈で

きる場合がみられる一方,まさに ｢遺制｣というべき

様相をみせるものでもあるからである｡したがって,

ある特定の入会集団自体から何らかの理念を引っぼり

出すよりも,全体の状況や背景 との関係において,

個々のケースに応じてその性格を時々に判断すべきと

考えられる｡そしてさらに,以上までに述べたことか

ら,入会林野が地域資源として地域社会の近代的組織

の結合の要となっている実態を把握し,描き出し,そ

の要因を分析することが今後の課題の中心となるとい

えよう｡そして,本研究はそのような入会林野の現代

的存在意義についての分析をより明瞭にする分析装

置 ･分析視角である ｢入会林野の解体過程｣を明らか

にした｡そしてこのような観点から諸外国の入会的利

用形態のケースを比較していくことが,重要であろう｡

以上,本研究は歴史的な資料に基づく調査 ･分析,

集落単位のアンケー ト調査,聞き取 り調査,統計的分

析,等及び,施策に関する最新の情報をふくめ,あり

とあらゆる手だてを用いて研究の目的および課題に接

近した｡そして,そのすべてを統合する視角が ｢入会

林野の解体過程｣である｡
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再版 古今書院

初 古今書院

初 (財)法政大学出版局

復刻版 お茶の水書房

初 岩波書店

初 秋豊園出版部

初 林野庁調査課図書

初 お茶の水書房

初 お茶の水書房

初 森林開発公団

初 改造社

復刊 東京大学出版会

初 農山漁村文化協会

初 日本林業調査会

初 晃洋書房

初 日本経済評論社

有J 地球社

初 (社)全国農林統計協 会連 合会

初 (令)西ヶ原刊行社

初 理論社

初 日本林材新聞社

初 日本林業調査会

初 講談社

初 学陽書房

初 農林出版株式会社

初 岩波書店

初 共立出版

初 有斐閣

初 築地書館

初 築地書館

第2版 吉川弘文館

第4版 寓里閣

初 動草書房

初 動草書房

初 農山漁村文化協会

初 (社)農山漁村文化協 会

初 お茶の水書房

初 お茶の水書房

初 お茶の水書房

初 日本林材新聞社

初 不二出版株式会社

初 不二出版株式会社

初 不二出版株式会社

初 有斐閣

1987山村経済構造の変貌と農林家の存在形態に関する研究

1972山村集落の構造変化過程

1987地域の社会学

1987地域の社会学

1994森と文明

100 日出英輔 共著 1973森林法 (特別法コソメソタール)

初 (財)山村振興調査会

初 日本経済評論社

初 日本経済評論社

初 晶文社

初 第一法規出版
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101平松 紘

102 ヴ ィノグ ラ ド7

103 古島敏雄

104 古島敏雄

105 古島敏雄

106 福島正夫

107福島正夫

108 藤本 猛

109 藤田 勇

110 分収林制度研究会

111北条 浩

112 北条 浩

113 北条 浩

114 北条 浩

115 北条 浩

116 北条 浩

117 北条 浩

118 細田衛士

119 松波秀実

120 松木洋一

121 宮本憲一

122 宮本憲一

123 宮本憲一

124 宮本憲一

125 宮本憲一

126 メイサー,アルフレッド

127 森 厳夫

128 森 厳夫

129 森 ･熊崎

130 森 厳

131森 厳

132 山田良治

133 八尋宣子

134 山田良治

135 横尾正之

136 林野庁監修

137林野庁

138 林野庁監修

139 林業構造研究会

140林政総合協議会

141林政総研レポ27

142林政総研 レポ28

143林政総研 レポ29

144林政総研 レポ30

145 林政総研 レポ33

146 林政総研 レポ34

147林政総研 レポ37

148 林政総研 レポ38

149 林政総研レポ42

150 渡辺洋三

151渡辺洋三

152 渡辺洋三

153 ワイゼ ッカ-
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1995イギリス環境法の基礎研究

1972法における常識

編 1949山村の構造

編 1955日本林野制度の研究

編 1958日本地主制史研究

1962地租改正の研究

編 1966林野入会権の本質と様相

1982林業経営の法律実務

1989近代の所有観と現代の所有問題

編 1984分収林特別措置法の解説

1965入会権学説集 (私法編上)

1966入会権学説集 (私法編下)

1975公有林野政策と入会の変容

1977林野入会の史的研究 (上)

1979近世における林野入会の諸形態

1979林野法制の展開と村落構造

1983明治国家の林野所有と村落構造

編 1996持続可能性の経済学

1925明治林業使用後

1992日本農林業の事業体分析

1967社会資本論

編 1989公共性の政治経済学

1989環境経済掌

編 1990地域経済学 (有斐閣ブックス)

1992環境 と開発

1992世界の森林資源

1973山村経済論

1980 ｢山｣の政治と経済

共著 1982センサスにみる日本の林業

1982日本林業の構造

編

編

論

1983林業経済論

1989戦後日本の土地問題

初 散文堂

初 岩波書店

初 日本評論社

初 財団法人 東京大学出版 会

初 岩波書店

初 有斐閣

初 (財)東京大学出版会

初 清文社

初 日本評論社

初 創造書房

初 徳川林政史研究所

初 徳川林政史研究所

初 徳川林政史研究所

初 お茶の水書房

初 お茶の水書房

初 お茶の水書房

初 お茶の水書房

初 慶鷹大学出版会

初 大日本山林会

初 日本経済評論社

初 有斐閣

初 自治体研究社

初 岩波書店

初 有斐閣

初 岩波書店

初 築地書館

初 農林出版株式会社

初 清文社

初 (財)農林統計協会

初 (財)農林統計協会

初 (財)農文協

初 ミネルヴ ァ書房

1989入会林野利用と集落構造に関す る理論的並びに実証的研究

1992開発利益の経済学

1952林野入会権の法的構造

1958分収造林の詳解

編 1959日本林業発達史 (上)

1962公団造林の解説

編 1978日本経済と林業 ･山村問題

編 1980日本の造林百年史

話 1985入会林野整備と生産森林組合

誌 1985林地移動と森林管理

誌 1985国有林野と地域経済

誌 1986森林 ･林業の評価手法

1987森林の適正管理

1987都市近郊林の整備及び利用

誌 1989林地所有の利用管理の適正化

誌 1990林業法人の実態と課題

誌 1992林業の労働条件-現状 と課題-

1972入会と法

福 1974入会と財産区

1985財産権論

1994地球環境政策

初 日本経済評論社

初 財団法人 農林協会

初 官庁新聞社

初 林野庁

初 (社)日本林業協会

初 東京大学出版会

初 日本林業調査会

初 林政総合調査研究所

初 林政総合調査研究所

初 林政総合調査研究所

初 林政総合調査研究所

初 林政総合調査研究所

初 林政総合調査研究所

初 林政総合調査研究所

初 林政総合調査研究所

初 林政総合調査研究所

初 東大出版会

初 動草書房

初 一粒社

初 有斐閣
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あ と が き

信州大学農学部学部生のとき,1989年林業経済学会秋季大会シンポジウムの統一テーマとして ｢入会林野｣が

取 り上げられた｡それへの参加を機会として抱いた漠たる内的疑問は,その後の私の学生･院生生活における研究

上の中心的関心として在 り続けた｡

本研究論文で述べたように,入会林野は複雑で捉えがたく,含まれている問題も多様である｡当然のことなが

ら本研究でそのすべてを解き明かしたわけではないが,その結果の一部が本研究論文に結実したことは,幸運で

あった｡これも多くの方々のご協力のあればこそである｡

特に,恩師野口俊邦教授には,公私にわたり,さまざまなご面倒をおかけしながらも,あたたかく自主性を尊

重しながら研究活動を見守ってくだきり,また終始適切なご指導を賜った｡心より御礼申し上げます｡

また,九州大学農学部林政学教室の佐藤 (八尋)宣子先生には,お忙しい中,論文や資料を提供していただき,

お世話になった｡この場を借 りて御礼申し上げます｡

そして,連合大学院構成大学教職員のみなさま,図書館職員のみなさまには,目に見えないところで研究活動

を円滑に進める力になっていただいていたことに感謝申し上げます｡

Summary作成では,岐阜大学連合大学院院生として同じ研究室で約 1年を共に過ごした Md.AbudasSalam

(バングラデシュ)氏に御協力をいただいた｡この場を借 りて感謝いたします｡

最後に,本研究論文は,実態調査等でお世話になった方々をはじめ,多くの方々のご協力の結果によって成 り

立っているものであり,あらためて研究の途上で出会ったすべての方々に感謝申し上げたい｡

StudiesontheProcessofDissolvinginCommunalForest

By NAKAGAWA Koji

TheGraduateSchoolofAgriculturalScience,GifuUniversity

ScienceofBiologicalProduction

(LaboratoryofForestEconomicsFac.Agri,,ShinshuUniv.)

Summary

Thethemeofthisstudyistoinvestigateandtoreevaluatethepresentandhistoricalsituationof'Iriai

Party'and 'IriaiForest'theJapanesecommunalforestthathasconcernedaboutunwrittencommonrights

bylaw.Basedonthetheme,Isurveyedalotofpreviousstudieson'Iriai'andreconstructedtheconcept'the

dissolvingofcommonrightsinforest'whichwasmentionedbySocial-Lawresearchworkersinto'theprocess

ofdissolvingincommunalforest'.So,thepurposeofthisstudyistoinvestigatethesituationinmoredetail

throughtheoreticalandpositiveapproach.Thus,concreteassignmentsarefourpointsasfollows:1)to

understandandanalyzethedistributionoflriaiForestinalloverJapan,2)toexaminethehistoricaltrendand

presentsituationof'theprocessofdissolvingincommunalforest',3)toinvestigatethetendencyabout'the

processofdissolvingincommunalforest',and4)toanalyzethetypesoflriaiForestinJapan.

hordertoclarifytheseassignments,thefirstworkwastoarrangethegeneralrecognitionofthefact

frompreviousstudiesonlriaiinJapan.Whatthesestudiessaidisasfollows:formofutilizationincommunal

foresthaschanged,andhascorrelatedwithchangingofproductionstyleatitsplaceandsocioeconomic

environment.Thisrecognitionincludesanindex,mainlybasedonSociaトLawstudies,especiallyin1960'S,for
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Classifyingthetransformationincommunalforest.Butthisunderstandingisnotenoughtoidentifythefact

thatlriaiforesthasdissolved.

So,theconceptthatdifferentiatetheformoftransformationofutilizationandlapsefromexitingform

incommunalforestisneeded.Itisdescribedinchapterone.

Basedonformerconcept,itisdifficulttoexplaintheactualreasonsofnotadjustingtherealsituations

becauseoflackofdataabouttherateofafforestedareaandtheform ofutilizationinit.Toperform

statisticalanalysis,Onemustbeselectedanothermethod.Therefore,thisstudychosePrinclpalComponent

Analysisandresultsaredescribedinchaptertwo,inordertomakeclearabouttheformerassignment1)and

4).

TherearetwogroupsoflriaiParty,Oneisthemodernizedandtheotheristheun-modernized.Then,this

studytriestoevaluatethemasmanagerbymeansofmanyofficialdataandmodelstudy.Andthemodelwas

chosenasbecauseofkeepingpositiveforestryactivitiesincommunalforest.Itconcernsaboutformer

assignment2),itisdescribedinchapterthree,asspecialcasesinNaganoprefecture.So,itappearsaboutthe

problemthat'freedomtoliveandresponsibilitytomanagementoflriaiForest,thecommunalforest'isthe

majorproblem.

In1991,itispossibletofindalegalpersonofcommunalpartyaslriaiParty.Thisisanimportantpoint

forformerassignment3),anditisdescribedinchapterfour.

Inchaptertwo,generalconditionsaboutlriaiForestandPartywereexplained.Therearebigtroubles

initseconomicalsituatiorlforlegalpersonasforestrymanagerwhichwasestablishedbyforestrypoliciesof

modernizationoncommunalforest.Theotherproblemsforun-modernizedgroupoflriaiPartyare:theydon'

tacceptthepoliciesandmakeoneoftheobstacles.

Basicallythepoliciesarebeneficial,butthereshouldbealotofimprovementsinit.Then,accordingto

theresultofPrincipalComponentAnalysis,itisclearthatthetypesoflriaiForesthad3indices:contentsof

rights,waysofutilizationforforestandformsofpossessiononpapers.InNagano,communalforestsarenot

differenttypesthanothers.

Inchapterthree,resultsofinvestigationofactualsituationoflriaiPartyandForest:Nakayama

communityinKomaganecityofNaganoprefecturearedescribed.Itwasclearedabouthistoricalplaceand

useforcommunalforestbyusingexistentcommunalrecords.Andtherehasbeencontrolledforestryactivities

foralongtimebasedoncommunalcustoms.Resultsofthequestionnairesurveyindicatethat,asaresultof

theactivitiesthathavebeencontinuedseemsthatlriaiPartyhaveanexperiencethathavebroughtbig

economicalbenefitsforthemselves.Inthiscase,itisconcludedthatlriaihasanimportantroleinregional

areaasaprotectorofnatureandresourcemanager,ifitcouldbeconsciousaboutself-responsibilityandfree

activities.

Inchapterfour,newtrendaboutlegalpersonandlriaiPartyisclarified.Ithasrelationshipbetween

forestrypoliciesandtheprocessofdissolvingincommunalforest.

Thisstudytriestomeetthepurposesandassignmentsbyusingmanypossibleways:historicalbut

existentcommunalrecords,questionnairesurvey,hearingresearch,statisticalmethods,officialdata,themost

newestinformationofforestrypolicies,andsoon.

Consequently,consideringallthefactors,itisconcludedthat'theprocessofdissolvingincommunalforest'

isusefulconceptforinvestigatingactualorhistoricalconditionsonallaroundabout'Iriai'.

ThenextimportantthingistocomparetheJapaneselriaiwiththeothercountrieslriai.


